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三重県知事 一見 勝之

　人口減少・少子高齢化の進行、技術革新やグローバル化の進展など、変化が激しいこ

の時代においては、社会課題が複雑化・多様化しており、これからの社会を展望する上で、

教育の果たす役割はますます重要となっています。

　このビジョンの副題には、“子どもたちが個性を輝かせ、望む未来を実現していくために”

と掲げています。子どもたちが望む未来を実現し、笑顔があふれる、明るい未来にする

ために、よりよい教育を通じてよりよい社会を創るという目標を県民の皆さんと共有しな

がら、子どもたちを育む取組を地域全体で進めていきましょう。

　こうした社会全体の潮流を念頭に置いた上で、令和５（２０２３）年１０月、教育施策

の基本的な考え方を示した「三重県教育施策大綱」を策定しました。一人ひとりがかけが

えのない存在であり、三重の宝である子どもたちが、安全・安心な教育環境のもとで心

身ともに健やかに育つことができるよう、いじめの防止、自己肯定感の涵養、教職の魅

力向上、地域や世界で活躍する人材の育成などの施策を推進いたします。

　今般、今後４年間の三重の教育の指針となる「三重県教育ビジョン」を策定しました。

本ビジョンに基づき、取組を一層加速してまいります。

　少子高齢化の進行や人口減少、ＡＩをはじめとする技術の進歩、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大、国際情勢の不安定化など、教育を取り巻く社会状況が急速に変化し、「変

動性、不確実性、複雑性、曖昧性」を特徴とする、将来予測の困難な時代が到来しています。

　こうした中、令和５（２０２３）年１０月に策定された「三重県教育施策大綱」をふまえ、

今後４年間の教育の新しい指針として「三重県教育ビジョン」を策定しました。

　このビジョンでは、「子どもたちに育みたい力」を明らかにするとともに、「教育ビジョン

を貫く視点」を示しています。

　「子どもたちに育みたい力」では、教育における不易と流行を見極めつつ、時代の変化

に鑑み、これまで示してきた「自立する力」と「共生する力」に加え、「創造する力」を新

たに示し、３つの力を掲げました。

　「教育ビジョンを貫く視点」では、子どもたちの目線に立つことや家庭・地域との連携・

協働など、これまでのビジョンから受け継いできた三重の教育の真髄とも言える施策横断

的な考え方を掲げました。

　私たちは、子どもたちの可能性を最大限に引き出すことができるよう、誰もが安心して

学べる教育環境づくりを進め、子どもたちの知・徳・体をバランスよく育んでいきます。こ

のような教育を通じて、新時代を担う子どもたちが、その個性と能力を発揮し、一人ひと

りの望む未来を実現していくことを願っています。

　県民の皆さんには、子どもたちの輝く未来の実現に向けて、ご理解とご協力を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

　最後に、このビジョンの策定にあたって、２年間にわたり審議いただいた三重県教育改

革推進会議委員の皆さん、貴重なご意見をいただいた県民の皆さんや教育関係者の皆さ

ん、意見交換会やアンケートに参加・協力していただいた小学校、中学校、高等学校、特

別支援学校の児童生徒の皆さん、大学生の皆さんに対し、厚くお礼を申し上げます。

子どもたちが個性を輝かせ、
望む未来を実現していくために

かん
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はじめに

うま

○ 　平成18（2006）年に「教育基本法」が改正され、地方公共団体が教育の振興に関する施策につ
いて基本的な計画を定めるよう努めることとなって以降、本県では、３次にわたる計画に沿って、
具体的な施策を展開してきました。こうした取組を積み重ねた結果、子どもたちの自己肯定感や
社会参画する力が向上したり、学校と地域との連携・協働が進んだりするなど、一定の成果につ
ながりました。

○ 　人口減少や少子高齢化、グローバル化の進展、地球規模の課題、子どもの貧困など社会経済的
な課題、地域間格差など地域の課題、社会のつながりの希薄化など、さまざまな社会課題が存在
する中、未来に向けて学びのあり方を構想するにあたっては、教育の未来像を巡る動向1をふまえ、
個人と社会のウェルビーイング（Well-being）2の実現をめざすことが大切です。

○ 　一人ひとりのウェルビーイングを実現していくためには、この社会を持続的に発展させていく
ことが求められます。こうした社会の実現に向けては、一人ひとりが自分のよさや可能性を認識
するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人びとと協働しながら、さ
まざまな社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、「持続可能な社会の創り手」になること
をめざすという考え方が重要です。

○ 　ウェルビーイングのとらえ方は国や地域により異なり得るものであり、一人ひとりの置かれた
状況によっても多様な求め方があり得ます。我が国においては利他性、協働性、社会貢献意識など、
人とのつながりや関係性に基づく要素がウェルビーイングにとって重要な意味を有しているとさ
れていることをふまえ、教育を通じて日本社会に根差したウェルビーイング3の向上を図ること
が大切です。

○ 　新型コロナウイルス感染症の流行以来、子どもたちの学習や心身にも一定の影響が生じている
との指摘もなされているところです。一人ひとりの回復のペースは同じではないという認識のも
と、誰一人取り残すことなく子どもたちの学びと健康を支えるとともに、コロナ禍で再認識され
た学校の役割をふまえ、単にコロナ禍前に戻るのではなく、これまで制限されてきた学校教育活
動のうち真に必要なものの回復やＩＣＴの活用などにより、新しい時代の学びを実現していくこ
とが重要です。

○ 　本ビジョンの対象範囲は、次のとおりとします。
①　公立学校教育、学校スポーツ、社会教育に関すること
②　上記①と密接な関係を有し、市町、家庭、地域などとの連携・協働のもとに、推進を働きか
　けることのできる分野（例：地域と学校の連携・協働の推進、家庭教育応援の推進）

○ 　本ビジョンは、本県の総合計画である「強じんな美し国ビジョンみえ」5、「みえ元気プラン」6で示
された理念をふまえ、教育分野の施策を推進していくための計画です。また、本ビジョンは、三重
の教育のめざす姿とその実現に向けた取組内容および目標を示す中期計画です。

○ 　本県の教育施策の基本的な考え方などを示す「三重県教育施策大綱」は、就学前教育、学校教
育から社会人の教育に至るまで人の生涯にわたる教育全体を対象としています。そのため、主と
して公立学校教育を対象とする本ビジョンは、「三重県教育施策大綱」をふまえて策定することと
します。

○ 　本ビジョンは、教育基本法第17条第２項に基づいて策定する、本県の「教育の振興のための施
策に関する基本的な計画」として位置づけます。

○ 　こうした認識のもと、子どもたち一人ひとりの豊かで幸せな人生と社会の持続的な発展に向け、
新時代における教育施策を総合的かつ計画的に推進できるよう、「三重の教育宣言4」に込められ
た思いを引き続き大切にするなど、これまでの計画を発展的に継承しながら、本県の教育の新し
い指針として「三重県教育ビジョン」を策定します。

○ 　令和６（2024）年度から令和９（2027）年度までの４年間とします。
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OECD「ラーニング・コンパス2030」（令和元（2019）年5月）、教育振興基本計画（令和5（2023）年6月16日閣議決定）などの未来に
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「三重県教育ビジョン」（平成28（2016）年３月策定）において、県民一人ひとりが、それぞれの役割や立場に応じて、主体的に三重の教育
に関わっていくという決意をあらわすものとして示されました。「三重の教育宣言」の全文は巻末資料に掲載しています。
長期的な視点から、おおむね10年先の三重の姿を展望し、政策展開の方向性や県政運営の基本姿勢を示す長期ビジョンです。
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○ 　第１章の「総論」では、本県の教育がめざすべき方向性を「子どもたちに育みたい力」として示す
とともに、その実現に向けて「教育施策の基本的な考え方」と「教育ビジョンを貫く視点」を明らか
にします。「教育施策の基本的な考え方」は、「三重県教育施策大綱」で示され、本ビジョンに基づく
取組を推進する考え方として重要な意義を持つものです。また、「教育ビジョンを貫く視点」は、「子
どもたちに育みたい力」の育成に向けて、全ての施策を推進する上で大切にしたい横断的な視点です。

○ 　第２章の「基本施策・施策」では、「子どもたちに育みたい力」の育成を実現するため、６つの基本
施策と32の施策を体系化して示すとともに、それぞれの基本施策において「めざす姿」と「基本的
な考え方」を、また、それぞれの施策において「めざす姿」や「現状と課題」、「主な取組内容」、「ＫＰＩ（重
要業績評価指標）」を示します。

○ 　第３章の「教育ビジョンの実現に向けて」では、進行管理や多様な担い手との連携・協働について
記載します。

ＫＰＩはKey Performance Indicatorの略で、目標の達成度を評価する指
標です。本ビジョンでは、各施策の「めざす姿」を実現するための過程を計
測する中間指標として設定します。

子どもたちの目線に立ち、個に応
じた学びを大切にします
学年や校種を越えた連続性のある
学びを実現します
家庭・地域と連携・恊働して子ども
たちを育む学校づくりを行います
教職員がやりがいを持って子ども
たちと向き合える環境をつくります

基本施策

めざす姿 計画期間が終了する令和９（2027）年度末にこの基本施策が目標としている
姿を記載します。

基本的な考え方 この基本施策の背景や意義、めざす方向性などを記載します。

施策

めざす姿 この施策を推進することにより、計画期間が終了する令和９（2027）年度末
までに達成する姿を記載します。

現状と課題 この施策に関する現状や課題、背景等を記載します。

主な取組内容

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

この施策で実施する主な取組を記載します。

【ビジョン体系（イメージ図）】

第１章　総論

施
策

基
本
施
策

教育施策の
基本的な考え方

子どもたちに育みたい力

共生する力

創造する力

自立する力

はじめに

〈横断的な視点〉

〈4 年間の主な取組内容〉

教
育
ビ
ジ
ョ
ン
を
貫
く
視
点

第２章　基本施策・施策
・子どもたちに育みたい力
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子どもたちの未来をひろげるために
一人ひとりの幸せにつながる自己肯定感を育むために
豊かな社会を創っていく力を育むために
さらに充実した教育の提供をめざして
誰もがいつでも学び、活躍できる社会をめざして

1
2
3
4
5

○

○

○

○

未来の礎となる力の育成
未来を創造し社会の担い手となる力
の育成
特別支援教育の推進
いじめや暴力のない学びの場づくり
誰もが安心して学べる教育の推進
学びを支える教育環境の整備

1
2

3
4
5
6

・基本施策
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全体構成5
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第 1章 総論

教育を取り巻く現状

（1）社会情勢の変化

❶ 人口減少、少子・高齢社会の進行

● 年齢 3 区分別人口の推移（三重県） ● 共働き等世帯数の推移（全国）

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５年推計)」 出典：厚生労働省「令和５年版厚生労働白書」

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」（2019年推計）
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○ 　中長期的な視点から本県の教育のめざすべき方向性を示すにあたり、教育を取り巻く社会潮流を概
観します。

○ 　少子高齢化の進行により、令和２（2020）年に約103万人であった本県の生産年齢人口（15 ～
64歳）は、令和32（2050）年には約68万人と、約３分の２にまで減少する見込みです。生産年齢
人口の減少による地域への影響として、身近な施設やサービスが縮小するなど生活に不便が生じる
ことが懸念されるとともに、地域コミュニティ活動を行う担い手が不足することで住民同士の交流
が滞るリスクが高まることなどが想定されます。

❷  家庭環境の変化
第
1
章

総 

論

第
1
章

総 

論

○ 　平成７（1995）年以降における本県の世帯数を家族類型別にみると、「夫婦と子からなる世帯」
は横ばいで推移する一方で、「ひとり親と子からなる世帯」は増加し、「三世代世帯」は減少しています。
また、全国の共働き等世帯数の推移をみると、「雇用者の共働き世帯」は増加し、「男性雇用者と無
業の妻からなる世帯」は減少しています。家族の姿の変化・人生の多様化や、地域のつながりの希
薄化などにより、子育て家庭が社会から孤立し、子育てに悩む保護者が増えることが懸念され、地
域全体で家庭教育を支える重要性が高まっています。

※

※
※

「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口および完全失業者）
の世帯。平成30年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口および失業者）の世帯。
「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。
平成22年および平成23年は、岩手県、宮城県および福島県を除く全国の結果。
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第 1章 総論

教育を取り巻く現状

（1）社会情勢の変化

❶ 人口減少、少子・高齢社会の進行
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○ 　中長期的な視点から本県の教育のめざすべき方向性を示すにあたり、教育を取り巻く社会潮流を概
観します。
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出典：三重県「外国人住民国籍・地域別人口調査」

❸ グローバル化の進展
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○ 　令和４（2022）年12月時点の本県の外国人住民数は57,279人で、過去最多となりました。県内
総人口に占める外国人住民の割合は3.2％となり、総人口に占める外国人の割合が大きい都道府県
で、本県は全国４位です。言葉の壁や文化の違いなどから外国人住民が孤立することなく、地域社
会の一員として受け入れられるよう、多文化共生の取組を進めることが必要です。

❹ 超スマート社会7の進展
○ 　ＡＩ8（人工知能）、ロボット、ビッグデータ9、ＩｏＴ10といった技術が発展・普及し、超スマート社会に

向けた動きが加速しています。近年、民間企業では、テレワークの導入が急速に進むとともに、約６割
の企業がデジタル化を実施または実施を検討しています。一方で、諸外国と比べると、デジタル化の実
施が遅れており、デジタル化推進における課題として、「人材不足」と回答した割合が多くなっています。
デジタル化を進める上での課題に対応し、社会全体でＩＣＴ11の利活用の推進を図ることが重要です。 

  必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会のさまざまなニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサー
ビスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といったさまざまな違いを乗り越え、いきいきと快適に暮らすことのできる社会。
  Artificial Intelligenceの略。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム全般、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術全般。
  利用者が急速に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・スマートフォンに組み込まれたＧＰＳ（全地球測位システム）か
ら発生する位置情報、時々刻々と生成されるセンサーデータ等、ボリュームが膨大であるとともに、構造が複雑化することで、従来の技術では
管理や処理が困難なデータ群。
  Internet of Thingsの略。「モノのインターネット」と呼ばれ、自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、
情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出します。
  Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。
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● 世界の温室効果ガスの排出量の推移 ● 温室効果ガス排出・吸収量の推移（国内）

● 中途採用実績のある企業割合の推移（全国）

出典：環境省「令和５年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」出典：環境省「令和５年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」

出典：厚生労働省「令和４年版労働経済の分析」、厚生労働省「労働経済動向調査」より作成
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○ 　気候変動による自然災害の増加や農業・水産業への影響が懸念される中、脱炭素社会の実現に
向けた動きが加速しています。地球環境の持続可能性に対する国際的な危機感が高まっていること
から、脱炭素社会の実現や環境に関わるさまざまな課題の解決に資するよう、持続可能な社会の創
り手の育成が求められています。

❻ 労働の状況
○ 　働き方のニーズの多様化や急速な技術革新・産業構造の変化によって、就業者と事業所の双方に

おいて中途採用のニーズが高まっています。中途採用実績がある企業の割合は、平成24（2012）
年以降、平成30（2018）年までは緩やかな上昇傾向にありました。こうした雇用環境の変化を見
据えた就労支援の充実が必要です。

※ 四半期のデータを年単位で算出したもの。　※ 令和４年は「労働経済動向調査」により算出。

1,500

1,200

900

600

300

0

（億トン（CO2 換算））

600

500

400

300

200

100

0
1990 2000 2010 2020

（年）

化石燃料由来CO2

LULUCF CO2 

CH4 N2O ①基準年排出量 ②排出・吸収量 ③吸収量代替フロン類

注：報告書公表時、2021年のLULUCFの排出量は推計できていない。

排
出
・
吸
収
量

世
界
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
（年度）

1,408 1,301 1,265 1,249 1,235 1,191 1,161
1,101 1,122

57.5 54.6 53.0 53.8 53.3 48.5 46.0 47.6

建設業
情報通信業製造業卸売業,小売業

運輸業,郵便業生活関連サービス業,娯楽業

宿泊業,飲食サービス業

❼ 人材に求められる能力等に対する需要の変化

● 「意識・行動面を含めた仕事に必要な能力等」に対する需要の推計（全国）

● 全国の人口に占める東京圏の割合

出典：経済産業省「未来人材ビジョン」（令和４年５月）

出典：「デジタル田園都市国家構想総合戦略〈参考資料〉」
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○ 　ＡＩやロボットの発達により、産業構造の転換が加速していき、問題発見力や的確な予測、革新
性などが働く人に将来一層求められる能力等となるとの予測があり、社会・雇用市場のあり方や必
要とされるスキルについて、今後、変化していくことが見通されています。

❽ 東京圏への人口集中
○ 　全国的な出生数の減少に加え、地方圏から東京圏（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）へ人の

流れが続いており、全国の人口に占める東京圏の割合は増加傾向にあります。人口減少下における
地域社会のあり方について検討を行い、取組を実施することで選ばれる三重につなげていくことが
求められています。

全国 東京圏 東京圏割合

29.3%

12,615

3,691

※
※  基盤スキル：広くさまざまなことを、正確に、 早くできるスキル ※ 革新性：新たなモノ、サービス、方法等を作り出す能力

【 56の能力等に対する需要 】
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意欲・積極性

1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.10
1.10
1.09
1.09
1.09

2015 年

問題発見力
的確な予測
革新性※

的確な決定
情報収集
客観視

コンピュータスキル
言語スキル：口頭

科学・技術
柔軟性

1.52
1.25
1.19
1.12
1.11
1.11
1.09
1.08
1.07
1.07

2050 年

各職種で求められるスキル・能力の需要度をあらわす係数は、56項目の平均が1.0、標準偏差が0.1になるよう調整。
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● 世界の温室効果ガスの排出量の推移 ● 温室効果ガス排出・吸収量の推移（国内）

● 中途採用実績のある企業割合の推移（全国）

出典：環境省「令和５年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」出典：環境省「令和５年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」

出典：厚生労働省「令和４年版労働経済の分析」、厚生労働省「労働経済動向調査」より作成
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○ 　気候変動による自然災害の増加や農業・水産業への影響が懸念される中、脱炭素社会の実現に
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● 高校生の心と体の健康に関する意識調査（国別）

● 地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割合（三重県）

❷ 豊かな心の育成
第
1
章

総 

論

第
1
章

総 

論

○ 　日本の高校生は、諸外国の高校生に比べ、自己肯定感や挑戦心のいずれの項目においても、「そうだ」
「まあそうだ」と回答した割合が低い状況にあります。また、本県における「地域や社会をよくするた
めに何かしてみたいと思う児童生徒の割合」は、小学生で77.9％、中学生で68.8％となっています。

出典：文部科学省「全国学力・学習状況調査」

※
※

令和元年度から国語Ａ・国語Ｂが国語に、算数Ａ・算数Ｂが算数に、数学Ａ・数学Ｂが数学に変更となっています。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による学校教育への影響を考慮し、実施されませんでした。

● 全国学力・学習状況調査の平均正答率の全国平均との差の推移（三重県）

（2）子どもたち・学校を取り巻く現状

❶ 確かな学力の育成
○ 　令和５（2023）年度における本県の「全国学力・学習状況調査」の「教科に関する調査」の平均

正答率は、１教科（中学校数学）で全国の平均正答率を上回りました。また、国際調査における日
本の平均得点は、数学的リテラシー・読解力・科学的リテラシーの３分野全てにおいて世界トップレ
ベルに位置しています。
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出典：文部科学省・国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査2022年調査（PISA2022）のポイント」

出典：国立青少年教育振興機構「高校生の心と体の健康に関する意識調査」（平成30年３月）

※ ＯＥＣＤ加盟国（37か国）における比較。

出典：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」

※「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」という質問に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば、当てはまる」と回答
した児童生徒の割合の合計。

● OECD 生徒の学習到達度調査 2022 年調査（PISA2022）の結果（国別）
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● 高校生の心と体の健康に関する意識調査（国別）

● 地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割合（三重県）
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○ 　日本の高校生は、諸外国の高校生に比べ、自己肯定感や挑戦心のいずれの項目においても、「そうだ」
「まあそうだ」と回答した割合が低い状況にあります。また、本県における「地域や社会をよくするた
めに何かしてみたいと思う児童生徒の割合」は、小学生で77.9％、中学生で68.8％となっています。

出典：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
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令和元年度から国語Ａ・国語Ｂが国語に、算数Ａ・算数Ｂが算数に、数学Ａ・数学Ｂが数学に変更となっています。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による学校教育への影響を考慮し、実施されませんでした。

● 全国学力・学習状況調査の平均正答率の全国平均との差の推移（三重県）

（2）子どもたち・学校を取り巻く現状

❶ 確かな学力の育成
○ 　令和５（2023）年度における本県の「全国学力・学習状況調査」の「教科に関する調査」の平均

正答率は、１教科（中学校数学）で全国の平均正答率を上回りました。また、国際調査における日
本の平均得点は、数学的リテラシー・読解力・科学的リテラシーの３分野全てにおいて世界トップレ
ベルに位置しています。
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出典：文部科学省・国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査2022年調査（PISA2022）のポイント」
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※ ＯＥＣＤ加盟国（37か国）における比較。

出典：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」

※「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」という質問に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば、当てはまる」と回答
した児童生徒の割合の合計。

● OECD 生徒の学習到達度調査 2022 年調査（PISA2022）の結果（国別）
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❸ 健やかな身体の育成

出典：三重県教育委員会調べ

○

○

　令和５（2023）年度における本県の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の体力合計点と全
国平均値との比較では、小学校男子・女子と中学校女子は全国平均値をやや下回り、中学校男子は
全国平均値をやや上回りました。

❺ いじめ等への対応
第
1
章

総 

論

第
1
章

総 

論

○ 　いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が年々増加しています。また、暴力行為が依
然として発生しています。子どもたちのＳＯＳを周囲の大人が受け止め、きめ細かく対応していく必
要があります。

出典：内閣府「人権擁護に関する世論調査」（令和４年８月）
※ 「あなたが、子どもに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。」という質問への回答の状況。

● いじめの認知件数の推移（三重県）

小学校 高等学校中学校

三重県全国

特別支援学校  計

（件）
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● 体力・運動能力調査の体力合計点の推移（三重県）

❹ 子どもたちの人権
　18歳以上を対象とした世論調査によると、回答者の65.2％が「いじめを受けること」を子どもの
人権問題としてとらえています。子どもたちの人権が尊重されるよう、安心して学べる学校づくりを
進める必要があります。

● 子どもに関する人権問題についての意識（全国）

出典：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
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41

40

39
H20 H21 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

【 中学校２年生男子 】

41.50
41.36

41.78 41.74
41.89

42.13
42.11

42.32

41.69

41.18 41.04
41.32

40.33 

40.45
40.70

40.95

42.05

42.11
41.88

42.70 

41.60

42.18

41.89
41.51

52
51
50
49
48
47
46
45

H20 H21 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

【 中学校２年生女子 】

47.63
47.12

47.77 48.00
48.75

50.02
50.25 51.19

50.05
49.53

48.15

47.16

48.38
47.94

48.42
48.66

49.08

49.56
49.97

50.61
50.22

48.56

47.42

47.22

0 70（%）6040302010 50

いじめ、体罰や虐待について、周りの人が
気がついているのに何もしないこと

学校や就職先の選択などに関する子どもの意見
について、大人がその意見を無視すること

いじめを受けること

虐待を受けること

体罰を受けること

児童買春・児童ポルノなどの対象となること

その他

特にない

無回答

65.2

56.0

53.9

34.8

31.4

23.7

1.5

12.0

1.3

3,105
3,447

3,764
4,268

5,380

2,282 2,365
2,647

3,004

3,907

623 835 794 934 1,051

187 230 302 311 383

13 17 21 19 39

出典：三重県教育委員会調べ

● 児童生徒 1,000 人あたりのいじめの認知件数の推移（三重県）

小学校 高等学校中学校

特別支援学校  計

（件）

H30 R1 R2 R3 R4
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❸ 健やかな身体の育成

出典：三重県教育委員会調べ

○

○

　令和５（2023）年度における本県の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の体力合計点と全
国平均値との比較では、小学校男子・女子と中学校女子は全国平均値をやや下回り、中学校男子は
全国平均値をやや上回りました。

❺ いじめ等への対応
第
1
章

総 

論

第
1
章

総 

論

○ 　いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が年々増加しています。また、暴力行為が依
然として発生しています。子どもたちのＳＯＳを周囲の大人が受け止め、きめ細かく対応していく必
要があります。

出典：内閣府「人権擁護に関する世論調査」（令和４年８月）
※ 「あなたが、子どもに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。」という質問への回答の状況。

● いじめの認知件数の推移（三重県）

小学校 高等学校中学校

三重県全国

特別支援学校  計

（件）

H30 R1 R2 R3 R4

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

● 体力・運動能力調査の体力合計点の推移（三重県）

❹ 子どもたちの人権
　18歳以上を対象とした世論調査によると、回答者の65.2％が「いじめを受けること」を子どもの
人権問題としてとらえています。子どもたちの人権が尊重されるよう、安心して学べる学校づくりを
進める必要があります。

● 子どもに関する人権問題についての意識（全国）

出典：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
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51
H20 H21 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

【 小学校５年生男子 】
54.18
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53.87 53.91
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52.66
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53.51

52.23 52.22
52.53
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H20 H21 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

【 小学校５年生女子 】

54.84
54.59

54.70
55.01

55.18 
55.54

55.72 55.90
55.59 

54.64
54.31

54.28

52.95
52.80

53.65
53.96

54.65
54.87

55.46
55.75

55.48
54.39 54.26

54.17

43

42

41

40

39
H20 H21 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

【 中学校２年生男子 】

41.50
41.36

41.78 41.74
41.89

42.13
42.11

42.32

41.69

41.18 41.04
41.32

40.33 

40.45
40.70

40.95

42.05

42.11
41.88

42.70 

41.60

42.18

41.89
41.51

52
51
50
49
48
47
46
45

H20 H21 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

【 中学校２年生女子 】

47.63
47.12

47.77 48.00
48.75

50.02
50.25 51.19

50.05
49.53

48.15

47.16

48.38
47.94

48.42
48.66

49.08

49.56
49.97

50.61
50.22

48.56

47.42

47.22

0 70（%）6040302010 50

いじめ、体罰や虐待について、周りの人が
気がついているのに何もしないこと

学校や就職先の選択などに関する子どもの意見
について、大人がその意見を無視すること

いじめを受けること

虐待を受けること

体罰を受けること

児童買春・児童ポルノなどの対象となること

その他

特にない

無回答

65.2

56.0

53.9

34.8

31.4

23.7

1.5

12.0

1.3

3,105
3,447

3,764
4,268

5,380

2,282 2,365
2,647

3,004

3,907

623 835 794 934 1,051

187 230 302 311 383

13 17 21 19 39

出典：三重県教育委員会調べ

● 児童生徒 1,000 人あたりのいじめの認知件数の推移（三重県）

小学校 高等学校中学校

特別支援学校  計

（件）
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50

40

30

20

10

0

24.3 25.6
29.1

33.8

44.7

31.8

24.8
21.5

19.3

18.4 17.6 20.7
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● 暴力行為発生件数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

出典：三重県教育委員会調べ

※
※
※

学級担任等による回答に基づくもので、発達障がいの専門家チームによる判断や、医師による診断によるものではありません。
標本児童生徒数 88,516人のうち、74,919人について回答が得られ、回収率は84.6％。

「学習面で著しい困難を示す」とは、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」、「計算する」、「推論する」の１つあるいは複数で著しい困難を
示す場合で、一方、「行動面で著しい困難を示す」とは、「不注意」「多動性－衝動性」、あるいは「対人関係やこだわり等」について１つ
か複数で問題を著しく示す場合です。

（人）

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

● 知的発達に遅れはないものの学習面または行動面で著しい困難を示すとされた
　 通常の学級に在籍する児童生徒数の割合（全国）

● 特別支援学校の児童生徒数・特別支援学級の児童生徒数・通級による指導を
　 受けている児童生徒数の推移（三重県）

出典：文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」（令和４年12月）

（件） （件）

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

14

12

10

8

6

4

2

0
H30 R1 R2 R3 R4

● 不登校児童生徒数（小学校・中学校）の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

34.8

72

4847
96

102

492 584 624 708 787 786 872 879

978 1,035 1,210 1,208 1,301

1,387 1,440 1,495 1,554 1,552 1,595 1,667 1,687 1,711 1,773 1,801 1,785 1,828

2,823
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3,790
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6.8
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5.2
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5.6
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7.6
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7.1

695

1,612

7.5
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1,616

9.1

2,084
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11.9

1,356

2,489

15.5

35.5 35.9

46.1

55.8

（人） （人）
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2,000

1,500

1,000
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0

80
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20
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0
H30 R1 R2 R3 R4

〈高等学校〉

学習面または行動面で著しい困難を示す
学習面で著しい困難を示す
行動面で著しい困難を示す
学習面と行動面ともに著しい困難を示す

2.2％　（1.7％～ 2.8％）
1.3％　（0.9％～ 1.7％）
1.4％　（1.0％～ 1.9％）
0.5％　（0.3％～ 0.7％）

推定値（95％信頼区間）

〈小学校・中学校〉

学習面または行動面で著しい困難を示す
学習面で著しい困難を示す
行動面で著しい困難を示す
学習面と行動面ともに著しい困難を示す

8.8％　（8.4％～ 9.3％）
6.5％　（6.1％～ 6.9％）
4.7％　（4.4％～ 5.0％）
2.3％　（2.1％～ 2.6％）

推定値（95％信頼区間）

小学校 中学校 1,000人あたりの不登校児童数（小学校）

小学校 中学校 高等学校 1,000人あたりの暴力行為発生件数

1,000人あたりの不登校生徒数（中学校）

❻ 多様な教育的ニーズを有する子どもたちへの対応
○ 　特別な支援が必要な児童生徒や不登校の状況にある児童生徒、外国につながる児童生徒などさまざ

まな支援を必要とする子どもたちの数が増加しています。また、貧困、児童虐待、ヤングケアラー12など、
子どもたちの抱える困難は多様化・複雑化しています。こうした中、一人ひとりの能力・可能性を最大
限に引き出す教育を実現する必要があります。

12 一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども。

特別支援学校特別支援学級 通級指導教室
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● 暴力行為発生件数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

出典：三重県教育委員会調べ

※
※
※

学級担任等による回答に基づくもので、発達障がいの専門家チームによる判断や、医師による診断によるものではありません。
標本児童生徒数 88,516人のうち、74,919人について回答が得られ、回収率は84.6％。

「学習面で著しい困難を示す」とは、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」、「計算する」、「推論する」の１つあるいは複数で著しい困難を
示す場合で、一方、「行動面で著しい困難を示す」とは、「不注意」「多動性－衝動性」、あるいは「対人関係やこだわり等」について１つ
か複数で問題を著しく示す場合です。

（人）
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5,000

4,000
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2,000

1,000

0
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

● 知的発達に遅れはないものの学習面または行動面で著しい困難を示すとされた
　 通常の学級に在籍する児童生徒数の割合（全国）

● 特別支援学校の児童生徒数・特別支援学級の児童生徒数・通級による指導を
　 受けている児童生徒数の推移（三重県）

出典：文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」（令和４年12月）
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● 不登校児童生徒数（小学校・中学校）の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ
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〈高等学校〉

学習面または行動面で著しい困難を示す
学習面で著しい困難を示す
行動面で著しい困難を示す
学習面と行動面ともに著しい困難を示す

2.2％　（1.7％～ 2.8％）
1.3％　（0.9％～ 1.7％）
1.4％　（1.0％～ 1.9％）
0.5％　（0.3％～ 0.7％）

推定値（95％信頼区間）

〈小学校・中学校〉

学習面または行動面で著しい困難を示す
学習面で著しい困難を示す
行動面で著しい困難を示す
学習面と行動面ともに著しい困難を示す

8.8％　（8.4％～ 9.3％）
6.5％　（6.1％～ 6.9％）
4.7％　（4.4％～ 5.0％）
2.3％　（2.1％～ 2.6％）

推定値（95％信頼区間）

小学校 中学校 1,000人あたりの不登校児童数（小学校）

小学校 中学校 高等学校 1,000人あたりの暴力行為発生件数

1,000人あたりの不登校生徒数（中学校）

❻ 多様な教育的ニーズを有する子どもたちへの対応
○ 　特別な支援が必要な児童生徒や不登校の状況にある児童生徒、外国につながる児童生徒などさまざ

まな支援を必要とする子どもたちの数が増加しています。また、貧困、児童虐待、ヤングケアラー12など、
子どもたちの抱える困難は多様化・複雑化しています。こうした中、一人ひとりの能力・可能性を最大
限に引き出す教育を実現する必要があります。

12 一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども。

特別支援学校特別支援学級 通級指導教室
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● 不登校生徒数（高等学校）の推移（三重県）

● 日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

出典：三重県教育委員会調べ

※
※
平成30年の（新）は、平成27年に改定されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準に基づくものです。
令和3年からは、新基準の数値です。
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33

1,702

254

653

2,831

1,811

253

714

2,767

1,803

262

642

2,657

1,690

288

609

2,700

1,761

276

593

（人）

（件）

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
H30 R1 R2 R3 R4

● 児童虐待相談対応件数の推移（三重県）

出典：三重県子ども・福祉部調べ

● 子どもの貧困率13 の推移（全国）

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」
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H30（新）H30（旧）H27H24H21H18H15H12H9H6H3S63S60 R3

13 等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った金額）の貧困線（等価可処分所得の低い人から順に並べて、真ん中の順
位（中央値）の金額の半分の金額）に満たない人の割合。

小学校 中学校 高等学校 義務教育学校 特別支援学校

特別支援
学校

17.7
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全日制 定時制 1,000人あたりの不登校生徒数

51
特別支援
学校

5
義務教育
学校

58
特別支援
学校

2
義務教育
学校

68
特別支援
学校

2
義務教育
学校

68
特別支援
学校

2
義務教育
学校

2
義務教育
学校

2,408
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● 不登校生徒数（高等学校）の推移（三重県）

● 日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

出典：三重県教育委員会調べ

※
※
平成30年の（新）は、平成27年に改定されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準に基づくものです。
令和3年からは、新基準の数値です。
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出典：三重県子ども・福祉部調べ

● 子どもの貧困率13 の推移（全国）

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」
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13 等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った金額）の貧困線（等価可処分所得の低い人から順に並べて、真ん中の順
位（中央値）の金額の半分の金額）に満たない人の割合。
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● 「ヤングケアラー」の定義に該当すると思われる子どもの有無（全国）

● 性的マイノリティの当事者がいじめを受けた経験（全国）

出典：株式会社日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」（令和４年３月）

出典：独立行政法人教職員支援機構「学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子どもたち」より作成

※小学校に対する「ヤングケアラーの定義をみて、現在、貴校にヤングケアラーと思われる（可能性も含めて）子どもはいますか」
という質問への回答の状況。

※
※
※

小中高等学校の学校生活におけるいじめ被害の経験に関する質問への回答の状況。
ＬＧＢＴをはじめとするセクシュアルマイノリティ当事者を対象とした意識調査（平成28年）に基づきます。
有効回答数15,141件のうち、国内在住者15,064件の分析結果を使用。

分からない
21.9％

無回答 0.4％

いない
43.3％

いる
34.1％

58.2
49.8

63.160.9
55.8

49.4

（％）

n=260

（人）

100

80

60

40

20

0
10代 20代 30代 40代 50歳以上 全体

● 時間外労働が月45 時間を超える教職員数の月平均人数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

● コミュニティ・スクールの導入率と地域学校協働本部の整備率の推移（三重県）

出典：文部科学省「コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」
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49.6
42.9

61.0

44.3

52.3
54.5
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0 R1 R2 R3 R4 R5

地域学校協働本部（県）コミュニティ・スクール（県） 地域学校協働本部（全国）コミュニティ・スクール（全国）

❼ 地域との連携・協働
○ 　コミュニティ・スクール14や地域学校協働活動15など学校・家庭・地域の連携・協働が進む中、
地域全体で子どもたちを育む学校づくりを一層推進する必要があります。

❽ 教職員の状況
○ 　教職員の長時間労働が課題となる中、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保し、やりがいを
持つことができる環境を確保する必要があります。また、教員採用選考試験申込者数が減少する中、
多様な人材を確保する必要があります。

14

15

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づく、学校と保護者や地域住民等が共に知恵を出し合い、学校運営に
意見を反映させることで、協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。
幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」
をめざして、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行うさまざまな活動。

小学校 中学校 県立学校
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● 「ヤングケアラー」の定義に該当すると思われる子どもの有無（全国）

● 性的マイノリティの当事者がいじめを受けた経験（全国）

出典：株式会社日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」（令和４年３月）

出典：独立行政法人教職員支援機構「学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子どもたち」より作成

※小学校に対する「ヤングケアラーの定義をみて、現在、貴校にヤングケアラーと思われる（可能性も含めて）子どもはいますか」
という質問への回答の状況。

※
※
※

小中高等学校の学校生活におけるいじめ被害の経験に関する質問への回答の状況。
ＬＧＢＴをはじめとするセクシュアルマイノリティ当事者を対象とした意識調査（平成28年）に基づきます。
有効回答数15,141件のうち、国内在住者15,064件の分析結果を使用。
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● 時間外労働が月45 時間を超える教職員数の月平均人数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

● コミュニティ・スクールの導入率と地域学校協働本部の整備率の推移（三重県）

出典：文部科学省「コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」
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地域学校協働本部（県）コミュニティ・スクール（県） 地域学校協働本部（全国）コミュニティ・スクール（全国）

❼ 地域との連携・協働
○ 　コミュニティ・スクール14や地域学校協働活動15など学校・家庭・地域の連携・協働が進む中、
地域全体で子どもたちを育む学校づくりを一層推進する必要があります。

❽ 教職員の状況
○ 　教職員の長時間労働が課題となる中、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保し、やりがいを
持つことができる環境を確保する必要があります。また、教員採用選考試験申込者数が減少する中、
多様な人材を確保する必要があります。

14

15

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づく、学校と保護者や地域住民等が共に知恵を出し合い、学校運営に
意見を反映させることで、協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。
幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」
をめざして、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行うさまざまな活動。

小学校 中学校 県立学校
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● 教職員の仕事・勤務条件・職場環境に関する満足度の推移（三重県）

● 公立学校教員採用選考試験の申込者数と合格者数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

出典：三重県教育委員会調べ

※

※

数値は、設問別に「そう思う」、「やや思う」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」の４段階の回答を５点満点として扱ったものに
ついて、分野別に平均点を算出したものを使用。
各設問は、「仕事」に関する設問が８問、「勤務条件」に関する設問が６問、「職場環境」に関する設問が６問の３分野、計20問から構成。
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（人）
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3,000

2,000

1,000
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申込者数 2次合格者数

ほぼ毎日 週３回以上 週1回以上 月１回以上 月１回未満

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

4

3

2
R1 R2 R3 R4 R5

勤務条件に関する設問仕事に関する設問 職場環境に関する設問

● 学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合の推移（三重県）

出典：文部科学省「全国学力・学習状況調査」

● ＩＣＴを活用した授業頻度の割合（三重県）

出典：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」

※
※
「学校に行くのは楽しいと思いますか」という質問に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば、当てはまる」と回答した児童生徒の割合の合計。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による学校教育への影響を考慮し、調査が実施されませんでした。

85.8

85.5

83.8

81.9

87.1

77.8 18.7

65.2 25.4

0.3
0.03.2

8.4

76.3 20.4 3.3

62.6 24.1 11.0

86.3

82.9

80.9

86.9

86.3

84.0

81.4

83.4

83.0

81.1

85.4

85.0

83.2
84.3

82.9
83.8

85.3

84.0

81.8

90

85

80
R1H29H28 R3 R4 R5

100（％）806040200
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（三重県）

小学校
（全国）

中学校
（三重県）

中学校
（全国）

中学校（全国）小学校（全国）

❾ 学校におけるＩＣＴ活用状況
○ 　ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境の整備が進展し、さまざまな学習場面でＩＣＴが活用され
ています。これまでの実践とＩＣＴとを最適に組み合わせることで、課題を解決し、教育の質の向上
につなげていく必要があります。

 新型コロナウイルス感染症の影響下における変化
○ 　学校生活において、新型コロナウイルス感染症の感染対策が行われる中、子どもたちは、コロナ
禍前と異なる環境で過ごすことになりました。新型コロナウイルス感染症の影響下における変化等を
ふまえつつ、子どもたちの心身の健やかな育成を図る必要があります。

0.31.9

0.9

0.0
0.0

0.1
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● 教職員の仕事・勤務条件・職場環境に関する満足度の推移（三重県）

● 公立学校教員採用選考試験の申込者数と合格者数の推移（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ

出典：三重県教育委員会調べ
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※

数値は、設問別に「そう思う」、「やや思う」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」の４段階の回答を５点満点として扱ったものに
ついて、分野別に平均点を算出したものを使用。
各設問は、「仕事」に関する設問が８問、「勤務条件」に関する設問が６問、「職場環境」に関する設問が６問の３分野、計20問から構成。

3,395

3.37

3.11

2.72

3.43

3.17

2.84

3.42

3.19

2.85

3.38

3.16

2.76

3.39

3.21

2.77

3,284 3,234 3,201 3,125
2,940 2,842 2,872

2,631
2,370

600 493 514 488 485 367 465 437 518 511

（人）

（％）4,000

3,000

2,000

1,000

0

申込者数 2次合格者数

ほぼ毎日 週３回以上 週1回以上 月１回以上 月１回未満

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

4

3

2
R1 R2 R3 R4 R5

勤務条件に関する設問仕事に関する設問 職場環境に関する設問

● 学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合の推移（三重県）

出典：文部科学省「全国学力・学習状況調査」

● ＩＣＴを活用した授業頻度の割合（三重県）

出典：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」

※
※
「学校に行くのは楽しいと思いますか」という質問に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば、当てはまる」と回答した児童生徒の割合の合計。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による学校教育への影響を考慮し、調査が実施されませんでした。
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❾ 学校におけるＩＣＴ活用状況
○ 　ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境の整備が進展し、さまざまな学習場面でＩＣＴが活用され
ています。これまでの実践とＩＣＴとを最適に組み合わせることで、課題を解決し、教育の質の向上
につなげていく必要があります。

 新型コロナウイルス感染症の影響下における変化
○ 　学校生活において、新型コロナウイルス感染症の感染対策が行われる中、子どもたちは、コロナ
禍前と異なる環境で過ごすことになりました。新型コロナウイルス感染症の影響下における変化等を
ふまえつつ、子どもたちの心身の健やかな育成を図る必要があります。
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● 新型コロナウイルス感染症の影響と思われる児童生徒の変化・様子（三重県）

出典：三重県教育委員会調べ（令和５年度）

①無気力感がみられる

休校やオンライン授業により社会的つながり
（友人との交友等）が減少したこと

イベント・行事への参加機会が失われた
あるいは制約のある参加となったこと

放課後や休暇期間に自由に遊びや旅行に
行けなかったこと

サークル活動や部活などの活動に
制限がかかったこと

休校やオンライン授業により学習機会が
減少したこと（図書館の閉鎖など）

自身の現在及び将来に対する
不安が増加したこと

アルバイトや親からの仕送りなどの
収入減に繋がったこと

就職活動や企業の採用活動に
負の影響が生じていること

特にない

その他

n=107

③いらいら、むしゃくしゃしている

※数値は、コロナ禍前と比較した児童生徒の変化（「増えた」等）について、変化があると感じている養護教諭の割合であり、変化がある
児童生徒の割合ではありません。

④気分が落ち込んだり、
憂うつになったりする

⑤落ち着きがない

⑥学習や学力に不安を抱く

⑦将来への不安を抱く

⑧友人との関係に不安を抱く

⑨教師との関係に不安を抱く

⑩家族との関係に不安を抱く

⑪生活リズム（朝食、睡眠時間等）が
乱れがち

⑫生活全般に過度に不安を感じている

⑬頭痛や腹痛など、体の不調を訴える

⑭運動不足や体力が低下している

⑮（感染防止以外の理由で）学校に
登校しづらいと感じている

⑯保健室来室者

⑰保健室登校・別室登校の児童生徒

⑱担任からの児童生徒の
様子についての相談

⑲保護者からの児童生徒の
様子についての相談

⑳SCやSSW、医療機関受診を
すすめる必要がある

②集中できず、ぼんやりしている

増えた 変わらない 減った わからない

● コロナ禍での不利益・不満（学生）（全国）

出典：内閣府「第６回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」（令和５年４月）
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減少したこと（図書館の閉鎖など）

自身の現在及び将来に対する
不安が増加したこと

アルバイトや親からの仕送りなどの
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● 新型コロナウイルス感染症の影響と思われる児童生徒の変化・様子（三重県）
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 地域における学びの状況
○ 　本県では、少子化の流れを受けて、公立小中学校と県立高等学校の学級数が減少する中、地域

の児童生徒数に応じた学びが進められています。子どもたちにこれからの時代に求められる学びを
提供できるよう、地域と連携・協働しながら魅力ある学校づくりを進める必要があります。

● 公立小中学校における地域別学級数一覧（三重県）

● 県立高等学校（全日制）における学級数の状況（三重県）

令和５年度第１学年

令和元年度第１学年

小
学
校

地域名
単式 複式 計

R1

中
学
校

北勢

津

松阪

南志

伊賀

紀北

紀南

総合計

北勢

津

松阪

南志

伊賀

紀北

紀南

総合計

1,495

476

428

408

299

54

66

3,226

632

187

149

177

123

28

32

1,328

1,501

486

438

420

302

71

85

3,303

632

188

149

178

123

29

37

1,336

6

10

10

12

3

17

19

77

0

1

0

1

0

1

5

8

単式 複式 計 計

R5

1,488

448

401

375

287

45

60

3,104

612

182

150

164

118

25

32

1,283

1,497

467

416

394

287

63

82

3,206

612

182

150

165

118

25

34

1,286

9

19

15

19

0

18

22

102

0

0

0

1

0

0

2

3

単式 複式

地域名 学校数

5

5

3

11

6

6

9

8

9学級8学級7学級6学級5学級4学級

桑名北（普）

四日市農芸
（農家）
四中工（工）

松阪工（工）
相可（普農家）

名張（総）

四日市西（普）
四日市商（商）

桑名西（普）
いなべ総合

（総）

川越（普国）
四日市工（工）

四日市（普）
四日市南（普）

津（普）
津西（普国）

桑名（普理看）桑名工（工）

松阪商（商）

木本（普総）

伊勢工（工）
明野（農家福）

宇治山田（普）
宇治山田商

（商）

松阪（普理）

石薬師（普）

白山（普商）

紀南（普）

飯南（総）
昴学園（総）

あけぼの学園
（総）

南伊勢（普）
鳥羽（総）
志摩（普）
水産（水）

久居（普）

尾鷲（普商工）※

津東（普）

伊勢（普）

伊賀白鳳
（工商農福）※

津工（工）
津商（商）
久居農林

（農家）

上野（普理）
名張青峰（普）

朝明（普福）
四郷（普）
菰野（普）

稲生（普体）
飯野（外他） 亀山（普情家）白子（普家） 神戸（普理）

3学級2学級

0688111019 53

桑員

津

松阪

伊勢
志摩

伊賀

東紀州

学校数

四日市

鈴鹿・
亀山

地域名 学校数
5

5

3

11

6

6

9

8

9学級8学級7学級6学級5学級4学級
桑名北（普）

朝明（普福）
四郷（普）

松阪商（商外）
相可（普農家）

名張（総）

四日市農芸
（農家）
四中工（工）
四日市商（商）

桑名西（普）

四日市西（普）
川越（普国）
四日市（普）
四日市南（普）
四日市工（工）

津（普）
津西（普国）
津東（普）

いなべ総合（総） 桑名（普理看）桑名工（工）

伊勢工（工）
明野（農家福）

宇治山田商
（商）

松阪（普理）松阪工（工）

宇治山田（普）

白山（普商）

紀南（普）

飯南（総）
昴学園（総）

あけぼの学園
（総）

鳥羽（総）
水産（水）

南伊勢（普）
志摩（普）

尾鷲（普商工）
木本（普総）

津商（商）

伊勢（普）

上野（普理）
伊賀白鳳

（工商農福）
名張青峰（普）

津工（工）
久居（普）
久居農林

（農家）

菰野（普）

石薬師（普）
飯野（外他） 稲生（普体） 白子（普家）

亀山（普情家） 神戸（普理）

3学級2学級

11071010636 53

桑員

津

松阪

伊勢
志摩

伊賀

東紀州

学校数

四日市

鈴鹿・
亀山

増減

▲7

▲28

▲27

▲33

▲12

▲9

▲6

▲122

▲20

▲5

1

▲13

▲5

▲3

0

▲45

▲4

▲19

▲22

▲26

▲15

▲8

▲3

▲97

▲20

▲6

1

▲13

▲5

▲4

▲3

▲50

3

9

5

7

▲3

1

3

25

0

▲1

0

0

0

▲1

▲3

▲5

出典：三重県教育委員会調べ 出典：三重県教育委員会調べ

※ 伊賀白鳳、尾鷲の２校は、35、30人学級を実施

※ 学科名の略称は次のとおりです。
（普）普通科、（総）総合学科、（工）工業科、（商）商業科、（農）農業科、（福）福祉科、（家）家庭科、（理）理数科、（看）看護科、（外）外国語科、
（国）国際科、（情）情報科、（水）水産科、（体）体育科、（他）その他（応用デザイン）
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久居農林

（農家）

菰野（普）

石薬師（普）
飯野（外他） 稲生（普体） 白子（普家）

亀山（普情家） 神戸（普理）

3学級2学級

11071010636 53

桑員

津

松阪

伊勢
志摩

伊賀

東紀州

学校数

四日市

鈴鹿・
亀山

増減

▲7

▲28

▲27

▲33

▲12

▲9

▲6

▲122

▲20

▲5

1

▲13

▲5

▲3

0

▲45

▲4

▲19

▲22

▲26

▲15

▲8

▲3

▲97

▲20

▲6

1

▲13

▲5

▲4

▲3

▲50

3

9

5

7

▲3

1

3

25

0

▲1

0

0

0

▲1

▲3

▲5

出典：三重県教育委員会調べ 出典：三重県教育委員会調べ

※ 伊賀白鳳、尾鷲の２校は、35、30人学級を実施

※ 学科名の略称は次のとおりです。
（普）普通科、（総）総合学科、（工）工業科、（商）商業科、（農）農業科、（福）福祉科、（家）家庭科、（理）理数科、（看）看護科、（外）外国語科、
（国）国際科、（情）情報科、（水）水産科、（体）体育科、（他）その他（応用デザイン）
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子どもたちに育みたい力2

○ 　現代は将来の予測が困難な時代であり、その特徴である変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の
頭文字16を取って「ＶＵＣＡ」の時代とも表されます。これまで人口減少や少子高齢化、グローバ
ル化の進展、地球規模の課題、子どもの貧困などが社会の課題として掲げられてきた中、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大やロシアのウクライナ侵略などは正に予測困難な時代を象徴する事態
であったと言えます。今後、超スマート社会の実現に向けた技術革新や脱炭素化等の変革、さらな
る人口減少の進行に対応するなど、社会の変化や展望をふまえた本県の教育のめざすべき方向性を
明らかにするため、「子どもたちに育みたい力」を明示します。

○ 　学校教育を通じて、子どもたちのウェルビーイングを実現していくためには、子どもたち一人ひと
りが自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様
な人びとと協働しながら、さまざまな社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、「持続可能
な社会の創り手」になることをめざすという考え方が重要です。また、超スマート社会においては、
個々人が自立して自らの個性・能力を伸長するとともに、多様な価値観に基づいて新たな価値を生
み出していくために必要な力を備えていくことも重要です。
　このため、「三重の教育宣言17」に込められた思いをふまえ、教育における不易と流行を十分に見
極めながら、「自立する力」、「共生する力」、「創造する力」を育んでいきます。

自立する力 第
1
章

総 

論

第
1
章

総 

論

　社会の変化が加速し、複雑で予測が困難な時代にあって、幸せや生きがいを感じられる
人生を切り拓くことをめざし、他者や地球環境などを含めた社会全体のウェルビーイング
をふまえながら、主体的に学び、困難に向き合い、自信と誇りを持って、責任ある行動を
取る力が求められます。
　子どもたちが主体的に学びに向かうことができるよう、自ら定める目標の実現に向けて
学ぶ内容や学ぶ方法を決定し、学びの状況を振り返りながら改善を行いつつ学び続けてい
く「自律した学習者18」としての力を身につけることが重要です。

●

●

創造する力

　社会の課題が多様化・複雑化する中、社会課題の解決と経済成長を結びつけるイノベー
ションを起こしたり、新しいアイデアや解決策を生み出したりする、新たな価値を創造する
力が求められ、こうした力は、超スマート社会においてもＡＩやロボットによる代替が困難
な「人」の力であり、今後一層求められることが予測されます。
　子どもたちが、既存のさまざまな枠を越えて活躍できるよう、どのような未来を創ってい
くのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかを考え、他者と協働しながら、
主体的に学び、柔軟に発想することが重要です。学校教育は子どもたち同士の学び合いの
中で行われる特質を持つことをふまえ、多様な感性や考え方に触れ刺激を受けつつ、一人
ひとりがよりよい学びを生み出していけるようにすることが大切です。

●

●

共生する力

　価値観や文化の多様性を認め合い、性別や年齢、障がいの有無に関わらず、あらゆる他者を
価値のある存在として理解・尊重し、豊かな人間関係を築くとともに、他者への感謝や思いやり、
規範意識、公共の精神、郷土に対する誇りや愛情等を心の土壌として持ちながら、他者と共に
支え合って生きていく力が求められます。また、一定の対立関係の中で、相手の立場に立って
考えたり、より広い視点で全体をとらえたりする、対立やジレンマに対処する力が求められます。
　社会の多様化が進む中、誰一人取り残されることなく、誰もがいきいきとした人生を享受
することができる共生社会の実現をめざし、その実現に向けた社会的包摂を推進すること
が大切です。

●

●

16
17
Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）。
注釈4に同じ。

18 本ビジョンでは、子どもたちが社会で自立するためには、「自ら考え、判断・決定し、行動する力（自律する力）」や、「自分を律しながら
学び続ける姿勢」が大切であるという思いを込め、「自律した学習者」としています。
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教育施策の基本的な考え方3

○ 　本県では、教育施策の基本的な考え方を示す「三重県教育施策大綱」をふまえた教育を展開して
いきます。「三重県教育施策大綱」では、子どもたちへの教育を含む、全ての教育の方針を以下のよ
うに掲げています。

はじめに

子どもたちの未来をひろげるために1

子どもたちは三重の宝

第
1
章

総 

論

第
1
章

総 

論

　子どもたちは、一人ひとりかけがえのない存在であり、生まれながらにして豊かに育つための権利
があります。子どもたちには自ら育つ力と多くの可能性があり、一人ひとりが力を発揮し、心身とも
に健やかで豊かに育つことができる社会をつくっていく必要があります。
　本県の未来を明るいものとし、持続可能な地域とするためには、三重の未来を担う子どもたちを
守り健全な育成を図ることが重要です。子どもたちのかけがえのない命が、児童虐待、いじめ等で
奪われることのないよう、未然防止の取組を進めるとともに命の尊さについて理解を深める必要が
あります。

●

●

三重に根ざした教育
　三重は、古くから海・山の豊かな食材に恵まれた自然豊かで風光明媚な地域である「美し国」とし
て、街道を通じた人、物、情報の交流により発展してきました。このように、三重では、多様な交
流を通じて、異なる文化や優れた知見を積極的に取り入れてきた歴史があり、さまざまな交流の中
で培われた「包容力」や「多様性」が県民の皆さんの持つ特質や優位性と言えます。こうした特質や
優位性を生かした、三重に根ざした教育活動を進めます。
　三重に根ざした教育の推進においては、将来世界で活躍する者にも、三重の地で生き郷土の未来
を担う者にも、ふるさと三重に愛着や誇りを持ち、社会や地域の成長・発展に貢献しようとする思
いを育んでいきます。

●

●

社会の変化を見据えた教育の重要性
　人口減少が進み、変化の激しい時代において、一人ひとりの豊かで幸せな人生と社会の持続的な発
展を実現するために、教育の重要性はますます高まっています。
　自ら学び、考え、多様な人びとと協働しながらさまざまな課題に主体的に向き合うことで、社会的
変化を乗り越える力を育み、持続可能な社会の創り手となる教育の充実が求められます。
　グローバル化やデジタルトランスフォーメーションの進展等により、社会の変化が加速度を増してい
ます。地球規模の課題についても、私たち一人ひとりの課題として捉え行動していくことが望まれると
ともに、人ならではの感性を働かせ、よりよい解を生み出していく力が一層強く求められます。

●

●

●

社会総がかりでの教育
　一人ひとりの学びを支えていくという認識を学校・家庭・地域などが共有し、相互に連携・協働し
ながら、子どもたちを育む学校づくりや子どもたちが安心して活動できる居場所づくりに社会総がか
りで取り組みます。
　また、家庭の経済的な状況など子どもたちが生まれ育った環境にかかわらず、夢や希望をもって
健やかに育つことのできる環境の整備や子どもたちが安心して学べる場づくりを進めるとともに、一
人ひとりが生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において学習することができ、その成果を
発揮することができる社会の実現をめざし取り組んでいきます。

●

●

いじめ問題の克服
　本県では、いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が年々増加していますが、今なお、
いじめを受けた子どもの心身に重大な影響を及ぼす事案が発生しています。いじめの問題は、大人
社会のハラスメントの問題と根底で重なるところがあり、いじめの問題への対応では、社会の教育
力や成熟度が問われます。こうした認識の下、社会総がかりでいじめの問題を克服するため、子ど
もたちに関わる大人一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「い
じめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」との意識を持ってそれぞれの責務や役割を
果たし、いじめの防止等に取り組みます。
　いじめの問題の克服に向けて、「いじめをしない、させない心」を育むとともに、多様性を認めたり、
ルールを尊重したりする社会性を身につける取組を進めます。また、子どもたちが相談しやすい環
境づくりを進めるとともに、子どもたちが示すＳＯＳを見逃さないという姿勢や、ささいな変化であっ
てもいじめではないかという問題意識を持って関わることで、積極的な認知を一層進め、早期発見
や早期対応、深刻化の防止につなげます。さらに、いじめの加害者への指導にあたっては、いじめ
の被害者の心身の傷つきを認識させて十分な反省を促すとともに、いじめの背景にも目を向け、い
じめの加害者が抱える問題の解決を図り、再発防止と成長支援につなげます。加えて、いじめの傍
観者や同調者の存在にも注意を払い、いじめを許容しない雰囲気が集団内に醸成されるよう取り組
みます。

●

●

学校における学び
　学校は、学習機会と学力を保障するという役割や全人的な発達・成長を保障する役割、人と安全・
安心につながることができる居場所・セーフティネットとしての福祉的な役割を担っていくとともに、学
校教育ならではの協働的な学び合いやリアルな体験をとおした学びを大切にした活動を進めます。

●

　全ての人の人権が尊重され、誰もが個性や能力を発揮していきいきとした人生を送ることができる共生
社会の実現に向けて、一人ひとりが自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある
存在として尊重することが大切です。こうした中、一人ひとりの教育的ニーズに応じ、全ての子どもたち
の学びを保障することが重要です。
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　人口減少が進み、変化の激しい時代において、一人ひとりの豊かで幸せな人生と社会の持続的な発
展を実現するために、教育の重要性はますます高まっています。
　自ら学び、考え、多様な人びとと協働しながらさまざまな課題に主体的に向き合うことで、社会的
変化を乗り越える力を育み、持続可能な社会の創り手となる教育の充実が求められます。
　グローバル化やデジタルトランスフォーメーションの進展等により、社会の変化が加速度を増してい
ます。地球規模の課題についても、私たち一人ひとりの課題として捉え行動していくことが望まれると
ともに、人ならではの感性を働かせ、よりよい解を生み出していく力が一層強く求められます。

●

●

●

社会総がかりでの教育
　一人ひとりの学びを支えていくという認識を学校・家庭・地域などが共有し、相互に連携・協働し
ながら、子どもたちを育む学校づくりや子どもたちが安心して活動できる居場所づくりに社会総がか
りで取り組みます。
　また、家庭の経済的な状況など子どもたちが生まれ育った環境にかかわらず、夢や希望をもって
健やかに育つことのできる環境の整備や子どもたちが安心して学べる場づくりを進めるとともに、一
人ひとりが生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において学習することができ、その成果を
発揮することができる社会の実現をめざし取り組んでいきます。

●

●

いじめ問題の克服
　本県では、いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が年々増加していますが、今なお、
いじめを受けた子どもの心身に重大な影響を及ぼす事案が発生しています。いじめの問題は、大人
社会のハラスメントの問題と根底で重なるところがあり、いじめの問題への対応では、社会の教育
力や成熟度が問われます。こうした認識の下、社会総がかりでいじめの問題を克服するため、子ど
もたちに関わる大人一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「い
じめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」との意識を持ってそれぞれの責務や役割を
果たし、いじめの防止等に取り組みます。
　いじめの問題の克服に向けて、「いじめをしない、させない心」を育むとともに、多様性を認めたり、
ルールを尊重したりする社会性を身につける取組を進めます。また、子どもたちが相談しやすい環
境づくりを進めるとともに、子どもたちが示すＳＯＳを見逃さないという姿勢や、ささいな変化であっ
てもいじめではないかという問題意識を持って関わることで、積極的な認知を一層進め、早期発見
や早期対応、深刻化の防止につなげます。さらに、いじめの加害者への指導にあたっては、いじめ
の被害者の心身の傷つきを認識させて十分な反省を促すとともに、いじめの背景にも目を向け、い
じめの加害者が抱える問題の解決を図り、再発防止と成長支援につなげます。加えて、いじめの傍
観者や同調者の存在にも注意を払い、いじめを許容しない雰囲気が集団内に醸成されるよう取り組
みます。

●

●

学校における学び
　学校は、学習機会と学力を保障するという役割や全人的な発達・成長を保障する役割、人と安全・
安心につながることができる居場所・セーフティネットとしての福祉的な役割を担っていくとともに、学
校教育ならではの協働的な学び合いやリアルな体験をとおした学びを大切にした活動を進めます。

●

　全ての人の人権が尊重され、誰もが個性や能力を発揮していきいきとした人生を送ることができる共生
社会の実現に向けて、一人ひとりが自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある
存在として尊重することが大切です。こうした中、一人ひとりの教育的ニーズに応じ、全ての子どもたち
の学びを保障することが重要です。
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　学校、家庭、地域、企業、団体などのさまざまな主体が連携・協働し、子どもたちの健やかな成
長を社会全体で支えるとともに、家庭や学校とは異なる対人関係の中で豊かな人間性を育んだり、
困難に直面した際に支援を求めたりできるよう、「子どもの居場所」づくりを進めます。

●

学校安全の推進

い

　子どもたちの命を守り、子どもたちが安全・安心に学べるよう、防災教育や通学時の安全対策、
防犯対策、性犯罪・性暴力対策、事故防止対策など、家庭や地域と連携・協働した学校安全の取組
の徹底を図ります。

●

誰もが安心して学べる環境づくり
　特別な支援を必要とする子どもたち、外国につながる子どもたち、不登校の状況にある子どもた
ちなど、一人ひとりの能力・可能性を最大限に伸ばすことができるよう、誰もが安心して学べる環境
を整えます。また、貧困の連鎖を防ぐ取組を進めるほか、児童虐待やヤングケアラーなど、支援を
必要とする子どもたちの早期発見・対応などの対策を進めます。さらに、性的指向・性自認の多様
性について、教職員等の正しい理解を促進し、きめ細かな対応につなげます。

●

家庭教育の支援
　家庭において、子どもたちが保護者等からありのままの自分を受容され、他人に対する思いやり、
規範意識、自立心や自制心、社会的なマナーなどを身につけられるよう、社会全体で「教育の原点」
である家庭教育や子どもの豊かな育ちを支えるとともに、地域のさまざまな主体と連携して、保護
者等や子どもの学びを支えながら家庭教育の支援の充実を図ります。

●

幼児期における取組
　幼児期の子どもたちが、安定した情緒の下で身近な環境に主体的に関わり、さまざまな活動を行
う中で、心身の調和のとれた発達の基礎を身につけることができるよう、子どもたちとの信頼関係
を十分に築き、よりよい教育環境をつくります。

●

学校における取組
　学校では、リアルな体験を通じて学ぶことの重要性にも留意し、子どもたちが達成感を味わい、
やる気や自信にもつながる、「できた」、「分かった」という実感が得られる授業や、自分や他者のよ
さに気づくことにつながる仲間との交流や多様な人びととの協働の機会、子どもたちが主体的に学校
生活をよりよくする活動などの充実を図ります。また、つまずきや思うようにいかない状況などをし
なやかに受け止め、対応する力を育みます。
　その際、学校が異なる立場や考え、価値観を持った人びとが集う場であるからこそ、お互いの考
え方や思いの違いを尊重しながら理解を深め合う中で、一人ひとりのよさを生かしながら、より深い
学びを生み出すことができるという視点を持って教育活動を進めます。

●

●

幼児教育の充実
　幼児期の子どもたちに、人と関わる力や思考力、感性や表現する力などを育み、人として生きてい
くための基礎を培うことができるよう、家庭や地域と連携して教育活動のさらなる充実を図るとと
もに、小学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら、遊びをとおして総合的
な指導を行います。

●

学力等の資質・能力の育成
　資質・能力をバランスよく育成するため、個々の子どもの状態をより丁寧に把握し、一人ひとりに応
じた学びや協働的な学びの充実を図ります。子どもたちが学力を確実に身につけることができるよ
う、子どもたちの学力や学習状況を把握・分析し、子どもや学校の実態に応じて補充的な学習や発
展的な学習を取り入れるなど、さらなる授業改善や効果的な指導体制づくりの取組を進めます。あ
わせて、目標の達成に向けて粘り強く取り組む力や、自己の感情や行動をコントロールする力、他
者と協働する力などのいわゆる非認知能力を育成するという視点を持って教育活動を進めます。

●

　人工知能（ＡＩ）などの先端技術が高度化し、社会のあり方そのものが劇的に変化する中、求めら
れる資質・能力も変化しています。そのような社会で、変化を前向きに受け止め、課題と主体的に向
き合いながら、自ら学び、考えることや、多様な人びとと協働することなどを通じて、持続可能な未
来を創っていく力を身につけていくことが大切です。
　子どもたちには、「何を知っているか、何ができるか」だけではなく、「知っていることやできること
をどのように使うか」や「どのように社会と関わり、よりよい人生を送るか」という視点を重視しながら、
知識・技能、思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」、自己肯定感や規範意識、自他の命の尊重、
いじめを許さない心といった「豊かな心」、体力の向上、心身の健康などに支えられる「健やかな身体」
を一体的・調和的に育むことが重要です。

一人ひとりの幸せにつながる自己肯定感を育むために2
　子どもたち一人ひとりが自他のかけがえのない価値を認識しながら、多様な人びとと協働し、さまざまな
分野に積極的に挑戦し、自分の可能性を伸ばすことができるようにしていくためには、自己肯定感を高める
ことが重要です。そのためには、ありのままの自分が受け容れられているという実感を持つことが必要です。
また、自らの力の向上に向けて努力して達成感を得たり、人の役に立ったりすることや、自分と向き合ったり、
互いに認め合ったりすることなどの経験を重ねることが大切です。
　こうした自己肯定感は、保護者や友人、教職員、地域の人びとなど、他者との関わり合いをとおして育む
ことが大切です。また、子どもたちのこだわりやここを見てほしいという思いを受け止め、その子どもの努
力や工夫を丁寧に見取ることが重要です。
　あわせて、子どもを支える大人が、子どものいきいきとした成長に関わることを通じて、自らの自己肯定
感を高めることができるような関係をめざすことが大切です。
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　学校、家庭、地域、企業、団体などのさまざまな主体が連携・協働し、子どもたちの健やかな成
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困難に直面した際に支援を求めたりできるよう、「子どもの居場所」づくりを進めます。

●

学校安全の推進

い

　子どもたちの命を守り、子どもたちが安全・安心に学べるよう、防災教育や通学時の安全対策、
防犯対策、性犯罪・性暴力対策、事故防止対策など、家庭や地域と連携・協働した学校安全の取組
の徹底を図ります。

●

誰もが安心して学べる環境づくり
　特別な支援を必要とする子どもたち、外国につながる子どもたち、不登校の状況にある子どもた
ちなど、一人ひとりの能力・可能性を最大限に伸ばすことができるよう、誰もが安心して学べる環境
を整えます。また、貧困の連鎖を防ぐ取組を進めるほか、児童虐待やヤングケアラーなど、支援を
必要とする子どもたちの早期発見・対応などの対策を進めます。さらに、性的指向・性自認の多様
性について、教職員等の正しい理解を促進し、きめ細かな対応につなげます。

●

家庭教育の支援
　家庭において、子どもたちが保護者等からありのままの自分を受容され、他人に対する思いやり、
規範意識、自立心や自制心、社会的なマナーなどを身につけられるよう、社会全体で「教育の原点」
である家庭教育や子どもの豊かな育ちを支えるとともに、地域のさまざまな主体と連携して、保護
者等や子どもの学びを支えながら家庭教育の支援の充実を図ります。

●

幼児期における取組
　幼児期の子どもたちが、安定した情緒の下で身近な環境に主体的に関わり、さまざまな活動を行
う中で、心身の調和のとれた発達の基礎を身につけることができるよう、子どもたちとの信頼関係
を十分に築き、よりよい教育環境をつくります。

●

学校における取組
　学校では、リアルな体験を通じて学ぶことの重要性にも留意し、子どもたちが達成感を味わい、
やる気や自信にもつながる、「できた」、「分かった」という実感が得られる授業や、自分や他者のよ
さに気づくことにつながる仲間との交流や多様な人びととの協働の機会、子どもたちが主体的に学校
生活をよりよくする活動などの充実を図ります。また、つまずきや思うようにいかない状況などをし
なやかに受け止め、対応する力を育みます。
　その際、学校が異なる立場や考え、価値観を持った人びとが集う場であるからこそ、お互いの考
え方や思いの違いを尊重しながら理解を深め合う中で、一人ひとりのよさを生かしながら、より深い
学びを生み出すことができるという視点を持って教育活動を進めます。

●

●

幼児教育の充実
　幼児期の子どもたちに、人と関わる力や思考力、感性や表現する力などを育み、人として生きてい
くための基礎を培うことができるよう、家庭や地域と連携して教育活動のさらなる充実を図るとと
もに、小学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら、遊びをとおして総合的
な指導を行います。

●

学力等の資質・能力の育成
　資質・能力をバランスよく育成するため、個々の子どもの状態をより丁寧に把握し、一人ひとりに応
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う、子どもたちの学力や学習状況を把握・分析し、子どもや学校の実態に応じて補充的な学習や発
展的な学習を取り入れるなど、さらなる授業改善や効果的な指導体制づくりの取組を進めます。あ
わせて、目標の達成に向けて粘り強く取り組む力や、自己の感情や行動をコントロールする力、他
者と協働する力などのいわゆる非認知能力を育成するという視点を持って教育活動を進めます。

●

　人工知能（ＡＩ）などの先端技術が高度化し、社会のあり方そのものが劇的に変化する中、求めら
れる資質・能力も変化しています。そのような社会で、変化を前向きに受け止め、課題と主体的に向
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分野に積極的に挑戦し、自分の可能性を伸ばすことができるようにしていくためには、自己肯定感を高める
ことが重要です。そのためには、ありのままの自分が受け容れられているという実感を持つことが必要です。
また、自らの力の向上に向けて努力して達成感を得たり、人の役に立ったりすることや、自分と向き合ったり、
互いに認め合ったりすることなどの経験を重ねることが大切です。
　こうした自己肯定感は、保護者や友人、教職員、地域の人びとなど、他者との関わり合いをとおして育む
ことが大切です。また、子どもたちのこだわりやここを見てほしいという思いを受け止め、その子どもの努
力や工夫を丁寧に見取ることが重要です。
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自律した学習者の礎づくり
　自ら定める目標に向けて必要な学習内容や方法を決定し、学習状況等を振り返りながら、必要に
応じて改善を行い、学び続けていく「自律した学習者」の育成をめざします。子どもたちが生涯にわ
たり、能動的に学ぶ姿勢を身につけることができるよう、学ぶ意義や目的についての理解を促すと
ともに、自分なりの学び方を工夫できる力を育むための教育を進めます。

●

豊かな人間性の育成
　人権への理解を深め、自他の人権を守り、差別のない社会の実現に向けて実践行動ができるよう
にするとともに、自己肯定感や命を大切にする心、他者を思いやる心、公共心、規範意識を高め、
よりよく生きようとする意欲と態度を身につけられるよう、人権教育や道徳教育、さまざまな体験活
動を進めます。

●

健やかな心身の育成
　子どもたちが生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための力を身につけることができるよう、家庭・
地域と連携した健康教育・食育の充実を図るとともに、幼児期からの運動遊びや体育活動を推進します。

●

主体的に社会の形成に参画する態度の育成
　将来自立した社会人となるための基盤をつくり、主体的に社会の形成に参画する態度を育み、よ
りよい社会の創り手の育成や本県の未来の創造に関わる意識の醸成につなげていくため、キャリア
教育や主権者教育を進めます。

●

グローカル教育の推進
　子どもたちがグローバルな視野や志を持ちながら、三重県にあっても、他の地域にあっても、世
界にあっても活躍できる力を身につけるため、国際的な交流活動を進めるとともに、三重の伝統や
文化、産業についての理解を深め、愛着や誇りを育む郷土教育を地域と連携して進めます。

●

これからの部活動
　部活動は、スポーツや文化、科学など幅広い分野の活動に取り組むことができ、好ましい人間関
係の構築、責任感、連帯感の育成に資するなど人間形成の機会でもあることから、持続可能な運営
体制の構築に向けて、効率的・効果的な活動や、部活動の地域連携・地域移行に向けた段階的・計
画的な環境整備など、部活動改革の取組を進め、子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に親しむこ
とができる機会の確保につなげます。

●

読書・文化芸術活動の推進
　子どもの読書活動は、想像力を育み、感性を磨き、表現力等を高め、多くの知識を習得させると
ともに、コミュニケーション能力の基礎を築きます。子どもの読書習慣を形成できるよう、学校図
書館の整備充実や読書機会の確保、読書活動の普及啓発などの取組を進めます。また、文化は創
造性を育み、表現力を高めるとともに、多様性を受け入れることのできる心豊かで平和な社会を形
成する礎となるものです。文化芸術を通じて、子どもたちの豊かな心の育成を図るため、文化芸術
に触れる機会や、郷土の文化等を学ぶ機会を充実させる取組を進めます。

●

教職員の資質・能力の向上
　教職員が学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、自律的に新しい知識や技能を学び
続ける姿は、子どもたちにとって重要なロールモデルとなります。また、教職員が子どもたち一人ひ
とりの力を最大限に引き出し、主体的な学びを支える伴走者としての役割を果たすことは、子どもた
ち一人ひとりが自分自身のよさや強みを生かして学びを深めることにつながります。このため、教職
員が教職生活全体を通じて学び続けることができるよう、多様な学びの機会を提供します。

●

幼児教育・保育の質向上に向けた職場づくり
　子どもの人権を尊重し、寛容性をもった質の高い幼児教育・保育の実現に向けて、幼稚園教諭や
保育教諭、保育士等の専門性などを高め、資質の向上を図るとともに、処遇改善や人材確保などに
取り組み、働きやすい職場づくりを一層進めます。

●

教職の魅力向上
　教職は、子どもたちの人生に影響を与え、成長を実感できる喜びを感じられる仕事です。教職員
の長時間労働が課題となる中、教職員が子どもと向き合う時間や授業改善に取り組む時間を確保し、
日々の生活を充実しつつ教職人生を豊かなものにすることは、自らの自己肯定感や人間性、創造性
を高め、よりよい教育活動につながります。そこで、教職員が限られた時間の中で専門性を生かし
た教育活動を持続的に行うことができるよう、人材確保や教職員の業務負担の軽減などに取り組み、
学校における働き方改革を進め、本県における教職の魅力の維持向上を図ります。

●

「チームとしての学校」
　子どもたちが安全・安心に学ぶとともに、必要な資質・能力を身につけることができるよう、校長
のリーダーシップの下、学校のマネジメントを強化し、教職員と各分野に専門性を有する多様な人材
がそれぞれの役割を担い、連携して子どもたちを支援する「チームとしての学校」の体制整備を一層
進めます。

●

ＩＣＴの活用
　全ての子どもたちの可能性を伸ばす一人ひとりに応じた学びと多様な人びとと協働した学びをより
効果的に進めるため、ＩＣＴをこれまでの教育実践と適切に組み合わせて有効に活用するとともに、Ｉ
ＣＴを活用した校務の効率化の取組を進めます。また、ＩＣＴを使用することによる影響に留意しつ
つ、子どもたちがデジタルリテラシーを身につけ、自分で考え行動できる力を育みます。

●

　技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く状況が変化する中、子どもたち一人ひとりの可
能性を伸ばすため、教職員の資質・能力の向上を図るとともに、子どもたちの学びを支える環境を整
えることが重要です。
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自律した学習者の礎づくり
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　子どもたちがグローバルな視野や志を持ちながら、三重県にあっても、他の地域にあっても、世
界にあっても活躍できる力を身につけるため、国際的な交流活動を進めるとともに、三重の伝統や
文化、産業についての理解を深め、愛着や誇りを育む郷土教育を地域と連携して進めます。
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●

教職員の資質・能力の向上
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　教職は、子どもたちの人生に影響を与え、成長を実感できる喜びを感じられる仕事です。教職員
の長時間労働が課題となる中、教職員が子どもと向き合う時間や授業改善に取り組む時間を確保し、
日々の生活を充実しつつ教職人生を豊かなものにすることは、自らの自己肯定感や人間性、創造性
を高め、よりよい教育活動につながります。そこで、教職員が限られた時間の中で専門性を生かし
た教育活動を持続的に行うことができるよう、人材確保や教職員の業務負担の軽減などに取り組み、
学校における働き方改革を進め、本県における教職の魅力の維持向上を図ります。

●

「チームとしての学校」
　子どもたちが安全・安心に学ぶとともに、必要な資質・能力を身につけることができるよう、校長
のリーダーシップの下、学校のマネジメントを強化し、教職員と各分野に専門性を有する多様な人材
がそれぞれの役割を担い、連携して子どもたちを支援する「チームとしての学校」の体制整備を一層
進めます。

●

ＩＣＴの活用
　全ての子どもたちの可能性を伸ばす一人ひとりに応じた学びと多様な人びとと協働した学びをより
効果的に進めるため、ＩＣＴをこれまでの教育実践と適切に組み合わせて有効に活用するとともに、Ｉ
ＣＴを活用した校務の効率化の取組を進めます。また、ＩＣＴを使用することによる影響に留意しつ
つ、子どもたちがデジタルリテラシーを身につけ、自分で考え行動できる力を育みます。

●

　技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く状況が変化する中、子どもたち一人ひとりの可
能性を伸ばすため、教職員の資質・能力の向上を図るとともに、子どもたちの学びを支える環境を整
えることが重要です。
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地域との連携・協働
　保護者や地域住民等が学校運営に当事者として参画するコミュニティ・スクールや、地域住民等
の参画により地域と学校が連携・協働する地域学校協働活動、探究活動、キャリア教育・職業教育
等を通じ、学校と地域との連携・協働を一層推進することにより、子どもたちの成長を支えるととも
に、これからの地域社会や産業を担う人材の育成につなげます。

●

社会・地域の課題やニーズに対応した学び、自己実現に向けた学び
　デジタル化の進展や産業構造の変化が加速する中、社会の持続的な発展を支える観点から、半導
体やデジタル分野等における専門人材の育成や、労働生産性の向上等に向けたリカレント教育やリス
キリング等の取組を推進するとともに、その学びを地域・社会に生かし続けることができる環境づく
りを進めます。
　生涯学習や義務教育を受ける機会を実質的に保障する夜間中学での学びなど、あらゆる世代の誰
もが生涯を通じて主体的に学ぶことのできる学習基盤の充実を図ります。

●

●

高等教育機関との連携
　人口が減少していく中、地域活力の維持・発展につなげていくうえで、高等教育機関の役割はさ
らに重要性を増していくと考えられます。
　地域が直面する広範な重要課題について認識を共有するとともに、県内高等教育機関の特色を生
かした高度な専門的知識を有する人材の輩出や、担い手の育成・確保などにつなげていくため、産
学官の連携を推進します。

●

誰もがいつでも学び、活躍できる社会をめざして5
　人生100年時代をより豊かに生きるため、一人ひとりが生涯にわたって必要な学習を行い、個人の生
活や地域・社会での活動に生かし、このことが生きがいとなって新たな学びへの意欲に結びつくような、
学びと活動の持続的な好循環を実現していくことが重要です。また、そのような大人の姿を見て、子
ども自身も自律した学習者としてのイメージや自己の将来のイメージを持ち学習意欲が高まることも期
待されます。
　イノベーション人材をはじめとする高度専門人材の不足や労働生産性の低迷が懸念される中、リカレ
ント教育やリスキリングの重要性が指摘されています。スキルを身につけることは自己実現にもつなが
ると考えられ、人びとが学び続ける機会を提供することが大切です。
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地域との連携・協働
　保護者や地域住民等が学校運営に当事者として参画するコミュニティ・スクールや、地域住民等
の参画により地域と学校が連携・協働する地域学校協働活動、探究活動、キャリア教育・職業教育
等を通じ、学校と地域との連携・協働を一層推進することにより、子どもたちの成長を支えるととも
に、これからの地域社会や産業を担う人材の育成につなげます。

●

社会・地域の課題やニーズに対応した学び、自己実現に向けた学び
　デジタル化の進展や産業構造の変化が加速する中、社会の持続的な発展を支える観点から、半導
体やデジタル分野等における専門人材の育成や、労働生産性の向上等に向けたリカレント教育やリス
キリング等の取組を推進するとともに、その学びを地域・社会に生かし続けることができる環境づく
りを進めます。
　生涯学習や義務教育を受ける機会を実質的に保障する夜間中学での学びなど、あらゆる世代の誰
もが生涯を通じて主体的に学ぶことのできる学習基盤の充実を図ります。

●

●

高等教育機関との連携
　人口が減少していく中、地域活力の維持・発展につなげていくうえで、高等教育機関の役割はさ
らに重要性を増していくと考えられます。
　地域が直面する広範な重要課題について認識を共有するとともに、県内高等教育機関の特色を生
かした高度な専門的知識を有する人材の輩出や、担い手の育成・確保などにつなげていくため、産
学官の連携を推進します。

●

誰もがいつでも学び、活躍できる社会をめざして5
　人生100年時代をより豊かに生きるため、一人ひとりが生涯にわたって必要な学習を行い、個人の生
活や地域・社会での活動に生かし、このことが生きがいとなって新たな学びへの意欲に結びつくような、
学びと活動の持続的な好循環を実現していくことが重要です。また、そのような大人の姿を見て、子
ども自身も自律した学習者としてのイメージや自己の将来のイメージを持ち学習意欲が高まることも期
待されます。
　イノベーション人材をはじめとする高度専門人材の不足や労働生産性の低迷が懸念される中、リカレ
ント教育やリスキリングの重要性が指摘されています。スキルを身につけることは自己実現にもつなが
ると考えられ、人びとが学び続ける機会を提供することが大切です。
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○ 　一人ひとりの可能性を最大限に引き出す教育を実現する観点から、「子どもたちに育みたい力」の
育成に向けて施策を展開する上で、大切にしたい横断的な視点を明示します。

　子どもたちを権利を持つ主体として尊重し、年齢や発達の程度をふまえつつ、その意見を十分
に考慮し、子どもにとって最もよいことは何かを考えながら、一人ひとりが主体的に自己を発揮し
て学びに向かうことができるよう、子どもたちが「どのように学ぶか」や、子どもたちを「どのよう
に支援するか」という視点を大切にし、多様な子どもの状況に応じた学びの実現を図ります。

子どもたちの目線に立ち、個に応じた学びを大切にします

　子どもたちの資質・能力をバランスよく育むことをめざし、幼児教育から高等学校教育までを
通じて、子どもたちの学習状況に応じて補充的・発展的な学習指導を行ったり、子どもたちが
学習状況やキャリア形成を見通し振り返りながら学習活動を充実していけるよう働きかけたりし
て教育活動を進めるとともに、学年や校種を越えた子ども同士の学び合いの機会を充実するな
ど、連続性のある多様な学びの実現に向けて取り組みます。

学年や校種を越えた連続性のある学びを実現します

　よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を家庭・地域と共有しながら、学び
の場を学校から広げ、社会のつながりの中で学ぶことで、子どもたちが自分の力で人生や社会
をよりよくできるという実感を持つことができるよう、学校・家庭・地域の連携・協働を推進し、
地域全体で子どもたちを育む学校づくりを行います。

家庭・地域と連携・協働して子どもたちを育む学校づくりを行います

　学校における働き方の改善により、教職員が学ぶ時間を確保し自らの授業を磨くことなどを
通じて、子どもたちによりよい教育を存分に行うことができるよう、教育に関わる全ての者の総
力を結集し、学校・教職員が担う業務の適正化や学校における働き方改革の実効性の向上、持
続可能な勤務環境の整備などの取組を進め、教職員が安心して本務に集中し、志気高く誇りを
持って子どもたちに向き合うことができる環境をつくります。

教職員がやりがいを持って子どもたちと向き合える環境をつくります
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教育ビジョンを貫く視点4
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○ 　一人ひとりの可能性を最大限に引き出す教育を実現する観点から、「子どもたちに育みたい力」の
育成に向けて施策を展開する上で、大切にしたい横断的な視点を明示します。

　子どもたちを権利を持つ主体として尊重し、年齢や発達の程度をふまえつつ、その意見を十分
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て学びに向かうことができるよう、子どもたちが「どのように学ぶか」や、子どもたちを「どのよう
に支援するか」という視点を大切にし、多様な子どもの状況に応じた学びの実現を図ります。

子どもたちの目線に立ち、個に応じた学びを大切にします

　子どもたちの資質・能力をバランスよく育むことをめざし、幼児教育から高等学校教育までを
通じて、子どもたちの学習状況に応じて補充的・発展的な学習指導を行ったり、子どもたちが
学習状況やキャリア形成を見通し振り返りながら学習活動を充実していけるよう働きかけたりし
て教育活動を進めるとともに、学年や校種を越えた子ども同士の学び合いの機会を充実するな
ど、連続性のある多様な学びの実現に向けて取り組みます。

学年や校種を越えた連続性のある学びを実現します

　よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を家庭・地域と共有しながら、学び
の場を学校から広げ、社会のつながりの中で学ぶことで、子どもたちが自分の力で人生や社会
をよりよくできるという実感を持つことができるよう、学校・家庭・地域の連携・協働を推進し、
地域全体で子どもたちを育む学校づくりを行います。

家庭・地域と連携・協働して子どもたちを育む学校づくりを行います

　学校における働き方の改善により、教職員が学ぶ時間を確保し自らの授業を磨くことなどを
通じて、子どもたちによりよい教育を存分に行うことができるよう、教育に関わる全ての者の総
力を結集し、学校・教職員が担う業務の適正化や学校における働き方改革の実効性の向上、持
続可能な勤務環境の整備などの取組を進め、教職員が安心して本務に集中し、志気高く誇りを
持って子どもたちに向き合うことができる環境をつくります。

教職員がやりがいを持って子どもたちと向き合える環境をつくります
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教育ビジョンを貫く視点4
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第 2 章 基本施策・施策

基本施策

（1）未来の礎となる力の育成

1

○ 　前章で掲げた「子どもたちに育みたい力」の育成に向けて、次の６つの「基本施策」を推進します。

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「一人ひとりの自己肯定感19を涵養する教育の推進」、「確か
な学力の育成」、「幼児教育の推進」、「人権教育の推進」、「道徳教育の推進」、「読書活動・文化芸術
活動の推進」、「健康教育・食育の推進」、「体力の向上と運動部活動改革の推進」の各施策に取り組み
ます。

○ 　「幼児教育の推進」にあたっては、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの
であることから、幼稚園等における教育・保育活動の充実を図るとともに、幼稚園等と小学校等と
の交流など、小学校教育への円滑な接続に向けた取組を推進します。

○ 　「確かな学力の育成」にあたっては、子どもたちが知識・技能、思考力・判断力・表現力等の「確
かな学力」、生涯にわたって能動的に学び続ける態度を身につけられるよう、個別最適な学びと
協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を推進し
ます。

○ 　「一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進」にあたっては、子どもたちがありのままの自分
が認められている実感を持てるようにするとともに、一人ひとりのウェルビーイングの向上を図るた
め、家庭教育支援や幼児教育の充実、互いに支え合う学校づくりの推進、子どもの状況に応じた学
びを支える指導の充実を図ります。

○ 　「読書活動・文化芸術活動の推進」にあたっては、子どもたちが歴史や文学、科学、芸術等への関
心を高め、感性や情操を磨き、幅広い視野や知識を統合して考える力と豊かな人間性を身につけら
れるよう、社会全体で読書活動を推進するとともに、文化芸術に触れる機会の充実や文化部活動の
環境整備を進めます。

○ 　「道徳教育の推進」にあたっては、子どもたちが生命を大切にする心や他者を思いやる心、人間関
係を築く力、公共心、規範意識を高め、個性を伸長し、他者と共によりよく生きようとする意欲と
態度を身につけられるよう、子どもたちの発達段階に応じ、「考え、議論する道徳」等を通じた道徳
教育を推進します。

○ 　「体力の向上と運動部活動改革の推進」にあたっては、子どもたちの体力が向上するよう、運動
機会の拡充や体育授業の充実を図ります。また、子どもたちがスポーツに継続して親しむことがで
きる機会を確保するため、地域の実情に応じながら、中学校における休日の運動部活動の段階的な
地域連携・地域移行を進めます。

○ 　「健康教育・食育の推進」にあたっては、子どもたちが生涯にわたって健康で充実した生活を送
るために必要な知識と、自ら必要な情報を収集して判断し実践する能力を身につけられるよう、
学校教育活動全体をとおして、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、健康教育・食育を推進
します。

○ 　「人権教育の推進」にあたっては、子どもたちが人権に関する理解を深め、自他の人権を守るため
の実践行動ができる力を身につけられるよう、「三重県人権教育基本方針」に基づき、家庭・地域
と連携しながら、教育活動全体を通じて総合的・系統的に人権教育を進めます。
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19 一般的には、「自己肯定感」は、「自尊感情」、「自己有用感」などと表現されることもあります。本ビジョンでは、ありのままの自分をかけ
がえのない存在として肯定的にとらえる感情を「自己肯定感」という用語で広くとらえています。

姿すざめ

　子どもたち誰もが、知識・技能、思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」、規範
意識や自尊感情、自他の命の尊重、いじめを許さない心といった「豊かな心」、体力の向上、
心身の健康などに支えられる「健やかな身体」を育み、これからの時代を生きていくため
の基礎となる力を身につけています。

かん
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第 2 章 基本施策・施策

基本施策

（1）未来の礎となる力の育成

1

○ 　前章で掲げた「子どもたちに育みたい力」の育成に向けて、次の６つの「基本施策」を推進します。

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「一人ひとりの自己肯定感19を涵養する教育の推進」、「確か
な学力の育成」、「幼児教育の推進」、「人権教育の推進」、「道徳教育の推進」、「読書活動・文化芸術
活動の推進」、「健康教育・食育の推進」、「体力の向上と運動部活動改革の推進」の各施策に取り組み
ます。

○ 　「幼児教育の推進」にあたっては、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの
であることから、幼稚園等における教育・保育活動の充実を図るとともに、幼稚園等と小学校等と
の交流など、小学校教育への円滑な接続に向けた取組を推進します。

○ 　「確かな学力の育成」にあたっては、子どもたちが知識・技能、思考力・判断力・表現力等の「確
かな学力」、生涯にわたって能動的に学び続ける態度を身につけられるよう、個別最適な学びと
協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を推進し
ます。

○ 　「一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進」にあたっては、子どもたちがありのままの自分
が認められている実感を持てるようにするとともに、一人ひとりのウェルビーイングの向上を図るた
め、家庭教育支援や幼児教育の充実、互いに支え合う学校づくりの推進、子どもの状況に応じた学
びを支える指導の充実を図ります。

○ 　「読書活動・文化芸術活動の推進」にあたっては、子どもたちが歴史や文学、科学、芸術等への関
心を高め、感性や情操を磨き、幅広い視野や知識を統合して考える力と豊かな人間性を身につけら
れるよう、社会全体で読書活動を推進するとともに、文化芸術に触れる機会の充実や文化部活動の
環境整備を進めます。

○ 　「道徳教育の推進」にあたっては、子どもたちが生命を大切にする心や他者を思いやる心、人間関
係を築く力、公共心、規範意識を高め、個性を伸長し、他者と共によりよく生きようとする意欲と
態度を身につけられるよう、子どもたちの発達段階に応じ、「考え、議論する道徳」等を通じた道徳
教育を推進します。

○ 　「体力の向上と運動部活動改革の推進」にあたっては、子どもたちの体力が向上するよう、運動
機会の拡充や体育授業の充実を図ります。また、子どもたちがスポーツに継続して親しむことがで
きる機会を確保するため、地域の実情に応じながら、中学校における休日の運動部活動の段階的な
地域連携・地域移行を進めます。

○ 　「健康教育・食育の推進」にあたっては、子どもたちが生涯にわたって健康で充実した生活を送
るために必要な知識と、自ら必要な情報を収集して判断し実践する能力を身につけられるよう、
学校教育活動全体をとおして、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、健康教育・食育を推進
します。

○ 　「人権教育の推進」にあたっては、子どもたちが人権に関する理解を深め、自他の人権を守るため
の実践行動ができる力を身につけられるよう、「三重県人権教育基本方針」に基づき、家庭・地域
と連携しながら、教育活動全体を通じて総合的・系統的に人権教育を進めます。
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19 一般的には、「自己肯定感」は、「自尊感情」、「自己有用感」などと表現されることもあります。本ビジョンでは、ありのままの自分をかけ
がえのない存在として肯定的にとらえる感情を「自己肯定感」という用語で広くとらえています。

姿すざめ

　子どもたち誰もが、知識・技能、思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」、規範
意識や自尊感情、自他の命の尊重、いじめを許さない心といった「豊かな心」、体力の向上、
心身の健康などに支えられる「健やかな身体」を育み、これからの時代を生きていくため
の基礎となる力を身につけています。
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（2）未来を創造し社会の担い手となる力の育成

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「キャリア教育20の推進」、「グローカル21教育の推進」、「新
たな価値を創り出す力の育成」、「主体的に社会を形成する力の育成」の各施策に取り組みます。

○ 　「新たな価値を創り出す力の育成」にあたっては、社会課題の解決や持続的な社会の発展に向け、
子どもたちが主体的に学びに向かう姿勢や新たな価値を創り出す力を身につけられるよう、探究活
動・ＳＴＥＡＭ教育22、先端技術や社会の変化等に対応した取組、専門的な知見を有する者等と連
携した取組を進めます。

○ 　「主体的に社会を形成する力の育成」にあたっては、子どもたちが主体的に社会の形成に参画する
態度を身につけられるよう、主権者教育や消費者教育を推進するとともに、地球規模の課題の解決
に向けて考え行動する持続可能な社会の創り手を育む教育を進めます。

○ 　「グローカル教育の推進」にあたっては、子どもたちがグローバルな視野と志を持ちながら、自ら
定めた目標に向けて挑戦する意欲を高め、地域や世界で活躍できる力を身につけられるよう、海外
との交流や各種コンテストへの参加の促進、多様な価値観・文化等に触れる機会の創出、英語教育・
郷土教育の推進を図ります。

○ 　「キャリア教育の推進」にあたっては、子どもたちが学ぶことと自己の将来とのつながりを見通し
ながら、社会的・職業的自立に必要な資質・能力を身につけられるよう、学校教育活動全体をとお
して、組織的・計画的なキャリア教育を推進するとともに、地域と連携した体験活動や校種を越え
た学び、職業教育の充実を図ります。

（3）特別支援教育の推進

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進」、「特別支援
学校における自立と社会参画に向けた教育の推進」の各施策に取り組みます。

○ 　「特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進」にあたっては、特別支援学校の子
どもたちが、自立と社会参画に必要な力を身につけられるよう、組織的・計画的なキャリア教育を
推進します。また、地域の学校等との交流および共同学習を進めるとともに、施設の狭隘化24・老
朽化対策など環境整備を行います。

○ 　「一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進」にあたっては、インクルーシブ教育システムの理念
をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、持てる力や可能性を伸ばし、自立と社会参画に
必要な力を身につけられるよう、一人ひとりのニーズに応じた学びの場において、早期からの一貫し
た指導・支援を進めます。
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20

21

22

一人ひとりの社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身につけることをとおして、社会の中で役割を果たしながら自分
らしい生き方を実現していくことを促す教育。
グローバル（global）とローカル（local）からの造語。国境を越えた地球規模の視野と、草の根の地域の視点で、さまざまな問題をとら
えていこうとする考え方。
科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、リベラルアーツ・教養（Arts）、数学（Mathematics)等の学習を実社
会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育。

23

24

障がいのある子どもと障がいのない子どもが同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、
自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備すること。
面積などが狭くゆとりがないこと。

あい

姿すざめ

　子どもたちが、変化が激しく予測困難なこれからの社会において、変化をしなやかに前
向きに受け止めて、失敗をおそれず挑戦する心や生涯をとおして学びに向かう姿勢、社会
の一員としての自覚と責任を持ち、他者との協働を大切にしながら、豊かな未来を創って
いく力を身につけています。

姿すざめ

　インクルーシブ教育システム23の理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、そ
れぞれの教育的ニーズに応じた学びの場において、安全に安心して早期からの一貫した指導・
支援を受けることで、持てる力や可能性を伸ばし、将来の自立と社会参画のために必要な力
を身につけています。また、障がいの有無に関わらず、子どもたちが互いに交流することで、
理解し、尊重し合いながら生きていく態度を身につけています。

41



（2）未来を創造し社会の担い手となる力の育成

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「キャリア教育20の推進」、「グローカル21教育の推進」、「新
たな価値を創り出す力の育成」、「主体的に社会を形成する力の育成」の各施策に取り組みます。

○ 　「新たな価値を創り出す力の育成」にあたっては、社会課題の解決や持続的な社会の発展に向け、
子どもたちが主体的に学びに向かう姿勢や新たな価値を創り出す力を身につけられるよう、探究活
動・ＳＴＥＡＭ教育22、先端技術や社会の変化等に対応した取組、専門的な知見を有する者等と連
携した取組を進めます。

○ 　「主体的に社会を形成する力の育成」にあたっては、子どもたちが主体的に社会の形成に参画する
態度を身につけられるよう、主権者教育や消費者教育を推進するとともに、地球規模の課題の解決
に向けて考え行動する持続可能な社会の創り手を育む教育を進めます。

○ 　「グローカル教育の推進」にあたっては、子どもたちがグローバルな視野と志を持ちながら、自ら
定めた目標に向けて挑戦する意欲を高め、地域や世界で活躍できる力を身につけられるよう、海外
との交流や各種コンテストへの参加の促進、多様な価値観・文化等に触れる機会の創出、英語教育・
郷土教育の推進を図ります。

○ 　「キャリア教育の推進」にあたっては、子どもたちが学ぶことと自己の将来とのつながりを見通し
ながら、社会的・職業的自立に必要な資質・能力を身につけられるよう、学校教育活動全体をとお
して、組織的・計画的なキャリア教育を推進するとともに、地域と連携した体験活動や校種を越え
た学び、職業教育の充実を図ります。

（3）特別支援教育の推進

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進」、「特別支援
学校における自立と社会参画に向けた教育の推進」の各施策に取り組みます。

○ 　「特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進」にあたっては、特別支援学校の子
どもたちが、自立と社会参画に必要な力を身につけられるよう、組織的・計画的なキャリア教育を
推進します。また、地域の学校等との交流および共同学習を進めるとともに、施設の狭隘化24・老
朽化対策など環境整備を行います。

○ 　「一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進」にあたっては、インクルーシブ教育システムの理念
をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、持てる力や可能性を伸ばし、自立と社会参画に
必要な力を身につけられるよう、一人ひとりのニーズに応じた学びの場において、早期からの一貫し
た指導・支援を進めます。
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20

21

22

一人ひとりの社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身につけることをとおして、社会の中で役割を果たしながら自分
らしい生き方を実現していくことを促す教育。
グローバル（global）とローカル（local）からの造語。国境を越えた地球規模の視野と、草の根の地域の視点で、さまざまな問題をとら
えていこうとする考え方。
科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、リベラルアーツ・教養（Arts）、数学（Mathematics)等の学習を実社
会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育。

23

24

障がいのある子どもと障がいのない子どもが同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、
自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備すること。
面積などが狭くゆとりがないこと。

あい

姿すざめ

　子どもたちが、変化が激しく予測困難なこれからの社会において、変化をしなやかに前
向きに受け止めて、失敗をおそれず挑戦する心や生涯をとおして学びに向かう姿勢、社会
の一員としての自覚と責任を持ち、他者との協働を大切にしながら、豊かな未来を創って
いく力を身につけています。

姿すざめ

　インクルーシブ教育システム23の理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、そ
れぞれの教育的ニーズに応じた学びの場において、安全に安心して早期からの一貫した指導・
支援を受けることで、持てる力や可能性を伸ばし、将来の自立と社会参画のために必要な力
を身につけています。また、障がいの有無に関わらず、子どもたちが互いに交流することで、
理解し、尊重し合いながら生きていく態度を身につけています。

42



（4）いじめや暴力のない学びの場づくり

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「いじめや暴力をなくす取組の推進」、「いじめの認知と学校
内外の教育相談体制の充実」、「いじめに対する迅速・確実な対応の推進」、「いじめ対策に関する教職
員の資質向上と支援体制の充実」の各施策に取り組みます。

○ 　「いじめに対する迅速・確実な対応の推進」にあたっては、いじめの当事者や周りの者を含む全員
が好ましい集団生活を取り戻し、いじめが早期に解消するよう、迅速な情報共有や組織的な対応を
進めるとともに、いじめられた子どもへの支援やいじめた子どもへの指導、いじめが起きた集団へ
の働きかけを行います。

○ 　「いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実」にあたっては、教職員が、いじめの積
極的な認知や子どもたち一人ひとりの状況に応じた対応・支援を実践できるよう、学校の組織的な対
応の強化、教職員を対象とする研修の充実、専門人材を活用した支援体制の充実に取り組みます。

○ 　「いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実」にあたっては、子どもたちが安全・安心に学校
生活を送れるよう、積極的ないじめの認知やインターネット上のいじめ問題への対応を進めるととも
に、学校内外において、専門人材を活用しつつ、いじめを訴えやすい環境づくりに取り組みます。

○ 　「いじめや暴力をなくす取組の推進」にあたっては、子どもたちが主体的にいじめ防止に向けて行
動できるよう、子どもたち自らがいじめについて考え話し合う取組や、道徳教育や人権教育などを
通じたいじめをなくすための取組を進めます。また、いじめや暴力に向かわせないための未然防止
の取組を社会総がかりで進めます。

（5）誰もが安心して学べる教育の推進

　上記の「めざす姿」を実現するために、「不登校の状況にある児童生徒への支援」、「外国につながる
児童生徒の自立に向けた力の育成」、「防災教育・防災対策の推進」、「子どもたちの安全・安心の確保」、
「学びのセーフティネットの構築・学びの継続」の各施策に取り組みます。

○ 　「外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成」にあたっては、外国につながる児童生徒が、
自己実現を果たし、社会の一員として自立するために必要な力を身につけられるよう、日本語指導・
支援の充実、多文化共生の取組の推進、不就学の可能性がある外国人の子どもの就学に向けた取
組の推進を図ります。

○ 　「防災教育・防災対策の推進」にあたっては、子どもたちが、自分の命は自分で守るとともに、災
害時に地域の一員として行動できる力を身につけられるよう、家庭・地域と連携した実践的な防災
教育を推進します。また、災害時における学校教育の早期復旧を図るための体制整備や学校施設
の防災・耐震対策を進めます。

○ 　「子どもたちの安全・安心の確保」にあたっては、子どもたちが、主体的に判断し行動できる力を
身につけられるよう、学校安全計画に基づく組織的取組の推進、家庭・地域・関係機関等との連携・
協働による学校安全の推進、交通安全など安全に関する教育を進めるとともに、非常時において学
びを継続できるよう取り組みます。

○ 　「学びのセーフティネットの構築・学びの継続」にあたっては、家庭環境等に関わらず、子どもたちが意
欲的に学べるようにするとともに、一人ひとりの状況に応じて学べる機会や環境を整えるため、多様な教
育的ニーズや高等学校中途退学等への対応を進めるとともに、教育費負担を軽減する取組を推進します。

○ 　「不登校の状況にある児童生徒への支援」にあたっては、不登校の状況にある児童生徒が社会性
や自立心を身につけられるよう、安心して学べる「魅力ある学校づくり」の推進、多様な教育機会の
確保、福祉機関・施設等と連携した取組や専門人材の活用など効果的な支援の充実を図ります。
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姿すざめ

　子どもたちはいじめ防止に向けて主体的に行動しています。各学校で、教職員による見
守りや定期的な面談に加え、専門人材も活用して教育相談を丁寧に進めるとともに、子
どもたちの兆候や相談を受け止めていじめを迅速に認知し、いじめの内容に応じた適切
な対応を進めることで、子どもたちが安心を感じています。

姿すざめ

　複雑化・多様化する教育的ニーズに対応し、不登校児童生徒や外国につながる児童生徒
など、一人ひとりの状況に応じた支援が適切に実施され、誰もが安心して学べる環境が整い、
将来の社会的自立に向けた力が育まれています。また、通学時の安全を確保する取組等が
進むとともに、非常時にあっても、安全・安心を確保しながら学びを継続していくことので
きる体制が整っています。

【基本的な考え方】
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（4）いじめや暴力のない学びの場づくり

【基本的な考え方】
　上記の「めざす姿」を実現するために、「いじめや暴力をなくす取組の推進」、「いじめの認知と学校
内外の教育相談体制の充実」、「いじめに対する迅速・確実な対応の推進」、「いじめ対策に関する教職
員の資質向上と支援体制の充実」の各施策に取り組みます。

○ 　「いじめに対する迅速・確実な対応の推進」にあたっては、いじめの当事者や周りの者を含む全員
が好ましい集団生活を取り戻し、いじめが早期に解消するよう、迅速な情報共有や組織的な対応を
進めるとともに、いじめられた子どもへの支援やいじめた子どもへの指導、いじめが起きた集団へ
の働きかけを行います。

○ 　「いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実」にあたっては、教職員が、いじめの積
極的な認知や子どもたち一人ひとりの状況に応じた対応・支援を実践できるよう、学校の組織的な対
応の強化、教職員を対象とする研修の充実、専門人材を活用した支援体制の充実に取り組みます。

○ 　「いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実」にあたっては、子どもたちが安全・安心に学校
生活を送れるよう、積極的ないじめの認知やインターネット上のいじめ問題への対応を進めるととも
に、学校内外において、専門人材を活用しつつ、いじめを訴えやすい環境づくりに取り組みます。

○ 　「いじめや暴力をなくす取組の推進」にあたっては、子どもたちが主体的にいじめ防止に向けて行
動できるよう、子どもたち自らがいじめについて考え話し合う取組や、道徳教育や人権教育などを
通じたいじめをなくすための取組を進めます。また、いじめや暴力に向かわせないための未然防止
の取組を社会総がかりで進めます。

（5）誰もが安心して学べる教育の推進

　上記の「めざす姿」を実現するために、「不登校の状況にある児童生徒への支援」、「外国につながる
児童生徒の自立に向けた力の育成」、「防災教育・防災対策の推進」、「子どもたちの安全・安心の確保」、
「学びのセーフティネットの構築・学びの継続」の各施策に取り組みます。

○ 　「外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成」にあたっては、外国につながる児童生徒が、
自己実現を果たし、社会の一員として自立するために必要な力を身につけられるよう、日本語指導・
支援の充実、多文化共生の取組の推進、不就学の可能性がある外国人の子どもの就学に向けた取
組の推進を図ります。

○ 　「防災教育・防災対策の推進」にあたっては、子どもたちが、自分の命は自分で守るとともに、災
害時に地域の一員として行動できる力を身につけられるよう、家庭・地域と連携した実践的な防災
教育を推進します。また、災害時における学校教育の早期復旧を図るための体制整備や学校施設
の防災・耐震対策を進めます。

○ 　「子どもたちの安全・安心の確保」にあたっては、子どもたちが、主体的に判断し行動できる力を
身につけられるよう、学校安全計画に基づく組織的取組の推進、家庭・地域・関係機関等との連携・
協働による学校安全の推進、交通安全など安全に関する教育を進めるとともに、非常時において学
びを継続できるよう取り組みます。

○ 　「学びのセーフティネットの構築・学びの継続」にあたっては、家庭環境等に関わらず、子どもたちが意
欲的に学べるようにするとともに、一人ひとりの状況に応じて学べる機会や環境を整えるため、多様な教
育的ニーズや高等学校中途退学等への対応を進めるとともに、教育費負担を軽減する取組を推進します。

○ 　「不登校の状況にある児童生徒への支援」にあたっては、不登校の状況にある児童生徒が社会性
や自立心を身につけられるよう、安心して学べる「魅力ある学校づくり」の推進、多様な教育機会の
確保、福祉機関・施設等と連携した取組や専門人材の活用など効果的な支援の充実を図ります。
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姿すざめ

　子どもたちはいじめ防止に向けて主体的に行動しています。各学校で、教職員による見
守りや定期的な面談に加え、専門人材も活用して教育相談を丁寧に進めるとともに、子
どもたちの兆候や相談を受け止めていじめを迅速に認知し、いじめの内容に応じた適切
な対応を進めることで、子どもたちが安心を感じています。

姿すざめ

　複雑化・多様化する教育的ニーズに対応し、不登校児童生徒や外国につながる児童生徒
など、一人ひとりの状況に応じた支援が適切に実施され、誰もが安心して学べる環境が整い、
将来の社会的自立に向けた力が育まれています。また、通学時の安全を確保する取組等が
進むとともに、非常時にあっても、安全・安心を確保しながら学びを継続していくことので
きる体制が整っています。

【基本的な考え方】
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（6）学びを支える教育環境の整備

　上記の「めざす姿」を実現するために、「教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進」、「学
校における働き方改革の推進」、「ＩＣＴを活用した教育の推進」、「地域とともにある学校づくり」、「学
校の特色化・魅力化」、「学校施設の整備」、「家庭での学びの応援」、「社会教育の推進と地域の教育
力の向上」、「文化財の保存・活用・継承」の各施策に取り組みます。

○ 　「ICTを活用した教育の推進」にあたっては、子どもたちが急速に進展するデジタル社会で活躍す
るための情報活用能力を身につけられるよう、学校におけるＩＣＴを活用した教育、情報モラル25

教育など情報活用能力を育成する取組、教職員のICT活用指導力の向上を図る取組を進めます。

○ 　「地域とともにある学校づくり」にあたっては、地域全体で子どもたちの学びや育ちを支える体制を
整えるため、保護者や地域住民等が学校運営に参画し、学校・家庭・地域が連携・協働する取組を進
めるとともに、地域と学校をつなぐコーディネート機能の強化を図ります。

○ 　「学校における働き方改革の推進」にあたっては、教職員が効果的な教育活動を持続的に行えるよ
う、時間外在校等時間削減に向けた取組、学校・教職員が担う業務の適正化、専門人材・地域人
材の活用、職場環境の改善を進めるための取組、教職員の健康管理・メンタルヘルス対策を推進し
ます。

○ 　「教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進」にあたっては、教職員がコンプライア
ンス意識を高く持ち、子どもたちの主体的な学びを支援する力や多様な教育課題に対応できる専門
的指導力を身につけられるよう、効果的な研修を実施します。また、教職の魅力発信と教職員の人
材確保に向けた取組を進めます。

○ 　「学校施設の整備」にあたっては、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、校舎等の老朽化
対策・耐震対策、空調の整備やトイレの改修など快適な学習環境づくり、バリアフリー化、自然環
境を考慮した施設整備、豊かな学びを支える施設整備を進めます。

○ 　「家庭での学びの応援」にあたっては、家庭教育は全ての教育の原点であるとの認識のもと、子ど
もたちが豊かな情操や人を思いやる心を持ち、基本的な生活習慣等を身につけられるよう、保護者
と子どもの学びを応援する取組を進めるとともに、さまざまな主体と連携して、子どもの豊かな育
ちを支える取組の充実を図ります。

○ 　「社会教育の推進と地域の教育力の向上」にあたっては、県民の皆さんが生涯にわたり、それぞ
れのニーズに応じて学習することができるよう、社会教育関係団体やNPO、地域の方々のネットワー
クの構築・強化を図るとともに、社会教育施設等において、多様なニーズに対応した学習機会を提
供します。

○ 　「文化財の保存・活用・継承」にあたっては、地域の宝である文化財が保存・活用・継承されるよう、
文化財の調査と指定、修理・整備、保存・活用に取り組むとともに、子どもたちをはじめ多くの方々
が文化財について学び、親しみ、その価値について理解を深める機会を確保します。 

○ 　「学校の特色化・魅力化」にあたっては、子どもたちが目標に向かって意欲的に学べるよう、学校
段階間の円滑な接続を進めます。また、子どもたちが主体的に学び、豊かな人間性や社会性を身に
つける場となるよう、地域や学校の特性に応じて、高等学校の特色化・魅力化を推進します。
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25 情報社会で適正に活動するために必要な考え方や態度。

【基本的な考え方】

姿すざめ

　学校と家庭・地域が目標や課題を共有し、協働して、教育活動が進められ、子どもた
ちの学びと育ちを地域全体で支える体制が整っており、学校の活性化も進んでいます。
また、教職員については、社会の変化に対応した専門性と、主体的に学ぶ子どもたちの
力を引き出す指導力が向上するとともに、学校における働き方改革が進んでいます。
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（6）学びを支える教育環境の整備

　上記の「めざす姿」を実現するために、「教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進」、「学
校における働き方改革の推進」、「ＩＣＴを活用した教育の推進」、「地域とともにある学校づくり」、「学
校の特色化・魅力化」、「学校施設の整備」、「家庭での学びの応援」、「社会教育の推進と地域の教育
力の向上」、「文化財の保存・活用・継承」の各施策に取り組みます。

○ 　「ICTを活用した教育の推進」にあたっては、子どもたちが急速に進展するデジタル社会で活躍す
るための情報活用能力を身につけられるよう、学校におけるＩＣＴを活用した教育、情報モラル25

教育など情報活用能力を育成する取組、教職員のICT活用指導力の向上を図る取組を進めます。

○ 　「地域とともにある学校づくり」にあたっては、地域全体で子どもたちの学びや育ちを支える体制を
整えるため、保護者や地域住民等が学校運営に参画し、学校・家庭・地域が連携・協働する取組を進
めるとともに、地域と学校をつなぐコーディネート機能の強化を図ります。

○ 　「学校における働き方改革の推進」にあたっては、教職員が効果的な教育活動を持続的に行えるよ
う、時間外在校等時間削減に向けた取組、学校・教職員が担う業務の適正化、専門人材・地域人
材の活用、職場環境の改善を進めるための取組、教職員の健康管理・メンタルヘルス対策を推進し
ます。

○ 　「教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進」にあたっては、教職員がコンプライア
ンス意識を高く持ち、子どもたちの主体的な学びを支援する力や多様な教育課題に対応できる専門
的指導力を身につけられるよう、効果的な研修を実施します。また、教職の魅力発信と教職員の人
材確保に向けた取組を進めます。

○ 　「学校施設の整備」にあたっては、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、校舎等の老朽化
対策・耐震対策、空調の整備やトイレの改修など快適な学習環境づくり、バリアフリー化、自然環
境を考慮した施設整備、豊かな学びを支える施設整備を進めます。

○ 　「家庭での学びの応援」にあたっては、家庭教育は全ての教育の原点であるとの認識のもと、子ど
もたちが豊かな情操や人を思いやる心を持ち、基本的な生活習慣等を身につけられるよう、保護者
と子どもの学びを応援する取組を進めるとともに、さまざまな主体と連携して、子どもの豊かな育
ちを支える取組の充実を図ります。

○ 　「社会教育の推進と地域の教育力の向上」にあたっては、県民の皆さんが生涯にわたり、それぞ
れのニーズに応じて学習することができるよう、社会教育関係団体やNPO、地域の方々のネットワー
クの構築・強化を図るとともに、社会教育施設等において、多様なニーズに対応した学習機会を提
供します。

○ 　「文化財の保存・活用・継承」にあたっては、地域の宝である文化財が保存・活用・継承されるよう、
文化財の調査と指定、修理・整備、保存・活用に取り組むとともに、子どもたちをはじめ多くの方々
が文化財について学び、親しみ、その価値について理解を深める機会を確保します。 

○ 　「学校の特色化・魅力化」にあたっては、子どもたちが目標に向かって意欲的に学べるよう、学校
段階間の円滑な接続を進めます。また、子どもたちが主体的に学び、豊かな人間性や社会性を身に
つける場となるよう、地域や学校の特性に応じて、高等学校の特色化・魅力化を推進します。
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25 情報社会で適正に活動するために必要な考え方や態度。

【基本的な考え方】

姿すざめ

　学校と家庭・地域が目標や課題を共有し、協働して、教育活動が進められ、子どもた
ちの学びと育ちを地域全体で支える体制が整っており、学校の活性化も進んでいます。
また、教職員については、社会の変化に対応した専門性と、主体的に学ぶ子どもたちの
力を引き出す指導力が向上するとともに、学校における働き方改革が進んでいます。
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施策

施策体系

施策の見方

未来の礎となる力の育成

基本施策 施　　策

1

未来を創造し社会の担い手
となる力の育成

2

いじめや暴力のない学びの
場づくり

4

誰もが安心して学べる教育
の推進

5

学びを支える教育環境の
整備

6

特別支援教育の推進3

2

○ 　６つの「基本施策」を具体的に展開するため、32の「施策」により取組を進めます。

第
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章

基
本
施
策
・
施
策

第
2
章

基
本
施
策
・
施
策

一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進
確かな学力の育成
幼児教育の推進
人権教育の推進
道徳教育の推進
読書活動・文化芸術活動の推進
健康教育・食育の推進
体力の向上と運動部活動改革の推進
キャリア教育の推進
グローカル教育の推進
新たな価値を創り出す力の育成
主体的に社会を形成する力の育成
一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進
特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進
いじめや暴力をなくす取組の推進
いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実
いじめに対する迅速・確実な対応の推進
いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実
不登校の状況にある児童生徒への支援
外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成
防災教育・防災対策の推進
子どもたちの安全・安心の確保
学びのセーフティネットの構築・学びの継続
教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進
学校における働き方改革の推進
ＩＣＴを活用した教育の推進
地域とともにある学校づくり
学校の特色化・魅力化
学校施設の整備
家庭での学びの応援
社会教育の推進と地域の教育力の向上
文化財の保存・活用・継承

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
②
③
④
①
②
①
②
③
④
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

基本施策○ ○○○○○○○○○○○○

0 施策名

現状と課題

姿すざめ
※　この施策を推進することにより、計画期間が終了する令和９(２０２７)年度末までに達成
　する姿を記載しています。

※ この施策に関する現状や課題、背景等を記載しています。

主な取組内容

※ この施策で実施する主な取組を記載しています。

項　目 現状値（令和5年度） 目標値（令和9年度）

KPI（重要業績評価指標）

「めざす姿」の実現に向けた施策の
達成状況を把握することができる
ＫＰＩの項目を記載しています。

※ 現在（最新の実績）
の数値を記載して
います。

※ 令和９（2027）年
度における目標値
を記載しています。

※
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施策

施策体系

施策の見方

未来の礎となる力の育成

基本施策 施　　策

1

未来を創造し社会の担い手
となる力の育成

2

いじめや暴力のない学びの
場づくり

4

誰もが安心して学べる教育
の推進

5

学びを支える教育環境の
整備

6

特別支援教育の推進3

2

○ 　６つの「基本施策」を具体的に展開するため、32の「施策」により取組を進めます。

第
2
章

基
本
施
策
・
施
策

第
2
章

基
本
施
策
・
施
策

一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進
確かな学力の育成
幼児教育の推進
人権教育の推進
道徳教育の推進
読書活動・文化芸術活動の推進
健康教育・食育の推進
体力の向上と運動部活動改革の推進
キャリア教育の推進
グローカル教育の推進
新たな価値を創り出す力の育成
主体的に社会を形成する力の育成
一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進
特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進
いじめや暴力をなくす取組の推進
いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実
いじめに対する迅速・確実な対応の推進
いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実
不登校の状況にある児童生徒への支援
外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成
防災教育・防災対策の推進
子どもたちの安全・安心の確保
学びのセーフティネットの構築・学びの継続
教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進
学校における働き方改革の推進
ＩＣＴを活用した教育の推進
地域とともにある学校づくり
学校の特色化・魅力化
学校施設の整備
家庭での学びの応援
社会教育の推進と地域の教育力の向上
文化財の保存・活用・継承

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
②
③
④
①
②
①
②
③
④
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

基本施策○ ○○○○○○○○○○○○

0 施策名

現状と課題

姿すざめ
※　この施策を推進することにより、計画期間が終了する令和９(２０２７)年度末までに達成
　する姿を記載しています。

※ この施策に関する現状や課題、背景等を記載しています。

主な取組内容

※ この施策で実施する主な取組を記載しています。

項　目 現状値（令和5年度） 目標値（令和9年度）

KPI（重要業績評価指標）

「めざす姿」の実現に向けた施策の
達成状況を把握することができる
ＫＰＩの項目を記載しています。

※ 現在（最新の実績）
の数値を記載して
います。

※ 令和９（2027）年
度における目標値
を記載しています。

※
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現状と課題

かん

主な取組内容

基本施策1 未来の礎となる力の育成

1

姿すざめ

一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進

　子どもたちが、ありのままの自分が認められているという実感を持つとともに、学校な
らではの子どもたち同士や教職員と子どもたちとの関わり合いなど多様な他者と交わる活
動や多様な体験活動をとおして、自己肯定感や幸福感など一人ひとりのウェルビーイング
が向上しています。

❶ 家庭教育支援・幼児教育の充実

① 　ＰＩＳＡ等の国際調査において、日本の子どもたちの学力が高い水準にあることが示される一方で、
自己肯定感については諸外国と比べて低いという調査結果があります。また、将来の予測が困難な
時代においては、自らが社会を創り出していくという視点がより重要となり、子どもたち一人ひとり
が持続可能な社会の創り手となり、課題解決などを通じて、社会を維持・発展させていくことが求
められます。

② 　こうした中、子どもたちが自他のかけがえのない価値を認識しながら、多様な人びとと協働し、さ
まざまな課題解決を主体的に担うことができる存在であるという認識を持って、自分の可能性を伸
ばしていけるよう、自己肯定感の涵養を図ることが重要です。自己肯定感は、自らの力の向上に向
けて努力することで得られる達成感や他者からの評価等によるものと、自分の長所のみならず短所
を含めた自分らしさや個性を受け止めることによるものの２つの側面からとらえることが大切です。

⑤ 　子どもたちの可能性を伸ばしていく上で、基礎的・基本的な知識・技能の習得が重要であること
は言うまでもなく、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力等こそ、家庭の経済事情など、子
どもを取り巻く環境を背景とした差が生まれやすい能力であるとの指摘もあることに留意する必要
があります。「主体的・対話的で深い学び」を実現し、一人ひとりの状況に応じた学びの動機づけや、
いわゆる非認知能力26を含む幅広い資質・能力の育成に向けた効果的な取組が求められています。

⑥ 　人間関係で多くの子どもたちが悩みを持ち、学習面の不安だけでなく、心理面や進路面での不安
や悩みを抱えることも少なくありません。学校の教育活動を通じて、子どもたちが社会の中で自分
らしく生きることができるよう支えていくことが求められます。

④ 　家庭生活や社会環境が変化する中、子育てを担う保護者の孤立感や不安感、負担感の増大が懸
念されており、家庭教育の担い手である保護者を支えることができるよう、地域における家庭教育
支援の充実を図るとともに、経済的困窮や虐待など、さまざまな課題を抱える家庭に対しては、よ
り十分な支援を行うことができるよう、地域における支援体制の充実を図る必要があります。

③ 　経済先進諸国では、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生き
がいをとらえるウェルビーイングの考え方が重視されてきており、自己肯定感や幸福感などがその
要素として挙げられ、教育をとおしてウェルビーイングの向上を図っていくことが求められます。

●

●

●

　地域におけるさまざまな主体と連携し、保護者に対して、家庭教育に関する学習機会や必要な情
報を提供することを通じて、子どもたちの豊かな成長や家庭教育を応援する取組を進めます。
　経済的困窮や虐待など、支援を必要としながらも支援が届きにくいさまざまな問題を抱える家庭
に対しては、市町の福祉担当部局等の関係機関と連携して支援を行います。
　幼児期の子どもたちが、安定した情緒のもとで発達に必要な体験を重ね、生涯にわたる人格形成
の基礎を築くことができるよう、教職員と幼児との間に十分な信頼関係を築き、幼児の主体的な活
動を促しながら、よりよい教育環境をつくり出します。

❷ お互いを認め合い支え合う学校づくり
●

●

●

　子どもたちが安心して自分の意見を述べ、なぜそう思ったのかを皆で考え、自分の考えを深めたり、
自分に足りないことに気づいたりする授業をとおして、子どもたちが互いに認め合い・励まし合い・
支え合える人間関係を創り上げることができるよう取り組みます。
　子どもたち自身が学校生活や学級をよりよいものにしていけるよう、校則・ルールの見直しや児童
会・生徒会活動、学校行事の運営において意見を述べたり、議論したりする機会を設けるなど、異
年齢の子どもたちとも協力し合いながら、皆で話し合って実践する自発的・自治的な活動を尊重し、
子どもたち自身による創意工夫を引き出す取組を進めます。
　安全・安心な学校づくりに向けて、教職員の支援のもと、子どもたち自身がさまざまな考え方が
あることを受け入れ、理解し合える風土を創り出すことができるよう、学級・ホームルーム経営を通
じて、相手の気持ちに寄り添ったり、感謝の気持ちを伝えたりする姿勢を子どもたちが身につける
ことができる取組を進めます。
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26 主に意欲・意志・情動・社会性に関わる3つの要素（①自分の目標をめざして粘り強く取り組む、②そのためにやり方を調整し工夫する、③
友人と同じ目標に向けて協力し合う。）からなります。
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現状と課題

かん

主な取組内容

基本施策1 未来の礎となる力の育成

1

姿すざめ

一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進

　子どもたちが、ありのままの自分が認められているという実感を持つとともに、学校な
らではの子どもたち同士や教職員と子どもたちとの関わり合いなど多様な他者と交わる活
動や多様な体験活動をとおして、自己肯定感や幸福感など一人ひとりのウェルビーイング
が向上しています。

❶ 家庭教育支援・幼児教育の充実

① 　ＰＩＳＡ等の国際調査において、日本の子どもたちの学力が高い水準にあることが示される一方で、
自己肯定感については諸外国と比べて低いという調査結果があります。また、将来の予測が困難な
時代においては、自らが社会を創り出していくという視点がより重要となり、子どもたち一人ひとり
が持続可能な社会の創り手となり、課題解決などを通じて、社会を維持・発展させていくことが求
められます。

② 　こうした中、子どもたちが自他のかけがえのない価値を認識しながら、多様な人びとと協働し、さ
まざまな課題解決を主体的に担うことができる存在であるという認識を持って、自分の可能性を伸
ばしていけるよう、自己肯定感の涵養を図ることが重要です。自己肯定感は、自らの力の向上に向
けて努力することで得られる達成感や他者からの評価等によるものと、自分の長所のみならず短所
を含めた自分らしさや個性を受け止めることによるものの２つの側面からとらえることが大切です。

⑤ 　子どもたちの可能性を伸ばしていく上で、基礎的・基本的な知識・技能の習得が重要であること
は言うまでもなく、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力等こそ、家庭の経済事情など、子
どもを取り巻く環境を背景とした差が生まれやすい能力であるとの指摘もあることに留意する必要
があります。「主体的・対話的で深い学び」を実現し、一人ひとりの状況に応じた学びの動機づけや、
いわゆる非認知能力26を含む幅広い資質・能力の育成に向けた効果的な取組が求められています。

⑥ 　人間関係で多くの子どもたちが悩みを持ち、学習面の不安だけでなく、心理面や進路面での不安
や悩みを抱えることも少なくありません。学校の教育活動を通じて、子どもたちが社会の中で自分
らしく生きることができるよう支えていくことが求められます。

④ 　家庭生活や社会環境が変化する中、子育てを担う保護者の孤立感や不安感、負担感の増大が懸
念されており、家庭教育の担い手である保護者を支えることができるよう、地域における家庭教育
支援の充実を図るとともに、経済的困窮や虐待など、さまざまな課題を抱える家庭に対しては、よ
り十分な支援を行うことができるよう、地域における支援体制の充実を図る必要があります。

③ 　経済先進諸国では、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生き
がいをとらえるウェルビーイングの考え方が重視されてきており、自己肯定感や幸福感などがその
要素として挙げられ、教育をとおしてウェルビーイングの向上を図っていくことが求められます。

●

●

●

　地域におけるさまざまな主体と連携し、保護者に対して、家庭教育に関する学習機会や必要な情
報を提供することを通じて、子どもたちの豊かな成長や家庭教育を応援する取組を進めます。
　経済的困窮や虐待など、支援を必要としながらも支援が届きにくいさまざまな問題を抱える家庭
に対しては、市町の福祉担当部局等の関係機関と連携して支援を行います。
　幼児期の子どもたちが、安定した情緒のもとで発達に必要な体験を重ね、生涯にわたる人格形成
の基礎を築くことができるよう、教職員と幼児との間に十分な信頼関係を築き、幼児の主体的な活
動を促しながら、よりよい教育環境をつくり出します。

❷ お互いを認め合い支え合う学校づくり
●

●

●

　子どもたちが安心して自分の意見を述べ、なぜそう思ったのかを皆で考え、自分の考えを深めたり、
自分に足りないことに気づいたりする授業をとおして、子どもたちが互いに認め合い・励まし合い・
支え合える人間関係を創り上げることができるよう取り組みます。
　子どもたち自身が学校生活や学級をよりよいものにしていけるよう、校則・ルールの見直しや児童
会・生徒会活動、学校行事の運営において意見を述べたり、議論したりする機会を設けるなど、異
年齢の子どもたちとも協力し合いながら、皆で話し合って実践する自発的・自治的な活動を尊重し、
子どもたち自身による創意工夫を引き出す取組を進めます。
　安全・安心な学校づくりに向けて、教職員の支援のもと、子どもたち自身がさまざまな考え方が
あることを受け入れ、理解し合える風土を創り出すことができるよう、学級・ホームルーム経営を通
じて、相手の気持ちに寄り添ったり、感謝の気持ちを伝えたりする姿勢を子どもたちが身につける
ことができる取組を進めます。
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26 主に意欲・意志・情動・社会性に関わる3つの要素（①自分の目標をめざして粘り強く取り組む、②そのためにやり方を調整し工夫する、③
友人と同じ目標に向けて協力し合う。）からなります。
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❸ 多様な子どもの状況に応じた学びを支える指導・支援の充実

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　90.1％
中学生　87.9％

小学生　91.0％
中学生　90.0％

小学生　81.9％
中学生　80.9％

小学生　84.0％
中学生　82.0％

目標値（令和9年度）

●

●

●

●

●

●

●

●

　学校においては、学級やホームルーム等が子どもたちの学習や生活の基盤であり、個が集団に埋
没してしまう危険性があることをふまえ、学校生活のあらゆる場面で、子どもたちが「自分も一人の
人間として大切にされている」と実感することにつながる指導を行うなど、一人ひとりの人格を尊重
し、個性の伸長を図る教育活動を一層推進します。
　子どもを取り巻く環境や子どもの状況を多面的かつ客観的にとらえ、一人ひとりに対する理解を
深めた上で、育成をめざす資質・能力やキャリア形成の方向性等をふまえながら、自己選択や自己
決定を促し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、一人ひとりに応じた学習指導を進めます。
　子どもたちが学ぶ楽しさ・わかる喜びを実感することにつながるよう、個々の学習状況や興味・関
心に応じた個別最適な学習と、多様な他者と関わり合う中で異なる考え方に触れながら、課題を見
いだし解決策を考えるなどの協働的な学習を適切に組み合わせた授業づくりを推進します。
　身近な地域や世界規模の課題を設定しその解決に向け深く考察し行動する探究活動や、多様な
考え方を持つ仲間との学びや個々の教科の学びを基礎として教科横断的な学びを行うＳＴＥＡＭ教
育、地域の産業や特色を題材にした地域課題解決型学習を推進するとともに、取組の前後に、資質・
能力がどのように変化したかを把握し、取組の改善につなげます。
　学級や学校の中で役割を分担し、協力して取り組む機会や、部活動など異年齢交流をとおしてリー
ダーシップを発揮する機会など、子どもたちが他者や集団、社会のために役立つことを実感できる
取組を推進します。また、子どもたちが、さまざまな感性や考え方等があることを認め合い、影響
を与え合う機会を生み出し、人と人との関わり合いの中で新たなアイデアが生まれ、新しい価値の
創造につなげていくことをめざす取組を進めます。
　達成感や成功体験、課題に立ち向かう姿勢などを身につけるさまざまな体験活動（自然体験活動
や集団宿泊体験、社会体験活動、文化芸術活動等）は、自己肯定感などの向上に資するものであり、
その機会の充実を図ります。
　自己肯定感の涵養に関する取組の趣旨が実現されるよう、研修等を通じて教職員で共通理解を図
りながら取り組むとともに、子どもたちや地域の状況に応じた学校の自主的・自立的な活動を進め
ます。
　家庭の社会経済的背景に関わらず、全ての子どもたちが、質の高い教育を受け、夢や希望を持っ
て挑戦したり、多様な体験や遊びの機会を得たりすることができるよう、地域未来塾など家庭や学
校とは異なる居場所での学習支援等を地域と連携して進めます。また、家庭の経済状況等を背景と
して学習環境が整わない子どもたちの自己肯定感、学習意欲、進学・就労に対する意欲等を高める
ため、子ども支援ネットワークの活動の支援を進めます。

❹ 教職員の指導力の向上
●

●

●

　教職員が子どもたちに対する受容的・共感的な態度を身につけ、その実態や発達の個別性や多様
性を尊重する姿勢を持ち、丁寧な観察を通じて一人ひとりや集団の状態と心理を理解して対応する力
を身につけるなど、子どもたちの自己肯定感を涵養することにつながる研修内容の充実を図り、子
どもたち一人ひとりと信頼関係を構築する能力を備えた教職員の育成を進めます。
　人権教育や道徳教育、いじめを生まない学級づくりについて、教職員の指導力の向上を図る研修
を実施するなど、子どもたちが、自分らしく生きていこうとする態度やよりよく生きるための基盤と
なる道徳性を養うことや、安心して学校生活を送ることに資する取組を進めます。
　教職員が、子どもたちの人生に影響を与え、日々の成長に関わることを通じて、自己肯定感を高
めることができるよう、学校の指導体制・運営体制の充実や学校における働き方改革の推進等によ
り、学校を教職員にとっても幸せや生きがいを感じられる場所にすることをめざす取組を進めます。

※1

※2

「普段の生活の中で、幸せな気持ちになることはどれくらいありますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文
部科学省「全国学力・学習状況調査」）
「自分には、よいところがあると思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学
習状況調査」）

KPI（重要業績評価指標）

普段の生活の中で、幸せな気持ちになるこ
とがある子どもたちの割合※１

自分にはよいところがあると思う子どもた
ちの割合※２

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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❸ 多様な子どもの状況に応じた学びを支える指導・支援の充実

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　90.1％
中学生　87.9％

小学生　91.0％
中学生　90.0％

小学生　81.9％
中学生　80.9％

小学生　84.0％
中学生　82.0％

目標値（令和9年度）

●

●

●

●

●

●

●

●

　学校においては、学級やホームルーム等が子どもたちの学習や生活の基盤であり、個が集団に埋
没してしまう危険性があることをふまえ、学校生活のあらゆる場面で、子どもたちが「自分も一人の
人間として大切にされている」と実感することにつながる指導を行うなど、一人ひとりの人格を尊重
し、個性の伸長を図る教育活動を一層推進します。
　子どもを取り巻く環境や子どもの状況を多面的かつ客観的にとらえ、一人ひとりに対する理解を
深めた上で、育成をめざす資質・能力やキャリア形成の方向性等をふまえながら、自己選択や自己
決定を促し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、一人ひとりに応じた学習指導を進めます。
　子どもたちが学ぶ楽しさ・わかる喜びを実感することにつながるよう、個々の学習状況や興味・関
心に応じた個別最適な学習と、多様な他者と関わり合う中で異なる考え方に触れながら、課題を見
いだし解決策を考えるなどの協働的な学習を適切に組み合わせた授業づくりを推進します。
　身近な地域や世界規模の課題を設定しその解決に向け深く考察し行動する探究活動や、多様な
考え方を持つ仲間との学びや個々の教科の学びを基礎として教科横断的な学びを行うＳＴＥＡＭ教
育、地域の産業や特色を題材にした地域課題解決型学習を推進するとともに、取組の前後に、資質・
能力がどのように変化したかを把握し、取組の改善につなげます。
　学級や学校の中で役割を分担し、協力して取り組む機会や、部活動など異年齢交流をとおしてリー
ダーシップを発揮する機会など、子どもたちが他者や集団、社会のために役立つことを実感できる
取組を推進します。また、子どもたちが、さまざまな感性や考え方等があることを認め合い、影響
を与え合う機会を生み出し、人と人との関わり合いの中で新たなアイデアが生まれ、新しい価値の
創造につなげていくことをめざす取組を進めます。
　達成感や成功体験、課題に立ち向かう姿勢などを身につけるさまざまな体験活動（自然体験活動
や集団宿泊体験、社会体験活動、文化芸術活動等）は、自己肯定感などの向上に資するものであり、
その機会の充実を図ります。
　自己肯定感の涵養に関する取組の趣旨が実現されるよう、研修等を通じて教職員で共通理解を図
りながら取り組むとともに、子どもたちや地域の状況に応じた学校の自主的・自立的な活動を進め
ます。
　家庭の社会経済的背景に関わらず、全ての子どもたちが、質の高い教育を受け、夢や希望を持っ
て挑戦したり、多様な体験や遊びの機会を得たりすることができるよう、地域未来塾など家庭や学
校とは異なる居場所での学習支援等を地域と連携して進めます。また、家庭の経済状況等を背景と
して学習環境が整わない子どもたちの自己肯定感、学習意欲、進学・就労に対する意欲等を高める
ため、子ども支援ネットワークの活動の支援を進めます。

❹ 教職員の指導力の向上
●

●

●

　教職員が子どもたちに対する受容的・共感的な態度を身につけ、その実態や発達の個別性や多様
性を尊重する姿勢を持ち、丁寧な観察を通じて一人ひとりや集団の状態と心理を理解して対応する力
を身につけるなど、子どもたちの自己肯定感を涵養することにつながる研修内容の充実を図り、子
どもたち一人ひとりと信頼関係を構築する能力を備えた教職員の育成を進めます。
　人権教育や道徳教育、いじめを生まない学級づくりについて、教職員の指導力の向上を図る研修
を実施するなど、子どもたちが、自分らしく生きていこうとする態度やよりよく生きるための基盤と
なる道徳性を養うことや、安心して学校生活を送ることに資する取組を進めます。
　教職員が、子どもたちの人生に影響を与え、日々の成長に関わることを通じて、自己肯定感を高
めることができるよう、学校の指導体制・運営体制の充実や学校における働き方改革の推進等によ
り、学校を教職員にとっても幸せや生きがいを感じられる場所にすることをめざす取組を進めます。

※1

※2

「普段の生活の中で、幸せな気持ちになることはどれくらいありますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文
部科学省「全国学力・学習状況調査」）
「自分には、よいところがあると思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学
習状況調査」）

KPI（重要業績評価指標）

普段の生活の中で、幸せな気持ちになるこ
とがある子どもたちの割合※１

自分にはよいところがあると思う子どもた
ちの割合※２

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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主な取組内容2 確かな学力の育成
❶ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

① 　子どもたちに生きる力を育むことをめざし、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、これ
らを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成するとともに、生涯に
わたって能動的に学び続けられるよう主体的に学習に取り組む態度を養うため、個別最適な学びと
協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深い学びを実現する授業を実践する必要があり
ます。さらに、個別最適な学びが「孤立した学び」に陥らないよう、互いの感性や考え方等に触れ
刺激し合う、協働的な学びの重要性をあらためて認識する必要があります。

② 　学習評価においては、「子どもたちにどういった力が身についたか」という学習の成果を的確にと
らえ、教職員が指導の改善に生かすとともに、子どもたちが自らの学習を振り返って次の学習に向
かうことができるようにすることが重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性を持っ
た形で改善を行う必要があります。

④ 　近年の「全国学力・学習状況調査」における本県の状況は改善傾向にありますが、国語では文脈
に即した漢字等を正しく使うことや、根拠を明確に示すなどして自分の考えを書くこと、算数・数学
では図形・割合に、依然として課題がみられます。

⑤ 　児童生徒質問紙調査では、学習時間や読書時間が経年で見ると減少傾向にあり、全国平均値よ
りも短い状況が続いています。学習習慣・読書習慣等の改善に向け、学校・家庭・地域がそれぞれ
の役割を認識し、一体となって取り組んでいく必要があります。

③ 　子どもたちが、学習内容を確実に身につけることができるよう、指導方法や指導体制の工夫・改
善など、個に応じた指導の充実を、コロナ禍において整備の進んだICT環境も活用しながら図って
いく必要があります。

●

●

●

●

　子どもたちが、学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動、協働や対話を通じ
て考えを広げ深める活動、知識を相互に関連づけてより深く理解したり、思いや考えをもとに新た
な価値を創造したりする活動を計画的に取り入れた授業改善を推進します。
　子どもたちが学ぶ楽しさ・わかる喜びを実感することにつながるよう、個々の学習状況や興味・関
心に応じた個別最適な学習と、多様な他者と関わり合う中で異なる考え方に触れながら、課題を見
いだし解決策を考えるなどの協働的な学習を適切に組み合わせた授業づくりを推進します。（再掲）
　市町等教育委員会が作成した「学力向上アクションプラン」に基づき、小中学校における授業改
善や学習内容の理解・定着につなげる取組が一層進むよう、教育支援事務所と共に市町等教育委員
会と連携し、市町や小中学校の求めに応じた研修への支援を進めます。
　学習評価が、教職員の指導の改善、子どもの学習改善につながるものになるよう、教科担当者等
を対象とした会議や研修で、学習評価の考え方を周知するとともに、実践事例を交流するなど学習
評価を充実させる取組を推進します。また、指導と評価の改善が一体として進められるよう、教科
の目標や指導事項をふまえた評価の観点を示した学習指導案例の普及・活用を図ります。

❷ 一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実
●

●

●

●

　小中学校において、「全国学力・学習状況調査」、「みえスタディ・チェック27」等の活用を通じて、
子どもたち一人ひとりが何を学び、どのような力を習得したかなど、学習の定着状況を把握し、指
導の改善や個に応じた指導を進めます。
　小中学校において、子どもたちが、基礎的・基本的な知識・技能の習得も含め、学習内容を確実
に身につけることができるよう、「みえスタディ・チェック」の活用を進めます。  ＣＢＴシステム 28を
使用することで、設問ごとの定着状況に応じ、学習内容を遡った問題やさらに難しい問題を、実施
後すぐに子どもたちの１人１台端末に提供するなど、ICTを効果的に活用して一人ひとりに応じた補充
的な学習や発展的な学習を進めます。
　学習内容の習熟の程度に応じた指導など、少人数指導の実践研究を進めるとともに、その成果を
ふまえた効果的な指導方法の工夫等を小中学校に水平展開するなど、少人数指導の質的向上を図り
ます。
　高等学校では、継続的に一人ひとりの学力の状況を把握し、学習方法や指導方法を改善すること
で、高校生に求められる学力の確実な習得と学習意欲の喚起に取り組みます。また、ＩＣＴを効果
的に活用した実践事例等を各学校に共有するなど、授業の質的向上に向けた取組を進めます。

27

28

学習指導要領をふまえ、本県が重点的に実施している学力向上策の一つ。知識等の活用を中心とした問題を通じて、学習内容の定着状
況を把握し、子どもたちが主体的に学習に取り組む意欲や、各学校における授業改善、子どもたち一人ひとりに応じた指導の充実等を促
進する取組。
Computer Based Testingの略称で、子どもたちが学習端末を用いて解答する調査方法。

姿すざめ

　子どもたちが、主体的・対話的で深い学びを通じて、生きて働く知識・技能、未知の状
況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の「確かな学力」、生涯にわたって能動的に
学び続ける態度を身につけています。

現状と課題

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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主な取組内容2 確かな学力の育成
❶ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

① 　子どもたちに生きる力を育むことをめざし、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、これ
らを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成するとともに、生涯に
わたって能動的に学び続けられるよう主体的に学習に取り組む態度を養うため、個別最適な学びと
協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深い学びを実現する授業を実践する必要があり
ます。さらに、個別最適な学びが「孤立した学び」に陥らないよう、互いの感性や考え方等に触れ
刺激し合う、協働的な学びの重要性をあらためて認識する必要があります。

② 　学習評価においては、「子どもたちにどういった力が身についたか」という学習の成果を的確にと
らえ、教職員が指導の改善に生かすとともに、子どもたちが自らの学習を振り返って次の学習に向
かうことができるようにすることが重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性を持っ
た形で改善を行う必要があります。

④ 　近年の「全国学力・学習状況調査」における本県の状況は改善傾向にありますが、国語では文脈
に即した漢字等を正しく使うことや、根拠を明確に示すなどして自分の考えを書くこと、算数・数学
では図形・割合に、依然として課題がみられます。

⑤ 　児童生徒質問紙調査では、学習時間や読書時間が経年で見ると減少傾向にあり、全国平均値よ
りも短い状況が続いています。学習習慣・読書習慣等の改善に向け、学校・家庭・地域がそれぞれ
の役割を認識し、一体となって取り組んでいく必要があります。

③ 　子どもたちが、学習内容を確実に身につけることができるよう、指導方法や指導体制の工夫・改
善など、個に応じた指導の充実を、コロナ禍において整備の進んだICT環境も活用しながら図って
いく必要があります。

●

●

●

●

　子どもたちが、学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動、協働や対話を通じ
て考えを広げ深める活動、知識を相互に関連づけてより深く理解したり、思いや考えをもとに新た
な価値を創造したりする活動を計画的に取り入れた授業改善を推進します。
　子どもたちが学ぶ楽しさ・わかる喜びを実感することにつながるよう、個々の学習状況や興味・関
心に応じた個別最適な学習と、多様な他者と関わり合う中で異なる考え方に触れながら、課題を見
いだし解決策を考えるなどの協働的な学習を適切に組み合わせた授業づくりを推進します。（再掲）
　市町等教育委員会が作成した「学力向上アクションプラン」に基づき、小中学校における授業改
善や学習内容の理解・定着につなげる取組が一層進むよう、教育支援事務所と共に市町等教育委員
会と連携し、市町や小中学校の求めに応じた研修への支援を進めます。
　学習評価が、教職員の指導の改善、子どもの学習改善につながるものになるよう、教科担当者等
を対象とした会議や研修で、学習評価の考え方を周知するとともに、実践事例を交流するなど学習
評価を充実させる取組を推進します。また、指導と評価の改善が一体として進められるよう、教科
の目標や指導事項をふまえた評価の観点を示した学習指導案例の普及・活用を図ります。

❷ 一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実
●

●

●

●

　小中学校において、「全国学力・学習状況調査」、「みえスタディ・チェック27」等の活用を通じて、
子どもたち一人ひとりが何を学び、どのような力を習得したかなど、学習の定着状況を把握し、指
導の改善や個に応じた指導を進めます。
　小中学校において、子どもたちが、基礎的・基本的な知識・技能の習得も含め、学習内容を確実
に身につけることができるよう、「みえスタディ・チェック」の活用を進めます。  ＣＢＴシステム 28を
使用することで、設問ごとの定着状況に応じ、学習内容を遡った問題やさらに難しい問題を、実施
後すぐに子どもたちの１人１台端末に提供するなど、ICTを効果的に活用して一人ひとりに応じた補充
的な学習や発展的な学習を進めます。
　学習内容の習熟の程度に応じた指導など、少人数指導の実践研究を進めるとともに、その成果を
ふまえた効果的な指導方法の工夫等を小中学校に水平展開するなど、少人数指導の質的向上を図り
ます。
　高等学校では、継続的に一人ひとりの学力の状況を把握し、学習方法や指導方法を改善すること
で、高校生に求められる学力の確実な習得と学習意欲の喚起に取り組みます。また、ＩＣＴを効果
的に活用した実践事例等を各学校に共有するなど、授業の質的向上に向けた取組を進めます。

27

28

学習指導要領をふまえ、本県が重点的に実施している学力向上策の一つ。知識等の活用を中心とした問題を通じて、学習内容の定着状
況を把握し、子どもたちが主体的に学習に取り組む意欲や、各学校における授業改善、子どもたち一人ひとりに応じた指導の充実等を促
進する取組。
Computer Based Testingの略称で、子どもたちが学習端末を用いて解答する調査方法。

姿すざめ

　子どもたちが、主体的・対話的で深い学びを通じて、生きて働く知識・技能、未知の状
況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の「確かな学力」、生涯にわたって能動的に
学び続ける態度を身につけています。

現状と課題
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KPI（重要業績評価指標）

❸ 学校・家庭・地域の連携

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　97.1
中学生　98.4

小学生　101.0
中学生　102.0

小学生　79.1％
中学生　81.6％

小学生　82.4％
中学生　87.4％

目標値（令和9年度）

● 　小中学生の学習習慣・読書習慣等の確立に向け、「全国学力・学習状況調査」における児童生徒
質問紙調査や、「みえスタディ・チェック」の学習や生活等に関する質問から、学習習慣・読書習慣
等の状況を継続的に把握するとともに、課題の改善に向け、子どもたちの１人１台端末からダウンロー
ドできるチェックシート等の活用を促進するなど、引き続き、学校・家庭・地域が一体となった「み
えの学力向上県民運動」の取組を進めます。

※1

※2

「全国学力・学習状況調査」において文部科学省が示す正答数分布の４階層（ＡＢＣＤ層）におけるＡＢ層の公立小中学生の割合（全国を
100とした場合の本県の値）（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）
「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学
生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）

「全国学力・学習状況調査」における本県
の子どもたちの学力の伸び※１

授業で、課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいると思う子どもたち
の割合※２
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第
2
章

基
本
施
策
1

第
2
章

基
本
施
策
1

55



KPI（重要業績評価指標）

❸ 学校・家庭・地域の連携

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　97.1
中学生　98.4

小学生　101.0
中学生　102.0

小学生　79.1％
中学生　81.6％

小学生　82.4％
中学生　87.4％

目標値（令和9年度）

● 　小中学生の学習習慣・読書習慣等の確立に向け、「全国学力・学習状況調査」における児童生徒
質問紙調査や、「みえスタディ・チェック」の学習や生活等に関する質問から、学習習慣・読書習慣
等の状況を継続的に把握するとともに、課題の改善に向け、子どもたちの１人１台端末からダウンロー
ドできるチェックシート等の活用を促進するなど、引き続き、学校・家庭・地域が一体となった「み
えの学力向上県民運動」の取組を進めます。

※1

※2

「全国学力・学習状況調査」において文部科学省が示す正答数分布の４階層（ＡＢＣＤ層）におけるＡＢ層の公立小中学生の割合（全国を
100とした場合の本県の値）（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）
「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学
生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）

「全国学力・学習状況調査」における本県
の子どもたちの学力の伸び※１

授業で、課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいると思う子どもたち
の割合※２

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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主な取組内容3 幼児教育の推進
❶ 幼稚園等における教育・保育活動の充実

① 　幼児期は、生活や遊びの中で具体的な体験をとおして、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる
極めて重要な時期です。学びの充実を図るにあたって、幼稚園・保育所・認定こども園（以下「幼稚
園等」という。）といった施設類型や地域・家庭の環境に関わらず、全ての子どもたちに格差なく質
の高い学びが保障されるよう、全ての幼稚園等における幼児教育・保育のより一層の質向上を図る
必要があります。

② 　幼稚園等と小学校・義務教育学校29（以下「小学校等」という。）は、その教育・保育の形態に大
きな違いがあり、子どもたちが小学校等での学習や生活に戸惑うなど、さまざまな課題が指摘され
ています。幼児期の教育と小学校等以降の教育の理念は、連続性・一貫性をもって構成されるもの
であり、今後さらに、幼保小接続に関する取組の充実を図っていく必要があります。

④ 　就学前の子どもたちの生活は、家庭を基盤として地域での触れ合いや体験を通じて広がっていき
ます。家庭や地域も一体となり、教育・保育活動の取組を進めるとともに、幼稚園等は地域の子育
て支援の拠点としての機能の充実が求められています。

③ 　幼稚園等においては、子どもと共によりよい教育環境を創造するために、幼稚園教諭・保育教諭・
保育士（以下｢幼稚園教諭等｣という。）の資質向上を図る必要があります。

●

●

　市町と連携を図りながら、三重県幼児教育センターを核に、全ての幼稚園等において、幼稚園教
育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領で共通に示された「幼児期の終
わりまでに育ってほしい姿」を考慮した教育・保育の充実、幼稚園等と小学校等との連携の充実を
一体的・総合的に推進するための体制整備に取り組みます。
　幼稚園等において、子どもたちの健康な心と体や自立心、規範意識の芽生え、生命を尊重する気
持ちなどの育成が図られるよう、幼児教育アドバイザー等の派遣を行うとともに、優れた事例の普
及を図ります。

❷ 小学校教育への円滑な接続に向けた取組の推進
●

●

●

　「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」等を活用した実践事例の普及や、幼稚園等と小学
校等とが共同した接続カリキュラムの編成・実施等を推進します。
　子どもたちが、小学校等での生活・学習に期待をする気持ちを高め、安心してスタートできるよう、
幼稚園等と小学校等との体験的な交流を推進します。
　幼稚園教諭等と小学校等の教員が、幼稚園等と小学校等における教育活動や指導方法等の違い
について理解を深め、指導に生かせるよう、相互に保育・授業を見学するなどの交流や合同研修等
の取組を推進します。

❸ 幼児教育・保育を担う人材の資質向上
●

●

　幼稚園等の運営の改善や幼児教育・保育に係る諸課題の解決に向けた研修の実施を通じて、園
（所）長の指導力の向上を図ります。
　幼稚園教諭等が各施設における指導内容や指導方法に関する相互理解を深められるよう、園内
研修や他の幼稚園等との合同研修を実施し、幼稚園教諭等の専門性の向上を図ります。

❹ 家庭・地域との連携の推進
●

●

●

　家庭・地域に対して、子どもたちの心身の成長における基本的生活習慣等の重要性について周知
を図ったり、「就学前の子ども向け生活習慣チェックシート」の活用を促したりすることなどを通じて、
｢早寝・早起き・朝ごはん」などの基本的な生活習慣や読書習慣、運動習慣等の確立を図ります。
　幼稚園等において、地域の方々と触れ合ったり、地域の施設等を活用したりするなど、多様な体
験機会の充実を図ります。
　幼稚園等が、保護者同士の交流の機会を提供したり、子育てに関する相談対応・情報提供を行っ
たりするなど、地域における幼児期の子育ての支援拠点としての役割を担えるよう、地域子育て支
援センター30等の関係機関との連携を推進します。

29 一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教育目標を設定し、９年間の系統性を確保した教育課程を編成・
実施する学校。 30 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、地域の子育て家庭に対する育児支援を目的とする施設。

姿すざめ

　子どもたちが、安定した情緒のもとで自己を十分に発揮し、遊びや生活の中での体験
をとおして、健康な心と体、自立心、協同性、道徳性・規範意識の芽生え、社会と関わ
る意識、思考力の芽生え、生命を尊重する気持ち、数量・文字等への関心、言葉で伝え
合う力、豊かな感性等を身につけています。

現状と課題

基本施策1 未来の礎となる力の育成

第
2
章

基
本
施
策
1

第
2
章

基
本
施
策
1

57



主な取組内容3 幼児教育の推進
❶ 幼稚園等における教育・保育活動の充実

① 　幼児期は、生活や遊びの中で具体的な体験をとおして、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる
極めて重要な時期です。学びの充実を図るにあたって、幼稚園・保育所・認定こども園（以下「幼稚
園等」という。）といった施設類型や地域・家庭の環境に関わらず、全ての子どもたちに格差なく質
の高い学びが保障されるよう、全ての幼稚園等における幼児教育・保育のより一層の質向上を図る
必要があります。

② 　幼稚園等と小学校・義務教育学校29（以下「小学校等」という。）は、その教育・保育の形態に大
きな違いがあり、子どもたちが小学校等での学習や生活に戸惑うなど、さまざまな課題が指摘され
ています。幼児期の教育と小学校等以降の教育の理念は、連続性・一貫性をもって構成されるもの
であり、今後さらに、幼保小接続に関する取組の充実を図っていく必要があります。

④ 　就学前の子どもたちの生活は、家庭を基盤として地域での触れ合いや体験を通じて広がっていき
ます。家庭や地域も一体となり、教育・保育活動の取組を進めるとともに、幼稚園等は地域の子育
て支援の拠点としての機能の充実が求められています。

③ 　幼稚園等においては、子どもと共によりよい教育環境を創造するために、幼稚園教諭・保育教諭・
保育士（以下｢幼稚園教諭等｣という。）の資質向上を図る必要があります。

●

●

　市町と連携を図りながら、三重県幼児教育センターを核に、全ての幼稚園等において、幼稚園教
育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領で共通に示された「幼児期の終
わりまでに育ってほしい姿」を考慮した教育・保育の充実、幼稚園等と小学校等との連携の充実を
一体的・総合的に推進するための体制整備に取り組みます。
　幼稚園等において、子どもたちの健康な心と体や自立心、規範意識の芽生え、生命を尊重する気
持ちなどの育成が図られるよう、幼児教育アドバイザー等の派遣を行うとともに、優れた事例の普
及を図ります。

❷ 小学校教育への円滑な接続に向けた取組の推進
●

●

●

　「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」等を活用した実践事例の普及や、幼稚園等と小学
校等とが共同した接続カリキュラムの編成・実施等を推進します。
　子どもたちが、小学校等での生活・学習に期待をする気持ちを高め、安心してスタートできるよう、
幼稚園等と小学校等との体験的な交流を推進します。
　幼稚園教諭等と小学校等の教員が、幼稚園等と小学校等における教育活動や指導方法等の違い
について理解を深め、指導に生かせるよう、相互に保育・授業を見学するなどの交流や合同研修等
の取組を推進します。

❸ 幼児教育・保育を担う人材の資質向上
●

●

　幼稚園等の運営の改善や幼児教育・保育に係る諸課題の解決に向けた研修の実施を通じて、園
（所）長の指導力の向上を図ります。
　幼稚園教諭等が各施設における指導内容や指導方法に関する相互理解を深められるよう、園内
研修や他の幼稚園等との合同研修を実施し、幼稚園教諭等の専門性の向上を図ります。

❹ 家庭・地域との連携の推進
●

●

●

　家庭・地域に対して、子どもたちの心身の成長における基本的生活習慣等の重要性について周知
を図ったり、「就学前の子ども向け生活習慣チェックシート」の活用を促したりすることなどを通じて、
｢早寝・早起き・朝ごはん」などの基本的な生活習慣や読書習慣、運動習慣等の確立を図ります。
　幼稚園等において、地域の方々と触れ合ったり、地域の施設等を活用したりするなど、多様な体
験機会の充実を図ります。
　幼稚園等が、保護者同士の交流の機会を提供したり、子育てに関する相談対応・情報提供を行っ
たりするなど、地域における幼児期の子育ての支援拠点としての役割を担えるよう、地域子育て支
援センター30等の関係機関との連携を推進します。

29 一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教育目標を設定し、９年間の系統性を確保した教育課程を編成・
実施する学校。 30 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、地域の子育て家庭に対する育児支援を目的とする施設。

姿すざめ

　子どもたちが、安定した情緒のもとで自己を十分に発揮し、遊びや生活の中での体験
をとおして、健康な心と体、自立心、協同性、道徳性・規範意識の芽生え、社会と関わ
る意識、思考力の芽生え、生命を尊重する気持ち、数量・文字等への関心、言葉で伝え
合う力、豊かな感性等を身につけています。

現状と課題
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

2３市町 29市町

目標値（令和9年度）

※「幼保小接続に関する研修等を実施しましたか」という質問に対して、「実施済み」と回答した市町の数（三重県教育委員会調べ）

幼保小接続に関する研修等を実施した市町
の数※
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

2３市町 29市町

目標値（令和9年度）

※「幼保小接続に関する研修等を実施しましたか」という質問に対して、「実施済み」と回答した市町の数（三重県教育委員会調べ）

幼保小接続に関する研修等を実施した市町
の数※
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主な取組内容4 人権教育の推進
❶ 一人ひとりの存在や思いが大切にされる学校づくり

① 　新型コロナウイルス感染症によって社会が甚大な影響を受ける中、学校が子どもたちの全人的な
発達・成長を保障する役割や安心して過ごせる居場所としての役割を担っていることが再確認された
ことをふまえて、多様な子どもたちが互いの人権を尊重する態度や自己実現に向けた意欲を身につけ
られるよう、自分や他者の価値を認め、共に安心して過ごせる環境をつくる必要があります。

② 　社会にはさまざまな人権問題が存在しており、インターネット上で差別を助長する情報等が流
布されています。このような状況の中で、近年、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律」や「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部
落差別の解消の推進に関する法律」、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」など、
差別を解消するための法律や条例が相次いで定められています。また、人権教育の理念と共通す
る内容が学習指導要領に新たに記載されるなど、学校における人権教育の重要性や必要性が高
まっています。

④ 　教職員一人ひとりが子どもを権利の主体として尊重するとともに、人権問題に関する理解を深め、
その解決に向けた使命感を持ち、確かな人権感覚や指導力を身につける必要があります。

③ 　子どもたちの人権感覚の育成については、家庭や地域社会の影響が大きいことから、保護者や地
域住民等の間に人権尊重の意識が広まるよう、家庭・地域と協働し、人権教育を進める必要があり
ます。

●

●

　教育的に不利な環境のもとにある子どもの支援をはじめ、障がいのある子どもへの合理的配慮31

の提供、性的指向・性自認に係る子どもに対するきめ細かな対応など、子どもの最善の利益を考慮し、
安心して学べる学校づくりを進めます。
　子どもの意見や考えを尊重し、望ましい人間関係づくりに取り組み、一人ひとりの自尊感情32を
高め、自分らしく生きていこうとする態度を育む教育活動を進めます。

❷ 人権尊重の行動力を育てる教育の充実
●

●

　「三重県人権教育基本方針」に基づき、教育活動全体を通じて総合的・系統的に人権教育を進め
るため、学校における人権教育カリキュラムの活用や改善を進め、取組の質の向上を図ります。
　子どもの権利や個別的な人権問題33に関する学習資料等の活用を図るとともに、必要な資料の
作成に取り組み、子どもたちが自らを権利の主体であると実感できる学習や、人権問題の解決を自
分の課題ととらえ、自他の人権を守るための行動力を身につけるための学習を進めます。

❸ 家庭・地域との連携による人権教育の推進
●

●

　人権が尊重される社会をつくる主体者としての意識を育むため、学校・家庭・地域が人権教育の内
容等を共有・協議する人権教育推進協議会や子どもの育ちを支援する子ども支援ネットワークの活
性化を図り、保護者やその関係者等に授業公開を行うなど、地域に開かれた教育活動を推進します。
　子どもと保護者や地域住民が共に人権の視点に立った社会的活動等に取り組むとともに、子ども
たちが自他の人権について意見を表明する機会を創出し、子どもたちをはじめ、家庭・地域に人権
尊重の意識を広めます。

31

32

33

障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権および基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変
更および調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失したまたは過度の負担を課さないもの。
「自尊感情」は、一般的に「自己肯定感」とほぼ同義とされていますが、「三重県人権教育基本方針」では「自尊感情」という語を用い、一
人ひとりの自尊感情を高め、自己実現を可能にするため、自分に誇りを持ち、自分らしく生きようとする意欲や態度を育む教育活動を進
めています。
主な人権問題としては、部落問題、障がい者、外国人、子ども、女性の人権に係る問題のほか、高齢者、患者（ＨＩＶ感染者・エイズ患者、
ハンセン病元患者、難病患者等）、犯罪被害者、アイヌの人々、刑を終えた人・保護観察中の人等の人権に係る問題、性的指向・性自認、
貧困等、ひきこもりに係る人権課題、インターネットによる人権侵害、災害と人権、北朝鮮当局による拉致問題等などがあります。

姿すざめ

　子どもたちが人権に関する理解を深め、自他の人権を守るための実践行動ができる力を
身につけています。

現状と課題

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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主な取組内容4 人権教育の推進
❶ 一人ひとりの存在や思いが大切にされる学校づくり

① 　新型コロナウイルス感染症によって社会が甚大な影響を受ける中、学校が子どもたちの全人的な
発達・成長を保障する役割や安心して過ごせる居場所としての役割を担っていることが再確認された
ことをふまえて、多様な子どもたちが互いの人権を尊重する態度や自己実現に向けた意欲を身につけ
られるよう、自分や他者の価値を認め、共に安心して過ごせる環境をつくる必要があります。

② 　社会にはさまざまな人権問題が存在しており、インターネット上で差別を助長する情報等が流
布されています。このような状況の中で、近年、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律」や「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部
落差別の解消の推進に関する法律」、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」など、
差別を解消するための法律や条例が相次いで定められています。また、人権教育の理念と共通す
る内容が学習指導要領に新たに記載されるなど、学校における人権教育の重要性や必要性が高
まっています。

④ 　教職員一人ひとりが子どもを権利の主体として尊重するとともに、人権問題に関する理解を深め、
その解決に向けた使命感を持ち、確かな人権感覚や指導力を身につける必要があります。

③ 　子どもたちの人権感覚の育成については、家庭や地域社会の影響が大きいことから、保護者や地
域住民等の間に人権尊重の意識が広まるよう、家庭・地域と協働し、人権教育を進める必要があり
ます。

●

●

　教育的に不利な環境のもとにある子どもの支援をはじめ、障がいのある子どもへの合理的配慮31

の提供、性的指向・性自認に係る子どもに対するきめ細かな対応など、子どもの最善の利益を考慮し、
安心して学べる学校づくりを進めます。
　子どもの意見や考えを尊重し、望ましい人間関係づくりに取り組み、一人ひとりの自尊感情32を
高め、自分らしく生きていこうとする態度を育む教育活動を進めます。

❷ 人権尊重の行動力を育てる教育の充実
●

●

　「三重県人権教育基本方針」に基づき、教育活動全体を通じて総合的・系統的に人権教育を進め
るため、学校における人権教育カリキュラムの活用や改善を進め、取組の質の向上を図ります。
　子どもの権利や個別的な人権問題33に関する学習資料等の活用を図るとともに、必要な資料の
作成に取り組み、子どもたちが自らを権利の主体であると実感できる学習や、人権問題の解決を自
分の課題ととらえ、自他の人権を守るための行動力を身につけるための学習を進めます。

❸ 家庭・地域との連携による人権教育の推進
●

●

　人権が尊重される社会をつくる主体者としての意識を育むため、学校・家庭・地域が人権教育の内
容等を共有・協議する人権教育推進協議会や子どもの育ちを支援する子ども支援ネットワークの活
性化を図り、保護者やその関係者等に授業公開を行うなど、地域に開かれた教育活動を推進します。
　子どもと保護者や地域住民が共に人権の視点に立った社会的活動等に取り組むとともに、子ども
たちが自他の人権について意見を表明する機会を創出し、子どもたちをはじめ、家庭・地域に人権
尊重の意識を広めます。

31

32

33

障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権および基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変
更および調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失したまたは過度の負担を課さないもの。
「自尊感情」は、一般的に「自己肯定感」とほぼ同義とされていますが、「三重県人権教育基本方針」では「自尊感情」という語を用い、一
人ひとりの自尊感情を高め、自己実現を可能にするため、自分に誇りを持ち、自分らしく生きようとする意欲や態度を育む教育活動を進
めています。
主な人権問題としては、部落問題、障がい者、外国人、子ども、女性の人権に係る問題のほか、高齢者、患者（ＨＩＶ感染者・エイズ患者、
ハンセン病元患者、難病患者等）、犯罪被害者、アイヌの人々、刑を終えた人・保護観察中の人等の人権に係る問題、性的指向・性自認、
貧困等、ひきこもりに係る人権課題、インターネットによる人権侵害、災害と人権、北朝鮮当局による拉致問題等などがあります。

姿すざめ

　子どもたちが人権に関する理解を深め、自他の人権を守るための実践行動ができる力を
身につけています。

現状と課題
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

94.1％ 100％

目標値（令和9年度）

※ 県立学校の生徒を対象としたアンケート調査において、「差別をなくすために何かできることをしたい」と思うかどうかを問う質問に「そう
思った」、「やや思った」と回答した生徒の割合（三重県教育委員会調べ）

❹ 教職員の人権意識や指導力の向上
●

●

　全ての教職員が子どもの権利や人権問題に関する理解を深め、一人ひとりの人権擁護や人権問題
の解決につながる教育活動に必要な指導力を身につけられるよう、経験年数や役割に応じ、効果的
な研修や情報提供等を行います。
　学校における人権教育を組織的・計画的に推進するため、管理職や人権教育推進担当者を対象に、
「三重県人権教育基本方針」に基づく取組や人権教育カリキュラムのマネジメント等に関する研修を
実施し、リーダーシップの向上を図ります。

学校における人権教育を通じて、人権を守
るための行動をしたいと感じるようになっ
た子どもたちの割合※

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

94.1％ 100％

目標値（令和9年度）

※ 県立学校の生徒を対象としたアンケート調査において、「差別をなくすために何かできることをしたい」と思うかどうかを問う質問に「そう
思った」、「やや思った」と回答した生徒の割合（三重県教育委員会調べ）

❹ 教職員の人権意識や指導力の向上
●

●

　全ての教職員が子どもの権利や人権問題に関する理解を深め、一人ひとりの人権擁護や人権問題
の解決につながる教育活動に必要な指導力を身につけられるよう、経験年数や役割に応じ、効果的
な研修や情報提供等を行います。
　学校における人権教育を組織的・計画的に推進するため、管理職や人権教育推進担当者を対象に、
「三重県人権教育基本方針」に基づく取組や人権教育カリキュラムのマネジメント等に関する研修を
実施し、リーダーシップの向上を図ります。

学校における人権教育を通じて、人権を守
るための行動をしたいと感じるようになっ
た子どもたちの割合※
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主な取組内容

5 道徳教育の推進

❶ 「考え、議論する道徳」への質的転換

① 　答えが一つではない道徳的な課題を子どもたち一人ひとりが自分自身の問題としてとらえ、深め合
う、「考え、議論する道徳」への質的転換を推進するため、道徳科を要とした各教育活動での道徳
教育の改善および教職員の指導力の向上が求められています。

② 　自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動し、自立した一人の人間として他者と共により
よく生きるための基盤となる道徳性を養うという道徳教育の目標を達成するため、道徳教育推進
教師を中心とし、指導に際して全教職員が協力し合う指導体制の充実を図る必要があります。

●

●

●

　子どもたちが、物事を多面的・多角的にとらえ、主体的に考えを深める中で自己を見つめ、他者
と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことができるよう、「考え、議論する道徳」の
具体化に向けた指導方法の工夫改善を推進します。
　子どもたちが、答えが一つではない道徳的な問題について、考え、議論し、自らの道徳性を養う
ことができるよう、道徳教育アドバイザーの派遣等を通じて、教職員一人ひとりの指導力向上に関
する取組を推進します。
　小中学校等の教職員を対象とした授業公開を伴う研修会の実施や、指導資料等の活用促進を通
じて、教職員一人ひとりの指導力の向上を図ります。

●

●

●

●

●

　子どもたちの発達段階に応じて、他者と共によりよく生きようとする意識や生命を大切にする心を
育むため、道徳科を要として、各教科等の授業のほか、異学年との交流、ボランティア活動、地域
での体験的な学習等の取組を推進します。
　子どもたちが、いじめをなくす行動につながる道徳性を身につけることができるよう、関係機関
と連携したいじめ予防プログラムを確立し、小中学校への普及を推進します。
　道徳性を養う道徳科授業の質の向上が図られるよう、小中学校における道徳教育推進教師を対
象にした研修会の実施やアドバイザーの派遣、いじめ防止に資する「特別の教科 道徳」の教員用指
導補助資料の作成・周知を行います。
　家庭や地域と連携した道徳教育の充実に向けて、保護者等への道徳の授業公開や、地域の方々
も参画できる体験活動をとおして道徳教育の意義について共通理解を図ります。
　高等学校においては、生徒が社会の形成者としての自覚を持ち、自立した大人として行動できる
よう、公民科の科目である「公共」および「倫理」ならびに特別活動 34を道徳教育の中核的な指導
の場面としつつ、教育活動全体を通じて主体的に考え、議論する活動の充実に取り組みます。

❷ 指導体制の充実
●

●

　各学校が定める教育方針のもと、教育活動全体を通じた道徳教育が進められるよう、道徳教育
推進教師を中心とした推進体制の充実に取り組みます。
　校長や道徳教育推進教師等を対象とした研修を実施し、校長の明確な方針のもと、道徳教育の
充実が図られ、学校全体で道徳教育が進められるよう取り組みます。

34 教育課程（カリキュラム）における各教科に属する科目、総合的な探究の時間を除く教育活動の一領域。

姿すざめ

　子どもたちが、生命を大切にする心や他者を思いやる心、人間関係を築く力、公共心、
規範意識を高め、個性を伸長し、他者と共によりよく生きようとする意欲と態度を身につ
けています。

現状と課題

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　82.1％
中学生　87.3％

小学生　87.0％
中学生　90.0％

目標値（令和9年度）

※「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいますか」という質問に対して、肯定的
な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）

KPI（重要業績評価指標）

道徳の授業で、「考え、議論」している子
どもたちの割合※
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主な取組内容

5 道徳教育の推進

❶ 「考え、議論する道徳」への質的転換

① 　答えが一つではない道徳的な課題を子どもたち一人ひとりが自分自身の問題としてとらえ、深め合
う、「考え、議論する道徳」への質的転換を推進するため、道徳科を要とした各教育活動での道徳
教育の改善および教職員の指導力の向上が求められています。

② 　自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動し、自立した一人の人間として他者と共により
よく生きるための基盤となる道徳性を養うという道徳教育の目標を達成するため、道徳教育推進
教師を中心とし、指導に際して全教職員が協力し合う指導体制の充実を図る必要があります。

●

●

●

　子どもたちが、物事を多面的・多角的にとらえ、主体的に考えを深める中で自己を見つめ、他者
と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことができるよう、「考え、議論する道徳」の
具体化に向けた指導方法の工夫改善を推進します。
　子どもたちが、答えが一つではない道徳的な問題について、考え、議論し、自らの道徳性を養う
ことができるよう、道徳教育アドバイザーの派遣等を通じて、教職員一人ひとりの指導力向上に関
する取組を推進します。
　小中学校等の教職員を対象とした授業公開を伴う研修会の実施や、指導資料等の活用促進を通
じて、教職員一人ひとりの指導力の向上を図ります。

●

●

●

●

●

　子どもたちの発達段階に応じて、他者と共によりよく生きようとする意識や生命を大切にする心を
育むため、道徳科を要として、各教科等の授業のほか、異学年との交流、ボランティア活動、地域
での体験的な学習等の取組を推進します。
　子どもたちが、いじめをなくす行動につながる道徳性を身につけることができるよう、関係機関
と連携したいじめ予防プログラムを確立し、小中学校への普及を推進します。
　道徳性を養う道徳科授業の質の向上が図られるよう、小中学校における道徳教育推進教師を対
象にした研修会の実施やアドバイザーの派遣、いじめ防止に資する「特別の教科 道徳」の教員用指
導補助資料の作成・周知を行います。
　家庭や地域と連携した道徳教育の充実に向けて、保護者等への道徳の授業公開や、地域の方々
も参画できる体験活動をとおして道徳教育の意義について共通理解を図ります。
　高等学校においては、生徒が社会の形成者としての自覚を持ち、自立した大人として行動できる
よう、公民科の科目である「公共」および「倫理」ならびに特別活動 34を道徳教育の中核的な指導
の場面としつつ、教育活動全体を通じて主体的に考え、議論する活動の充実に取り組みます。

❷ 指導体制の充実
●

●

　各学校が定める教育方針のもと、教育活動全体を通じた道徳教育が進められるよう、道徳教育
推進教師を中心とした推進体制の充実に取り組みます。
　校長や道徳教育推進教師等を対象とした研修を実施し、校長の明確な方針のもと、道徳教育の
充実が図られ、学校全体で道徳教育が進められるよう取り組みます。

34 教育課程（カリキュラム）における各教科に属する科目、総合的な探究の時間を除く教育活動の一領域。

姿すざめ

　子どもたちが、生命を大切にする心や他者を思いやる心、人間関係を築く力、公共心、
規範意識を高め、個性を伸長し、他者と共によりよく生きようとする意欲と態度を身につ
けています。

現状と課題

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　82.1％
中学生　87.3％

小学生　87.0％
中学生　90.0％

目標値（令和9年度）

※「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいますか」という質問に対して、肯定的
な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）

KPI（重要業績評価指標）

道徳の授業で、「考え、議論」している子
どもたちの割合※
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主な取組内容

6 読書活動・文化芸術活動の推進

❶ 学校における読書活動の推進

① 　「学校読書調査」における全国の不読者35の割合は、小学生から高校生へと年齢が上がるにつれ
て高くなる状況です。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け実施された学校休校に伴う学
校図書館利用の制限等により、子どもたちの図書離れが懸念される状況となっています。こうした
中で、全ての子どもたちが、好きな本を選択し、好きな時間に、好きな場所で、主体的に読書活動
を行えるよう、学校・家庭・地域が中心となり、社会全体で読書活動を推進する体制を構築すると
ともに、公立図書館や学校図書館、幼稚園、保育所等において、子どもたちの発達段階に応じた読
書環境の整備を進める必要があります。

② 　「全国学力・学習状況調査」における授業時間以外に平日10分以上読書をする本県の小中学生
の割合は、全国平均を下回る状況です。子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現
力を高め、想像力を育み、探究心や人生を豊かにする力を身につけていく上で大切であることから、
子どもたちの読書習慣の形成を図るとともに、読書の機会を拡充することが必要です。

④ 　文化部活動については、生徒が文化、科学、芸術等の活動をとおして楽しさや喜びを味わい、豊
かな学校生活を経験する活動であるとともに、良好な人間関係などを培う場として大きな役割を果
たしています。「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」に基づいた適切な運
営と効果的な指導が求められており、将来にわたり子どもたちが文化に継続して親しむことができ
るよう、持続可能な活動環境を整備し、中学校における休日の文化部活動の段階的な地域連携・地
域移行を進める必要があります。

③ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、学校や地域における子どもたちの文化芸術活動が制限
されました。こうした中、オンラインを活用した取組など文化芸術活動の可能性が広がるとともに、
リアルな体験による文化芸術活動の重要性が再認識されました。文化芸術活動を通じて、子どもた
ちに豊かな感性や情操を養い、生涯にわたって文化や芸術に親しみ、その継承や創造に寄与する態
度や能力を育むことができるよう、美しいものや優れたもの、芸術的なもの、地域や我が国の伝統
文化に触れる機会を充実させていく必要があります。

●

●

●

　子どもたちの読書環境を整備するため、学校図書館図書標準36の達成や学校図書館への新聞配備
に向けた取組を進めるなど学校図書館の充実を図ります。また、いつ、どこにいても読書に親しむこ
とができるよう、デジタル社会に対応した読書環境の整備を進めます。
　司書・司書教諭や子どもたち、ＰＴＡ、読書ボランティアといったさまざまな主体がチームとなって、
学校図書館の課題を分析し、めざす姿を共有しながら快適な環境整備に取り組み、子どもたちが通
いたくなるような交流とゆとりのある明るい空間を創出することで学校図書館の利活用を推進します。
また、司書の資質向上を図るため、授業活用のための工夫や、子どもたちの自発的・主体的な学習活
動を支援する学校図書館の活動などについて学ぶ研修を実施します。
　子どもたちが主体的に読書に興味・関心を持てるよう、子どもたちが学校図書館の運営に主体的に
関わる機会を確保したり、読みたい本についての意見を聞き取ったりすることなどを通じて、子ども
たちの目線に立った読書活動を推進するとともに、学校図書館を活用した授業やビブリオバトル37等
の多様な取組を進めます。

❷ 家庭における読書活動の推進
●

●

　子どもたちの発達段階や多様な家庭状況に配慮し、学校や幼稚園、保育所、公立図書館、ＰＴＡ、
子育て支援団体、子ども食堂、読書ボランティア、企業、行政等のさまざまな機関と連携・協働して、
家庭における読書活動を支援する体制を構築します。
　保護者や子育て支援関係者が集う講座やホームページにおいて、幼児期からの読書の重要性や、
子どもたちの発達段階に応じた効果的な読書活動の取組である「家庭読書（家読（うちどく））」につ
いての普及啓発等を通じ、家庭における読書活動を促進します。

35「学校読書調査」において、調査前月の１か月間に読んだ本（教科書、参考書、雑誌、漫画を除く。）が０冊の児童生徒。
36
37
平成５（１９９３）年度に策定された公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準。
発表者が本を紹介し、どの本が一番読みたくなったかを参加者の多数決で選ぶ取組。

姿すざめ

　子どもたちが、読書活動や文化芸術の体験活動を通じて、歴史や文学、科学、芸術など、
さまざまな分野への関心を高め、感性や情操を磨き、幅広い視野や知識を統合して考え
る力と豊かな人間性を身につけています。

現状と課題
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主な取組内容

6 読書活動・文化芸術活動の推進

❶ 学校における読書活動の推進

① 　「学校読書調査」における全国の不読者35の割合は、小学生から高校生へと年齢が上がるにつれ
て高くなる状況です。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け実施された学校休校に伴う学
校図書館利用の制限等により、子どもたちの図書離れが懸念される状況となっています。こうした
中で、全ての子どもたちが、好きな本を選択し、好きな時間に、好きな場所で、主体的に読書活動
を行えるよう、学校・家庭・地域が中心となり、社会全体で読書活動を推進する体制を構築すると
ともに、公立図書館や学校図書館、幼稚園、保育所等において、子どもたちの発達段階に応じた読
書環境の整備を進める必要があります。

② 　「全国学力・学習状況調査」における授業時間以外に平日10分以上読書をする本県の小中学生
の割合は、全国平均を下回る状況です。子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現
力を高め、想像力を育み、探究心や人生を豊かにする力を身につけていく上で大切であることから、
子どもたちの読書習慣の形成を図るとともに、読書の機会を拡充することが必要です。

④ 　文化部活動については、生徒が文化、科学、芸術等の活動をとおして楽しさや喜びを味わい、豊
かな学校生活を経験する活動であるとともに、良好な人間関係などを培う場として大きな役割を果
たしています。「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」に基づいた適切な運
営と効果的な指導が求められており、将来にわたり子どもたちが文化に継続して親しむことができ
るよう、持続可能な活動環境を整備し、中学校における休日の文化部活動の段階的な地域連携・地
域移行を進める必要があります。

③ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、学校や地域における子どもたちの文化芸術活動が制限
されました。こうした中、オンラインを活用した取組など文化芸術活動の可能性が広がるとともに、
リアルな体験による文化芸術活動の重要性が再認識されました。文化芸術活動を通じて、子どもた
ちに豊かな感性や情操を養い、生涯にわたって文化や芸術に親しみ、その継承や創造に寄与する態
度や能力を育むことができるよう、美しいものや優れたもの、芸術的なもの、地域や我が国の伝統
文化に触れる機会を充実させていく必要があります。

●

●

●

　子どもたちの読書環境を整備するため、学校図書館図書標準36の達成や学校図書館への新聞配備
に向けた取組を進めるなど学校図書館の充実を図ります。また、いつ、どこにいても読書に親しむこ
とができるよう、デジタル社会に対応した読書環境の整備を進めます。
　司書・司書教諭や子どもたち、ＰＴＡ、読書ボランティアといったさまざまな主体がチームとなって、
学校図書館の課題を分析し、めざす姿を共有しながら快適な環境整備に取り組み、子どもたちが通
いたくなるような交流とゆとりのある明るい空間を創出することで学校図書館の利活用を推進します。
また、司書の資質向上を図るため、授業活用のための工夫や、子どもたちの自発的・主体的な学習活
動を支援する学校図書館の活動などについて学ぶ研修を実施します。
　子どもたちが主体的に読書に興味・関心を持てるよう、子どもたちが学校図書館の運営に主体的に
関わる機会を確保したり、読みたい本についての意見を聞き取ったりすることなどを通じて、子ども
たちの目線に立った読書活動を推進するとともに、学校図書館を活用した授業やビブリオバトル37等
の多様な取組を進めます。

❷ 家庭における読書活動の推進
●

●

　子どもたちの発達段階や多様な家庭状況に配慮し、学校や幼稚園、保育所、公立図書館、ＰＴＡ、
子育て支援団体、子ども食堂、読書ボランティア、企業、行政等のさまざまな機関と連携・協働して、
家庭における読書活動を支援する体制を構築します。
　保護者や子育て支援関係者が集う講座やホームページにおいて、幼児期からの読書の重要性や、
子どもたちの発達段階に応じた効果的な読書活動の取組である「家庭読書（家読（うちどく））」につ
いての普及啓発等を通じ、家庭における読書活動を促進します。

35「学校読書調査」において、調査前月の１か月間に読んだ本（教科書、参考書、雑誌、漫画を除く。）が０冊の児童生徒。
36
37
平成５（１９９３）年度に策定された公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準。
発表者が本を紹介し、どの本が一番読みたくなったかを参加者の多数決で選ぶ取組。

姿すざめ

　子どもたちが、読書活動や文化芸術の体験活動を通じて、歴史や文学、科学、芸術など、
さまざまな分野への関心を高め、感性や情操を磨き、幅広い視野や知識を統合して考え
る力と豊かな人間性を身につけています。

現状と課題
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KPI（重要業績評価指標）❸ 地域における読書活動の推進

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　57.2％
中学生　44.7％

小学生　60.0％
中学生　49.4％

2,893回（R4） 3,325回

目標値（令和9年度）

●

●

　各市町が策定した読書活動推進計画に基づき、さまざまな機関が読書活動に関する情報を相互に
やり取りする体制の構築が図られるよう、図書や設備、運営方法等について情報提供や助言等を行
い、社会全体における読書活動の活性化を図ります。
　公立図書館や地域の書店が、子どもたちや子育て家族にとって立ち寄りやすく、心地よい場所と
なるよう、関係機関と連携を図りながら、取組事例の情報収集や提供を行い、地域における読書活
動の推進を図ります。

❹ 文化芸術に触れる機会の充実
●

●

●

　子どもたちの豊かな感性や情操を育み、生涯にわたり文化芸術に親しむ態度を養うため、国事業
を活用し、芸術家を派遣するなど、本物の文化芸術に触れる機会を提供するとともに、子どもたち
が作品等を通じて表現・発表する機会の拡充に取り組みます。
　学校文化活動において、地域の方々との交流を進めるなど、三重の伝統や文化についての理解を
深め、愛着や誇りを育む機会の充実を図ります。
　子どもたちが本県の自然や文化等について興味を持って学ぶことをとおして、ふるさと三重への愛
着や誇りを育むことができるよう、三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）等の社会教育施設の機能の充
実を図ります。

❺ 文化部活動の環境の整備
●

●

　子どもたちが文化芸術に親しむことができる機会を確保するため、地域の実情に応じた適切な支
援により、各市町が抱える課題の解決を図り、中学校における休日の部活動の段階的な地域連携・
地域移行を推進します。
　文化部活動指導者の派遣を推進するなど、学校の文化部活動における専門的な指導の充実を図り
ます。

※1

※2

「学校の授業時間以外に、１日あたりどれくらいの時間、読書をしますか」という質問に対して、「10分以上」と回答した公立小中学生の
割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）
県立高等学校の文化部活動において、学校部活動振興事業を活用し、外部の専門家による実技指導等を実施した回数（三重県教育委員
会調べ）

授業時間以外に読書をする子どもたちの割
合※１

高等学校の文化部活動で外部の専門家が
実技指導等を実施した回数※２
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KPI（重要業績評価指標）❸ 地域における読書活動の推進

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　57.2％
中学生　44.7％

小学生　60.0％
中学生　49.4％

2,893回（R4） 3,325回

目標値（令和9年度）

●

●

　各市町が策定した読書活動推進計画に基づき、さまざまな機関が読書活動に関する情報を相互に
やり取りする体制の構築が図られるよう、図書や設備、運営方法等について情報提供や助言等を行
い、社会全体における読書活動の活性化を図ります。
　公立図書館や地域の書店が、子どもたちや子育て家族にとって立ち寄りやすく、心地よい場所と
なるよう、関係機関と連携を図りながら、取組事例の情報収集や提供を行い、地域における読書活
動の推進を図ります。

❹ 文化芸術に触れる機会の充実
●

●

●

　子どもたちの豊かな感性や情操を育み、生涯にわたり文化芸術に親しむ態度を養うため、国事業
を活用し、芸術家を派遣するなど、本物の文化芸術に触れる機会を提供するとともに、子どもたち
が作品等を通じて表現・発表する機会の拡充に取り組みます。
　学校文化活動において、地域の方々との交流を進めるなど、三重の伝統や文化についての理解を
深め、愛着や誇りを育む機会の充実を図ります。
　子どもたちが本県の自然や文化等について興味を持って学ぶことをとおして、ふるさと三重への愛
着や誇りを育むことができるよう、三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）等の社会教育施設の機能の充
実を図ります。

❺ 文化部活動の環境の整備
●

●

　子どもたちが文化芸術に親しむことができる機会を確保するため、地域の実情に応じた適切な支
援により、各市町が抱える課題の解決を図り、中学校における休日の部活動の段階的な地域連携・
地域移行を推進します。
　文化部活動指導者の派遣を推進するなど、学校の文化部活動における専門的な指導の充実を図り
ます。

※1

※2

「学校の授業時間以外に、１日あたりどれくらいの時間、読書をしますか」という質問に対して、「10分以上」と回答した公立小中学生の
割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）
県立高等学校の文化部活動において、学校部活動振興事業を活用し、外部の専門家による実技指導等を実施した回数（三重県教育委員
会調べ）

授業時間以外に読書をする子どもたちの割
合※１

高等学校の文化部活動で外部の専門家が
実技指導等を実施した回数※２
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主な取組内容

7 健康教育・食育の推進

❶ 健康教育の充実

① 　肥満・痩身、アレルギー疾患、新型コロナウイルス感染症を含む感染症、メンタルヘルスの問
題など、複雑化・多様化する子どもたちの現代的な健康課題への対応が求められています。加えて、
社会における情報化の急速な進展により、健康情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易にな
る中で子どもたちが情報等を正しく選択し、適切に行動できるようにすることが求められます。
　また、がんが身近な病気であることや、がんの予防、早期発見・検診の大切さなど、がんにつ
いて正しく理解するとともに、がん患者に対する正しい認識を持つよう、がん教育を一層推進す
る必要があります。

② 　本県の献血率は全国平均より低い状況が続いています。子どもたちが献血の意義や制度につい
て学ぶことは、生命の大切さを考えるきっかけとなり、社会性を養うものであることから、献血
制度について理解を深める取組を推進する必要があります。また、予期せぬ妊娠の防止や思春期
における性感染症予防のため、子どもたちが発達段階に応じた性に関する正しい知識を適切に理
解し、自らの人生や家族の大切さについて考え行動できる力を身につける必要があります。

③ 　超スマート社会の進展・グローバル化など社会環境の変化や少子化など家庭におけるライフス
タイルの多様化等に伴い、子どもたちの食事・運動・睡眠等の基本的生活習慣の確立が難しくなっ
ています。また、生涯にわたり健康で豊かな生活を送るためには、歯と口の健康づくりが重要です。
本県の子どもたちの一人あたりの平均むし歯数は減少傾向にあるものの、全国平均と比べ罹患率
の高い状況が続いていることから、学校における歯科保健の取組の一層の充実を図る必要があり
ます。

④ 　食育を推進する体制づくりが進んだ一方で、不規則な食事や朝食の欠食等が見られます。生涯
にわたって健康で活力ある生活を送るためには、生活習慣・食生活の改善や生活習慣病の予防に
取り組む必要があります。また、地域の自然や文化、農林水産業等に関する理解を深めたり、食
への感謝の気持ちを育んだりするとともに、食文化の継承・発展等を通じて、持続可能な食を支
えることができるよう、学校給食等を活用した食育の推進が求められます。

●

●

●

●

●

●

　望ましい生活習慣の確立を図るとともに、複雑化・多様化する子どもたちの健康課題に適切に
対応するため、体育科・保健体育科や特別活動をはじめ、学校教育活動全体を通じて、組織的・
計画的な健康教育を推進します。
　子どもたちが、がんについて正しく理解したり、自他の健康と命の大切さについて考えを深め
たりできるよう、医療関係者やがん経験者などの外部講師と取り組むがん教育を推進します。ま
た、指導者向け研修会を実施し、がん教育の意義や指導内容等を学ぶ機会の提供を図ります。
　喫煙・飲酒・薬物乱用と健康との関わりについて、薬物乱用防止教室等を関係機関と連携して
開催するなど、子どもたちが早い時期から依存症等に対する理解を深めるとともに、正しい知識
を身につける取組を進めます。
　学校における献血セミナーを関係機関と連携して計画的に実施することなどを通じて、高校生
が献血の意義や制度についての理解を深める取組を進めます。
　ライフプランニング38について、保健体育科や家庭科を中心とした各教科や特別活動などの指
導や講演会の実施により、子どもたちが家庭を築くことや子育ての意義、妊娠・出産等について
考え、理解を深められるよう取り組みます。また、各教科や特別活動など学校教育活動全体を通
じた性に関する指導や、産婦人科医等の専門家による講習をとおして、子どもたちが自他の命の
大切さや性に関する正しい知識を身につけ行動できるよう取組を進めます。
　むし歯や歯肉炎等を予防するため、子どもたちの歯と口の健康づくりを一層推進し、学校歯科
医や関係機関と連携したフッ化物洗口の実施や正しい歯みがきの指導など、歯科保健を充実しま
す。また、学校・行政・医療機関等が連携し、各地域における歯科保健活動の充実を促します。

38 自分自身を見つめ、自分のリソース（資源）を見いだし、自分の生き方を問い直し、将来を見通し自分の人生を考え続けること。

姿すざめ

　子どもたちが、生涯にわたり心身の健康の保持増進を図ることができるよう、学校教
育活動全体をとおして、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、健康教育・食育に取り組み、
健康で充実した生活を送るために必要な知識と、自ら必要な情報を収集して判断し実践
する能力を身につけています。

現状と課題

り
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主な取組内容

7 健康教育・食育の推進

❶ 健康教育の充実

① 　肥満・痩身、アレルギー疾患、新型コロナウイルス感染症を含む感染症、メンタルヘルスの問
題など、複雑化・多様化する子どもたちの現代的な健康課題への対応が求められています。加えて、
社会における情報化の急速な進展により、健康情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易にな
る中で子どもたちが情報等を正しく選択し、適切に行動できるようにすることが求められます。
　また、がんが身近な病気であることや、がんの予防、早期発見・検診の大切さなど、がんにつ
いて正しく理解するとともに、がん患者に対する正しい認識を持つよう、がん教育を一層推進す
る必要があります。

② 　本県の献血率は全国平均より低い状況が続いています。子どもたちが献血の意義や制度につい
て学ぶことは、生命の大切さを考えるきっかけとなり、社会性を養うものであることから、献血
制度について理解を深める取組を推進する必要があります。また、予期せぬ妊娠の防止や思春期
における性感染症予防のため、子どもたちが発達段階に応じた性に関する正しい知識を適切に理
解し、自らの人生や家族の大切さについて考え行動できる力を身につける必要があります。

③ 　超スマート社会の進展・グローバル化など社会環境の変化や少子化など家庭におけるライフス
タイルの多様化等に伴い、子どもたちの食事・運動・睡眠等の基本的生活習慣の確立が難しくなっ
ています。また、生涯にわたり健康で豊かな生活を送るためには、歯と口の健康づくりが重要です。
本県の子どもたちの一人あたりの平均むし歯数は減少傾向にあるものの、全国平均と比べ罹患率
の高い状況が続いていることから、学校における歯科保健の取組の一層の充実を図る必要があり
ます。

④ 　食育を推進する体制づくりが進んだ一方で、不規則な食事や朝食の欠食等が見られます。生涯
にわたって健康で活力ある生活を送るためには、生活習慣・食生活の改善や生活習慣病の予防に
取り組む必要があります。また、地域の自然や文化、農林水産業等に関する理解を深めたり、食
への感謝の気持ちを育んだりするとともに、食文化の継承・発展等を通じて、持続可能な食を支
えることができるよう、学校給食等を活用した食育の推進が求められます。

●

●

●

●

●

●

　望ましい生活習慣の確立を図るとともに、複雑化・多様化する子どもたちの健康課題に適切に
対応するため、体育科・保健体育科や特別活動をはじめ、学校教育活動全体を通じて、組織的・
計画的な健康教育を推進します。
　子どもたちが、がんについて正しく理解したり、自他の健康と命の大切さについて考えを深め
たりできるよう、医療関係者やがん経験者などの外部講師と取り組むがん教育を推進します。ま
た、指導者向け研修会を実施し、がん教育の意義や指導内容等を学ぶ機会の提供を図ります。
　喫煙・飲酒・薬物乱用と健康との関わりについて、薬物乱用防止教室等を関係機関と連携して
開催するなど、子どもたちが早い時期から依存症等に対する理解を深めるとともに、正しい知識
を身につける取組を進めます。
　学校における献血セミナーを関係機関と連携して計画的に実施することなどを通じて、高校生
が献血の意義や制度についての理解を深める取組を進めます。
　ライフプランニング38について、保健体育科や家庭科を中心とした各教科や特別活動などの指
導や講演会の実施により、子どもたちが家庭を築くことや子育ての意義、妊娠・出産等について
考え、理解を深められるよう取り組みます。また、各教科や特別活動など学校教育活動全体を通
じた性に関する指導や、産婦人科医等の専門家による講習をとおして、子どもたちが自他の命の
大切さや性に関する正しい知識を身につけ行動できるよう取組を進めます。
　むし歯や歯肉炎等を予防するため、子どもたちの歯と口の健康づくりを一層推進し、学校歯科
医や関係機関と連携したフッ化物洗口の実施や正しい歯みがきの指導など、歯科保健を充実しま
す。また、学校・行政・医療機関等が連携し、各地域における歯科保健活動の充実を促します。

38 自分自身を見つめ、自分のリソース（資源）を見いだし、自分の生き方を問い直し、将来を見通し自分の人生を考え続けること。

姿すざめ

　子どもたちが、生涯にわたり心身の健康の保持増進を図ることができるよう、学校教
育活動全体をとおして、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、健康教育・食育に取り組み、
健康で充実した生活を送るために必要な知識と、自ら必要な情報を収集して判断し実践
する能力を身につけています。

現状と課題
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KPI（重要業績評価指標）

❸ 食に関する指導・学校給食の充実

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　93.6％
中学生　91.5％

朝食を食べている子どもたちの割合※２
小学生　95.1％
中学生　93.1％

60.4％ 100％

目標値（令和9年度）

●

●

●

●

　栄養教諭を中核として、家庭・地域と連携しながら学校教育活動全体を通じて食育を推進するこ
とで、栄養バランスのよい食事のとり方や望ましい生活習慣の確立、食品の大切さと品質・安全性
について、子どもたちが正しい知識・情報に基づいて自ら判断し、実践していく能力を身につけるこ
とができるよう取り組みます。また、健全な食生活を送るには、持続可能な環境が不可欠であるこ
とをふまえ、食育の取組を進めていく中で、食を支える環境の持続に資する取組を推進します。
　朝食メニューを自ら考え調理する活動をとおして、子どもたちが食生活に関心を持ち、望ましい
食習慣を身につけることができるよう取り組みます。また、朝食摂取やバランスのとれた栄養摂取
の重要性について保護者や地域へ啓発を図ります。
　学校給食を「生きた教材」として活用して三重の地物を取り入れたり、食に関するさまざまな体験
活動を行ったりする取組を通じて、地場産物・国産食材や食文化に対する子どもたちの理解を促進
するとともに、生産等に関わる人びとに対する感謝の心の醸成を図ります。また、残食削減の活動
をとおして、食品ロス削減の取組を進めます。
　子どもたちが安全に学校給食を食べることができるよう、学校給食の安全と充実に向けた講習会
の開催などにより、栄養教諭など給食関係者の資質の向上に取り組みます。また、「学校における
アレルギー疾患対応の手引」や「学校給食における異物混入・ヒヤリハット事例集」等の使用が着実
に進むよう普及促進を図り、食中毒・異物混入の防止、食物アレルギーへの対応など、事故防止の
徹底を図ります。

※1

※2

年間を通じて、給食後の歯みがき指導またはフッ化物洗口を実施している公立小学校および県立特別支援学校（小学部）の割合（三重県
教育委員会調べ）
「朝食を毎日食べていますか」という質問に対して、「している」、「どちらかといえば、している」と回答した公立小中学生の割合（文部
科学省「全国学力・学習状況調査」）

❷ 学校保健を担う教職員の研修や学校等での体制づくりの充実
●

●

　子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、研修の実施等により、学校保健の中核
的な役割を担う養護教諭をはじめとする教職員がアレルギー疾患や感染症に関する理解を深める取
組を進めます。また、事故や感染を予防し、緊急時に適切に対応できるよう、学校保健委員会の
効果的な活用を図り、地域の医療・保健機関や市町等教育委員会等と連携しながら、学校保健に
関する体制づくりを進めます。
　さまざまな不安や悩み、ストレス等により心の健康に課題を持つ子どもたちへの対応にあたっては、
専門家や関係機関等と連携し、学校等における相談体制の充実を図ります。

むし歯予防に取り組んでいる小学校・特別
支援学校（小学部）の割合※１
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KPI（重要業績評価指標）

❸ 食に関する指導・学校給食の充実

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　93.6％
中学生　91.5％

朝食を食べている子どもたちの割合※２
小学生　95.1％
中学生　93.1％

60.4％ 100％

目標値（令和9年度）

●

●

●

●

　栄養教諭を中核として、家庭・地域と連携しながら学校教育活動全体を通じて食育を推進するこ
とで、栄養バランスのよい食事のとり方や望ましい生活習慣の確立、食品の大切さと品質・安全性
について、子どもたちが正しい知識・情報に基づいて自ら判断し、実践していく能力を身につけるこ
とができるよう取り組みます。また、健全な食生活を送るには、持続可能な環境が不可欠であるこ
とをふまえ、食育の取組を進めていく中で、食を支える環境の持続に資する取組を推進します。
　朝食メニューを自ら考え調理する活動をとおして、子どもたちが食生活に関心を持ち、望ましい
食習慣を身につけることができるよう取り組みます。また、朝食摂取やバランスのとれた栄養摂取
の重要性について保護者や地域へ啓発を図ります。
　学校給食を「生きた教材」として活用して三重の地物を取り入れたり、食に関するさまざまな体験
活動を行ったりする取組を通じて、地場産物・国産食材や食文化に対する子どもたちの理解を促進
するとともに、生産等に関わる人びとに対する感謝の心の醸成を図ります。また、残食削減の活動
をとおして、食品ロス削減の取組を進めます。
　子どもたちが安全に学校給食を食べることができるよう、学校給食の安全と充実に向けた講習会
の開催などにより、栄養教諭など給食関係者の資質の向上に取り組みます。また、「学校における
アレルギー疾患対応の手引」や「学校給食における異物混入・ヒヤリハット事例集」等の使用が着実
に進むよう普及促進を図り、食中毒・異物混入の防止、食物アレルギーへの対応など、事故防止の
徹底を図ります。

※1

※2

年間を通じて、給食後の歯みがき指導またはフッ化物洗口を実施している公立小学校および県立特別支援学校（小学部）の割合（三重県
教育委員会調べ）
「朝食を毎日食べていますか」という質問に対して、「している」、「どちらかといえば、している」と回答した公立小中学生の割合（文部
科学省「全国学力・学習状況調査」）

❷ 学校保健を担う教職員の研修や学校等での体制づくりの充実
●

●

　子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、研修の実施等により、学校保健の中核
的な役割を担う養護教諭をはじめとする教職員がアレルギー疾患や感染症に関する理解を深める取
組を進めます。また、事故や感染を予防し、緊急時に適切に対応できるよう、学校保健委員会の
効果的な活用を図り、地域の医療・保健機関や市町等教育委員会等と連携しながら、学校保健に
関する体制づくりを進めます。
　さまざまな不安や悩み、ストレス等により心の健康に課題を持つ子どもたちへの対応にあたっては、
専門家や関係機関等と連携し、学校等における相談体制の充実を図ります。

むし歯予防に取り組んでいる小学校・特別
支援学校（小学部）の割合※１
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主な取組内容8 体力の向上と運動部活動改革の推進
❶ 子どもたちの体力向上に向けた運動機会の拡充

① 　体の柔軟性や筋力、持久力等の基礎的な体力は、生涯にわたって健康を保持増進する上で重要な
役割を果たします。また、運動やスポーツに親しむことで、意欲や気力が充実し、生活習慣によい
影響を与えます。幼児期を含め、子どもたちが日常生活の中で体を動かすことが少なくなっているこ
とから、継続して遊びや運動に取り組む機会を確保することが必要です。

② 　「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、本県の子どもたちの体力が全国と同様
に平成３０（2018）年度をピークに低下していること、継続的に全国平均を下回っている種目があ
ること、１週間の総運動時間が７時間以上の子どもたちの割合が減っていることなどの課題があ
ります。また、コロナ禍においては、感染対策上の必要性から、集団的な活動や体験的な活動
等の制限が行われました。新型コロナウイルス感染症の流行以来、体力の低下など、子どもたち
の心身にも一定の影響が生じているとの指摘もあります。

④ 　体育活動や運動部活動中における、熱中症などの事故防止を徹底する必要があります。

③ 　学校における運動部活動は、仲間と共に励まし合い、高め合いながら、責任感や連帯感、自主
性など豊かな人間性や社会性が育まれる意義のある活動です。一方で、教職員の負担が大きいこと
や生徒の過度な練習等についての指摘もあり、「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラ
ブ活動方針」に基づいた適切な運営と効果的な指導が求められます。
　また、少子化の進行による生徒数の減少や指導者不足などのため、従前と同様に学校単位での
運動部活動の継続が困難な状況が生じており、将来にわたり子どもたちがスポーツに継続して親し
むことができるよう、専門性の高い地域人材を配置して教職員の負担を軽減するなど、持続可能な
活動環境を整備する必要があります。その中でも特に中学校については、休日の運動部活動の段階
的な地域連携・地域移行を進めていくことが求められています。

●

●

●

　子どもたちの体を動かす遊びが一層充実するよう、幼稚園教諭や保育士等を対象とした研修会を開
催するとともに、「就学前の子ども向け生活習慣チェックシート」を活用し、家庭と連携しながら幼児
期から運動に親しむ習慣づくりに取り組みます。
　各学校における体力向上の目標を設定するとともに、学校全体でなわとびやマラソン等に取り組む
活動である「１学校１運動」など、体育・保健体育の授業以外の子どもたちの運動機会を拡充する取
組を進めます。
　子どもたちが日常的に運動に親しむことができるよう、体育館の開放など、学校体育施設等の有
効活用を推進するとともに、適切な維持管理を行います。

❸ 運動部活動改革の推進
●

●

●

●

●

●

　各学校の取組状況について、「学校体育・部活動実態調査」等をとおして把握し、課題となっている
点について、「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」をふまえて改善します。
また、中学校においては、各学校の適切な部活動運営に向けて、市町等教育委員会と連携し、毎年
度その運営を検証しながら、運営方針を見直すなどの改善を図ります。
　短時間で効率的・効果的な部活動指導を行えるよう、部活動顧問や部活動指導員等が具体的な技
術指導等を学ぶ研修会を実施します。
　部活動における子どもたちに対する専門的な指導を充実するとともに、教職員の負担軽減を図るた
め、部活動指導員等の配置を進めます。
　子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保するため、地域の実情に応じた適
切な支援により、各市町が抱える課題の解決を図り、中学校における休日の部活動の段階的な地域
連携・地域移行を推進します。
　中学校における休日の部活動の地域連携・地域移行を進めるため、運営団体や実施主体となるス
ポーツ団体等への協力依頼や指導者養成のための研修の実施などにより、地域クラブ活動の指導者
の不足や質の向上に対応する取組を進めます。
　部活動の実施にあたっては、子どもたちの心身の健康管理（スポーツ障害・外傷の予防、バランス
のとれた学校生活への配慮等も含む。）を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する取組を進めます。

❷ 教職員の指導力向上による体育授業の充実
●

●

　子どもたちが楽しさや喜びを味わいながら体を動かし、運動が好きになり、自ら進んで運動する
習慣を身につけるとともに、発達段階に応じて体力や技能を養うことができるよう、ＩＣＴも効果的
に活用しつつ、体育・保健体育の授業を工夫・改善する取組を進めます。
　体育・保健体育の授業の工夫・改善に取り組んでいくため、魅力ある授業づくりに向けた研修会
を実施するなど、教職員の指導力向上を図ります。

姿すざめ

　子どもたちが、楽しさを味わいながら体を動かし、運動が好きになり、積極的に運動や
スポーツに親しむことを通じて体力が向上しています。また、運動部活動改革が進み、将
来にわたり子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会が確保され、中学校
における休日の運動部活動の段階的な地域連携・地域移行が進んでいます。

現状と課題
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主な取組内容8 体力の向上と運動部活動改革の推進
❶ 子どもたちの体力向上に向けた運動機会の拡充

① 　体の柔軟性や筋力、持久力等の基礎的な体力は、生涯にわたって健康を保持増進する上で重要な
役割を果たします。また、運動やスポーツに親しむことで、意欲や気力が充実し、生活習慣によい
影響を与えます。幼児期を含め、子どもたちが日常生活の中で体を動かすことが少なくなっているこ
とから、継続して遊びや運動に取り組む機会を確保することが必要です。

② 　「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、本県の子どもたちの体力が全国と同様
に平成３０（2018）年度をピークに低下していること、継続的に全国平均を下回っている種目があ
ること、１週間の総運動時間が７時間以上の子どもたちの割合が減っていることなどの課題があ
ります。また、コロナ禍においては、感染対策上の必要性から、集団的な活動や体験的な活動
等の制限が行われました。新型コロナウイルス感染症の流行以来、体力の低下など、子どもたち
の心身にも一定の影響が生じているとの指摘もあります。

④ 　体育活動や運動部活動中における、熱中症などの事故防止を徹底する必要があります。

③ 　学校における運動部活動は、仲間と共に励まし合い、高め合いながら、責任感や連帯感、自主
性など豊かな人間性や社会性が育まれる意義のある活動です。一方で、教職員の負担が大きいこと
や生徒の過度な練習等についての指摘もあり、「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラ
ブ活動方針」に基づいた適切な運営と効果的な指導が求められます。
　また、少子化の進行による生徒数の減少や指導者不足などのため、従前と同様に学校単位での
運動部活動の継続が困難な状況が生じており、将来にわたり子どもたちがスポーツに継続して親し
むことができるよう、専門性の高い地域人材を配置して教職員の負担を軽減するなど、持続可能な
活動環境を整備する必要があります。その中でも特に中学校については、休日の運動部活動の段階
的な地域連携・地域移行を進めていくことが求められています。

●

●

●

　子どもたちの体を動かす遊びが一層充実するよう、幼稚園教諭や保育士等を対象とした研修会を開
催するとともに、「就学前の子ども向け生活習慣チェックシート」を活用し、家庭と連携しながら幼児
期から運動に親しむ習慣づくりに取り組みます。
　各学校における体力向上の目標を設定するとともに、学校全体でなわとびやマラソン等に取り組む
活動である「１学校１運動」など、体育・保健体育の授業以外の子どもたちの運動機会を拡充する取
組を進めます。
　子どもたちが日常的に運動に親しむことができるよう、体育館の開放など、学校体育施設等の有
効活用を推進するとともに、適切な維持管理を行います。

❸ 運動部活動改革の推進
●

●

●

●

●

●

　各学校の取組状況について、「学校体育・部活動実態調査」等をとおして把握し、課題となっている
点について、「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」をふまえて改善します。
また、中学校においては、各学校の適切な部活動運営に向けて、市町等教育委員会と連携し、毎年
度その運営を検証しながら、運営方針を見直すなどの改善を図ります。
　短時間で効率的・効果的な部活動指導を行えるよう、部活動顧問や部活動指導員等が具体的な技
術指導等を学ぶ研修会を実施します。
　部活動における子どもたちに対する専門的な指導を充実するとともに、教職員の負担軽減を図るた
め、部活動指導員等の配置を進めます。
　子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保するため、地域の実情に応じた適
切な支援により、各市町が抱える課題の解決を図り、中学校における休日の部活動の段階的な地域
連携・地域移行を推進します。
　中学校における休日の部活動の地域連携・地域移行を進めるため、運営団体や実施主体となるス
ポーツ団体等への協力依頼や指導者養成のための研修の実施などにより、地域クラブ活動の指導者
の不足や質の向上に対応する取組を進めます。
　部活動の実施にあたっては、子どもたちの心身の健康管理（スポーツ障害・外傷の予防、バランス
のとれた学校生活への配慮等も含む。）を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する取組を進めます。

❷ 教職員の指導力向上による体育授業の充実
●

●

　子どもたちが楽しさや喜びを味わいながら体を動かし、運動が好きになり、自ら進んで運動する
習慣を身につけるとともに、発達段階に応じて体力や技能を養うことができるよう、ＩＣＴも効果的
に活用しつつ、体育・保健体育の授業を工夫・改善する取組を進めます。
　体育・保健体育の授業の工夫・改善に取り組んでいくため、魅力ある授業づくりに向けた研修会
を実施するなど、教職員の指導力向上を図ります。

姿すざめ

　子どもたちが、楽しさを味わいながら体を動かし、運動が好きになり、積極的に運動や
スポーツに親しむことを通じて体力が向上しています。また、運動部活動改革が進み、将
来にわたり子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会が確保され、中学校
における休日の運動部活動の段階的な地域連携・地域移行が進んでいます。

現状と課題

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

❹ 学校体育・運動部活動における事故防止

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　37.8％
中学生　72.7％

小学生　45.3％
中学生　78.4％

51.0％ 100％

目標値（令和9年度）

●

●

●

　熱中症を予防するため、各学校において、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じた運動や行動の指針等を
整備し、指針に基づいた状況判断や対応を進めます。また、学校関係者が熱中症の事故防止に必
要な対応への理解を深めることができるよう取り組みます。
　事故防止に向け、子どもたち個々の運動能力や体力の実態・適性、興味・関心に応じて、適切な
指導計画を立てることができるよう、教職員の指導力向上に取り組みます。
　公益財団法人日本中学校体育連盟や公益財団法人全国高等学校体育連盟等の学校体育関係団体
と連携し、各種大会における事故防止に向けた運営の改善や注意事項の啓発・周知の徹底に取り組
みます。

※1

※2

「学校の体育・保健体育の授業以外で、運動（体を動かす遊びを含む。）やスポーツを合計で１日およそどれくらいしていますか」という質
問に対して、１週間の総運動時間が７時間以上と回答した公立小中学生の割合（スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」）
運動部活動について、地域連携・休日の地域移行に取り組んでいる公立中学校の割合（三重県教育委員会調べ）

運動する時間を自ら確保している子どもた
ちの割合※１

運動部活動の地域連携・地域移行に取り組
んでいる中学校の割合※２

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

❹ 学校体育・運動部活動における事故防止

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　37.8％
中学生　72.7％

小学生　45.3％
中学生　78.4％

51.0％ 100％

目標値（令和9年度）

●

●

●

　熱中症を予防するため、各学校において、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じた運動や行動の指針等を
整備し、指針に基づいた状況判断や対応を進めます。また、学校関係者が熱中症の事故防止に必
要な対応への理解を深めることができるよう取り組みます。
　事故防止に向け、子どもたち個々の運動能力や体力の実態・適性、興味・関心に応じて、適切な
指導計画を立てることができるよう、教職員の指導力向上に取り組みます。
　公益財団法人日本中学校体育連盟や公益財団法人全国高等学校体育連盟等の学校体育関係団体
と連携し、各種大会における事故防止に向けた運営の改善や注意事項の啓発・周知の徹底に取り組
みます。

※1

※2

「学校の体育・保健体育の授業以外で、運動（体を動かす遊びを含む。）やスポーツを合計で１日およそどれくらいしていますか」という質
問に対して、１週間の総運動時間が７時間以上と回答した公立小中学生の割合（スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」）
運動部活動について、地域連携・休日の地域移行に取り組んでいる公立中学校の割合（三重県教育委員会調べ）

運動する時間を自ら確保している子どもた
ちの割合※１

運動部活動の地域連携・地域移行に取り組
んでいる中学校の割合※２

基本施策1 未来の礎となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成

1

姿すざめ

　子どもたちが、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、進路を決定する能
力や態度、人間関係を築く力など、将来の社会的・職業的自立に必要な資質・能力を身
につけています。

❶ 学校の教育活動全体をとおした組織的かつ計画的なキャリア教育の推進

① 　ＡＩやロボットの発達による特定の職種における雇用の減少など、社会構造や雇用環境が大きく、
また急速に変化することが予測される中、子どもたちが社会貢献意識や自己実現に向けたキャリア
意識を持って、主体的に進路を選択することができるよう、子どもたちの発達段階に応じて地域や
関係機関等と連携を図りながら、学校の教育活動全体をとおした、組織的かつ計画的なキャリア教
育を推進する必要があります。

② 　県立高等学校卒業者の就職状況は、近年、３月末時点で内定率99.5%以上と高い水準で推移し
ている一方で、目的意識がなく、今後の見通しもないまま卒業していく者もいます。全ての子ども
たちが社会的な課題を多面的・多角的にとらえ、将来を見通した上で進路を決定できるよう、支援
を進める必要があります。

④ 　子どもたちが、多様な選択肢の中から進路を決定する力や、人間関係を築く力を身につけられる
よう、関係機関等の協力を得て、専門的な知識や技能の習得に向けた取組を進める必要があります。

③ 　少子化の進行や高等学校卒業後に大学等へ進学する者の割合の増加により、地域産業の担い手
が不足する傾向にあります。また、コロナ禍により就業体験活動等の機会が減少し、進路を考える
上での体験活動の重要性が再認識されたところです。これらのことから、将来の地域社会の担い手
を育成できるよう、地域と連携した体験活動の充実を図る必要があります。

●

●

●

　社会的・職業的自立に向けて、育みたい資質・能力を明確化し、それぞれの発達段階に応じた目
標を達成できるよう、各学校が策定するキャリア教育全体計画に基づき、体系的なキャリア教育を
進めます。
　子どもたちが、働くことや将来の自己実現に係る考え方の積み重ねと振り返りをとおして、自己の
キャリア形成に生かしていくことができるよう、小中高等学校の12年間の活動を記録する「キャリア・
パスポート39」を活用した学習を進めます。
　全ての子どもたちが学校での学習と自分の将来との関係に意義を見いだして意欲を持って学び、
可能性を最大限に発揮できるよう、各学校において社会で活躍している人を招へいするなど、子ど
もたちのキャリア発達を促す取組を推進します。また、教職員を対象として、県内外の先進的な事
例等について学ぶことができる研修会を開催します。

❷ 全ての子どもたちの進路実現に向けた支援の充実
●

●

●

●

●

●

　高等学校において、人との関わり方などの面で支援が必要な生徒や、人間関係を構築することに苦
手意識のある生徒が、将来の社会生活や職業生活で他者と協力・協働できるよう、各地域の就労支援
機関等との連携を深め、具体的な就職支援に取り組みます。
　高等学校において、働くことに不安を持つ生徒に対し、就労支援機関等と連携した進路相談やソー
シャルスキルトレーニング40の機会を入学後の早い段階から充実させるとともに、働き方についての理
解を深め、働くことへの自信を持つことができるよう、企業等における実習の機会の充実を図ります。
　外国につながる子どもたちが将来を見通して主体的に進路を選択できるよう、日本での働き方や上
級学校への進学について理解を深める機会の充実を図ります。
　特別支援学校に在籍する子どもたちが、自己選択・自己決定できる力を高め、地域でいきいきと暮
らしていけるよう、一人ひとりの状況や発達段階に応じたキャリア教育を進めるとともに、地域生活へ
の円滑な移行を支援します。
　中学校では、小学校でのさまざまな教育活動により身につけてきた能力や態度を土台として、社会
体験や職場体験などを通じ、社会と自己の関わりやこれからの生き方について考え、将来の夢や職業
を思い描くことで、卒業後の進路について、主体的な選択・決定ができるようキャリア教育の充実を
図ります。
　高等学校において、入学後の早い段階からのキャリア教育や、生徒一人ひとりの就職支援に加え、
卒業生の職場定着が図られるよう、企業等の人事部門の担当や労働行政での業務等の就職に係る専
門的な経験を持つ人材による恒常的な支援を進めます。
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小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、子どもたちが学級活動およびホームルーム活動を中心として、各教科
を通じ、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら自己評価できるように蓄積された記録。
社会の中で他者と交わり、共に生活していくために必要な能力を身につけるための訓練。

キャリア教育の推進
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現状と課題

主な取組内容

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成

1

姿すざめ

　子どもたちが、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、進路を決定する能
力や態度、人間関係を築く力など、将来の社会的・職業的自立に必要な資質・能力を身
につけています。

❶ 学校の教育活動全体をとおした組織的かつ計画的なキャリア教育の推進

① 　ＡＩやロボットの発達による特定の職種における雇用の減少など、社会構造や雇用環境が大きく、
また急速に変化することが予測される中、子どもたちが社会貢献意識や自己実現に向けたキャリア
意識を持って、主体的に進路を選択することができるよう、子どもたちの発達段階に応じて地域や
関係機関等と連携を図りながら、学校の教育活動全体をとおした、組織的かつ計画的なキャリア教
育を推進する必要があります。

② 　県立高等学校卒業者の就職状況は、近年、３月末時点で内定率99.5%以上と高い水準で推移し
ている一方で、目的意識がなく、今後の見通しもないまま卒業していく者もいます。全ての子ども
たちが社会的な課題を多面的・多角的にとらえ、将来を見通した上で進路を決定できるよう、支援
を進める必要があります。

④ 　子どもたちが、多様な選択肢の中から進路を決定する力や、人間関係を築く力を身につけられる
よう、関係機関等の協力を得て、専門的な知識や技能の習得に向けた取組を進める必要があります。

③ 　少子化の進行や高等学校卒業後に大学等へ進学する者の割合の増加により、地域産業の担い手
が不足する傾向にあります。また、コロナ禍により就業体験活動等の機会が減少し、進路を考える
上での体験活動の重要性が再認識されたところです。これらのことから、将来の地域社会の担い手
を育成できるよう、地域と連携した体験活動の充実を図る必要があります。

●

●

●

　社会的・職業的自立に向けて、育みたい資質・能力を明確化し、それぞれの発達段階に応じた目
標を達成できるよう、各学校が策定するキャリア教育全体計画に基づき、体系的なキャリア教育を
進めます。
　子どもたちが、働くことや将来の自己実現に係る考え方の積み重ねと振り返りをとおして、自己の
キャリア形成に生かしていくことができるよう、小中高等学校の12年間の活動を記録する「キャリア・
パスポート39」を活用した学習を進めます。
　全ての子どもたちが学校での学習と自分の将来との関係に意義を見いだして意欲を持って学び、
可能性を最大限に発揮できるよう、各学校において社会で活躍している人を招へいするなど、子ど
もたちのキャリア発達を促す取組を推進します。また、教職員を対象として、県内外の先進的な事
例等について学ぶことができる研修会を開催します。

❷ 全ての子どもたちの進路実現に向けた支援の充実
●

●

●

●

●

●

　高等学校において、人との関わり方などの面で支援が必要な生徒や、人間関係を構築することに苦
手意識のある生徒が、将来の社会生活や職業生活で他者と協力・協働できるよう、各地域の就労支援
機関等との連携を深め、具体的な就職支援に取り組みます。
　高等学校において、働くことに不安を持つ生徒に対し、就労支援機関等と連携した進路相談やソー
シャルスキルトレーニング40の機会を入学後の早い段階から充実させるとともに、働き方についての理
解を深め、働くことへの自信を持つことができるよう、企業等における実習の機会の充実を図ります。
　外国につながる子どもたちが将来を見通して主体的に進路を選択できるよう、日本での働き方や上
級学校への進学について理解を深める機会の充実を図ります。
　特別支援学校に在籍する子どもたちが、自己選択・自己決定できる力を高め、地域でいきいきと暮
らしていけるよう、一人ひとりの状況や発達段階に応じたキャリア教育を進めるとともに、地域生活へ
の円滑な移行を支援します。
　中学校では、小学校でのさまざまな教育活動により身につけてきた能力や態度を土台として、社会
体験や職場体験などを通じ、社会と自己の関わりやこれからの生き方について考え、将来の夢や職業
を思い描くことで、卒業後の進路について、主体的な選択・決定ができるようキャリア教育の充実を
図ります。
　高等学校において、入学後の早い段階からのキャリア教育や、生徒一人ひとりの就職支援に加え、
卒業生の職場定着が図られるよう、企業等の人事部門の担当や労働行政での業務等の就職に係る専
門的な経験を持つ人材による恒常的な支援を進めます。
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小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、子どもたちが学級活動およびホームルーム活動を中心として、各教科
を通じ、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら自己評価できるように蓄積された記録。
社会の中で他者と交わり、共に生活していくために必要な能力を身につけるための訓練。

キャリア教育の推進
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　90.2％
中学生　92.0％
高校生　71.0％

82.8％ 100％

小学生　100％
中学生　100％
高校生　85.1％

目標値（令和9年度）

● 　高等学校において、将来進学を希望する生徒が上級学校での学びを体験し、主体的な進路選択
につながるよう、大学での講義や実習を体験する機会や、大学等の専門的な研究機関と連携した
課題研究等の取組を進めます。

❸ 地域と連携した体験活動や校種を越えた学びの充実
●

●

●

　小中学校において、子どもたちが、地域に根づく企業等で活躍する人から提案された課題につい
て考えたり調査したりして、自ら解決方法を考えるとともに、いきいきと活動する大人の魅力を感じ
取る学習を進め、その成果を普及します。また、高校生が地域の産業や職業を体感する場として、
経済団体や労働行政機関、地元企業等と連携した説明会、職場見学や就業体験活動の機会の充実
を図ります。
　業種や職種、地域の魅力ある産業や企業の紹介、就業体験活動の受入れ情報等を閲覧できる職
業に関するWebサイトを活用し、各高等学校における対面・体験型の活動の機会を充実させるとと
もに、生徒の将来の希望に沿った個別最適なインターンシップ41の機会を提供します。
　高校生が日頃学んできたことや学問の楽しさを小中学生に伝える機会として、科学体験講座を開
催したり、高校生による小中学校での出前講座を実施したりするなどして、小中学生が高等学校で
の学習を体験できる場の充実を図ります。

❹ 職業教育の充実
●

●

●

　インターンシップやデュアルシステム42の内容を充実するなど、勤労観・職業観、コミュニケーショ
ン能力を高める取組や、労働者の権利・義務等の理解を深めるとともに、法令遵守の精神や倫理観
を高める取組を推進します。
　地域で活躍する経営者の講演や職業人による技術指導等をとおして、職業人としてのあり方や生
き方を学ぶ機会を拡充するとともに、資格取得や競技会等へ挑戦する取組を推進します。
　高等学校では、６次産業化43に係る学習や同じ分野を学ぶ生徒同士による活動等の学校・学科
の枠を越えた取組や、産業界や高等教育機関との連携によるAIやデータ分析等の先端技術に係る
学びを推進します。また、良質な農作物を安定的に生産する研究や高品質な工業製品の製造、科
学的な根拠に基づいた商品開発など、実践的な学びを推進します。

41
42

43

事業所等において、生徒・学生を対象に実施する短期間の就業体験。
学校における教育と企業における実習等を組み合わせることにより、子どもたちを高い専門性を身につけた職業人に育てる実践的な教育・
職業能力開発の仕組み。
農林水産物の生産（１次産業）だけでなく、加工（２次産業）や流通・販売（３次産業）を含めた一体的な取組を進めること。

※1

※2

「目標の達成をめざして、学習や活動ができていますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生および県立高校生の割
合（三重県教育委員会調べ）
地域・社会、企業、大学等が実施する取組や活動、インターンシップ等への参加を通じて、将来の進路について考えることにつなげてい
る県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

目標を持って学習や活動に取り組んでいる
子どもたちの割合※１

学校外の活動に自ら参加し、将来の進路を
考えることにつなげている高校生の割合※２

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　90.2％
中学生　92.0％
高校生　71.0％

82.8％ 100％

小学生　100％
中学生　100％
高校生　85.1％

目標値（令和9年度）

● 　高等学校において、将来進学を希望する生徒が上級学校での学びを体験し、主体的な進路選択
につながるよう、大学での講義や実習を体験する機会や、大学等の専門的な研究機関と連携した
課題研究等の取組を進めます。

❸ 地域と連携した体験活動や校種を越えた学びの充実
●

●

●

　小中学校において、子どもたちが、地域に根づく企業等で活躍する人から提案された課題につい
て考えたり調査したりして、自ら解決方法を考えるとともに、いきいきと活動する大人の魅力を感じ
取る学習を進め、その成果を普及します。また、高校生が地域の産業や職業を体感する場として、
経済団体や労働行政機関、地元企業等と連携した説明会、職場見学や就業体験活動の機会の充実
を図ります。
　業種や職種、地域の魅力ある産業や企業の紹介、就業体験活動の受入れ情報等を閲覧できる職
業に関するWebサイトを活用し、各高等学校における対面・体験型の活動の機会を充実させるとと
もに、生徒の将来の希望に沿った個別最適なインターンシップ41の機会を提供します。
　高校生が日頃学んできたことや学問の楽しさを小中学生に伝える機会として、科学体験講座を開
催したり、高校生による小中学校での出前講座を実施したりするなどして、小中学生が高等学校で
の学習を体験できる場の充実を図ります。

❹ 職業教育の充実
●

●

●

　インターンシップやデュアルシステム42の内容を充実するなど、勤労観・職業観、コミュニケーショ
ン能力を高める取組や、労働者の権利・義務等の理解を深めるとともに、法令遵守の精神や倫理観
を高める取組を推進します。
　地域で活躍する経営者の講演や職業人による技術指導等をとおして、職業人としてのあり方や生
き方を学ぶ機会を拡充するとともに、資格取得や競技会等へ挑戦する取組を推進します。
　高等学校では、６次産業化43に係る学習や同じ分野を学ぶ生徒同士による活動等の学校・学科
の枠を越えた取組や、産業界や高等教育機関との連携によるAIやデータ分析等の先端技術に係る
学びを推進します。また、良質な農作物を安定的に生産する研究や高品質な工業製品の製造、科
学的な根拠に基づいた商品開発など、実践的な学びを推進します。

41
42

43

事業所等において、生徒・学生を対象に実施する短期間の就業体験。
学校における教育と企業における実習等を組み合わせることにより、子どもたちを高い専門性を身につけた職業人に育てる実践的な教育・
職業能力開発の仕組み。
農林水産物の生産（１次産業）だけでなく、加工（２次産業）や流通・販売（３次産業）を含めた一体的な取組を進めること。

※1

※2

「目標の達成をめざして、学習や活動ができていますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生および県立高校生の割
合（三重県教育委員会調べ）
地域・社会、企業、大学等が実施する取組や活動、インターンシップ等への参加を通じて、将来の進路について考えることにつなげてい
る県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

目標を持って学習や活動に取り組んでいる
子どもたちの割合※１

学校外の活動に自ら参加し、将来の進路を
考えることにつなげている高校生の割合※２

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容2

姿すざめ

　子どもたちが、グローバルな視野と志を持ちながら、自ら定めた目標に向けて挑戦しよ
うとする意欲を高め、地域にあっても、世界にあっても活躍できる力を身につけています。

❶ グローバル社会で活躍できる人材の育成

① 　グローバル化が進展し、国際的な課題が地域にも複雑に影響を及ぼしています。世界を舞台に、
国際的なルール形成をリードしたり、社会的な課題解決に参画したりするグローバル・リーダーや、
グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担う人材の育成を進めていく必要があるため、国際
的な交流活動や地域と連携した取組を産学官で推進する必要があります。

② 　高校生が、日本や海外の言語や文化を理解し、日本への愛着や誇りを持ちつつ、グローバルな視
野で活躍するための資質・能力を身につけるため、コロナ禍で減少した海外留学や国際的な交流活
動を推進するとともに、外国語教育、国際理解教育等の充実を図る必要があります。

④ 　少子高齢化、過疎化の進行に伴う人口減少により、地域の活力の低下が懸念されています。地域
が持続的に発展していくためには、その地域への愛着・誇りを持ち、経済的に自立し、地域の課題
解決に主体的に参加する人材を育成することが必要です。小中高等学校における探究的な活動、キャ
リア教育等を通じ、「包容力」や「多様性」といった県民が持つ特質や優位性を生かした、三重に根
ざした教育活動を進める必要があります。

③ 　令和２（2020）年度から小学校において３・４年生で外国語活動、５・６年生で外国語科が実施
されており、英語教育に係る教職員の指導力の向上や、小中高等学校の10年間を見通した系統的
な英語教育の確立に取り組む必要があります。

●

●

●

　海外研修、各種コンテスト、探究的な活動の成果報告会への参加等をとおして、グローバルな視
野を持ちながら、自ら定めた目標に向かって挑戦しようとする意欲の醸成に取り組みます。
　身近な地域や地球規模の課題をテーマとした学習やディスカッション、オンラインも含めた海外と
の交流等をとおして、グローバルな視野を広げるとともに、論理的・科学的思考力や探究心等を育
みます。
　高等学校においては、海外の高校生等との国際的な交流活動により、国境を越えた地球規模の
視野と身近な地域の視点で、さまざまな問題を多面的・多角的にとらえながら、異文化への理解を
深め、多様性を尊重する態度を育み、価値観の異なる多様な人びとと協働していく力を育成します。

❷ 多文化共生の考え方に基づく教育の推進
●

●

●

　子どもたちが、互いの国・地域の食文化や伝統行事等を紹介し合ったり、地域に暮らす外国人や外
国語指導助手（ＡＬＴ）、国際交流員（ＣＩＲ）等と交流したりする取組などを推進するとともに、ＮＧＯ・
ＮＰＯ等のさまざまな機関と連携し、子どもたちが多様な生き方、価値観、文化等に触れる機会を創
出します。
　高等学校においては、自ら考え判断し行動する力、他者と共に成長しながら新しい社会を創造する力、
外国語で積極的にコミュニケーションを図る語学力を育むため、企業等との協働も取り入れながら、
海外留学や海外インターンシップ、姉妹校提携による学校間交流、ホームステイをとおした国際交流等
を推進するとともに、英語によるディスカッションやディベート等を行う機会の創出に取り組みます。
　高等学校においては、国際交流や国際理解教育を推進するキーパーソンとなる教職員を対象とした
研修を実施します。

❸ 英語教育の推進
●

●

●

●

　「英語教育実施状況調査」の結果等をふまえ、子どもたちが「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと（や
り取り・発表）」、「書くこと」をバランスよく統合させた英語コミュニケーション力を高める授業改善を
一層推進します。
　英語での発信力の向上を図るため、１人１台端末を用いたパフォーマンステストの実施など、ICTを
活用した取組を推進します。
　小中高等学校の教員による校種を越えた授業見学や意見交換など、「三重県英語教育改善プラン」
における小中高連携の取組を県内各地域に普及することで、小中高等学校の10年間を見通した系統
的な英語教育を実現できるよう取り組みます。
　全ての子どもたちが、英語に親しみ、発達段階に応じた英語力を身につけられるよう、英語教育に
携わる教員の英語運用力・実践的指導力の向上を図る研修を実施します。

グローカル教育の推進

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容2

姿すざめ

　子どもたちが、グローバルな視野と志を持ちながら、自ら定めた目標に向けて挑戦しよ
うとする意欲を高め、地域にあっても、世界にあっても活躍できる力を身につけています。

❶ グローバル社会で活躍できる人材の育成

① 　グローバル化が進展し、国際的な課題が地域にも複雑に影響を及ぼしています。世界を舞台に、
国際的なルール形成をリードしたり、社会的な課題解決に参画したりするグローバル・リーダーや、
グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担う人材の育成を進めていく必要があるため、国際
的な交流活動や地域と連携した取組を産学官で推進する必要があります。

② 　高校生が、日本や海外の言語や文化を理解し、日本への愛着や誇りを持ちつつ、グローバルな視
野で活躍するための資質・能力を身につけるため、コロナ禍で減少した海外留学や国際的な交流活
動を推進するとともに、外国語教育、国際理解教育等の充実を図る必要があります。

④ 　少子高齢化、過疎化の進行に伴う人口減少により、地域の活力の低下が懸念されています。地域
が持続的に発展していくためには、その地域への愛着・誇りを持ち、経済的に自立し、地域の課題
解決に主体的に参加する人材を育成することが必要です。小中高等学校における探究的な活動、キャ
リア教育等を通じ、「包容力」や「多様性」といった県民が持つ特質や優位性を生かした、三重に根
ざした教育活動を進める必要があります。

③ 　令和２（2020）年度から小学校において３・４年生で外国語活動、５・６年生で外国語科が実施
されており、英語教育に係る教職員の指導力の向上や、小中高等学校の10年間を見通した系統的
な英語教育の確立に取り組む必要があります。

●

●

●

　海外研修、各種コンテスト、探究的な活動の成果報告会への参加等をとおして、グローバルな視
野を持ちながら、自ら定めた目標に向かって挑戦しようとする意欲の醸成に取り組みます。
　身近な地域や地球規模の課題をテーマとした学習やディスカッション、オンラインも含めた海外と
の交流等をとおして、グローバルな視野を広げるとともに、論理的・科学的思考力や探究心等を育
みます。
　高等学校においては、海外の高校生等との国際的な交流活動により、国境を越えた地球規模の
視野と身近な地域の視点で、さまざまな問題を多面的・多角的にとらえながら、異文化への理解を
深め、多様性を尊重する態度を育み、価値観の異なる多様な人びとと協働していく力を育成します。

❷ 多文化共生の考え方に基づく教育の推進
●

●

●

　子どもたちが、互いの国・地域の食文化や伝統行事等を紹介し合ったり、地域に暮らす外国人や外
国語指導助手（ＡＬＴ）、国際交流員（ＣＩＲ）等と交流したりする取組などを推進するとともに、ＮＧＯ・
ＮＰＯ等のさまざまな機関と連携し、子どもたちが多様な生き方、価値観、文化等に触れる機会を創
出します。
　高等学校においては、自ら考え判断し行動する力、他者と共に成長しながら新しい社会を創造する力、
外国語で積極的にコミュニケーションを図る語学力を育むため、企業等との協働も取り入れながら、
海外留学や海外インターンシップ、姉妹校提携による学校間交流、ホームステイをとおした国際交流等
を推進するとともに、英語によるディスカッションやディベート等を行う機会の創出に取り組みます。
　高等学校においては、国際交流や国際理解教育を推進するキーパーソンとなる教職員を対象とした
研修を実施します。

❸ 英語教育の推進
●

●

●

●

　「英語教育実施状況調査」の結果等をふまえ、子どもたちが「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと（や
り取り・発表）」、「書くこと」をバランスよく統合させた英語コミュニケーション力を高める授業改善を
一層推進します。
　英語での発信力の向上を図るため、１人１台端末を用いたパフォーマンステストの実施など、ICTを
活用した取組を推進します。
　小中高等学校の教員による校種を越えた授業見学や意見交換など、「三重県英語教育改善プラン」
における小中高連携の取組を県内各地域に普及することで、小中高等学校の10年間を見通した系統
的な英語教育を実現できるよう取り組みます。
　全ての子どもたちが、英語に親しみ、発達段階に応じた英語力を身につけられるよう、英語教育に
携わる教員の英語運用力・実践的指導力の向上を図る研修を実施します。

グローカル教育の推進

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

中学生　898人
高校生　245人

小学生　77.9％
中学生　68.8％

中学生　1,600人
高校生　　320人

小学生　80.0％
中学生　70.0％

目標値（令和9年度）

❹ 郷土教育の推進
●

●

●

　子どもたちが、郷土三重への理解を深め、愛着や誇りを持って語ったり、社会や地域の成長・発
展に貢献しようとする思いや考えを深めたりすることができるよう、地域の豊かな文化や歴史、伝
統行事などに関する郷土教育を推進します。
　将来、社会に貢献しようとする「志」を育成するため、子どもたちが地域や社会の課題等について、
学校の枠を越えて議論したり、高校生が同じ地域の小中学生と活動したりするなど、主体的に活動
し、学び合う取組を推進します。
　子どもたちが、将来地域で活躍する意欲と態度を身につけることができるよう、地域の産業に関
する学習や地域で活躍する人びとから学ぶ取組など、地域と連携した郷土教育を推進します。

※1

※2

国際的視野を広げ、多様な価値観を理解したり、論理的・科学的思考力、探究心を育んだりするために県が実施する取組に参加した公
立中学生および県立高校生の数（三重県教育委員会調べ）
「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省
「全国学力・学習状況調査」）

国際的視野や論理的・科学的思考力、探究
心を育む取組に参加した子どもたちの数※１

地域や社会をよくするために何かしてみた
いと考える子どもたちの割合※２

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

中学生　898人
高校生　245人

小学生　77.9％
中学生　68.8％

中学生　1,600人
高校生　　320人

小学生　80.0％
中学生　70.0％

目標値（令和9年度）

❹ 郷土教育の推進
●

●

●

　子どもたちが、郷土三重への理解を深め、愛着や誇りを持って語ったり、社会や地域の成長・発
展に貢献しようとする思いや考えを深めたりすることができるよう、地域の豊かな文化や歴史、伝
統行事などに関する郷土教育を推進します。
　将来、社会に貢献しようとする「志」を育成するため、子どもたちが地域や社会の課題等について、
学校の枠を越えて議論したり、高校生が同じ地域の小中学生と活動したりするなど、主体的に活動
し、学び合う取組を推進します。
　子どもたちが、将来地域で活躍する意欲と態度を身につけることができるよう、地域の産業に関
する学習や地域で活躍する人びとから学ぶ取組など、地域と連携した郷土教育を推進します。

※1

※2

国際的視野を広げ、多様な価値観を理解したり、論理的・科学的思考力、探究心を育んだりするために県が実施する取組に参加した公
立中学生および県立高校生の数（三重県教育委員会調べ）
「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省
「全国学力・学習状況調査」）

国際的視野や論理的・科学的思考力、探究
心を育む取組に参加した子どもたちの数※１

地域や社会をよくするために何かしてみた
いと考える子どもたちの割合※２

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容3

姿すざめ

　複雑化・困難化する社会課題の解決や持続的な社会の発展に向け、子どもたちが生涯
をとおして主体的に学びに向かう姿勢や、新たな発想、先端技術等により新たな価値を
創り出す力を身につけています。

❶ 自律した学習者の礎づくり

① 　コロナ禍の学びを保障する手段としての遠隔・オンライン教育が注目されるとともに、対面指導や
子ども同士による学び合い、地域社会での体験活動など、リアルな体験を通じて学ぶことの重要性
が再認識されました。デジタルかアナログか、遠隔・オンラインか対面・オフラインか対立的にとら
えるのではなく、どちらのよさも適切に組み合わせた教育活動を進める必要があります。

② 　今後訪れる社会は、これまでの延長線上を大きく超えた劇的な変化が訪れることが予想されてい
ます。その中で、人間らしく豊かに生きていくためには、他者と共に社会活動等に参画していくコミュ
ニケーション力や、答えが一つでない課題を解決する力が必要なことから、探究的な学びの充実に
向けた取組を進める必要があります。

④ 　子どもたち一人ひとりの興味や関心、発達や学習の課題等をふまえ、それぞれの個性に応じた学
びを引き出し、一人ひとりの資質・能力を高めていくことが重要であり、各学校が行う進路指導や
生徒指導、学習指導等についても、子どもたち一人ひとりの発達を支え、資質・能力を育成すると
いう観点からその意義をとらえた指導を進める必要があります。

③ 　人間ならではの考え方で実社会の課題等の解決をめざし、新たな価値を創造できる資質・能力を
育成するため、大学や企業など、関係機関の協力を得て、スマート農業やＡＩ、ロボティクス44、デー
タサイエンス45など、先端技術を積極的に活用した取組を進める必要があります。

●

●

●

●

　GIGAスクール構想46により、１人１台端末環境と通信ネットワーク環境が整備されたことを最大
限に生かし、端末を日常的に活用するとともに、これまでの実践とICTとを最適に組み合わせるこ
とで、子どもたちの多様な能力・適性、興味・関心等に応じた学びの実現に向けた取組を進めます。
　小中学校においては、各教科等におけるさまざまな学習活動をとおして、人びとの生活を便利で
豊かなものにしているプログラミングの働きやよさについて気づきを促すとともに、ICT機器等を用
いて問題を見いだして解決策を考える力や情報手段を適切に活用する力を育成します。
　自ら定める目標に向けて必要な学習内容や方法を決定し、学習状況等を振り返りながら、必要に
応じて改善を行い、学び続けていく「自律した学習者」の育成を推進します。子どもたちが生涯にわ
たり、能動的に学ぶ姿勢を身につけることができるよう、学ぶ意義や目的についての理解を促すと
ともに、自分なりの学び方を工夫できる力を育むための教育を進めます。
　人生観の礎を築き、論理的に物事を考える土台となる力を養うため、読書や体験活動等を通じて、
歴史や文学、科学、芸術など、さまざまな分野への関心を高め、幅広い視野や知識を統合して考え
る力を育む教育を推進します。また、学校図書館を「読書センター」のみならず、生徒の自発的・主
体的な探究活動を支援する「学習・情報センター」としての機能をより果たすための体制づくりや環
境整備を推進します。

❷ 探究活動、ＳＴＥＡＭ教育等の推進
●

●

●

　身近な地域や世界規模の課題を設定しその解決に向け深く考察し行動する探究活動や、多様な考
え方を持つ仲間との学びや個々の教科の学びを基礎として教科横断的な学びを行うＳＴＥＡＭ教育、
地域の産業や特色を題材にした地域課題解決型学習を推進するとともに、取組の前後に、資質・能力
がどのように変化したかを把握し、取組の改善につなげます。（再掲）
　高等学校においては、将来、国際舞台で活躍できる科学技術系人材を育成するため、企業や高等
教育機関、研究機関等の知見も取り入れながら、スーパーサイエンスハイスクール指定校47等を中心に、
先進的な科学技術、理科・数学教育を通じて、生徒の個性と能力を一層伸ばしていく教育に取り組み
ます。
　高等学校においては、各学校の探究的な学習の成果を集めた発表会「みえ探究フォーラム」や、探
究的な学習の指導方法や評価方法等について実践研究に取り組む「探究コンソーシアム」を開催するこ
とで、本県における課題研究の質の向上を図ります。

46

47

１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、誰一人取り残されることなく、公正に個別最適化され、資質・
能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現する計画。
文部科学省からの指定を受け、先進的な理数系教育を実施する高等学校。

44

45

工学の一分野。制御工学を中心に、センサー技術・機械機構学などを総合して、ロボットの設計・製作および運転に関する研究を行う。ロボッ
ト工学。
データの分析についての学問分野。主に大量のデータから、何らかの意味のある情報、法則、関連性などを導き出すこと、またはその処
理の手法に関する学問。

新たな価値を創り出す力の育成

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容3

姿すざめ

　複雑化・困難化する社会課題の解決や持続的な社会の発展に向け、子どもたちが生涯
をとおして主体的に学びに向かう姿勢や、新たな発想、先端技術等により新たな価値を
創り出す力を身につけています。

❶ 自律した学習者の礎づくり

① 　コロナ禍の学びを保障する手段としての遠隔・オンライン教育が注目されるとともに、対面指導や
子ども同士による学び合い、地域社会での体験活動など、リアルな体験を通じて学ぶことの重要性
が再認識されました。デジタルかアナログか、遠隔・オンラインか対面・オフラインか対立的にとら
えるのではなく、どちらのよさも適切に組み合わせた教育活動を進める必要があります。

② 　今後訪れる社会は、これまでの延長線上を大きく超えた劇的な変化が訪れることが予想されてい
ます。その中で、人間らしく豊かに生きていくためには、他者と共に社会活動等に参画していくコミュ
ニケーション力や、答えが一つでない課題を解決する力が必要なことから、探究的な学びの充実に
向けた取組を進める必要があります。

④ 　子どもたち一人ひとりの興味や関心、発達や学習の課題等をふまえ、それぞれの個性に応じた学
びを引き出し、一人ひとりの資質・能力を高めていくことが重要であり、各学校が行う進路指導や
生徒指導、学習指導等についても、子どもたち一人ひとりの発達を支え、資質・能力を育成すると
いう観点からその意義をとらえた指導を進める必要があります。

③ 　人間ならではの考え方で実社会の課題等の解決をめざし、新たな価値を創造できる資質・能力を
育成するため、大学や企業など、関係機関の協力を得て、スマート農業やＡＩ、ロボティクス44、デー
タサイエンス45など、先端技術を積極的に活用した取組を進める必要があります。

●

●

●

●

　GIGAスクール構想46により、１人１台端末環境と通信ネットワーク環境が整備されたことを最大
限に生かし、端末を日常的に活用するとともに、これまでの実践とICTとを最適に組み合わせるこ
とで、子どもたちの多様な能力・適性、興味・関心等に応じた学びの実現に向けた取組を進めます。
　小中学校においては、各教科等におけるさまざまな学習活動をとおして、人びとの生活を便利で
豊かなものにしているプログラミングの働きやよさについて気づきを促すとともに、ICT機器等を用
いて問題を見いだして解決策を考える力や情報手段を適切に活用する力を育成します。
　自ら定める目標に向けて必要な学習内容や方法を決定し、学習状況等を振り返りながら、必要に
応じて改善を行い、学び続けていく「自律した学習者」の育成を推進します。子どもたちが生涯にわ
たり、能動的に学ぶ姿勢を身につけることができるよう、学ぶ意義や目的についての理解を促すと
ともに、自分なりの学び方を工夫できる力を育むための教育を進めます。
　人生観の礎を築き、論理的に物事を考える土台となる力を養うため、読書や体験活動等を通じて、
歴史や文学、科学、芸術など、さまざまな分野への関心を高め、幅広い視野や知識を統合して考え
る力を育む教育を推進します。また、学校図書館を「読書センター」のみならず、生徒の自発的・主
体的な探究活動を支援する「学習・情報センター」としての機能をより果たすための体制づくりや環
境整備を推進します。

❷ 探究活動、ＳＴＥＡＭ教育等の推進
●

●

●

　身近な地域や世界規模の課題を設定しその解決に向け深く考察し行動する探究活動や、多様な考
え方を持つ仲間との学びや個々の教科の学びを基礎として教科横断的な学びを行うＳＴＥＡＭ教育、
地域の産業や特色を題材にした地域課題解決型学習を推進するとともに、取組の前後に、資質・能力
がどのように変化したかを把握し、取組の改善につなげます。（再掲）
　高等学校においては、将来、国際舞台で活躍できる科学技術系人材を育成するため、企業や高等
教育機関、研究機関等の知見も取り入れながら、スーパーサイエンスハイスクール指定校47等を中心に、
先進的な科学技術、理科・数学教育を通じて、生徒の個性と能力を一層伸ばしていく教育に取り組み
ます。
　高等学校においては、各学校の探究的な学習の成果を集めた発表会「みえ探究フォーラム」や、探
究的な学習の指導方法や評価方法等について実践研究に取り組む「探究コンソーシアム」を開催するこ
とで、本県における課題研究の質の向上を図ります。

46

47

１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、誰一人取り残されることなく、公正に個別最適化され、資質・
能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現する計画。
文部科学省からの指定を受け、先進的な理数系教育を実施する高等学校。

44

45

工学の一分野。制御工学を中心に、センサー技術・機械機構学などを総合して、ロボットの設計・製作および運転に関する研究を行う。ロボッ
ト工学。
データの分析についての学問分野。主に大量のデータから、何らかの意味のある情報、法則、関連性などを導き出すこと、またはその処
理の手法に関する学問。

新たな価値を創り出す力の育成

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

38校 56校

76.0％ 84.8％

目標値（令和9年度）

❸ 急激に進化する先端技術や社会の変化等に対応した取組の推進
●

●

●

●

　これからの社会において、次代を担う子どもたちがデジタル社会で活躍できるよう、学習におけ
る問題の発見・解決等に、１人１台端末などのICT機器を適切かつ効果的に活用する学びを小中高
等学校等の発達段階に応じて推進します。
　「みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画」を受け、デジタル社会に必要なAIやデータ
分析等に関する知識·技術を習得するとともに、技術革新等により進化する社会·産業界等が求める
力を身につける学びを推進します。
　新しい技術の開発や時代の変化に対応したサービスを基軸として事業を展開する企業の経営者等
を招へいし、考え方や具体的な取組等を学ぶ機会を創出するとともに、新たなビジネスの立ち上げ
や既存のビジネスを拡大できるよう、企画力やマネジメント力、発信力を備えた起業家マインドを醸
成する取組を推進します。
　生成ＡＩ48が急速に普及する中、そのリスク等に十分な対策を講じた上で、子どもたちの発達の
段階や実態をふまえ、情報活用能力の一部として生成ＡＩの仕組みの理解や生成ＡＩを学びに生か
す力を段階的に高めます。

❹ 一人ひとりに最適で効果的な学び（公正な個別最適化学習）の推進
●

●

　子どもたち一人ひとりの資質・能力を高めるため、ＩＣＴを効果的に活用した授業を実践するととも
に、高い専門性を備えた人材を育成するため、国内外で活動している専門的な知見を有する有識者
や高等教育機関等と連携した取組を実施します。
　突出した意欲・能力を有する子どもたちの能力を大きく伸ばすため、大学・民間団体等と連携し
た学校外での学びの機会の提供や、国際科学技術コンテスト強化講座等の実施など、子どもたちが
切磋琢磨し、能力を伸長する機会の充実を図ります。

48 学習データをもとに自動で文章や画像等を生成できるAI。

※1

※2

「困難だと思うことでも、前向きに考えて挑戦していますか」という質問に対して、肯定的な回答をした県立高校生の割合（三重県教育
委員会調べ）
科学、技術、工学、リベラルアーツ・教養、数学等における見方・考え方を総合的・統合的に働かせて、問題を発見し、解決する教科横
断的な学習活動を行った県立高等学校の数（三重県教育委員会調べ）

困難だと思うことでも、前向きに考えて挑
戦している高校生の割合※１

実社会での問題発見・解決に生かしていく
ための教科横断的な学習活動を行った高
等学校の数※２

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

38校 56校

76.0％ 84.8％

目標値（令和9年度）

❸ 急激に進化する先端技術や社会の変化等に対応した取組の推進
●

●

●

●

　これからの社会において、次代を担う子どもたちがデジタル社会で活躍できるよう、学習におけ
る問題の発見・解決等に、１人１台端末などのICT機器を適切かつ効果的に活用する学びを小中高
等学校等の発達段階に応じて推進します。
　「みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画」を受け、デジタル社会に必要なAIやデータ
分析等に関する知識·技術を習得するとともに、技術革新等により進化する社会·産業界等が求める
力を身につける学びを推進します。
　新しい技術の開発や時代の変化に対応したサービスを基軸として事業を展開する企業の経営者等
を招へいし、考え方や具体的な取組等を学ぶ機会を創出するとともに、新たなビジネスの立ち上げ
や既存のビジネスを拡大できるよう、企画力やマネジメント力、発信力を備えた起業家マインドを醸
成する取組を推進します。
　生成ＡＩ48が急速に普及する中、そのリスク等に十分な対策を講じた上で、子どもたちの発達の
段階や実態をふまえ、情報活用能力の一部として生成ＡＩの仕組みの理解や生成ＡＩを学びに生か
す力を段階的に高めます。

❹ 一人ひとりに最適で効果的な学び（公正な個別最適化学習）の推進
●

●

　子どもたち一人ひとりの資質・能力を高めるため、ＩＣＴを効果的に活用した授業を実践するととも
に、高い専門性を備えた人材を育成するため、国内外で活動している専門的な知見を有する有識者
や高等教育機関等と連携した取組を実施します。
　突出した意欲・能力を有する子どもたちの能力を大きく伸ばすため、大学・民間団体等と連携し
た学校外での学びの機会の提供や、国際科学技術コンテスト強化講座等の実施など、子どもたちが
切磋琢磨し、能力を伸長する機会の充実を図ります。

48 学習データをもとに自動で文章や画像等を生成できるAI。

※1

※2

「困難だと思うことでも、前向きに考えて挑戦していますか」という質問に対して、肯定的な回答をした県立高校生の割合（三重県教育
委員会調べ）
科学、技術、工学、リベラルアーツ・教養、数学等における見方・考え方を総合的・統合的に働かせて、問題を発見し、解決する教科横
断的な学習活動を行った県立高等学校の数（三重県教育委員会調べ）

困難だと思うことでも、前向きに考えて挑
戦している高校生の割合※１

実社会での問題発見・解決に生かしていく
ための教科横断的な学習活動を行った高
等学校の数※２

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容4

姿すざめ

　変化が激しく予測困難なこれからの社会において、子どもたちが変化をしなやかに前向
きに受け止めて、社会の一員としての自覚と責任を持ち、主体的に社会の形成に参画する
態度を身につけています。

❶ 主権者教育の推進

① 　我が国の若者は、社会の形成に主体的に参画する意識が低いことが指摘されています。選挙権
年齢や成年年齢が１８歳に引き下げられたことをふまえ、発達段階に応じて早い段階から、主権者
の一人としての自覚を深め、主体的に社会を形成していこうとする態度を育みます。また、社会の
持続的な発展を生み出す人材を育成するため、合意形成を経て、自らルールや仕組みを作ることが
できることを実感できるよう、学級活動やホームルーム活動、児童会・生徒会活動等において、自
分たちの学校生活の向上に向けて話し合う活動等を充実させる必要があります。

② 　高等学校では、成年年齢が１８歳に引き下げられ、契約の重要性および消費者保護の仕組みを含
む消費者教育に関する内容を、高等学校１・２年生のうちに学習することとなっています。消費者
庁作成の教材「社会への扉」を活用した学習や、専門家による金融取引の基礎や消費者被害の未然
防止に関する学習等にも取り組んでおり、生徒の実態に応じた消費者教育のさらなる充実が求めら
れています。

③ 　ＳＤＧｓ49の目標実現や脱炭素化の取組が進められる中、持続可能な未来の社会を主体的に創造
する力を育むことができるよう、デジタルやグリーン（脱炭素等）など、これからの社会における価
値創造にとって重要な成長分野における人材育成につながる取組を進める必要があります。

●

●

●

　子どもたちの発達段階に応じた一貫性のある主権者教育を推進できるよう校種を越えて連携を深
めます。小中学校においては、社会科を中心に、地域や社会にある課題や我が国の政治の働きに
ついて関心を持ち、多角的に考えたり、話し合ったりする授業づくりを推進します。高等学校にお
いては、「公共」の授業を中心に、現代の諸課題の解決に向けて自分の意見や考えを伝え合い、協
働してよりよい社会を形成しようとする力を養います。
　学校生活や社会をよりよくするためのルールや課題解決策を、自分たちで考え、話し合うことで、
社会参画意識を高めるとともに、自分の力で現実の社会的な問題を解決できるという主権者として
の感覚を育みます。
　関係する諸機関や地域の人材を積極的に活用し、議会等と連携して地域の課題について話し合っ
たり、税務署等と連携して租税や財政について学んだりする取組や、選挙管理委員会等と連携した
模擬選挙など、主権者としての意識を高める取組を推進します。

❷ 消費者教育の推進
●

●

　消費生活に関する正しい知識の習得および倫理的消費（エシカル消費50）など、持続可能な消費行
動についての理解の促進に向けた消費者教育を推進し、子どもたちが協働し、よりよい社会を形成し
ようとする力を育成します。
　18歳から一人で有効な契約を締結することができるようになる一方、保護者の同意を得ずに締結し
た契約を取り消すことができる年齢が18歳未満までとなることから、金融に関する知識と判断力（金
融リテラシー）を身につけるなど、自主的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者を育
成するとともに、消費者被害の防止・救済を図るため、消費者教育のさらなる充実に向けて取り組み
ます。

❸ 持続可能な開発のための教育（ESD）の推進
●

●

　SDGsの実現に貢献するESD（Education for Sustainable Development）を推進します。現代
社会における地球規模の諸課題を自らに関わる問題として主体的にとらえ、その解決に向けて自分で
考え、行動する力を育むとともに、新たな価値観や行動等の変容を生み出します。
　脱炭素社会の実現に向けては、国民一人ひとりのライフスタイルを脱炭素型へと転換していくことが
重要となっています。子どもたちが、地球環境問題を自分ごととしてとらえ、環境を守るための行動を
とることができるよう、持続可能な社会の創り手を育む教育のさらなる推進を図ります。

50 消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援したりしながら、消費活動を
行うこと。

49 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。平成 27（2015）年9月の国連サミットで採択された2030アジェンダにお
ける2030 年までに達成すべき国際社会全体の開発目標。

主体的に社会を形成する力の育成

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容4

姿すざめ

　変化が激しく予測困難なこれからの社会において、子どもたちが変化をしなやかに前向
きに受け止めて、社会の一員としての自覚と責任を持ち、主体的に社会の形成に参画する
態度を身につけています。

❶ 主権者教育の推進

① 　我が国の若者は、社会の形成に主体的に参画する意識が低いことが指摘されています。選挙権
年齢や成年年齢が１８歳に引き下げられたことをふまえ、発達段階に応じて早い段階から、主権者
の一人としての自覚を深め、主体的に社会を形成していこうとする態度を育みます。また、社会の
持続的な発展を生み出す人材を育成するため、合意形成を経て、自らルールや仕組みを作ることが
できることを実感できるよう、学級活動やホームルーム活動、児童会・生徒会活動等において、自
分たちの学校生活の向上に向けて話し合う活動等を充実させる必要があります。

② 　高等学校では、成年年齢が１８歳に引き下げられ、契約の重要性および消費者保護の仕組みを含
む消費者教育に関する内容を、高等学校１・２年生のうちに学習することとなっています。消費者
庁作成の教材「社会への扉」を活用した学習や、専門家による金融取引の基礎や消費者被害の未然
防止に関する学習等にも取り組んでおり、生徒の実態に応じた消費者教育のさらなる充実が求めら
れています。

③ 　ＳＤＧｓ49の目標実現や脱炭素化の取組が進められる中、持続可能な未来の社会を主体的に創造
する力を育むことができるよう、デジタルやグリーン（脱炭素等）など、これからの社会における価
値創造にとって重要な成長分野における人材育成につながる取組を進める必要があります。

●

●

●

　子どもたちの発達段階に応じた一貫性のある主権者教育を推進できるよう校種を越えて連携を深
めます。小中学校においては、社会科を中心に、地域や社会にある課題や我が国の政治の働きに
ついて関心を持ち、多角的に考えたり、話し合ったりする授業づくりを推進します。高等学校にお
いては、「公共」の授業を中心に、現代の諸課題の解決に向けて自分の意見や考えを伝え合い、協
働してよりよい社会を形成しようとする力を養います。
　学校生活や社会をよりよくするためのルールや課題解決策を、自分たちで考え、話し合うことで、
社会参画意識を高めるとともに、自分の力で現実の社会的な問題を解決できるという主権者として
の感覚を育みます。
　関係する諸機関や地域の人材を積極的に活用し、議会等と連携して地域の課題について話し合っ
たり、税務署等と連携して租税や財政について学んだりする取組や、選挙管理委員会等と連携した
模擬選挙など、主権者としての意識を高める取組を推進します。

❷ 消費者教育の推進
●

●

　消費生活に関する正しい知識の習得および倫理的消費（エシカル消費50）など、持続可能な消費行
動についての理解の促進に向けた消費者教育を推進し、子どもたちが協働し、よりよい社会を形成し
ようとする力を育成します。
　18歳から一人で有効な契約を締結することができるようになる一方、保護者の同意を得ずに締結し
た契約を取り消すことができる年齢が18歳未満までとなることから、金融に関する知識と判断力（金
融リテラシー）を身につけるなど、自主的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者を育
成するとともに、消費者被害の防止・救済を図るため、消費者教育のさらなる充実に向けて取り組み
ます。

❸ 持続可能な開発のための教育（ESD）の推進
●

●

　SDGsの実現に貢献するESD（Education for Sustainable Development）を推進します。現代
社会における地球規模の諸課題を自らに関わる問題として主体的にとらえ、その解決に向けて自分で
考え、行動する力を育むとともに、新たな価値観や行動等の変容を生み出します。
　脱炭素社会の実現に向けては、国民一人ひとりのライフスタイルを脱炭素型へと転換していくことが
重要となっています。子どもたちが、地球環境問題を自分ごととしてとらえ、環境を守るための行動を
とることができるよう、持続可能な社会の創り手を育む教育のさらなる推進を図ります。

50 消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援したりしながら、消費活動を
行うこと。

49 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。平成 27（2015）年9月の国連サミットで採択された2030アジェンダにお
ける2030 年までに達成すべき国際社会全体の開発目標。

主体的に社会を形成する力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

63.9％ 82.1％

目標値（令和9年度）

●

●

　小中学校において、持続可能な社会の創り手となることが期待される子どもたちに対して、学習
指導要領に基づいて各教科、道徳科、総合的な学習の時間などを通じて、ESDを進めます。また、
持続可能な社会づくりへの意欲等を高めるため、体験活動等をとおして、地域の自然や歴史、文化、
産業などの学びを深めます。
　高等学校においては、地域や大学・企業等との連携も取り入れ、持続可能な社会の創り手を育む
ため、STEAM教育や教科横断的な課題解決型の学びを推進します。

※「社会の一員として権利を行使し、義務と責任を果たそうと考えていますか」、「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがあ
りますか」という質問に対して、肯定的な回答をした県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

地域や社会をよくするために、社会の形成
者として権利を行使し責任を果たそうと考
える高校生の割合※

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

63.9％ 82.1％

目標値（令和9年度）

●

●

　小中学校において、持続可能な社会の創り手となることが期待される子どもたちに対して、学習
指導要領に基づいて各教科、道徳科、総合的な学習の時間などを通じて、ESDを進めます。また、
持続可能な社会づくりへの意欲等を高めるため、体験活動等をとおして、地域の自然や歴史、文化、
産業などの学びを深めます。
　高等学校においては、地域や大学・企業等との連携も取り入れ、持続可能な社会の創り手を育む
ため、STEAM教育や教科横断的な課題解決型の学びを推進します。

※「社会の一員として権利を行使し、義務と責任を果たそうと考えていますか」、「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがあ
りますか」という質問に対して、肯定的な回答をした県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

地域や社会をよくするために、社会の形成
者として権利を行使し責任を果たそうと考
える高校生の割合※

基本施策2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成
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現状と課題

主な取組内容

基本施策3 特別支援教育の推進

1

姿すざめ

　インクルーシブ教育システムの理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、
一人ひとりのニーズに応じた学びの場において、持てる力や可能性を伸ばし、自立と社会
参画のために必要な力を身につけています。また、障がいの有無に関わらず、子どもた
ちが互いに交流し、理解・尊重し合いながら生きていく態度を身につけています。

❶ 一人ひとりに応じた指導・支援の充実

① 　発達障がいを含む特別な支援を必要とする子どもたちの数は増加しており、一人ひとりの教育的
ニーズに的確に応え、子どもたちが自立と社会参画に必要な力を身につけられるよう、早期からの
一貫した指導・支援を行うとともに、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校
といった連続性のある多様な学びの場における指導・支援の充実を図る必要があります。

② 　特別な支援を必要とする子どもたちが、進学等による環境の変化に左右されることなく安心して
学ぶことができるよう、支援情報が切れ目なく引き継がれ、継続した支援を受けることができる体
制の整備が必要です。

④ 　共生社会の実現に向けて、障がいの有無に関わらず、子どもたちが互いに理解を深め、尊重し合
いながら生活していく態度を身につける必要があります。

③ 　特別な支援を必要とする子どもたちはどの学校にも在籍していることから、全ての教職員が特別
支援教育に関する知識・技能を身につけ、専門性を高める必要があります。

● 　通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といったそれぞれの学びの場において、
「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」に基づき、障がいの状態に応じたきめ細かな指導・支
援を進めるとともに、一人ひとりに必要な合理的配慮を提供します。

❷ 切れ目ない支援体制の充実

●

●

●

●

●

●

　特別な支援を必要とする子どもを含む全ての子どもたちが、通常の学級で安心して学習すること
ができるよう、授業のユニバーサルデザイン化 51を進めるとともに、共に学ぶことをとおして互いを
理解し、支え合う関係を築くことができる学級づくりを進めます。
　特別な支援を必要とする子どもたちが、小中学校・高等学校の通常の学級で学べるよう、通級に
よる指導を担当する教員を対象として年間を通じた研修を実施するなど、専門性の向上に取り組み
ます。また、発達障がい支援について、高度な専門性を身につけるための研修を実施するなど、地
域で中心となる教員を養成し、発達障がい支援の経験が少ない教員等への支援体制の充実を図り
ます。
　特別支援学校のセンター的機能として、特別支援教育コーディネーター等が、小中学校・高等学
校等への教育相談や研修会等を実施し、教職員の特別支援教育に関する専門性の向上に取り組み
ます。
　かがやき特別支援学校は、子ども心身発達医療センターと連携し、発達障がいに関するセンター
的機能の中核となる学校として、より専門性の高い支援を行います。
　高等学校では、特別な支援を必要とする生徒について中学校からの支援情報を確実に引き継ぐと
ともに、発達障がい支援員52などからの助言を受けながら、個別のニーズに応じた支援を行います。
また、通級による指導を実施する高等学校の拡充に向けた取組を進めます。
　特別な支援を必要とする子どもたちが、新しい時代に活躍できる技能や力を身につけることがで
きるよう、障がいの状態や一人ひとりのニーズに応じて、点字プリンターや発話を文字変換するソフ
トなどＩＣＴの活用を図り、指導の効果を高めます。また、長期入院中の子どもたちに対して、在
籍校等からオンラインによる授業配信を行うなど、教育機会の確保を図ります。

●

●

●

　幼児期から学齢期・社会参画に至るまで、「パーソナルファイル 53」を活用して必要な支援情報を
円滑かつ確実に引き継ぐことで、きめ細かな指導・支援を進めます。
　就学前から小学校等への支援情報の引継ぎについて、「ＣＬＭ(Ｃｈｅｃｋ Ｌｉｓｔ ｉｎ Ｍｉｅ)と個
別の指導計画 54」等を有効に活用し、早期からの適切な支援を行うことができるよう取り組みます。
　本人や保護者が就学先となる学びの場を適切に選択することができるよう、丁寧に情報を提供し
たり、相談に対応したりするなど、市町等教育委員会と連携した就学支援を行います。
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教室環境の工夫、板書等のルールの明確化・共通化、視覚的な支援、生徒への質問や教職員からの説明の工夫等、誰にでもわかりやすく､
安心して参加できる教育環境を意識した授業や指導方法のこと。
県内の高等学校における特別支援教育の推進のため、校内研修会の講師、実態把握および心理検査の実施と指導に関する助言、本人お
よび保護者との面談、「個別の教育支援計画」・「個別の指導計画」の作成支援などを行う専門的な知識や経験を持った職員。
本人および保護者が必要な支援情報を記入して作成し、学校や医療、保健、福祉、労働等の関係機関から提供を受けた情報（個別の教
育支援計画、個別の指導計画、母子手帳、お薬手帳等）を綴じ込んでいくファイル。学校と保護者が支援情報を共有するとともに、進路
先等と支援情報を共有することで円滑かつ確実な引継ぎに活用します。
三重県立子ども心身発達医療センターで開発された、子どもの育ちを見極め、適切な支援を行うためのツール。

一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進
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現状と課題

主な取組内容

基本施策3 特別支援教育の推進

1

姿すざめ

　インクルーシブ教育システムの理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、
一人ひとりのニーズに応じた学びの場において、持てる力や可能性を伸ばし、自立と社会
参画のために必要な力を身につけています。また、障がいの有無に関わらず、子どもた
ちが互いに交流し、理解・尊重し合いながら生きていく態度を身につけています。

❶ 一人ひとりに応じた指導・支援の充実

① 　発達障がいを含む特別な支援を必要とする子どもたちの数は増加しており、一人ひとりの教育的
ニーズに的確に応え、子どもたちが自立と社会参画に必要な力を身につけられるよう、早期からの
一貫した指導・支援を行うとともに、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校
といった連続性のある多様な学びの場における指導・支援の充実を図る必要があります。

② 　特別な支援を必要とする子どもたちが、進学等による環境の変化に左右されることなく安心して
学ぶことができるよう、支援情報が切れ目なく引き継がれ、継続した支援を受けることができる体
制の整備が必要です。

④ 　共生社会の実現に向けて、障がいの有無に関わらず、子どもたちが互いに理解を深め、尊重し合
いながら生活していく態度を身につける必要があります。

③ 　特別な支援を必要とする子どもたちはどの学校にも在籍していることから、全ての教職員が特別
支援教育に関する知識・技能を身につけ、専門性を高める必要があります。

● 　通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といったそれぞれの学びの場において、
「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」に基づき、障がいの状態に応じたきめ細かな指導・支
援を進めるとともに、一人ひとりに必要な合理的配慮を提供します。

❷ 切れ目ない支援体制の充実

●

●

●

●

●

●

　特別な支援を必要とする子どもを含む全ての子どもたちが、通常の学級で安心して学習すること
ができるよう、授業のユニバーサルデザイン化 51を進めるとともに、共に学ぶことをとおして互いを
理解し、支え合う関係を築くことができる学級づくりを進めます。
　特別な支援を必要とする子どもたちが、小中学校・高等学校の通常の学級で学べるよう、通級に
よる指導を担当する教員を対象として年間を通じた研修を実施するなど、専門性の向上に取り組み
ます。また、発達障がい支援について、高度な専門性を身につけるための研修を実施するなど、地
域で中心となる教員を養成し、発達障がい支援の経験が少ない教員等への支援体制の充実を図り
ます。
　特別支援学校のセンター的機能として、特別支援教育コーディネーター等が、小中学校・高等学
校等への教育相談や研修会等を実施し、教職員の特別支援教育に関する専門性の向上に取り組み
ます。
　かがやき特別支援学校は、子ども心身発達医療センターと連携し、発達障がいに関するセンター
的機能の中核となる学校として、より専門性の高い支援を行います。
　高等学校では、特別な支援を必要とする生徒について中学校からの支援情報を確実に引き継ぐと
ともに、発達障がい支援員52などからの助言を受けながら、個別のニーズに応じた支援を行います。
また、通級による指導を実施する高等学校の拡充に向けた取組を進めます。
　特別な支援を必要とする子どもたちが、新しい時代に活躍できる技能や力を身につけることがで
きるよう、障がいの状態や一人ひとりのニーズに応じて、点字プリンターや発話を文字変換するソフ
トなどＩＣＴの活用を図り、指導の効果を高めます。また、長期入院中の子どもたちに対して、在
籍校等からオンラインによる授業配信を行うなど、教育機会の確保を図ります。

●

●

●

　幼児期から学齢期・社会参画に至るまで、「パーソナルファイル 53」を活用して必要な支援情報を
円滑かつ確実に引き継ぐことで、きめ細かな指導・支援を進めます。
　就学前から小学校等への支援情報の引継ぎについて、「ＣＬＭ(Ｃｈｅｃｋ Ｌｉｓｔ ｉｎ Ｍｉｅ)と個
別の指導計画 54」等を有効に活用し、早期からの適切な支援を行うことができるよう取り組みます。
　本人や保護者が就学先となる学びの場を適切に選択することができるよう、丁寧に情報を提供し
たり、相談に対応したりするなど、市町等教育委員会と連携した就学支援を行います。
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教室環境の工夫、板書等のルールの明確化・共通化、視覚的な支援、生徒への質問や教職員からの説明の工夫等、誰にでもわかりやすく､
安心して参加できる教育環境を意識した授業や指導方法のこと。
県内の高等学校における特別支援教育の推進のため、校内研修会の講師、実態把握および心理検査の実施と指導に関する助言、本人お
よび保護者との面談、「個別の教育支援計画」・「個別の指導計画」の作成支援などを行う専門的な知識や経験を持った職員。
本人および保護者が必要な支援情報を記入して作成し、学校や医療、保健、福祉、労働等の関係機関から提供を受けた情報（個別の教
育支援計画、個別の指導計画、母子手帳、お薬手帳等）を綴じ込んでいくファイル。学校と保護者が支援情報を共有するとともに、進路
先等と支援情報を共有することで円滑かつ確実な引継ぎに活用します。
三重県立子ども心身発達医療センターで開発された、子どもの育ちを見極め、適切な支援を行うためのツール。

一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

82.5％（R4） 100％

60人 180人

目標値（令和9年度）

● 　小中学校等に勤務する看護師に対して、特別支援学校での医療的ケア55に関する取組や事例を
検討する研修会への参加を働きかける取組などにより、医療的ケアを必要とする子どもたちの安全・
安心を高めます。

55 学校や在宅等の日常生活で必要なたんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為のこと。

※1

※2

特別な支援を必要とする生徒が在籍する県立高等学校のうち、発達障がい支援員または特別支援学校のコーディネーター等による相談・
支援を複数回活用し、指導・支援を行った学校の割合（三重県教育委員会調べ）
通級による指導を担当する教職員等の専門性の向上を図るために、大学と連携して、年に12回以上の研修を受講した教職員の数（累計）
（三重県教育委員会調べ）

特別支援教育に関する高い専門性を生かし
た指導・支援を行った高等学校の割合※１

通級による指導を担当する教職員に対する
研修の受講者数※２

基本施策3 特別支援教育の推進
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

82.5％（R4） 100％

60人 180人

目標値（令和9年度）

● 　小中学校等に勤務する看護師に対して、特別支援学校での医療的ケア55に関する取組や事例を
検討する研修会への参加を働きかける取組などにより、医療的ケアを必要とする子どもたちの安全・
安心を高めます。

55 学校や在宅等の日常生活で必要なたんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為のこと。

※1

※2

特別な支援を必要とする生徒が在籍する県立高等学校のうち、発達障がい支援員または特別支援学校のコーディネーター等による相談・
支援を複数回活用し、指導・支援を行った学校の割合（三重県教育委員会調べ）
通級による指導を担当する教職員等の専門性の向上を図るために、大学と連携して、年に12回以上の研修を受講した教職員の数（累計）
（三重県教育委員会調べ）

特別支援教育に関する高い専門性を生かし
た指導・支援を行った高等学校の割合※１

通級による指導を担当する教職員に対する
研修の受講者数※２

基本施策3 特別支援教育の推進
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現状と課題

主な取組内容2

姿すざめ

　特別支援学校に在籍する子どもたちが、一人ひとりのニーズに応じた指導・支援により、自立と社
会参画のために必要な力を身につけ、卒業後も地域の中で豊かに自分らしく生活しています。ま
た、特別支援学校に在籍する子どもたちと地域の小中学校等に在籍する子どもたちが、交流およ
び共同学習を通じて共に学ぶことにより、互いに理解を深め、尊重する態度を身につけています。

❶ 計画的・組織的なキャリア教育の推進

① 　特別支援学校において、障がいのある子どもたちが、卒業後も必要に応じて支援を求めたり、支
援を受けたりしながら、自分でやりたいことを選択したり決定したりするなど、主体的に生活してい
けるよう、組織的・計画的なキャリア教育の推進が必要です。

② 　特別支援学校に在籍する日常的に医療的ケアを必要とする子どもたちが、保護者の付き添いがな
くても安全・安心に学校で学び続けることができるよう、人工呼吸器の管理等の高度な医療的ケア
への対応も含め、学校における医療的ケアに関する体制の整備を進める必要があります。

④ 　特別支援学校への通学に時間を要する子どもたちが、可能な限り居住地に近い特別支援学校で学
べるようにすることが求められています。また、特別支援学校に在籍する子どもの数の増加による
施設の狭隘化や、老朽化に対応する必要があります。

③ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、特別支援学校と地域の小中学校等との交流および共同
学習が制限されました。こうした中、子どもたちが、障がいの有無に関わらず、経験を深め、社会
性や豊かな人間性を身につけるとともに、互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会として、近隣の学校
や子どもたちの居住地域の学校との交流および共同学習をさらに進めることが必要です。

●

●

●

●

　特別支援学校において、一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな指導を一層充実させるため、授
業改善に向けた授業研究など、指導力の向上を図るとともに、子どもたちを支えるツールとしてＩＣ
Ｔを活用するなど、子どもたちの自立と社会参画につなげる取組を進めます。
　特別支援学校に在籍する子どもたちが、自己選択・自己決定できる力を高め、地域でいきいきと
暮らしていけるよう、一人ひとりの状況や発達段階に応じたキャリア教育を進めるとともに、地域生
活への円滑な移行を支援します。（再掲）
　特別支援学校高等部では、自分に合った職場を見つけ働くための早期からの職場実習や農福連
携56など職域の拡大に取り組みます。また、事業所に通勤・通所する従来の形態に加えて、ＩＣＴ
を活用した在宅就労など新しい働き方や技能に対応した就労先の開拓や就労支援に取り組むととも
に、関係機関と連携した定着支援を進めます。
　卒業後の支援の主体を学校から関係機関へ円滑に引き継ぐことができるよう、「個別の教育支援
計画」の活用を図るなど、地域の障がい者就業・生活支援センター等と連携した取組を進めます。

❷ 安全・安心に健康な生活を送るための取組
●

●

●

　特別支援学校において、ガイドラインに沿った医療的ケアを実施するとともに、医療的ケア担当
者への研修を開催したり、看護師が福祉車両等に同乗する通学支援を行ったりすることにより、医
療的ケアを必要とする子どもたちが安全に安心して学びを継続できるよう支援します。
　国立病院機構三重病院および三重大学医学部附属病院に入院する子どもたちに、かがやき特別
支援学校からオンラインにより授業を配信するなど、ＩＣＴを活用した指導・支援を行います。また、
訪問教育は、学習場所や時間が限られることから、ＩＣＴの活用により、通学している子どもたちと
学び合う機会をつくるなど、遠隔教育の推進に取り組みます。
　特別支援学校に在籍する子どもたちが、卒業後もより豊かな生活を送ることができるよう、関係
機関との連携を図り、地域の社会教育施設等の情報を提供するなど、生涯学習に関する意識を高
める取組を進めます。また、ボッチャ等の障がい者スポーツを授業に取り入れるなど、生涯にわた
りスポーツに親しむ習慣を身につけることができるよう取り組みます。

❸ 交流活動等を通じた特別支援教育の理解啓発
●　特別な支援を必要とする子どもたちが、地域社会で自分らしく生活していけるよう、地域の方々
を招いた特別支援学校の見学会の実施や、特別支援学校に在籍する子どもたちの文化芸術活動・地
域行事への参加などをとおして、周りの子どもたちや保護者、地域への特別支援教育に係る理解啓
発を図ります。

56 農林水産業に障がい者が就労することで、農林水産業分野と福祉分野の両方の課題を解決する取組。

特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進

基本施策3 特別支援教育の推進
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現状と課題

主な取組内容2

姿すざめ

　特別支援学校に在籍する子どもたちが、一人ひとりのニーズに応じた指導・支援により、自立と社
会参画のために必要な力を身につけ、卒業後も地域の中で豊かに自分らしく生活しています。ま
た、特別支援学校に在籍する子どもたちと地域の小中学校等に在籍する子どもたちが、交流およ
び共同学習を通じて共に学ぶことにより、互いに理解を深め、尊重する態度を身につけています。

❶ 計画的・組織的なキャリア教育の推進

① 　特別支援学校において、障がいのある子どもたちが、卒業後も必要に応じて支援を求めたり、支
援を受けたりしながら、自分でやりたいことを選択したり決定したりするなど、主体的に生活してい
けるよう、組織的・計画的なキャリア教育の推進が必要です。

② 　特別支援学校に在籍する日常的に医療的ケアを必要とする子どもたちが、保護者の付き添いがな
くても安全・安心に学校で学び続けることができるよう、人工呼吸器の管理等の高度な医療的ケア
への対応も含め、学校における医療的ケアに関する体制の整備を進める必要があります。

④ 　特別支援学校への通学に時間を要する子どもたちが、可能な限り居住地に近い特別支援学校で学
べるようにすることが求められています。また、特別支援学校に在籍する子どもの数の増加による
施設の狭隘化や、老朽化に対応する必要があります。

③ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、特別支援学校と地域の小中学校等との交流および共同
学習が制限されました。こうした中、子どもたちが、障がいの有無に関わらず、経験を深め、社会
性や豊かな人間性を身につけるとともに、互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会として、近隣の学校
や子どもたちの居住地域の学校との交流および共同学習をさらに進めることが必要です。

●

●

●

●

　特別支援学校において、一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな指導を一層充実させるため、授
業改善に向けた授業研究など、指導力の向上を図るとともに、子どもたちを支えるツールとしてＩＣ
Ｔを活用するなど、子どもたちの自立と社会参画につなげる取組を進めます。
　特別支援学校に在籍する子どもたちが、自己選択・自己決定できる力を高め、地域でいきいきと
暮らしていけるよう、一人ひとりの状況や発達段階に応じたキャリア教育を進めるとともに、地域生
活への円滑な移行を支援します。（再掲）
　特別支援学校高等部では、自分に合った職場を見つけ働くための早期からの職場実習や農福連
携56など職域の拡大に取り組みます。また、事業所に通勤・通所する従来の形態に加えて、ＩＣＴ
を活用した在宅就労など新しい働き方や技能に対応した就労先の開拓や就労支援に取り組むととも
に、関係機関と連携した定着支援を進めます。
　卒業後の支援の主体を学校から関係機関へ円滑に引き継ぐことができるよう、「個別の教育支援
計画」の活用を図るなど、地域の障がい者就業・生活支援センター等と連携した取組を進めます。

❷ 安全・安心に健康な生活を送るための取組
●

●

●

　特別支援学校において、ガイドラインに沿った医療的ケアを実施するとともに、医療的ケア担当
者への研修を開催したり、看護師が福祉車両等に同乗する通学支援を行ったりすることにより、医
療的ケアを必要とする子どもたちが安全に安心して学びを継続できるよう支援します。
　国立病院機構三重病院および三重大学医学部附属病院に入院する子どもたちに、かがやき特別
支援学校からオンラインにより授業を配信するなど、ＩＣＴを活用した指導・支援を行います。また、
訪問教育は、学習場所や時間が限られることから、ＩＣＴの活用により、通学している子どもたちと
学び合う機会をつくるなど、遠隔教育の推進に取り組みます。
　特別支援学校に在籍する子どもたちが、卒業後もより豊かな生活を送ることができるよう、関係
機関との連携を図り、地域の社会教育施設等の情報を提供するなど、生涯学習に関する意識を高
める取組を進めます。また、ボッチャ等の障がい者スポーツを授業に取り入れるなど、生涯にわた
りスポーツに親しむ習慣を身につけることができるよう取り組みます。

❸ 交流活動等を通じた特別支援教育の理解啓発
●　特別な支援を必要とする子どもたちが、地域社会で自分らしく生活していけるよう、地域の方々
を招いた特別支援学校の見学会の実施や、特別支援学校に在籍する子どもたちの文化芸術活動・地
域行事への参加などをとおして、周りの子どもたちや保護者、地域への特別支援教育に係る理解啓
発を図ります。

56 農林水産業に障がい者が就労することで、農林水産業分野と福祉分野の両方の課題を解決する取組。

特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進

基本施策3 特別支援教育の推進
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

100％（R4） 100％

756回（R4） 1,100回

目標値（令和9年度）

● 　障がいの有無に関わらず、互いに理解し尊重し合いながら生活していく態度を身につけることが
できるよう、地域の学校との交流および共同学習をオンライン等も活用しながら継続して進めると
ともに、地域の小中学校に副次的な籍を置くことについて、市町等教育委員会と連携し、取組を進
めます。

❹ 特別支援学校における学習環境づくり
●

●

●

　特別な支援を必要とする子どもたちが安全に通学できるよう、スクールバスの配備と更新を計画
的に進め、在籍する子どもの数の増加や車両の老朽化への対応に取り組みます。
　盲学校および聾学校について、校舎の老朽化対応と、聾学校の津波浸水に係る安全対策のため、
校舎を令和８（2026）年度中に使用開始できるよう、津市城山の県立施設跡地へ新築移転します。
また、盲学校、聾学校、城山特別支援学校の寄宿舎を令和６（2024）年度に統合します。
　松阪あゆみ特別支援学校の校舎を増築し、在籍する子どもの数の増加への対応を進めるとともに、
令和９（2027）年度から知的障がい部門に加えて、肢体不自由部門を設置します。玉城わかば学
園でも、令和９（2027）年度から知的障がい部門に加えて肢体不自由部門を設置し、通学時間を
短縮します。また、西日野にじ学園など在籍する子どもの数が増加している学校については、既存
施設の有効活用を図るなど、狭隘化への対応を進めます。

※1
※2

一般企業への就職を希望している県立特別支援学校高等部の生徒の就職率（就労継続支援Ａ型事業所を除く。）（三重県教育委員会調べ）
県立特別支援学校と小中学校、高等学校等との交流および共同学習を実施した回数（三重県教育委員会調べ）

特別支援学校高等部の一般企業就職希望
者の就職率※１

特別支援学校における交流および共同学
習の実施回数※２
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

100％（R4） 100％

756回（R4） 1,100回

目標値（令和9年度）

● 　障がいの有無に関わらず、互いに理解し尊重し合いながら生活していく態度を身につけることが
できるよう、地域の学校との交流および共同学習をオンライン等も活用しながら継続して進めると
ともに、地域の小中学校に副次的な籍を置くことについて、市町等教育委員会と連携し、取組を進
めます。

❹ 特別支援学校における学習環境づくり
●

●

●

　特別な支援を必要とする子どもたちが安全に通学できるよう、スクールバスの配備と更新を計画
的に進め、在籍する子どもの数の増加や車両の老朽化への対応に取り組みます。
　盲学校および聾学校について、校舎の老朽化対応と、聾学校の津波浸水に係る安全対策のため、
校舎を令和８（2026）年度中に使用開始できるよう、津市城山の県立施設跡地へ新築移転します。
また、盲学校、聾学校、城山特別支援学校の寄宿舎を令和６（2024）年度に統合します。
　松阪あゆみ特別支援学校の校舎を増築し、在籍する子どもの数の増加への対応を進めるとともに、
令和９（2027）年度から知的障がい部門に加えて、肢体不自由部門を設置します。玉城わかば学
園でも、令和９（2027）年度から知的障がい部門に加えて肢体不自由部門を設置し、通学時間を
短縮します。また、西日野にじ学園など在籍する子どもの数が増加している学校については、既存
施設の有効活用を図るなど、狭隘化への対応を進めます。

※1
※2

一般企業への就職を希望している県立特別支援学校高等部の生徒の就職率（就労継続支援Ａ型事業所を除く。）（三重県教育委員会調べ）
県立特別支援学校と小中学校、高等学校等との交流および共同学習を実施した回数（三重県教育委員会調べ）

特別支援学校高等部の一般企業就職希望
者の就職率※１

特別支援学校における交流および共同学
習の実施回数※２
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現状と課題

主な取組内容

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり

1

姿すざめ

　道徳教育や人権教育の充実、専門人材の積極的な活用によって、子どもたちが主体的
にいじめの防止に向けて行動しています。また、心豊かで安全・安心な社会を創るため、
社会総がかりでいじめや暴力行為の未然防止の取組が一層進んでいます。

❶ 子どもたちが主体となった取組の推進

① 　いじめは、いじめを受けた子どもの心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるだ
けでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。このため、平成
２５（２０１３）年施行の「いじめ防止対策推進法」や、平成３０（２０１８）年施行の「三重県いじ
め防止条例」に基づき、いじめをなくすための取組により注力することが必要です。

⑤ 　暴力行為など、子どもたちの行動の背景にはストレスや悩みなど心の問題や、複雑な課題を抱え
る家庭がある場合があり、心理や福祉等の専門人材を活用し、それぞれの抱える背景や課題に寄り
添って指導や支援を行っていく必要があります。また、学校だけでは解決困難な事案が増加しており、
児童相談所や警察等の関係機関と連携して対応することが必要です。

② 　全ての子どもたちが、自らの存在を実感しながら、よりよい人間関係を形成し、有意義で安心し
た学校生活を送るためには、子どもたち自身がいじめの防止や解決に向けて自らできることを主体
的に考え行動する力を育むことが必要です。

④ 　いじめは学校だけの問題ではなく、子どもたちに関わる全ての大人の問題でもあります。子ども
たちに関わる全ての大人が、学校内外のいじめ防止に取り組み、その取組などを県民の皆さんに積
極的に情報発信するなど、社会総がかりでいじめ防止に取り組むことが必要です。

③ 　いじめ防止のためには、道徳教育や人権教育の充実や教職員が行ういじめ防止のための授業の実
施に加え、専門人材も積極的に活用して、子どもたちの心に響く取組を進めていくことが大切です。
さまざまな立場の専門人材を活用して、子どもたちがいじめについて正しく認識し、行動の変化に
つなげることができるよう、教育活動全体をとおした取組を進めることが必要です。

●

●

　児童会活動や生徒会活動、学級活動やホームルーム活動などで子どもたちが「いじめとは何か」、
「いじめをなくすために一人ひとりができることは何か」などについて、具体的に考え、話し合うなど、
子どもたちの主体的な活動を推進することで、いじめの傍観者や同調者にならず、いじめ防止に向
けて行動できる力を育みます。
　安全・安心な学校づくりに向けて、教職員の支援のもと、子どもたち自身がさまざまな考え方が
あることを受け入れ、理解し合える風土を創り出すことができるよう、学級・ホームルーム経営を通
じて、相手の気持ちに寄り添ったり、感謝の気持ちを伝えたりする姿勢を子どもたちが身につける
ことができる取組を進めます。（再掲）

❷ 学校教育活動全体を通じた取組の推進
●

●

●

●

　子どもたちがいじめに関する理解を深め、いじめを自分事として考え議論し、いじめをなくす心情
や判断力等を身につけることができるよう、道徳教育や人権教育などをはじめとした学校教育活動
全体を通じて、いじめをなくすための取組を推進します。
　子どもたちが、いじめをなくす行動につながる道徳性を身につけることができるよう、関係機関
と連携したいじめ予防プログラムを確立し、小中学校への普及を推進します。（再掲）
　道徳性を養う道徳科授業の質の向上が図られるよう、小中学校における道徳教育推進教師を対
象にした研修会の実施やアドバイザーの派遣、いじめ防止に資する「特別の教科 道徳」の教員用指
導補助資料の作成・周知を行います。（再掲）
　インターネットは広く社会全体につながり、実社会と同じように法律で規制されていることを子ど
もたちにしっかりと理解させ、子どもたちがインターネット上におけるいじめなどの被害者や加害者
とならないよう、事例をふまえて開発した教材を活用して、情報モラル教育を進めます。

❸ 専門人材の活用
● 　弁護士が行ういじめ予防授業など、専門人材を積極的に活用したいじめ防止に係る取組を進め、

子どもたちが「いじめは人権侵害であること」や「いじめが刑事罰の対象となり得ること」、「周囲の
子どもたちの行動がいじめの防止に大きな役割を果たすこと」などについて学び、いじめを許さな
い心と態度を育成します。

❹ 社会総がかりでの取組の推進
● 　子どもたちが安心して過ごすことができる環境をつくるため、県内の事業者・団体等をいじめ防

止応援サポーターとして登録し、サポーターとの連携のもと、各地域でいじめ防止等の取組を推進
します。
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現状と課題

主な取組内容

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり

1

姿すざめ

　道徳教育や人権教育の充実、専門人材の積極的な活用によって、子どもたちが主体的
にいじめの防止に向けて行動しています。また、心豊かで安全・安心な社会を創るため、
社会総がかりでいじめや暴力行為の未然防止の取組が一層進んでいます。

❶ 子どもたちが主体となった取組の推進

① 　いじめは、いじめを受けた子どもの心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるだ
けでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。このため、平成
２５（２０１３）年施行の「いじめ防止対策推進法」や、平成３０（２０１８）年施行の「三重県いじ
め防止条例」に基づき、いじめをなくすための取組により注力することが必要です。

⑤ 　暴力行為など、子どもたちの行動の背景にはストレスや悩みなど心の問題や、複雑な課題を抱え
る家庭がある場合があり、心理や福祉等の専門人材を活用し、それぞれの抱える背景や課題に寄り
添って指導や支援を行っていく必要があります。また、学校だけでは解決困難な事案が増加しており、
児童相談所や警察等の関係機関と連携して対応することが必要です。

② 　全ての子どもたちが、自らの存在を実感しながら、よりよい人間関係を形成し、有意義で安心し
た学校生活を送るためには、子どもたち自身がいじめの防止や解決に向けて自らできることを主体
的に考え行動する力を育むことが必要です。

④ 　いじめは学校だけの問題ではなく、子どもたちに関わる全ての大人の問題でもあります。子ども
たちに関わる全ての大人が、学校内外のいじめ防止に取り組み、その取組などを県民の皆さんに積
極的に情報発信するなど、社会総がかりでいじめ防止に取り組むことが必要です。

③ 　いじめ防止のためには、道徳教育や人権教育の充実や教職員が行ういじめ防止のための授業の実
施に加え、専門人材も積極的に活用して、子どもたちの心に響く取組を進めていくことが大切です。
さまざまな立場の専門人材を活用して、子どもたちがいじめについて正しく認識し、行動の変化に
つなげることができるよう、教育活動全体をとおした取組を進めることが必要です。

●

●

　児童会活動や生徒会活動、学級活動やホームルーム活動などで子どもたちが「いじめとは何か」、
「いじめをなくすために一人ひとりができることは何か」などについて、具体的に考え、話し合うなど、
子どもたちの主体的な活動を推進することで、いじめの傍観者や同調者にならず、いじめ防止に向
けて行動できる力を育みます。
　安全・安心な学校づくりに向けて、教職員の支援のもと、子どもたち自身がさまざまな考え方が
あることを受け入れ、理解し合える風土を創り出すことができるよう、学級・ホームルーム経営を通
じて、相手の気持ちに寄り添ったり、感謝の気持ちを伝えたりする姿勢を子どもたちが身につける
ことができる取組を進めます。（再掲）

❷ 学校教育活動全体を通じた取組の推進
●

●

●

●

　子どもたちがいじめに関する理解を深め、いじめを自分事として考え議論し、いじめをなくす心情
や判断力等を身につけることができるよう、道徳教育や人権教育などをはじめとした学校教育活動
全体を通じて、いじめをなくすための取組を推進します。
　子どもたちが、いじめをなくす行動につながる道徳性を身につけることができるよう、関係機関
と連携したいじめ予防プログラムを確立し、小中学校への普及を推進します。（再掲）
　道徳性を養う道徳科授業の質の向上が図られるよう、小中学校における道徳教育推進教師を対
象にした研修会の実施やアドバイザーの派遣、いじめ防止に資する「特別の教科 道徳」の教員用指
導補助資料の作成・周知を行います。（再掲）
　インターネットは広く社会全体につながり、実社会と同じように法律で規制されていることを子ど
もたちにしっかりと理解させ、子どもたちがインターネット上におけるいじめなどの被害者や加害者
とならないよう、事例をふまえて開発した教材を活用して、情報モラル教育を進めます。

❸ 専門人材の活用
● 　弁護士が行ういじめ予防授業など、専門人材を積極的に活用したいじめ防止に係る取組を進め、

子どもたちが「いじめは人権侵害であること」や「いじめが刑事罰の対象となり得ること」、「周囲の
子どもたちの行動がいじめの防止に大きな役割を果たすこと」などについて学び、いじめを許さな
い心と態度を育成します。

❹ 社会総がかりでの取組の推進
● 　子どもたちが安心して過ごすことができる環境をつくるため、県内の事業者・団体等をいじめ防

止応援サポーターとして登録し、サポーターとの連携のもと、各地域でいじめ防止等の取組を推進
します。
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いじめや暴力をなくす取組の推進
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

　「三重県いじめ防止条例」に基づき、社会総がかりでのいじめ防止等の取組として、いじめ防止
強化月間（４月と１１月）にピンクシャツ運動57を実施するなどの取組を推進します。また、令和４
（2022）年度開設の「ＳＴＯＰ！いじめ」ポータルサイト58等を通じて、学校やいじめ防止応援サポー
ターの取組、本県にゆかりのある著名人のいじめ防止応援メッセージ等を県民の皆さんに発信する
などして、いじめ防止に向けた気運を醸成し、社会総がかりでいじめ防止の取組を推進します。
　三重弁護士会や三重県臨床心理士会、警察など、いじめ防止等に関係する機関や団体と連携して、
本県の現状をふまえたいじめ防止等の対策を適切に実施するため、三重県いじめ問題対策連絡協
議会を開催し、いじめ防止等に関する情報の交換および研究に取り組みます。

❺ 暴力行為への対応
●

●

●

　警察官経験者や教員経験者等からなる生徒指導特別指導員を各学校に派遣し、暴力行為の未然
防止や暴力等により心身に被害を受けた子どもへの支援等に取り組みます。
　子どもたちが怒りをコントロールして暴力行為に及ぶことがないよう、県立学校の生徒指導担当
教員等を対象としたアンガーマネジメント59に係る研修を行い、各学校での取組につなげます。また、
取組事例を市町等教育委員会にも共有します。
　学校警察連絡協議会等を通じて警察との情報共有や連携強化に取り組みます。また、児童相談
所との連絡を密にし、暴力行為の背景にある環境の課題に寄り添って対応を進めます。

57

58
59

平成19（2007）年にカナダで誕生した「いじめ反対運動」。ピンク色のシャツを着たり、ピンク色の小物を身につけたりすることで、「い
じめ反対」の意思を行動で示します。
インターネットの入口または玄関口に相当するＷｅｂサイト。
自分の中に生じた怒りの対処法を段階的に学ぶ方法。

項　目 現状値（令和5年度）

7.6件（R4） 6.0件

88.5％ 100％

目標値（令和9年度）

※1

※2

「いじめについて見聞きしたとき、いじめをなくそうと自分にできることを考え行動しますか」という質問に対して、肯定的な回答をした
公立小中学生の割合（三重県教育委員会調べ）
公立小中学校および県立高等学校における児童生徒1,000人あたりの暴力行為（対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力、器物損壊）の発
生件数（三重県教育委員会調べ）

いじめをなくそうと行動する子どもたちの
割合※１

小中高等学校における暴力行為の発生件
数※２

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

　「三重県いじめ防止条例」に基づき、社会総がかりでのいじめ防止等の取組として、いじめ防止
強化月間（４月と１１月）にピンクシャツ運動57を実施するなどの取組を推進します。また、令和４
（2022）年度開設の「ＳＴＯＰ！いじめ」ポータルサイト58等を通じて、学校やいじめ防止応援サポー
ターの取組、本県にゆかりのある著名人のいじめ防止応援メッセージ等を県民の皆さんに発信する
などして、いじめ防止に向けた気運を醸成し、社会総がかりでいじめ防止の取組を推進します。
　三重弁護士会や三重県臨床心理士会、警察など、いじめ防止等に関係する機関や団体と連携して、
本県の現状をふまえたいじめ防止等の対策を適切に実施するため、三重県いじめ問題対策連絡協
議会を開催し、いじめ防止等に関する情報の交換および研究に取り組みます。

❺ 暴力行為への対応
●

●

●

　警察官経験者や教員経験者等からなる生徒指導特別指導員を各学校に派遣し、暴力行為の未然
防止や暴力等により心身に被害を受けた子どもへの支援等に取り組みます。
　子どもたちが怒りをコントロールして暴力行為に及ぶことがないよう、県立学校の生徒指導担当
教員等を対象としたアンガーマネジメント59に係る研修を行い、各学校での取組につなげます。また、
取組事例を市町等教育委員会にも共有します。
　学校警察連絡協議会等を通じて警察との情報共有や連携強化に取り組みます。また、児童相談
所との連絡を密にし、暴力行為の背景にある環境の課題に寄り添って対応を進めます。

57

58
59

平成19（2007）年にカナダで誕生した「いじめ反対運動」。ピンク色のシャツを着たり、ピンク色の小物を身につけたりすることで、「い
じめ反対」の意思を行動で示します。
インターネットの入口または玄関口に相当するＷｅｂサイト。
自分の中に生じた怒りの対処法を段階的に学ぶ方法。

項　目 現状値（令和5年度）

7.6件（R4） 6.0件

88.5％ 100％

目標値（令和9年度）

※1

※2

「いじめについて見聞きしたとき、いじめをなくそうと自分にできることを考え行動しますか」という質問に対して、肯定的な回答をした
公立小中学生の割合（三重県教育委員会調べ）
公立小中学校および県立高等学校における児童生徒1,000人あたりの暴力行為（対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力、器物損壊）の発
生件数（三重県教育委員会調べ）

いじめをなくそうと行動する子どもたちの
割合※１

小中高等学校における暴力行為の発生件
数※２

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり
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現状と課題

主な取組内容2

姿すざめ

　教職員が子どもたちのささいな変化を見逃さず、子どもたちとの信頼関係を築き、い
つでも学校にいじめを訴えやすい環境が整うことにより、いじめを早期発見し、積極的な
認知と早期対応が進み、子どもたちが安全・安心に学校生活を送っています。

❶ ＳＯＳを見逃さない積極的ないじめの認知の推進

① 　いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得るものとの認識に立ち、「いじめ防止対策推進法」
に基づき、いじめの正確かつ積極的な認知と、早期発見・早期対応が必要です。

⑤ 　いじめの問題は多様化・複雑化し、子どもたちの中には、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え
込んでいる者もいます。学校はスクールカウンセラー 60やスクールソーシャルワーカー 61などの専門
人材を積極的に活用して、子どもたちが安心して相談できる体制を整える必要があります。

② 　インターネット上で行われるいじめの認知件数は増加傾向にあるとともに、匿名性の高さを利用し
た投稿や、一定時間の経過により自動的に投稿が消去されるサイトの利用など、教職員や保護者等
が発見しにくいいじめが増えています。

④ 　いじめの早期発見のためには、学級担任や部活動顧問など子どもたちに関わるさまざまな立場の
教職員が、日常の観察や面談等を通じて子どものいじめのサインを受け止め、学校内で共有するこ
とや、家庭と連携し、学校だけでは把握できないサインを共有することが必要です。

③ 　教職員や保護者など、子どもたちにとって身近な大人が、子どものいじめのサインに気づける仕
組みや、子どもがいじめを受けていることや周囲にいじめがあることをいつでも学校に伝えられる仕
組みが必要です。

●

●

　「いじめ防止対策推進法」が示すいじめの定義を教職員に周知徹底することにより、いじめの正
確かつ積極的な認知を進めます。
　日頃から子どもたちとの信頼関係を構築し、積極的な声掛けや面談等を通じて、子どもたちの表
情や言動など、ささいな変化を見逃すことなく、いじめを早期に発見して対応します。

❷ インターネット上のいじめの問題への対応
●

●

　インターネット上の誹謗中傷や人権侵害等を早期発見し、インターネット上のいじめから子どもた
ちを守るために、ネットパトロール 62の取組を実施します。
　インターネット上の問題は、教職員や保護者等が事態を把握することが難しいことから、不安や
悩みを抱えた子どもたちが相談できるよう、日頃から相談窓口を周知したり、教職員や保護者など
身近な大人に相談することの大切さを伝えたりすることを通じて、子どもたちがインターネット上の
いじめを一人で抱え込むことがないよう取り組みます。

❸ 子どもたちがいじめを訴えやすい環境づくりの推進
●

●

●

●

　各学校で、学期に１回以上のいじめアンケートを実施するとともに、実施方法の工夫と改善に取
り組むことにより、子どもたちがいじめを訴えやすい環境を整えます。
　子どもたちが1人１台端末等を活用して、自らがいじめを受けていることや周囲にいじめがあるこ
とを、オンライン上で学校に報告できるようにするなど、子どもたちがいじめを訴えやすい仕組みづ
くりを進めます。
　学級やホームルーム、部活動の悩みや不安は、学級担任や部活動顧問などその運営に直接関わる
教職員には、相談しにくい場合もあることから、それ以外の教職員や教育相談担当者にも相談でき
る体制を整えます。
　「いじめ早期発見のための気づきリスト」を全ての保護者に配付して、いじめ早期発見のための視
点を共有し、子どもたちのサインをいち早く把握できるよう取り組みます。

❹ 専門人材を活用したいじめを訴えやすい環境づくり
●

●

　子どもたちがさまざまな立場の人に安心して相談できるよう、各学校においてスクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー等を活用し、悩みを抱えた子どもたちを心理や福祉の専門家につ
なげるなど、「チーム学校」としての相談体制を整備します。
　いじめの問題などに悩む子どもたちや保護者を支援するため、専門的な相談ができる「いじめ電
話相談」や、子どもたちが気軽に相談できる「子どもＳＮＳ相談みえ」など、学校外での相談を引き
続き実施します。60

61

子どもたちの心の悩みに対応することを目的とする専門家の総称。 精神科医のほか、公認心理師、臨床心理士、学校心理士等があり、子
どもたちへのカウンセリングや教職員および保護者に対する助言・援助を行います。
教育機関を活動の場とする福祉事業（ソーシャルワーク）従事者。主に、子どもの立場から、問題解決ができる環境づくりを推進します。 62 インターネット上にあるＷｅｂサイトを巡回し、犯罪などの有害な情報を見つけ出すこと。

いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり
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現状と課題

主な取組内容2

姿すざめ

　教職員が子どもたちのささいな変化を見逃さず、子どもたちとの信頼関係を築き、い
つでも学校にいじめを訴えやすい環境が整うことにより、いじめを早期発見し、積極的な
認知と早期対応が進み、子どもたちが安全・安心に学校生活を送っています。

❶ ＳＯＳを見逃さない積極的ないじめの認知の推進

① 　いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得るものとの認識に立ち、「いじめ防止対策推進法」
に基づき、いじめの正確かつ積極的な認知と、早期発見・早期対応が必要です。

⑤ 　いじめの問題は多様化・複雑化し、子どもたちの中には、誰にも相談できずに一人で悩みを抱え
込んでいる者もいます。学校はスクールカウンセラー 60やスクールソーシャルワーカー 61などの専門
人材を積極的に活用して、子どもたちが安心して相談できる体制を整える必要があります。

② 　インターネット上で行われるいじめの認知件数は増加傾向にあるとともに、匿名性の高さを利用し
た投稿や、一定時間の経過により自動的に投稿が消去されるサイトの利用など、教職員や保護者等
が発見しにくいいじめが増えています。

④ 　いじめの早期発見のためには、学級担任や部活動顧問など子どもたちに関わるさまざまな立場の
教職員が、日常の観察や面談等を通じて子どものいじめのサインを受け止め、学校内で共有するこ
とや、家庭と連携し、学校だけでは把握できないサインを共有することが必要です。

③ 　教職員や保護者など、子どもたちにとって身近な大人が、子どものいじめのサインに気づける仕
組みや、子どもがいじめを受けていることや周囲にいじめがあることをいつでも学校に伝えられる仕
組みが必要です。

●

●

　「いじめ防止対策推進法」が示すいじめの定義を教職員に周知徹底することにより、いじめの正
確かつ積極的な認知を進めます。
　日頃から子どもたちとの信頼関係を構築し、積極的な声掛けや面談等を通じて、子どもたちの表
情や言動など、ささいな変化を見逃すことなく、いじめを早期に発見して対応します。

❷ インターネット上のいじめの問題への対応
●

●

　インターネット上の誹謗中傷や人権侵害等を早期発見し、インターネット上のいじめから子どもた
ちを守るために、ネットパトロール 62の取組を実施します。
　インターネット上の問題は、教職員や保護者等が事態を把握することが難しいことから、不安や
悩みを抱えた子どもたちが相談できるよう、日頃から相談窓口を周知したり、教職員や保護者など
身近な大人に相談することの大切さを伝えたりすることを通じて、子どもたちがインターネット上の
いじめを一人で抱え込むことがないよう取り組みます。

❸ 子どもたちがいじめを訴えやすい環境づくりの推進
●

●

●

●

　各学校で、学期に１回以上のいじめアンケートを実施するとともに、実施方法の工夫と改善に取
り組むことにより、子どもたちがいじめを訴えやすい環境を整えます。
　子どもたちが1人１台端末等を活用して、自らがいじめを受けていることや周囲にいじめがあるこ
とを、オンライン上で学校に報告できるようにするなど、子どもたちがいじめを訴えやすい仕組みづ
くりを進めます。
　学級やホームルーム、部活動の悩みや不安は、学級担任や部活動顧問などその運営に直接関わる
教職員には、相談しにくい場合もあることから、それ以外の教職員や教育相談担当者にも相談でき
る体制を整えます。
　「いじめ早期発見のための気づきリスト」を全ての保護者に配付して、いじめ早期発見のための視
点を共有し、子どもたちのサインをいち早く把握できるよう取り組みます。

❹ 専門人材を活用したいじめを訴えやすい環境づくり
●

●

　子どもたちがさまざまな立場の人に安心して相談できるよう、各学校においてスクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー等を活用し、悩みを抱えた子どもたちを心理や福祉の専門家につ
なげるなど、「チーム学校」としての相談体制を整備します。
　いじめの問題などに悩む子どもたちや保護者を支援するため、専門的な相談ができる「いじめ電
話相談」や、子どもたちが気軽に相談できる「子どもＳＮＳ相談みえ」など、学校外での相談を引き
続き実施します。60

61

子どもたちの心の悩みに対応することを目的とする専門家の総称。 精神科医のほか、公認心理師、臨床心理士、学校心理士等があり、子
どもたちへのカウンセリングや教職員および保護者に対する助言・援助を行います。
教育機関を活動の場とする福祉事業（ソーシャルワーク）従事者。主に、子どもの立場から、問題解決ができる環境づくりを推進します。 62 インターネット上にあるＷｅｂサイトを巡回し、犯罪などの有害な情報を見つけ出すこと。

いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　95.9％
中学生　97.7％
高校生　92.3％

小学生　100％
中学生　100％
高校生　100％

目標値（令和9年度）

※「学校で、いじめや暴力の心配がなく、安心して学習することができますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生およ
び県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

いじめや暴力の心配がなく、学校生活に
安心を感じている子どもたちの割合※
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　95.9％
中学生　97.7％
高校生　92.3％

小学生　100％
中学生　100％
高校生　100％

目標値（令和9年度）

※「学校で、いじめや暴力の心配がなく、安心して学習することができますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生およ
び県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

いじめや暴力の心配がなく、学校生活に
安心を感じている子どもたちの割合※
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現状と課題

主な取組内容3

姿すざめ

　学校がいじめを発見または情報を得た場合は、いじめを迅速かつ正確に認知し、専門
人材も含めて組織的に対応することで、いじめの当事者や周りの者を含む全員が好まし
い集団生活を取り戻し、いじめが早期に解消しています。

❶ 組織的かつ迅速な対応の推進

① 　いじめやいじめの疑いがある行為を確認した場合は、教職員が一人で問題を抱え込み、「いじめで
はない」と判断するのではなく、管理職に情報を共有した後、学校いじめ防止委員会を開催して、
いじめの認知や今後の対応を協議するなど、組織的に迅速な対応を図ることが必要です。また、い
じめの初期対応の遅れから、問題が複雑化・困難化する事案も発生していることから、特に対応が
難しくなることが想定される事案については、初期段階から教育委員会への連絡・相談や関係機関
と連携した対応が必要です。

② 　学校がいじめを発見したり、情報を得たりした場合は、いじめられた子どもを徹底して守り通すと
いう姿勢を示すとともに、教育的配慮のもと、いじめた子どもには毅然とした態度で指導すること
が必要です。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上など、
子どもの人格の成長に主眼を置いた指導を進める必要があります。

④ 　いじめられた子どもやいじめた子どもには、その態様に応じて専門人材を活用することによってい
じめの問題の解消に向けて支援することが必要です。

③ 　学校が認知したいじめの解消の判断については、「いじめの防止等のための基本的な方針」をふ
まえ、いじめられた子どもや保護者の気持ちや考え方に寄り添いながら、組織的に対応し、判断す
ることが必要です。その上で、いじめの解消率を高めていくことが必要です。

●

●

●

●

　学校がいじめを発見したり、情報を得たりした場合、原則としてその日のうちに校長と関係教職
員が情報を共有し、学校いじめ防止委員会を開催するなど、当面の対応を決定して直ちに取り組み
ます。
　いじめ問題の対応には、専門人材などによる多角的な視点から対応策を検討することが大切であ
ることから、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門人材の力を活用しなが
ら解決に向けて取り組みます。
　学校、市町等教育委員会、県教育委員会が迅速・確実な対応を行うことができるよう、いじめの
内容や発生日、認知日、その後の学校における対応状況などをデジタル化して共有する取組を推進
します。また、その情報を蓄積して学校や市町等教育委員会と共有することで、いじめ問題の対応
をより効果的に進めるとともに、的確な組織的対応につなげます。
　いじめの重大事態63については、「いじめ防止対策推進法」や「いじめの重大事態の調査に関す
るガイドライン」、「不登校重大事態に係る調査の指針」等に基づき、適切に対応します。また、い
じめられた子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあった場合は、
その時点で学校が「いじめの結果ではない」、「重大事態ではない」と考えたとしても、重大事態が
発生したものとして報告・調査等にあたります。

❷ いじめられた子どもやその保護者への支援
●

●

●

●

　いじめられた子どもを支援する際は、「あなたが悪いのではない」ということをはっきり伝えるなど、
自尊感情を高めるように留意するとともに、いじめられた子どもに寄り添い、安全・安心を感じられ
るよう支援します。
　いじめられた子どもには、その態様に応じスクールカウンセラーによる心のケアを行うとともに、
スクールソーシャルワーカーがいじめられた子どもやいじめた子どもを取り巻く環境を検証し、いじ
めの問題の解決に向けて支援します。
　学校がいじめの事実を確認した際は、家庭訪問等を行うなどして、いじめられた子どもの保護者
に迅速に事実関係を伝えるとともに、教職員が見守りを行うなどして、いじめられた子どもを徹底
して守り抜く姿勢を示します。
　いじめの解消の判断は、いじめに係る行為が止んでいること（３カ月を目安）と、心身に苦痛を感
じていないことを、いじめられた子どもと保護者に確認してから行います。

63 いじめ防止対策推進法第28条第１項に規定される「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ
た疑いがあると認める」事態および「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑
いがあると認める」事態。

いじめに対する迅速・確実な対応の推進
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現状と課題

主な取組内容3

姿すざめ

　学校がいじめを発見または情報を得た場合は、いじめを迅速かつ正確に認知し、専門
人材も含めて組織的に対応することで、いじめの当事者や周りの者を含む全員が好まし
い集団生活を取り戻し、いじめが早期に解消しています。

❶ 組織的かつ迅速な対応の推進

① 　いじめやいじめの疑いがある行為を確認した場合は、教職員が一人で問題を抱え込み、「いじめで
はない」と判断するのではなく、管理職に情報を共有した後、学校いじめ防止委員会を開催して、
いじめの認知や今後の対応を協議するなど、組織的に迅速な対応を図ることが必要です。また、い
じめの初期対応の遅れから、問題が複雑化・困難化する事案も発生していることから、特に対応が
難しくなることが想定される事案については、初期段階から教育委員会への連絡・相談や関係機関
と連携した対応が必要です。

② 　学校がいじめを発見したり、情報を得たりした場合は、いじめられた子どもを徹底して守り通すと
いう姿勢を示すとともに、教育的配慮のもと、いじめた子どもには毅然とした態度で指導すること
が必要です。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上など、
子どもの人格の成長に主眼を置いた指導を進める必要があります。

④ 　いじめられた子どもやいじめた子どもには、その態様に応じて専門人材を活用することによってい
じめの問題の解消に向けて支援することが必要です。

③ 　学校が認知したいじめの解消の判断については、「いじめの防止等のための基本的な方針」をふ
まえ、いじめられた子どもや保護者の気持ちや考え方に寄り添いながら、組織的に対応し、判断す
ることが必要です。その上で、いじめの解消率を高めていくことが必要です。

●

●

●

●

　学校がいじめを発見したり、情報を得たりした場合、原則としてその日のうちに校長と関係教職
員が情報を共有し、学校いじめ防止委員会を開催するなど、当面の対応を決定して直ちに取り組み
ます。
　いじめ問題の対応には、専門人材などによる多角的な視点から対応策を検討することが大切であ
ることから、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門人材の力を活用しなが
ら解決に向けて取り組みます。
　学校、市町等教育委員会、県教育委員会が迅速・確実な対応を行うことができるよう、いじめの
内容や発生日、認知日、その後の学校における対応状況などをデジタル化して共有する取組を推進
します。また、その情報を蓄積して学校や市町等教育委員会と共有することで、いじめ問題の対応
をより効果的に進めるとともに、的確な組織的対応につなげます。
　いじめの重大事態63については、「いじめ防止対策推進法」や「いじめの重大事態の調査に関す
るガイドライン」、「不登校重大事態に係る調査の指針」等に基づき、適切に対応します。また、い
じめられた子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあった場合は、
その時点で学校が「いじめの結果ではない」、「重大事態ではない」と考えたとしても、重大事態が
発生したものとして報告・調査等にあたります。

❷ いじめられた子どもやその保護者への支援
●

●

●

●

　いじめられた子どもを支援する際は、「あなたが悪いのではない」ということをはっきり伝えるなど、
自尊感情を高めるように留意するとともに、いじめられた子どもに寄り添い、安全・安心を感じられ
るよう支援します。
　いじめられた子どもには、その態様に応じスクールカウンセラーによる心のケアを行うとともに、
スクールソーシャルワーカーがいじめられた子どもやいじめた子どもを取り巻く環境を検証し、いじ
めの問題の解決に向けて支援します。
　学校がいじめの事実を確認した際は、家庭訪問等を行うなどして、いじめられた子どもの保護者
に迅速に事実関係を伝えるとともに、教職員が見守りを行うなどして、いじめられた子どもを徹底
して守り抜く姿勢を示します。
　いじめの解消の判断は、いじめに係る行為が止んでいること（３カ月を目安）と、心身に苦痛を感
じていないことを、いじめられた子どもと保護者に確認してから行います。

63 いじめ防止対策推進法第28条第１項に規定される「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ
た疑いがあると認める」事態および「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑
いがあると認める」事態。

いじめに対する迅速・確実な対応の推進
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KPI（重要業績評価指標）

❸ いじめた子どもへの指導やその保護者への助言
●

●

　いじめた子どもに指導を行う際は、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為
であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、いじめた子どもが抱える問題や背
景にも目を向け、安全・安心、健全な人格の発達に配慮しながら適切な支援を行います。
　いじめた子どもの保護者には、いじめの事実を確認後、迅速に連絡し、理解を得た上で、学校と
保護者が連携しながら、いじめの解消に向けた対応を行います。

❹ いじめが起きた集団への働きかけ
● 　いじめが起きた集団に属する子どもたちには、いじめを自分事としてとらえさせることが必要であ

ることから、いじめの行為をその場で止めることができなくても、いじめがあることを教職員など
の身近な大人に伝えることや、いじめの行為に対して同調する言動は、いじめに加担することにつ
ながることを、子どもたちに理解させます。

項　目 現状値（令和5年度）

小 学 校　97.4％
中 学 校　96.0％
高等学校　95.5％

92.1％（R4）

（R4）

小 学 校　100％
中 学 校　100％
高等学校　100％

100％

目標値（令和9年度）

※1

※2

当該年度のいじめの認知件数のうち、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」で示された解消要件を満たすものの割合（三重県
教育委員会調べ）
学校におけるいじめの問題に対する日常の取組について、「スクールカウンセラー、相談員、養護教諭を積極的に活用して教育相談体制
の充実を図った」と回答した公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

いじめの認知件数に対して解消したものの
割合※１

スクールカウンセラー、相談員、養護教諭
を積極的に活用して教育相談体制の充実
を図った学校の割合※２
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KPI（重要業績評価指標）

❸ いじめた子どもへの指導やその保護者への助言
●

●

　いじめた子どもに指導を行う際は、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為
であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、いじめた子どもが抱える問題や背
景にも目を向け、安全・安心、健全な人格の発達に配慮しながら適切な支援を行います。
　いじめた子どもの保護者には、いじめの事実を確認後、迅速に連絡し、理解を得た上で、学校と
保護者が連携しながら、いじめの解消に向けた対応を行います。

❹ いじめが起きた集団への働きかけ
● 　いじめが起きた集団に属する子どもたちには、いじめを自分事としてとらえさせることが必要であ

ることから、いじめの行為をその場で止めることができなくても、いじめがあることを教職員など
の身近な大人に伝えることや、いじめの行為に対して同調する言動は、いじめに加担することにつ
ながることを、子どもたちに理解させます。

項　目 現状値（令和5年度）

小 学 校　97.4％
中 学 校　96.0％
高等学校　95.5％

92.1％（R4）

（R4）

小 学 校　100％
中 学 校　100％
高等学校　100％

100％

目標値（令和9年度）

※1

※2

当該年度のいじめの認知件数のうち、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」で示された解消要件を満たすものの割合（三重県
教育委員会調べ）
学校におけるいじめの問題に対する日常の取組について、「スクールカウンセラー、相談員、養護教諭を積極的に活用して教育相談体制
の充実を図った」と回答した公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

いじめの認知件数に対して解消したものの
割合※１

スクールカウンセラー、相談員、養護教諭
を積極的に活用して教育相談体制の充実
を図った学校の割合※２
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現状と課題

主な取組内容

4

姿すざめ

　教職員が、研修によりいじめへの対応力が向上し、専門人材などからの支援を受ける
ことによって、子どもたちのささいな変化を見逃すことなく適切に受け止め、いじめの積
極的な認知や子どもたち一人ひとりの状況に応じた対応や支援を実践しています。

❶ いじめに対する組織的な対応の強化

① 　教職員は、子どもの発するＳＯＳのサインを見逃すことなく的確にとらえ、情報共有のもと、組織
的にいじめを認知し、「いじめの防止等のための基本的な方針」や「三重県いじめ防止基本方針」等
をふまえ、組織的な対応を強化することが必要です。

② 　いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る問題であり、さらにどの子どもも被害者にも、
加害者にもなり得る問題であるとの認識に立ち、職員会議や研修会等を通じて、いじめの防止や早
期発見、いじめの発生時への迅速な対応などを徹底することが必要です。

③ 　いじめの問題は、ますます多様化・複雑化し、学校だけで問題を解決することが困難となるケー
スが少なくありません。専門人材を活用して、教職員がいじめの対応に係る相談や指導・助言を受
けることができるよう、教職員のサポート体制を構築することが必要です。

●　いじめ問題への対応は、校内いじめ防止委員会が中心となって、学校組織で取り組みます。また、
校内いじめ防止委員会の機能を強化し、継続させていくため、構成人数は適切か、子どもの心理や
健康状況を共有できる構成となっているか、臨機応変に開催できる状況になっているか、対応方針
を決定して実行できているかなど、運用や組織体制について点検し、改善が必要な場合は見直しを
行います。

●　いじめの初期段階から学校全体で組織的に対応を進めるため、県立学校の校務にいじめ対策担
当を位置づけます。いじめ対策担当は、学校におけるいじめ対応の中核となり、いじめに関する情
報の集約や校長・関係教職員への情報共有、校内いじめ防止委員会における具体的な対応について
の検討などを行います。

❷ 教職員を対象とする研修の充実
●　教職員のいじめへの対応力を高めるため、具体的なケースに基づいて、子どもたちのささいな変
化に気づく力の育成、いじめの構造やいじめの当事者となっている子どもへの対応とその留意点、
いじめを生まない学級づくりなどについて学ぶ研修を実施します。

❸ 専門人材を活用した支援体制の充実
●

●

　教職員がいじめ問題に関わる子どもたちと向き合い、いじめに関わった子どもたちを適切に支援
することができるよう、心理や福祉、法律などの専門人材の積極的な活用を推進します。
　いじめを的確に認知し、適切に対応を進めるため、いじめ対策に知見を有するいじめ対策アドバ
イザーを高等学校に派遣します。いじめ対策アドバイザーは、学校で発生しているいじめや、認知
に至っていない事案について、基本的な考え方や効果的な対応に向けた指摘や助言を行います。

いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実

項　目 現状値（令和5年度）

100％（R4） 100％

目標値（令和9年度）

※学校におけるいじめの問題に対する日常の取組について、「職員会議等を通じて、いじめの問題について教職員間で共通理解を図った」ま
たは「いじめの問題に関する校内研修会を実施した」と回答した公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

KPI（重要業績評価指標）

いじめの問題について、教職員間で共通
理解を図ったり、校内研修会を実施したり
した学校の割合※

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり
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現状と課題

主な取組内容

4

姿すざめ

　教職員が、研修によりいじめへの対応力が向上し、専門人材などからの支援を受ける
ことによって、子どもたちのささいな変化を見逃すことなく適切に受け止め、いじめの積
極的な認知や子どもたち一人ひとりの状況に応じた対応や支援を実践しています。

❶ いじめに対する組織的な対応の強化

① 　教職員は、子どもの発するＳＯＳのサインを見逃すことなく的確にとらえ、情報共有のもと、組織
的にいじめを認知し、「いじめの防止等のための基本的な方針」や「三重県いじめ防止基本方針」等
をふまえ、組織的な対応を強化することが必要です。

② 　いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る問題であり、さらにどの子どもも被害者にも、
加害者にもなり得る問題であるとの認識に立ち、職員会議や研修会等を通じて、いじめの防止や早
期発見、いじめの発生時への迅速な対応などを徹底することが必要です。

③ 　いじめの問題は、ますます多様化・複雑化し、学校だけで問題を解決することが困難となるケー
スが少なくありません。専門人材を活用して、教職員がいじめの対応に係る相談や指導・助言を受
けることができるよう、教職員のサポート体制を構築することが必要です。

●　いじめ問題への対応は、校内いじめ防止委員会が中心となって、学校組織で取り組みます。また、
校内いじめ防止委員会の機能を強化し、継続させていくため、構成人数は適切か、子どもの心理や
健康状況を共有できる構成となっているか、臨機応変に開催できる状況になっているか、対応方針
を決定して実行できているかなど、運用や組織体制について点検し、改善が必要な場合は見直しを
行います。

●　いじめの初期段階から学校全体で組織的に対応を進めるため、県立学校の校務にいじめ対策担
当を位置づけます。いじめ対策担当は、学校におけるいじめ対応の中核となり、いじめに関する情
報の集約や校長・関係教職員への情報共有、校内いじめ防止委員会における具体的な対応について
の検討などを行います。

❷ 教職員を対象とする研修の充実
●　教職員のいじめへの対応力を高めるため、具体的なケースに基づいて、子どもたちのささいな変
化に気づく力の育成、いじめの構造やいじめの当事者となっている子どもへの対応とその留意点、
いじめを生まない学級づくりなどについて学ぶ研修を実施します。

❸ 専門人材を活用した支援体制の充実
●

●

　教職員がいじめ問題に関わる子どもたちと向き合い、いじめに関わった子どもたちを適切に支援
することができるよう、心理や福祉、法律などの専門人材の積極的な活用を推進します。
　いじめを的確に認知し、適切に対応を進めるため、いじめ対策に知見を有するいじめ対策アドバ
イザーを高等学校に派遣します。いじめ対策アドバイザーは、学校で発生しているいじめや、認知
に至っていない事案について、基本的な考え方や効果的な対応に向けた指摘や助言を行います。

いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実

項　目 現状値（令和5年度）

100％（R4） 100％

目標値（令和9年度）

※学校におけるいじめの問題に対する日常の取組について、「職員会議等を通じて、いじめの問題について教職員間で共通理解を図った」ま
たは「いじめの問題に関する校内研修会を実施した」と回答した公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

KPI（重要業績評価指標）

いじめの問題について、教職員間で共通
理解を図ったり、校内研修会を実施したり
した学校の割合※

基本施策4 いじめや暴力のない学びの場づくり
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現状と課題

主な取組内容

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進

1

姿すざめ

　不登校の状況にある児童生徒の意思が尊重され、個々の状況に応じた支援が適切に進
み、誰もが安心して学べる環境が整えられることによって、子どもたち一人ひとりが社会
性や自立心を身につけています。

❶ 魅力ある学校づくりの推進

① 　全ての子どもたちが豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けることができるよう、安心感や
充実感を得られる「魅力ある学校づくり」を進める必要があります。

② 　不登校児童生徒は年々増加しており、学校に対する保護者や子どもたちの意識の変化の影響のほ
か、コロナ禍による生活環境の変化で生活リズムが乱れやすい状況や、学校生活においてさまざま
な制限がある中、登校する意欲が湧きにくい状況があったことなど、不登校の要因・背景は複雑化・
多様化しています。不登校児童生徒が学びたいと思った際に多様な学びにつながることができるよ
う、一人ひとりのニーズに応じた多様な学びの場を確保する必要があります。

④ 　学校内外の専門機関等で相談や指導等を受けていない不登校児童生徒が一定数いることから、
不登校児童生徒の社会的自立をめざして支援する教育支援センター 64等の機能強化に引き続き取
り組む必要があります。また、不登校児童生徒に寄り添い、共感的理解と受容に基づく支援を行え
るよう、教職員の資質向上を図る必要があります。

③ 　不登校はどの子どもにも起こり得るものという認識のもと、休養の必要性を考慮しながら、不登
校児童生徒の意思を尊重し、個々の状況に応じた適切な支援を推進するとともに、保護者が適切な
情報や支援を得られるようにする必要があります。

●

●

●

●

　日々の授業や学校行事において、子どもたちの自主的・自律的な活動をとおして「絆づくり」・「居
場所づくり」を推進するとともに、いじめや暴力行為、体罰等を許さない学校づくりに取り組むこと
で、子どもたちにとって安心して学べる「魅力ある学校づくり」を進めます。
　学校の教育相談体制の充実に取り組み、子どもたちが安心して学校生活を送ることができる環境
を整えます。また、日頃の子どもたちの観察や教育相談等により、子どもたちの授業への満足度や
教職員への信頼感、学校生活への安心感等を把握し、関係者が共通理解を持って教育活動を進め
ます。
　学校生活や友人関係などでつまずいたり、思うようにいかなかったりする状況に直面した場合、し
なやかに受け止めて、乗り越えていけるよう、物事の見方や考え方には多様なとらえ方があることや、
ポジティブな感情を持つこと、周りには支え応援してくれる人たちがいることに気づくことなどができ
るよう、ソーシャルスキルトレーニングの手法を取り入れたレジリエンス教育65に取り組みます。
　子どもたちの進学や転校等にあたって、必要な支援情報が適切に進学先等に引き継がれるよう、
情報共有を行うなど途切れのない支援を行い、子どもたちが安心して学べる学校づくりに取り組み
ます。

❷ 多様な教育機会の確保
●

●

●

　不登校児童生徒の多様な教育機会を確保するため、「学びの多様化学校66」の設置に向けて取り
組みます。また、教室とは別の居場所として学習支援等を行う校内教育支援センターの整備を推進
するとともに、オンラインを活用した学習支援や相談等の環境整備に取り組みます。
　不登校児童生徒の学校外での学びについては、教育支援センターやフリースクール等において社
会的自立に向けた取組や自己肯定感を高める活動等を安心して行うことができるよう、子どもの意
思を尊重しながら、個々の子どもや家庭の状況に応じた支援を進めます。
　高等学校段階の子どもたちを対象とした県立教育支援センターでの多様な学びや活動の充実を図
り、子どもたちの社会的自立を支援します。

❸ 不登校児童生徒への効果的な支援の充実
●　不登校児童生徒を支援する教育支援センターやフリースクール、福祉機関・施設等と学校による
情報共有を進め、連携した支援に取り組みます。
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64 不登校児童生徒等の社会的自立をめざし、在籍校と連携しつつ、個別カウンセリングや集団での指導、教科指導等を行う施設。

65

66

子どもたちが、学校生活や友人関係などで、つまずきや失敗、思うようにいかない状況をしなやかに受け止めて適応し、立ち直り、回復
する力を育む教育。
不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、特定の学校において教育課
程の基準によらず、特別の教育課程を編成することができるとする特例措置によって文部科学大臣から指定された学校。

不登校の状況にある児童生徒への支援
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現状と課題

主な取組内容

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進

1

姿すざめ

　不登校の状況にある児童生徒の意思が尊重され、個々の状況に応じた支援が適切に進
み、誰もが安心して学べる環境が整えられることによって、子どもたち一人ひとりが社会
性や自立心を身につけています。

❶ 魅力ある学校づくりの推進

① 　全ての子どもたちが豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けることができるよう、安心感や
充実感を得られる「魅力ある学校づくり」を進める必要があります。

② 　不登校児童生徒は年々増加しており、学校に対する保護者や子どもたちの意識の変化の影響のほ
か、コロナ禍による生活環境の変化で生活リズムが乱れやすい状況や、学校生活においてさまざま
な制限がある中、登校する意欲が湧きにくい状況があったことなど、不登校の要因・背景は複雑化・
多様化しています。不登校児童生徒が学びたいと思った際に多様な学びにつながることができるよ
う、一人ひとりのニーズに応じた多様な学びの場を確保する必要があります。

④ 　学校内外の専門機関等で相談や指導等を受けていない不登校児童生徒が一定数いることから、
不登校児童生徒の社会的自立をめざして支援する教育支援センター 64等の機能強化に引き続き取
り組む必要があります。また、不登校児童生徒に寄り添い、共感的理解と受容に基づく支援を行え
るよう、教職員の資質向上を図る必要があります。

③ 　不登校はどの子どもにも起こり得るものという認識のもと、休養の必要性を考慮しながら、不登
校児童生徒の意思を尊重し、個々の状況に応じた適切な支援を推進するとともに、保護者が適切な
情報や支援を得られるようにする必要があります。

●

●

●

●

　日々の授業や学校行事において、子どもたちの自主的・自律的な活動をとおして「絆づくり」・「居
場所づくり」を推進するとともに、いじめや暴力行為、体罰等を許さない学校づくりに取り組むこと
で、子どもたちにとって安心して学べる「魅力ある学校づくり」を進めます。
　学校の教育相談体制の充実に取り組み、子どもたちが安心して学校生活を送ることができる環境
を整えます。また、日頃の子どもたちの観察や教育相談等により、子どもたちの授業への満足度や
教職員への信頼感、学校生活への安心感等を把握し、関係者が共通理解を持って教育活動を進め
ます。
　学校生活や友人関係などでつまずいたり、思うようにいかなかったりする状況に直面した場合、し
なやかに受け止めて、乗り越えていけるよう、物事の見方や考え方には多様なとらえ方があることや、
ポジティブな感情を持つこと、周りには支え応援してくれる人たちがいることに気づくことなどができ
るよう、ソーシャルスキルトレーニングの手法を取り入れたレジリエンス教育65に取り組みます。
　子どもたちの進学や転校等にあたって、必要な支援情報が適切に進学先等に引き継がれるよう、
情報共有を行うなど途切れのない支援を行い、子どもたちが安心して学べる学校づくりに取り組み
ます。

❷ 多様な教育機会の確保
●

●

●

　不登校児童生徒の多様な教育機会を確保するため、「学びの多様化学校66」の設置に向けて取り
組みます。また、教室とは別の居場所として学習支援等を行う校内教育支援センターの整備を推進
するとともに、オンラインを活用した学習支援や相談等の環境整備に取り組みます。
　不登校児童生徒の学校外での学びについては、教育支援センターやフリースクール等において社
会的自立に向けた取組や自己肯定感を高める活動等を安心して行うことができるよう、子どもの意
思を尊重しながら、個々の子どもや家庭の状況に応じた支援を進めます。
　高等学校段階の子どもたちを対象とした県立教育支援センターでの多様な学びや活動の充実を図
り、子どもたちの社会的自立を支援します。

❸ 不登校児童生徒への効果的な支援の充実
●　不登校児童生徒を支援する教育支援センターやフリースクール、福祉機関・施設等と学校による
情報共有を進め、連携した支援に取り組みます。
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64 不登校児童生徒等の社会的自立をめざし、在籍校と連携しつつ、個別カウンセリングや集団での指導、教科指導等を行う施設。

65

66

子どもたちが、学校生活や友人関係などで、つまずきや失敗、思うようにいかない状況をしなやかに受け止めて適応し、立ち直り、回復
する力を育む教育。
不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、特定の学校において教育課
程の基準によらず、特別の教育課程を編成することができるとする特例措置によって文部科学大臣から指定された学校。

不登校の状況にある児童生徒への支援
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

●

●

　教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる支援を充実させるとともに、
欠席日数や遅刻・早退の数に加え、学習の状況や友人関係、健康状態等により潜在的に支援が必
要な子どもたちを早期から把握するスクリーニングの手法を活用し、個々の子どもや家庭の状況に
応じて、福祉や医療等の関係機関と連携した支援を推進します。
　不登校児童生徒や保護者への支援を専門的に行う教育支援センターが、地域における不登校支
援の中核となるよう、不登校支援アドバイザーやスクールソーシャルワーカーを活用して、通所して
いる子どもたちの支援に加え、通所できない子どもたちに対しても訪問（アウトリーチ）型支援を進
めるなど、引き続き機能強化に取り組みます。
　さまざまな事情を抱える不登校児童生徒を支援するため、オンライン会議サービスやメタバース67

によるICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推進します。
　保護者を対象とした交流会や地区別の相談会を実施し、保護者同士が交流する機会や専門機関
への相談ができる機会を提供することで、適切な支援につなげます。

❹ 教職員の対応力の向上
●

●

　スクールカウンセラー等が講師となり、個々の子どもに応じた支援の方法等に関して、事例をも
とにした研修会等を実施し、教職員のカウンセリングマインドの向上を図ります。
　地域の教育支援センターの指導員の資質向上を図るため、事例検討会等の各種研修会を支援し
ます。

67 ユーザー間でコミュニケーションを取ることができる仮想的なデジタル空間。

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　70.9％
中学生　61.5％
高校生　49.9％

18校

（R4）

53校

小学生　89.1％
中学生　88.6％
高校生　70.5％

目標値（令和9年度）

※1

※2

学校内のスクールカウンセラーや学校外の教育支援センター等による専門的な相談・指導を受けた公立小中学校および県立高等学校の
不登校児童生徒の割合（三重県教育委員会調べ）
不登校を含む長期欠席者の数が１クラス規模（４０人）を超える公立小中学校における校内教育支援センターの設置数（累計）（三重県教
育委員会調べ）

学校内外で専門的な相談・指導を受けた不
登校の子どもたちの割合※１

不登校を含む長期欠席者が40人を超える
小中学校における「校内教育支援センター」
の設置数※２
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

●

●

　教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる支援を充実させるとともに、
欠席日数や遅刻・早退の数に加え、学習の状況や友人関係、健康状態等により潜在的に支援が必
要な子どもたちを早期から把握するスクリーニングの手法を活用し、個々の子どもや家庭の状況に
応じて、福祉や医療等の関係機関と連携した支援を推進します。
　不登校児童生徒や保護者への支援を専門的に行う教育支援センターが、地域における不登校支
援の中核となるよう、不登校支援アドバイザーやスクールソーシャルワーカーを活用して、通所して
いる子どもたちの支援に加え、通所できない子どもたちに対しても訪問（アウトリーチ）型支援を進
めるなど、引き続き機能強化に取り組みます。
　さまざまな事情を抱える不登校児童生徒を支援するため、オンライン会議サービスやメタバース67

によるICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推進します。
　保護者を対象とした交流会や地区別の相談会を実施し、保護者同士が交流する機会や専門機関
への相談ができる機会を提供することで、適切な支援につなげます。

❹ 教職員の対応力の向上
●

●

　スクールカウンセラー等が講師となり、個々の子どもに応じた支援の方法等に関して、事例をも
とにした研修会等を実施し、教職員のカウンセリングマインドの向上を図ります。
　地域の教育支援センターの指導員の資質向上を図るため、事例検討会等の各種研修会を支援し
ます。

67 ユーザー間でコミュニケーションを取ることができる仮想的なデジタル空間。

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　70.9％
中学生　61.5％
高校生　49.9％

18校

（R4）

53校

小学生　89.1％
中学生　88.6％
高校生　70.5％

目標値（令和9年度）

※1

※2

学校内のスクールカウンセラーや学校外の教育支援センター等による専門的な相談・指導を受けた公立小中学校および県立高等学校の
不登校児童生徒の割合（三重県教育委員会調べ）
不登校を含む長期欠席者の数が１クラス規模（４０人）を超える公立小中学校における校内教育支援センターの設置数（累計）（三重県教
育委員会調べ）

学校内外で専門的な相談・指導を受けた不
登校の子どもたちの割合※１

不登校を含む長期欠席者が40人を超える
小中学校における「校内教育支援センター」
の設置数※２
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現状と課題

主な取組内容

2

姿すざめ

　外国につながる児童生徒68（以下「外国人児童生徒」という。）が、日本語力や学力など、
地域社会で生きていくための基礎を培うことにより、将来の可能性を広げ、自己実現を
果たし、社会の一員として自立するために必要な力を身につけています。

❶ 就学の促進

① 　「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が施行され、
義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重し、年齢または国
籍等に関わりなく、能力に応じた教育機会を確保することが規定されました。本県では、外国人の
子どもの就学の促進に取り組んでいるものの、不就学の外国人の子どもも若干名みられます。

② 　本県では、日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する公立小中学校の割合が全国的にみて高く、
今後、外国人児童生徒の数はさらに増加することが見込まれます。また、外国人児童生徒の国籍や使
用言語の多様化が進んでいます。こうした状況は、子どもたちが学校生活の中で多様な文化や価値観
等を共有し、多文化共生について理解を深めることができる魅力ある教育環境につながっています。

④ 　本県では、就学前段階や義務教育段階において、日常生活に必要な日本語力や日本語で学ぶ力の
習得のための支援に先進的に取り組んできました。一方で、外国人の居住地域が広がっており、受入
体制や日本語指導についての課題は、地域により違いがみられます。こうしたこともふまえ、県内全
域で同様の支援が受けられるよう、受入体制・支援体制をより一層充実させる必要があります。

⑤ 　日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する県内の公立小中学校の割合は約５０％であり、一
人ひとりの実態に応じた日本語指導や支援を行うため、教職員の専門性を高める必要があります。

③ 　日本での学校生活や日本語習得、教科学習に困難を抱える外国人児童生徒や、進路決定ができ
ないまま学校を卒業したり、中途退学したりする外国人児童生徒もいます。こうしたことから、一人
ひとりの文化や生活習慣の違い、言葉が通じないことなどから生じる不安や悩みに寄り添って対応
するとともに、学びの継続や希望する進路の実現に向けた支援を推進する必要があります。また、
日本語でのコミュニケーションが難しい保護者に対し、学校生活や進路等に係る情報を正確に伝え
ることが必要です。

●

●

　外国人の子どもの学ぶ機会を保障するため、多言語対応のパンフレットを用いて日本の学校制度
の周知を図るなど、就学に向けた取組を実施します。
　外国人児童生徒が将来の職業・生活などに夢や希望を持って学習を続けられるよう、進学や就職
等の進路選択を支援するとともに、在日期間が短いことで、日本語運用能力やコミュニケーション
能力が十分でない外国人生徒に対し、特別枠による入学者選抜を実施します。また、高等学校では、
進学や就職に関するセミナーの実施や、奨学金・社会保障制度等の情報提供などを通じて、進路指
導・キャリア教育の充実を図ります。

❷ 日本語指導・支援の充実
●

●

●

●

●

●

　外国人の子どもの受入体制の充実を図るため、市町が行う初期の日本語指導や学校生活への適
応指導の取組を支援するとともに、外国人の子どもが安心して母国語で相談できる教育相談体制を
整えます。
　小中学校では、外国人児童生徒が日本語で行う授業に参加し、さまざまな人たちとの関わりをと
おして学習に取り組むことができるよう、日本語で学ぶ力の育成をめざしたカリキュラム（ＪＳＬカリ
キュラム69）を活用した授業や、日本語能力に応じた特別の教育課程による日本語指導等の取組に
ついて、効果的な実践事例を普及し、一人ひとりの状況に応じた指導につなげます。
　小中学校では、外国人児童生徒が生活するための言語だけでなく、学習する上で必要な言語を習
得し、安心して学びを継続できるよう、外国人児童生徒巡回相談員の派遣や日本語教育のオンライ
ン授業の実施などを通じて、個々の日本語習得状況に応じた学習支援を行います。
　外国人児童生徒が在籍する県立学校では、日本語学習のための選択科目の開設や、個々の日本
語習得状況に応じた取り出し授業などの実施を進めるとともに、母語による学習支援・進路相談を
行う外国人生徒支援専門員や、日本語学習等に係る支援を行う日本語指導アドバイザー等を活用し、
きめ細かな指導・支援の取組を推進します。
　外国人児童生徒が県内全域で質の高い日本語教育カリキュラムを受けることができるよう、オン
ラインを活用した日本語指導を進めます。
　子どもたちが、学校生活の中で多様な文化や価値観を共有し、多文化共生について理解を深める
ことができるよう、外国人児童生徒の出身国の文化や生活習慣等について学ぶ取組を推進します。

68 外国につながる児童生徒には、日本国籍であっても複数の言語や文化につながる児童生徒を含みます。
69 JSLは、Japanese as a Second Languageの略。日常的な会話はある程度できるものの、学習活動への参加が難しい外国人児童生

徒に対して、学習活動に日本語で参加する力を育成するため、日本語指導と教科指導とを統合的に行う指導方法。

外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進
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現状と課題

主な取組内容

2

姿すざめ

　外国につながる児童生徒68（以下「外国人児童生徒」という。）が、日本語力や学力など、
地域社会で生きていくための基礎を培うことにより、将来の可能性を広げ、自己実現を
果たし、社会の一員として自立するために必要な力を身につけています。

❶ 就学の促進

① 　「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が施行され、
義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重し、年齢または国
籍等に関わりなく、能力に応じた教育機会を確保することが規定されました。本県では、外国人の
子どもの就学の促進に取り組んでいるものの、不就学の外国人の子どもも若干名みられます。

② 　本県では、日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する公立小中学校の割合が全国的にみて高く、
今後、外国人児童生徒の数はさらに増加することが見込まれます。また、外国人児童生徒の国籍や使
用言語の多様化が進んでいます。こうした状況は、子どもたちが学校生活の中で多様な文化や価値観
等を共有し、多文化共生について理解を深めることができる魅力ある教育環境につながっています。

④ 　本県では、就学前段階や義務教育段階において、日常生活に必要な日本語力や日本語で学ぶ力の
習得のための支援に先進的に取り組んできました。一方で、外国人の居住地域が広がっており、受入
体制や日本語指導についての課題は、地域により違いがみられます。こうしたこともふまえ、県内全
域で同様の支援が受けられるよう、受入体制・支援体制をより一層充実させる必要があります。

⑤ 　日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する県内の公立小中学校の割合は約５０％であり、一
人ひとりの実態に応じた日本語指導や支援を行うため、教職員の専門性を高める必要があります。

③ 　日本での学校生活や日本語習得、教科学習に困難を抱える外国人児童生徒や、進路決定ができ
ないまま学校を卒業したり、中途退学したりする外国人児童生徒もいます。こうしたことから、一人
ひとりの文化や生活習慣の違い、言葉が通じないことなどから生じる不安や悩みに寄り添って対応
するとともに、学びの継続や希望する進路の実現に向けた支援を推進する必要があります。また、
日本語でのコミュニケーションが難しい保護者に対し、学校生活や進路等に係る情報を正確に伝え
ることが必要です。

●

●

　外国人の子どもの学ぶ機会を保障するため、多言語対応のパンフレットを用いて日本の学校制度
の周知を図るなど、就学に向けた取組を実施します。
　外国人児童生徒が将来の職業・生活などに夢や希望を持って学習を続けられるよう、進学や就職
等の進路選択を支援するとともに、在日期間が短いことで、日本語運用能力やコミュニケーション
能力が十分でない外国人生徒に対し、特別枠による入学者選抜を実施します。また、高等学校では、
進学や就職に関するセミナーの実施や、奨学金・社会保障制度等の情報提供などを通じて、進路指
導・キャリア教育の充実を図ります。

❷ 日本語指導・支援の充実
●

●

●

●

●

●

　外国人の子どもの受入体制の充実を図るため、市町が行う初期の日本語指導や学校生活への適
応指導の取組を支援するとともに、外国人の子どもが安心して母国語で相談できる教育相談体制を
整えます。
　小中学校では、外国人児童生徒が日本語で行う授業に参加し、さまざまな人たちとの関わりをと
おして学習に取り組むことができるよう、日本語で学ぶ力の育成をめざしたカリキュラム（ＪＳＬカリ
キュラム69）を活用した授業や、日本語能力に応じた特別の教育課程による日本語指導等の取組に
ついて、効果的な実践事例を普及し、一人ひとりの状況に応じた指導につなげます。
　小中学校では、外国人児童生徒が生活するための言語だけでなく、学習する上で必要な言語を習
得し、安心して学びを継続できるよう、外国人児童生徒巡回相談員の派遣や日本語教育のオンライ
ン授業の実施などを通じて、個々の日本語習得状況に応じた学習支援を行います。
　外国人児童生徒が在籍する県立学校では、日本語学習のための選択科目の開設や、個々の日本
語習得状況に応じた取り出し授業などの実施を進めるとともに、母語による学習支援・進路相談を
行う外国人生徒支援専門員や、日本語学習等に係る支援を行う日本語指導アドバイザー等を活用し、
きめ細かな指導・支援の取組を推進します。
　外国人児童生徒が県内全域で質の高い日本語教育カリキュラムを受けることができるよう、オン
ラインを活用した日本語指導を進めます。
　子どもたちが、学校生活の中で多様な文化や価値観を共有し、多文化共生について理解を深める
ことができるよう、外国人児童生徒の出身国の文化や生活習慣等について学ぶ取組を推進します。

68 外国につながる児童生徒には、日本国籍であっても複数の言語や文化につながる児童生徒を含みます。
69 JSLは、Japanese as a Second Languageの略。日常的な会話はある程度できるものの、学習活動への参加が難しい外国人児童生

徒に対して、学習活動に日本語で参加する力を育成するため、日本語指導と教科指導とを統合的に行う指導方法。

外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

　外国人の子どもの就学を促進するため、プレスクールの取組が市町において進められるよう、県
が作成した教材・マニュアルの普及を図ります。
　外国人児童生徒の保護者が学校からの連絡を正確に把握できるよう、多言語70に対応した連絡・
案内文書例の作成や、連絡文書等の翻訳支援を行います。

❸ 教職員を対象とする研修の充実
● 　教職員を対象としたＪＳＬカリキュラムや日本語指導等に関する研修の実施を通じ、教職員同士の

連携を強化するとともに、日本語指導等の指導力向上を図ります。

70 ポルトガル語・タガログ語・スペイン語・中国語・ビザイヤ語・英語の６言語に対応（令和６（２０２４）年３月時点）。

項　目 現状値（令和5年度） 目標値（令和9年度）

※ 日本語を用いた授業を受けられるようになることをめざし、児童生徒の日本語習得の状況に応じた教育を計画的に行っている公立小中学
校および県立高等学校の割合（三重県教育委員会調べ）

小 学 校　100％
中 学 校　100％
高等学校　68.8％

小 学 校　100％
中 学 校　100％
高等学校　100％

日本語指導が必要な子どもたちに対して、
個々の日本語習得レベルに応じた教育を計
画的に行っている学校の割合※
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

　外国人の子どもの就学を促進するため、プレスクールの取組が市町において進められるよう、県
が作成した教材・マニュアルの普及を図ります。
　外国人児童生徒の保護者が学校からの連絡を正確に把握できるよう、多言語70に対応した連絡・
案内文書例の作成や、連絡文書等の翻訳支援を行います。

❸ 教職員を対象とする研修の充実
● 　教職員を対象としたＪＳＬカリキュラムや日本語指導等に関する研修の実施を通じ、教職員同士の

連携を強化するとともに、日本語指導等の指導力向上を図ります。

70 ポルトガル語・タガログ語・スペイン語・中国語・ビザイヤ語・英語の６言語に対応（令和６（２０２４）年３月時点）。

項　目 現状値（令和5年度） 目標値（令和9年度）

※ 日本語を用いた授業を受けられるようになることをめざし、児童生徒の日本語習得の状況に応じた教育を計画的に行っている公立小中学
校および県立高等学校の割合（三重県教育委員会調べ）

小 学 校　100％
中 学 校　100％
高等学校　68.8％

小 学 校　100％
中 学 校　100％
高等学校　100％

日本語指導が必要な子どもたちに対して、
個々の日本語習得レベルに応じた教育を計
画的に行っている学校の割合※
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現状と課題

主な取組内容

3

姿すざめ

　防災教育を通じて、子どもたちが、地震や津波、風水害などの自然災害に対して、自
分の命は自分で守るとともに、災害時には地域の一員として行動できる力を身につけてい
ます。また、平時から学校と家庭・地域が連携して防災対策に取り組むとともに、災害時
に学校教育を速やかに復旧するための体制が整備されています。

❶ 実践的な防災教育の推進

① 　南海トラフ地震や津波、年々勢力を増す台風、集中豪雨など、「必ず起こる」大規模災害から子ど
もたちが自分の命を守る力を身につけるため、学校における防災教育を効果的に推進するとともに、
学校と家庭・地域が協働して、災害時に子どもたちが発達段階に応じて地域の一員として行動でき
る力を育成する必要があります。また、コロナ禍で制限された避難訓練や関係機関との協議など、
安全な学びの環境の確保に向けた取組の充実を図っていくことが求められています。

② 　教職員の防災教育の指導力を高めるとともに、南海トラフ地震等の大規模災害が発生した場合に備
え、教職員の実践的な災害対応力の向上を図ることが必要です。また、学校教育を速やかに復旧する
ための体制を整えることが必要です。

●

●

　子どもたちが自分の命は自分で守る力を身につけられるよう、防災ノートと防災教育用デジタルコン
テンツ71を組み合わせた防災学習の充実を図るとともに、防災タウンウォッチング・防災マップづくり
等の体験型学習や実践的な防災訓練の実施など、学校における防災教育を推進します。
　子どもたちの安全を確保し、子どもたちが地域の支援者として自ら行動できるよう、防災ノートや防
災教育用デジタルコンテンツを活用し、家庭における防災学習の取組を進めるとともに、地域の方々と
合同で防災学習や避難訓練を実施するなど、学校と家庭・地域が連携した防災教育を推進します。

● 　子どもたちが、東日本大震災の被災地で現地の方々と交流したり、避難所運営や災害ボランティ
ア活動を模擬体験したりする機会を通じて、災害時に自らできることを考え、実践する力を身につ
ける取組を進めます。

❷ 災害が生じた際の適切な学校再開
●

●

●

　各学校に配置する学校防災リーダー等を対象とする研修等において、1人1台端末を活用した防
災教育の指導方法や、実践的・効果的なマニュアルの作成方法、防災訓練の実施方法について普及
したり、避難所運営体験を取り入れたりすることなどを通じて、教職員の防災意識と指導力の向上
を図ります。
　災害時における学校教育の早期復旧を図るため、学校の早期再開、子どもたちの心のケアなど、
災害時の学校運営に関する専門的な知識や実践的な対応能力を備える教職員の育成を推進し、災
害時における学校の体制の強化を図ります。
　災害時における学校安全の確保や学校再開の支援、避難所の円滑な開設・運営のため、市町教
育委員会等と連携した支援体制、情報収集・提供体制の整備など、教育環境の確保に向けた取組
を進めます。

❸ 学校施設の防災・耐震対策の推進
●
●

●

　県立学校では、校舎の老朽化対策等と併せて、非構造部材の耐震対策に取り組みます。
　小中学校等においても老朽化対策や非構造部材の耐震対策が推進されるよう、市町等教育委員
会への情報提供や助言を行います。
　学校の備蓄物資、防災資機材等の管理を適切に行い、大規模災害の発生に備えます。

71 デジタル化された静止画や動画、音声、文字などの情報やデータの総称。

防災教育・防災対策の推進

項　目 現状値（令和5年度）

88.9％ 100％

目標値（令和9年度）

※家庭や自主防災組織、自治会等と連携した防災訓練などの取組を実施している公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

KPI（重要業績評価指標）

家庭や地域と連携した防災の取組を実施し
ている学校の割合※

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進

第
2
章

基
本
施
策
5

第
2
章

基
本
施
策
5

125



現状と課題

主な取組内容

3

姿すざめ

　防災教育を通じて、子どもたちが、地震や津波、風水害などの自然災害に対して、自
分の命は自分で守るとともに、災害時には地域の一員として行動できる力を身につけてい
ます。また、平時から学校と家庭・地域が連携して防災対策に取り組むとともに、災害時
に学校教育を速やかに復旧するための体制が整備されています。

❶ 実践的な防災教育の推進

① 　南海トラフ地震や津波、年々勢力を増す台風、集中豪雨など、「必ず起こる」大規模災害から子ど
もたちが自分の命を守る力を身につけるため、学校における防災教育を効果的に推進するとともに、
学校と家庭・地域が協働して、災害時に子どもたちが発達段階に応じて地域の一員として行動でき
る力を育成する必要があります。また、コロナ禍で制限された避難訓練や関係機関との協議など、
安全な学びの環境の確保に向けた取組の充実を図っていくことが求められています。

② 　教職員の防災教育の指導力を高めるとともに、南海トラフ地震等の大規模災害が発生した場合に備
え、教職員の実践的な災害対応力の向上を図ることが必要です。また、学校教育を速やかに復旧する
ための体制を整えることが必要です。

●

●

　子どもたちが自分の命は自分で守る力を身につけられるよう、防災ノートと防災教育用デジタルコン
テンツ71を組み合わせた防災学習の充実を図るとともに、防災タウンウォッチング・防災マップづくり
等の体験型学習や実践的な防災訓練の実施など、学校における防災教育を推進します。
　子どもたちの安全を確保し、子どもたちが地域の支援者として自ら行動できるよう、防災ノートや防
災教育用デジタルコンテンツを活用し、家庭における防災学習の取組を進めるとともに、地域の方々と
合同で防災学習や避難訓練を実施するなど、学校と家庭・地域が連携した防災教育を推進します。

● 　子どもたちが、東日本大震災の被災地で現地の方々と交流したり、避難所運営や災害ボランティ
ア活動を模擬体験したりする機会を通じて、災害時に自らできることを考え、実践する力を身につ
ける取組を進めます。

❷ 災害が生じた際の適切な学校再開
●

●

●

　各学校に配置する学校防災リーダー等を対象とする研修等において、1人1台端末を活用した防
災教育の指導方法や、実践的・効果的なマニュアルの作成方法、防災訓練の実施方法について普及
したり、避難所運営体験を取り入れたりすることなどを通じて、教職員の防災意識と指導力の向上
を図ります。
　災害時における学校教育の早期復旧を図るため、学校の早期再開、子どもたちの心のケアなど、
災害時の学校運営に関する専門的な知識や実践的な対応能力を備える教職員の育成を推進し、災
害時における学校の体制の強化を図ります。
　災害時における学校安全の確保や学校再開の支援、避難所の円滑な開設・運営のため、市町教
育委員会等と連携した支援体制、情報収集・提供体制の整備など、教育環境の確保に向けた取組
を進めます。

❸ 学校施設の防災・耐震対策の推進
●
●

●

　県立学校では、校舎の老朽化対策等と併せて、非構造部材の耐震対策に取り組みます。
　小中学校等においても老朽化対策や非構造部材の耐震対策が推進されるよう、市町等教育委員
会への情報提供や助言を行います。
　学校の備蓄物資、防災資機材等の管理を適切に行い、大規模災害の発生に備えます。

71 デジタル化された静止画や動画、音声、文字などの情報やデータの総称。

防災教育・防災対策の推進

項　目 現状値（令和5年度）

88.9％ 100％

目標値（令和9年度）

※家庭や自主防災組織、自治会等と連携した防災訓練などの取組を実施している公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

KPI（重要業績評価指標）

家庭や地域と連携した防災の取組を実施し
ている学校の割合※
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現状と課題

主な取組内容

4

姿すざめ

　学校・地域・関係機関の連携・協働のもと、子どもたちの安全・安心を確保する取組が
進んでおり、安全教育の推進により、子どもたちが主体的に判断し、行動できる力を身に
つけています。

❶ 組織的取組の推進

① 　子どもたちの安全・安心を確保するため、これまでも学校でさまざまな計画やマニュアルが整備され
てきましたが、より実効的な取組に結びつける必要があります。また、関係者の学校安全の取組内容
や意識の差を埋めるとともに、学校安全計画に基づく組織的・計画的な取組を推進する必要があります。

② 　通学路等で、自転車乗車中をはじめとする子どもたちが関わる交通事故や、不審者による声掛け、
つきまとい等の事案が後を絶たない状況が続いています。子どもたちが将来にわたって事故や事件の当
事者とならないよう、地域社会全体で子どもたちを守る取組を進めるとともに、子どもたちが自ら危険
を予測し、回避する力を身につけるための安全教育を充実させる必要があります。

④ 　新型コロナウイルス感染症対策の経験を生かし、災害時や感染症等の発生などの非常時において
も、子どもたちが安全・安心に学びを継続できるよう、取組を進める必要があります。

③ 　生涯にわたる心の健康維持の観点から学校において自殺予防教育を充実するとともに、子どもた
ちが、インターネットを通じて有害情報等に触れたり、犯罪やトラブルに巻き込まれたりすることの
ないよう、子どもたちを守る取組を進め、豊かな育ちを支える必要があります。

● 　事故・災害等発生時において、学校全体としての活動や校内組織の適切な役割分担に基づく対応
ができるよう、学校安全を学校経営に明確に位置づけ、学校安全計画に基づき組織的・計画的に
取り組みます。

❸ 安全に関する教育の推進
●

●

●

　子どもたちが事故の当事者とならないようにするとともに、事故の当事者となった場合には適切に
対応できるよう、交通安全に関わる団体と連携し、発達段階に応じた交通安全教育を進めます。
また、自転車乗車中の事故の被害を低減できるよう、ヘルメット着用を推奨する取組を進めるとと
もに、将来にわたって交通安全に対する意識を高めるため、子どもたちや保護者を対象に、「三重
県交通安全条例」および「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」の周知に取り組みます。
　子どもたちが安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるとともに、主体的に行動する態度
や危険を予測し回避する能力を身につけることができるよう、「地域安全マップ」の作成、高校生に
よる小学生への交通安全教室や防犯教室の開催など、参加・体験・実践型の取組を進めます。
　生涯にわたる心の健康維持のための「SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育」や、子ど
もたちが性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないための「生命（いのち）の安全教育」
を推進します。

●

●

　学校を取り巻く環境の変化をふまえ、危機管理マニュアルが常に実効的なものとなるよう、点検・
見直しを進めます。
　学校安全計画の内容や取組の実効性を高めるため、学校安全の中核を担う教職員の位置づけを
明確化するとともに、効果的な研修を実施します。

❷ 家庭・地域・関係機関等との連携・協働による学校安全の推進
●

●

●

●

●

●

　子どもたちが安心して登下校できるよう、市町で実施する「通学路交通安全プログラム」に基づく
合同点検の結果を道路管理者や警察と共有し、通学路の安全確保の取組を進めます。
　地域社会全体で子どもたちの安全を守るため、スクールガード・リーダー 72の育成を進めます。
また、スクールガード・リーダーが地域の核として、学校安全ボランティア（スクールガード）への指導・
助言を行うことなどを通じて、学校と地域が連携した安全体制の充実に取り組みます。
　子どもたちに被害が生じた事案等の発生情報を保護者や地域の方々と迅速に共有するため、学校
と警察など、関係機関との情報共有体制を強化するとともに、警察のＷｅｂサイトに掲載されてい
る交通安全や不審者等の最新の情報を活用したタイムリーな情報発信活動を推進します。
　熱中症を予防するため、各学校において、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じた運動や行動の指針等を
整備し、指針に基づいた状況判断や対応を進めます。また、学校関係者が熱中症の事故防止に必
要な対応への理解を深めることができるよう取り組みます。（再掲）
　事故防止に向け、子どもたち個々の運動能力や体力の実態・適性、興味・関心に応じて、適切な
指導計画を立てることができるよう、教職員の指導力向上に取り組みます。（再掲）
　校舎の老朽化対策等と併せて非構造部材の耐震対策を進めるとともに、施設・設備の点検や防犯
対策など安全管理に取り組みます。また、熱中症対策の観点から、体育施設等の空調設備の整備
について検討を行い、必要な取組を進めます。

72 自治体等によって委嘱された警察官ＯＢや防犯の専門家等のことで、学校の防犯体制およびスクールガードの活動に対して専門的な指導・
助言等を行う者。

子どもたちの安全・安心の確保
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現状と課題

主な取組内容

4

姿すざめ

　学校・地域・関係機関の連携・協働のもと、子どもたちの安全・安心を確保する取組が
進んでおり、安全教育の推進により、子どもたちが主体的に判断し、行動できる力を身に
つけています。

❶ 組織的取組の推進

① 　子どもたちの安全・安心を確保するため、これまでも学校でさまざまな計画やマニュアルが整備され
てきましたが、より実効的な取組に結びつける必要があります。また、関係者の学校安全の取組内容
や意識の差を埋めるとともに、学校安全計画に基づく組織的・計画的な取組を推進する必要があります。

② 　通学路等で、自転車乗車中をはじめとする子どもたちが関わる交通事故や、不審者による声掛け、
つきまとい等の事案が後を絶たない状況が続いています。子どもたちが将来にわたって事故や事件の当
事者とならないよう、地域社会全体で子どもたちを守る取組を進めるとともに、子どもたちが自ら危険
を予測し、回避する力を身につけるための安全教育を充実させる必要があります。

④ 　新型コロナウイルス感染症対策の経験を生かし、災害時や感染症等の発生などの非常時において
も、子どもたちが安全・安心に学びを継続できるよう、取組を進める必要があります。

③ 　生涯にわたる心の健康維持の観点から学校において自殺予防教育を充実するとともに、子どもた
ちが、インターネットを通じて有害情報等に触れたり、犯罪やトラブルに巻き込まれたりすることの
ないよう、子どもたちを守る取組を進め、豊かな育ちを支える必要があります。

● 　事故・災害等発生時において、学校全体としての活動や校内組織の適切な役割分担に基づく対応
ができるよう、学校安全を学校経営に明確に位置づけ、学校安全計画に基づき組織的・計画的に
取り組みます。

❸ 安全に関する教育の推進
●

●

●

　子どもたちが事故の当事者とならないようにするとともに、事故の当事者となった場合には適切に
対応できるよう、交通安全に関わる団体と連携し、発達段階に応じた交通安全教育を進めます。
また、自転車乗車中の事故の被害を低減できるよう、ヘルメット着用を推奨する取組を進めるとと
もに、将来にわたって交通安全に対する意識を高めるため、子どもたちや保護者を対象に、「三重
県交通安全条例」および「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」の周知に取り組みます。
　子どもたちが安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるとともに、主体的に行動する態度
や危険を予測し回避する能力を身につけることができるよう、「地域安全マップ」の作成、高校生に
よる小学生への交通安全教室や防犯教室の開催など、参加・体験・実践型の取組を進めます。
　生涯にわたる心の健康維持のための「SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育」や、子ど
もたちが性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないための「生命（いのち）の安全教育」
を推進します。

●

●

　学校を取り巻く環境の変化をふまえ、危機管理マニュアルが常に実効的なものとなるよう、点検・
見直しを進めます。
　学校安全計画の内容や取組の実効性を高めるため、学校安全の中核を担う教職員の位置づけを
明確化するとともに、効果的な研修を実施します。

❷ 家庭・地域・関係機関等との連携・協働による学校安全の推進
●

●

●

●

●

●

　子どもたちが安心して登下校できるよう、市町で実施する「通学路交通安全プログラム」に基づく
合同点検の結果を道路管理者や警察と共有し、通学路の安全確保の取組を進めます。
　地域社会全体で子どもたちの安全を守るため、スクールガード・リーダー 72の育成を進めます。
また、スクールガード・リーダーが地域の核として、学校安全ボランティア（スクールガード）への指導・
助言を行うことなどを通じて、学校と地域が連携した安全体制の充実に取り組みます。
　子どもたちに被害が生じた事案等の発生情報を保護者や地域の方々と迅速に共有するため、学校
と警察など、関係機関との情報共有体制を強化するとともに、警察のＷｅｂサイトに掲載されてい
る交通安全や不審者等の最新の情報を活用したタイムリーな情報発信活動を推進します。
　熱中症を予防するため、各学校において、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じた運動や行動の指針等を
整備し、指針に基づいた状況判断や対応を進めます。また、学校関係者が熱中症の事故防止に必
要な対応への理解を深めることができるよう取り組みます。（再掲）
　事故防止に向け、子どもたち個々の運動能力や体力の実態・適性、興味・関心に応じて、適切な
指導計画を立てることができるよう、教職員の指導力向上に取り組みます。（再掲）
　校舎の老朽化対策等と併せて非構造部材の耐震対策を進めるとともに、施設・設備の点検や防犯
対策など安全管理に取り組みます。また、熱中症対策の観点から、体育施設等の空調設備の整備
について検討を行い、必要な取組を進めます。

72 自治体等によって委嘱された警察官ＯＢや防犯の専門家等のことで、学校の防犯体制およびスクールガードの活動に対して専門的な指導・
助言等を行う者。

子どもたちの安全・安心の確保
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第
2
章

基
本
施
策
5

第
2
章

基
本
施
策
5

128



KPI（重要業績評価指標）

●

●

　子どもたちが、スマートフォン等からインターネットを通じて有害情報に接したり、ＳＮＳ上での個
人情報漏えいや性犯罪被害等に巻き込まれたりすることのないよう、インターネットの適正利用に係
る教育を推進します。
　交通安全教育・防犯教育に関わる教職員の指導力の向上を図るため、交通安全教室講習会・防犯
教室講習会を実施します。

❹ 非常時等における学びの継続
● 　災害時や感染症等の発生などの非常時において、やむを得ず学校に登校できない子どもたちの学
習活動を継続できるよう、ＩＣＴを効果的に活用します。

項　目 現状値（令和5年度）

通学路の安全対策が実施された箇所の割合※1

子どもが加害者となった交通事故の件数※2

目標値（令和9年度）

97.0％（R4）

（R4）

小中学生　４９件
高校生　140件

小中学生　0件
高校生　　0件

100％

※1

※2

「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路安全点検により把握した、学校および教育委員会が安全対策を行うべき箇所のうち、対策
済みの箇所の割合（三重県教育委員会調べ）
公立小中学生および県立高校生が当事者となった交通事故のうち、加害事故の件数（県立高校生は自損の件数を含む。）（三重県教育委
員会調べ）
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

　子どもたちが、スマートフォン等からインターネットを通じて有害情報に接したり、ＳＮＳ上での個
人情報漏えいや性犯罪被害等に巻き込まれたりすることのないよう、インターネットの適正利用に係
る教育を推進します。
　交通安全教育・防犯教育に関わる教職員の指導力の向上を図るため、交通安全教室講習会・防犯
教室講習会を実施します。

❹ 非常時等における学びの継続
● 　災害時や感染症等の発生などの非常時において、やむを得ず学校に登校できない子どもたちの学
習活動を継続できるよう、ＩＣＴを効果的に活用します。

項　目 現状値（令和5年度）

通学路の安全対策が実施された箇所の割合※1

子どもが加害者となった交通事故の件数※2

目標値（令和9年度）

97.0％（R4）

（R4）

小中学生　４９件
高校生　140件

小中学生　0件
高校生　　0件

100％

※1

※2

「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路安全点検により把握した、学校および教育委員会が安全対策を行うべき箇所のうち、対策
済みの箇所の割合（三重県教育委員会調べ）
公立小中学生および県立高校生が当事者となった交通事故のうち、加害事故の件数（県立高校生は自損の件数を含む。）（三重県教育委
員会調べ）
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現状と課題

主な取組内容

5

姿すざめ

　子どもたち一人ひとりに応じたさまざまな支援が適切に行われることにより、家庭環境
等に関わらず、子どもたちが意欲的に学んでいます。また、さまざまな事情により学びを
必要とする人が、それぞれの状況に応じて学ぶことができる機会や環境が整っています。

❶ 関係機関と連携した多様な教育的ニーズへの対応

① 　我が国の子どもの貧困率は11.5％（令和３（2021）年）で、依然として高い状態にあり、家庭の
経済状況や環境等によって、子どもたちの進学機会や学力等にも差が生じているとの指摘がありま
す。また、教育格差が原因となって、貧困の連鎖につながることが危惧されています。

② 　本県の高等学校（全日制）における中途退学率は0.５６％（令和４（2022）年度）であり、全国平均
（0.８％）を下回っているものの、一定数の生徒がさまざまな事情により中途退学している状況です。

④ 　義務教育未修了者、高等学校に進学しなかった人、高等学校中途退学者などのさまざまな事情
により学びを必要とする人たちが、一人ひとりの能力・可能性を最大限に伸ばすことができるよう、
多様な学びの場で教育を受ける機会を確保・支援していく必要があります。

⑤ 　県内児童相談所における令和４（2022）年度の児童虐待相談対応件数は2,408 件で、過去最多
となっています。児童虐待は子どもたちの命にまで危険を及ぼすことから、未然防止および早期発見・
早期対応の取組をより充実させることが必要です。

⑥ 　ヤングケアラーは、家庭内のことで問題が表面化しにくく、支援者を含めた周囲の大人が発見しづ
らい状況にあることから、子どもの豊かな育ちのためには、ヤングケアラーを早期に発見し、適切な
支援につなげる必要があります。

⑦ 　里親家庭や児童養護施設で生活している子どもたちに対する理解を深めるとともに、関係機関と
の連携強化を図っていく必要があります。

⑧ 　家庭の経済状況に関わらず、誰もが希望する質の高い教育を受けることができるよう、教育費の負
担軽減を図る必要があります。

③ 　子どもたちの抱える困難が複雑化・多様化する中、学校が居場所・セーフティネット73としての福
祉的な役割を担い、子どもたちの身体的・精神的な健康を支えることができるよう、支援体制を整
備する必要があります。

●

●

●

●

●

●

●

　全ての子どもたちが自らの居場所を得て、成長・活躍できるよう、地域の子どもが集うプラット
フォーム（場）としての学校の特性を生かしつつ、子どもたちの育成支援を推進します。
　家庭の社会経済的背景に関わらず、全ての子どもたちが、質の高い教育を受け、夢や希望を持っ
て挑戦したり、多様な体験や遊びの機会を得たりすることができるよう、地域未来塾など家庭や学
校とは異なる居場所での学習支援等を地域と連携して進めます。また、家庭の経済状況等を背景と
して学習環境が整わない子どもたちの自己肯定感、学習意欲、進学・就労に対する意欲等を高める
ため、子ども支援ネットワークの活動の支援を進めます。（再掲）
　放課後児童クラブ等の運営を支援するなど、子どもたちが安心して多様な体験や遊びができる機
会の確保を図ります。
　不登校や中途退学の経験者、特別な支援を必要とする子どもたち等の学びのセーフティネットとし
ての役割を果たしている高等学校定時制課程・通信制課程において、個々の生徒の状況に応じた学
習活動や日々の生徒指導、教育相談、将来を見通した進路指導等について、関係機関や地域社会
等と連携しながら、多様な教育的ニーズにきめ細かく対応した教育活動を行います。
　さまざまな理由により義務教育を十分に受けられなかった人に対して学び直す機会を確保するた
め、みえ夢学園高等学校を設置場所とする県立夜間中学について、令和７（２０２５）年４月の開校
に向けた検討を進めます。また、関係機関等と連携しながら生徒の受入れを進めます。
　子どもたちを虐待から守るため、要保護児童対策地域協議会74を中心に、関係機関が緊密に連携・
協力して子どもたちの安全確認や情報共有を徹底するなど、児童虐待の防止に取り組みます。また、
保護者への啓発、学校における「児童虐待気づきリスト」等の活用による子どものＳＯＳの把握等を
通じて、子どもたちの安全・安心の確保に取り組みます。
　ヤングケアラーを早期に把握し、適切な支援につなげられるよう、「ヤングケアラー支援ハンドブッ
ク75」を活用しながら関係機関・団体等と連携して、一人ひとりに寄り添ったきめ細かな支援を届け
るための体制整備に取り組みます。

73 一般的には、あらかじめ予測される危機に備え、被害を最小化するために設けられる制度や仕組みのことで、子どもたちの学びにおいては、
経済的・時間的・地理的な制約等に関わらず、安全・安心で充実した教育機会にアクセスできる環境を整えること。

74

75

要保護児童への適切な対応を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援内容に関する協議を行うため、「児
童福祉法」に基づき設置された協議会。市町の児童福祉主管課や児童相談所等の関係機関、関係団体および児童の福祉に関する職務に
従事する者等により構成されます。
令和５（２０２３）年１０月に三重県が作成したハンドブック。ヤングケアラーと思われる子どもに気づくポイントやヤングケアラー支援の
留意点、関係機関との連携のポイント等が掲載されています。

学びのセーフティネットの構築・学びの継続

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進
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現状と課題

主な取組内容

5

姿すざめ

　子どもたち一人ひとりに応じたさまざまな支援が適切に行われることにより、家庭環境
等に関わらず、子どもたちが意欲的に学んでいます。また、さまざまな事情により学びを
必要とする人が、それぞれの状況に応じて学ぶことができる機会や環境が整っています。

❶ 関係機関と連携した多様な教育的ニーズへの対応

① 　我が国の子どもの貧困率は11.5％（令和３（2021）年）で、依然として高い状態にあり、家庭の
経済状況や環境等によって、子どもたちの進学機会や学力等にも差が生じているとの指摘がありま
す。また、教育格差が原因となって、貧困の連鎖につながることが危惧されています。

② 　本県の高等学校（全日制）における中途退学率は0.５６％（令和４（2022）年度）であり、全国平均
（0.８％）を下回っているものの、一定数の生徒がさまざまな事情により中途退学している状況です。

④ 　義務教育未修了者、高等学校に進学しなかった人、高等学校中途退学者などのさまざまな事情
により学びを必要とする人たちが、一人ひとりの能力・可能性を最大限に伸ばすことができるよう、
多様な学びの場で教育を受ける機会を確保・支援していく必要があります。

⑤ 　県内児童相談所における令和４（2022）年度の児童虐待相談対応件数は2,408 件で、過去最多
となっています。児童虐待は子どもたちの命にまで危険を及ぼすことから、未然防止および早期発見・
早期対応の取組をより充実させることが必要です。

⑥ 　ヤングケアラーは、家庭内のことで問題が表面化しにくく、支援者を含めた周囲の大人が発見しづ
らい状況にあることから、子どもの豊かな育ちのためには、ヤングケアラーを早期に発見し、適切な
支援につなげる必要があります。

⑦ 　里親家庭や児童養護施設で生活している子どもたちに対する理解を深めるとともに、関係機関と
の連携強化を図っていく必要があります。

⑧ 　家庭の経済状況に関わらず、誰もが希望する質の高い教育を受けることができるよう、教育費の負
担軽減を図る必要があります。

③ 　子どもたちの抱える困難が複雑化・多様化する中、学校が居場所・セーフティネット73としての福
祉的な役割を担い、子どもたちの身体的・精神的な健康を支えることができるよう、支援体制を整
備する必要があります。

●

●

●

●

●

●

●

　全ての子どもたちが自らの居場所を得て、成長・活躍できるよう、地域の子どもが集うプラット
フォーム（場）としての学校の特性を生かしつつ、子どもたちの育成支援を推進します。
　家庭の社会経済的背景に関わらず、全ての子どもたちが、質の高い教育を受け、夢や希望を持っ
て挑戦したり、多様な体験や遊びの機会を得たりすることができるよう、地域未来塾など家庭や学
校とは異なる居場所での学習支援等を地域と連携して進めます。また、家庭の経済状況等を背景と
して学習環境が整わない子どもたちの自己肯定感、学習意欲、進学・就労に対する意欲等を高める
ため、子ども支援ネットワークの活動の支援を進めます。（再掲）
　放課後児童クラブ等の運営を支援するなど、子どもたちが安心して多様な体験や遊びができる機
会の確保を図ります。
　不登校や中途退学の経験者、特別な支援を必要とする子どもたち等の学びのセーフティネットとし
ての役割を果たしている高等学校定時制課程・通信制課程において、個々の生徒の状況に応じた学
習活動や日々の生徒指導、教育相談、将来を見通した進路指導等について、関係機関や地域社会
等と連携しながら、多様な教育的ニーズにきめ細かく対応した教育活動を行います。
　さまざまな理由により義務教育を十分に受けられなかった人に対して学び直す機会を確保するた
め、みえ夢学園高等学校を設置場所とする県立夜間中学について、令和７（２０２５）年４月の開校
に向けた検討を進めます。また、関係機関等と連携しながら生徒の受入れを進めます。
　子どもたちを虐待から守るため、要保護児童対策地域協議会74を中心に、関係機関が緊密に連携・
協力して子どもたちの安全確認や情報共有を徹底するなど、児童虐待の防止に取り組みます。また、
保護者への啓発、学校における「児童虐待気づきリスト」等の活用による子どものＳＯＳの把握等を
通じて、子どもたちの安全・安心の確保に取り組みます。
　ヤングケアラーを早期に把握し、適切な支援につなげられるよう、「ヤングケアラー支援ハンドブッ
ク75」を活用しながら関係機関・団体等と連携して、一人ひとりに寄り添ったきめ細かな支援を届け
るための体制整備に取り組みます。

73 一般的には、あらかじめ予測される危機に備え、被害を最小化するために設けられる制度や仕組みのことで、子どもたちの学びにおいては、
経済的・時間的・地理的な制約等に関わらず、安全・安心で充実した教育機会にアクセスできる環境を整えること。

74

75

要保護児童への適切な対応を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援内容に関する協議を行うため、「児
童福祉法」に基づき設置された協議会。市町の児童福祉主管課や児童相談所等の関係機関、関係団体および児童の福祉に関する職務に
従事する者等により構成されます。
令和５（２０２３）年１０月に三重県が作成したハンドブック。ヤングケアラーと思われる子どもに気づくポイントやヤングケアラー支援の
留意点、関係機関との連携のポイント等が掲載されています。

学びのセーフティネットの構築・学びの継続

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進
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KPI（重要業績評価指標）●

●

　里親家庭や児童養護施設で暮らす子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、教職
員等に対して理解促進や里親制度の周知を図ります。また、社会的養護が必要な子どもたちに対し
て、関係機関との連携による必要な支援を行います。
　さまざまな課題を抱える子どもに対する「チーム学校」による教育相談体制の充実の観点から、
心理・福祉の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、多様な人材が
指導に携わることができる体制を整えます。また、子どもたちの課題を把握し、地域資源や専門機
関を活用した適切な支援につなげるなど、子どもたちを取り巻くさまざまな課題に対する早期発見・
早期対応のための取組を推進します。

❷ 高等学校中途退学等への対応
●

●

●

　中学校では、高等学校の教育内容や特色を周知するとともに、高等学校では、定期的にガイダン
スや個別面談等を実施するなどして、生徒が自らの興味・関心や適性に基づき、将来に対する目的
意識を持つことができる取組を進めます。
　学ぶ意欲のある生徒や、やむを得ず中途退学に至った生徒に対し、学習の継続や学び直しができ
るよう、転入学や編入学制度を適切に活用した進路選択を支援するとともに、地域若者サポートス
テーションなどの関係機関と連携し、「働き出す力」を引き出す取組を進めます。
　高校中退者等が、他者や社会とつながろうとするきっかけを得るとともに、自身の興味・関心の
幅を広げたり、強みに気づいたりすることができるよう、オンライン会議サービスやメタバースによ
るICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推進します。

❸ 教育費負担を軽減する取組の推進
●　教育費の負担軽減を図るため、高等学校等の授業料を高等学校等就学支援金により支援すると
ともに、低所得世帯の授業料以外の教育費について、高校生等奨学給付金を支給します。また、
学習意欲がありながら、経済的な理由により高等学校等における修学が困難な生徒に対し、高等
学校等修学奨学金を無利子で貸与することにより、修学を支援します。

項　目 現状値（令和5年度）

子どもの居場所数※1

中途退学した高校生の割合※2

目標値（令和9年度）

232 408

0.40％（R4） 0.32％

※1

※2

子ども食堂や学習支援の場など、学校や家庭以外で子どもが気軽に集える「子どもの居場所」の数（三重県子ども・福祉部、三重県教育
委員会調べ）
県立高等学校（全日制・定時制・通信制）に入学した生徒のうち、「学業不振」、「学校生活・学業不適応」、「経済的理由」を理由として中
途退学した生徒の割合（三重県教育委員会調べ）

基本施策5 誰もが安心して学べる教育の推進
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KPI（重要業績評価指標）●

●

　里親家庭や児童養護施設で暮らす子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、教職
員等に対して理解促進や里親制度の周知を図ります。また、社会的養護が必要な子どもたちに対し
て、関係機関との連携による必要な支援を行います。
　さまざまな課題を抱える子どもに対する「チーム学校」による教育相談体制の充実の観点から、
心理・福祉の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、多様な人材が
指導に携わることができる体制を整えます。また、子どもたちの課題を把握し、地域資源や専門機
関を活用した適切な支援につなげるなど、子どもたちを取り巻くさまざまな課題に対する早期発見・
早期対応のための取組を推進します。

❷ 高等学校中途退学等への対応
●

●

●

　中学校では、高等学校の教育内容や特色を周知するとともに、高等学校では、定期的にガイダン
スや個別面談等を実施するなどして、生徒が自らの興味・関心や適性に基づき、将来に対する目的
意識を持つことができる取組を進めます。
　学ぶ意欲のある生徒や、やむを得ず中途退学に至った生徒に対し、学習の継続や学び直しができ
るよう、転入学や編入学制度を適切に活用した進路選択を支援するとともに、地域若者サポートス
テーションなどの関係機関と連携し、「働き出す力」を引き出す取組を進めます。
　高校中退者等が、他者や社会とつながろうとするきっかけを得るとともに、自身の興味・関心の
幅を広げたり、強みに気づいたりすることができるよう、オンライン会議サービスやメタバースによ
るICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推進します。

❸ 教育費負担を軽減する取組の推進
●　教育費の負担軽減を図るため、高等学校等の授業料を高等学校等就学支援金により支援すると
ともに、低所得世帯の授業料以外の教育費について、高校生等奨学給付金を支給します。また、
学習意欲がありながら、経済的な理由により高等学校等における修学が困難な生徒に対し、高等
学校等修学奨学金を無利子で貸与することにより、修学を支援します。

項　目 現状値（令和5年度）

子どもの居場所数※1

中途退学した高校生の割合※2

目標値（令和9年度）

232 408

0.40％（R4） 0.32％

※1

※2

子ども食堂や学習支援の場など、学校や家庭以外で子どもが気軽に集える「子どもの居場所」の数（三重県子ども・福祉部、三重県教育
委員会調べ）
県立高等学校（全日制・定時制・通信制）に入学した生徒のうち、「学業不振」、「学校生活・学業不適応」、「経済的理由」を理由として中
途退学した生徒の割合（三重県教育委員会調べ）
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主な取組内容

基本施策6 学びを支える教育環境の整備

1 教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進
❶ 「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた研修の効果的な実施

① 　教職員は、これからの社会を担う子どもたち一人ひとりの力を最大限に引き出し、主体的な学び
を支える伴走者として、教職に必要な素養、学習指導、生徒指導、特別な支援を必要とする子ども
たちへの対応等の資質・能力の向上に向け、教職生涯を通じ学び続ける必要があります。

② 　教職員は、いじめへの対応、不登校児童生徒や特別な支援を必要とする子どもたち、外国人児
童生徒への支援など、子どもたちを取り巻く課題の多様化、社会の変化に対応できる高い専門性と
組織的に対応できる力を身につける必要があります。

⑤ 　コロナ禍において学校のＩＣＴ環境が急速に整ったことにより、研修のオンライン化を進めてきま
した。引き続き、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保しつつ研修に参加できるよう、多様な
形態で実施するなど、研修に参加しやすい環境の整備をさらに進める必要があります。

⑥ 　会議、面談、研修等のあらゆる機会をとおして教職員のコンプライアンス意識の向上に取り組ん
できましたが、依然として不祥事が発生しています。公教育への信頼を確保するため、県教育委員
会と市町等教育委員会が連携し、不祥事の根絶に向け取組を推進する必要があります。

③ 　経験豊かな教職員の退職と若手教職員の増加に伴い、学校における年齢構成が大きく変化してい
ることから、これまでの教育実践の蓄積を引き継ぎつつ、若手教職員を育成する必要があります。

④ 　近年、教員採用選考試験における受験者の減少と教員不足の深刻化が懸念されており、教員採
用選考試験をとおした高い専門性と豊かな人間性を備えた人材の採用に加え、育児休業等の代替職
員の確実な確保が喫緊の課題となっています。質の高い人材確保に向けて、教職を志す人が高い意
欲を持ち続けられるよう、教職の魅力発信や現場を体験できる取組を進める必要があります。

●

●

●

●

●

●

●

　「校長及び教員の資質の向上に関する指標」に基づき、経験や職種に応じた研修を実施すること
により、教職員が、コンプライアンス等の教職に必要な素養、学習指導や生徒指導等のさまざまな
教育課題に対応できる専門的指導力の向上に取り組みます。
　教職員が研修履歴を活用して自らの学びを振り返るとともに、学校管理職等が対話をとおした適
切な指導・助言を行うことができるよう、多様な専門性に対応した研修を実施し、教職員が主体的
に資質・能力の向上を図ることができるよう取り組みます。
　学習指導要領をふまえた学習者中心の授業づくりに向けた専門的な知識・技能の向上を図る研修
を実施し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ります。
　いじめや不登校、特別な支援を必要とする子どもたち等への支援のあり方や組織的な対応、授業
におけるＩＣＴの効果的な利活用等について学ぶ研修を実施し、教職員が時代の変化に応じた高い
資質・能力を身につけられるよう取り組みます。
　経験に応じたマネジメント力の向上を図る研修を実施し、教職員の学校マネジメントについての理
解を深め、対話と気づきによる継続的な改善活動につなげます。
　授業研究や学校におけるＯＪＴ（On-the-Job Training）を推進する研修を実施し、校内研修を
組織的かつ計画的に推進する教職員の育成に取り組みます。
　若手教職員を対象とする研修を実施し、経験の浅い教職員の実践力を磨き、教職に必要な基礎・
基盤を培います。

❷ 研修に参加しやすい環境の整備
●

●

　市町等教育委員会や教育研究所との連携による研修を地域で開催するなど、教職員が参加しや
すい環境を整えます。
　Web会議システムを活用した研修やオンデマンド型研修を効果的に実施し、教職員が自らの課
題に応じて、どこでも研修を受けられる環境の整備を進めます。

❸ 教職の魅力発信と教職員の人材確保に向けた取組
●

●

　教職を志す人材を着実に確保していくため、高校生や大学１・２年生などの早い段階から教職ガイ
ダンスを実施するとともに、オンラインによる説明会も活用しながら、学生だけでなく社会人も含め
たさまざまな立場の人を対象に、子どもたちの人生に影響を与えて成長を実感できる喜びを感じら
れるなど、教職の魅力を発信する取組を実施します。
　教員養成を担う大学と連携し、定期的な意見交換等により教員確保に向けた課題を共有するとと
もに、教員を志す学生が、現職教員と共に研修を受講するなど、教職の魅力ややりがいを感じるこ
とができる機会を確保します。

第
2
章

第
2
章

基
本
施
策
6

基
本
施
策
6

姿すざめ

　教職員が、コンプライアンス意識を高く持ち、子どもたちの主体的な学びを支援する力
や多様な教育課題に対応できる専門的指導力を身につけ、学校・家庭・地域が連携・協働
しながら、子どもたちに持続可能で豊かな未来を創っていく力を育む教育を実践していま
す。また、時代の変化に応じた資質・能力を身につけた教職員を安定的に確保しています。

現状と課題
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主な取組内容

基本施策6 学びを支える教育環境の整備

1 教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進
❶ 「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた研修の効果的な実施

① 　教職員は、これからの社会を担う子どもたち一人ひとりの力を最大限に引き出し、主体的な学び
を支える伴走者として、教職に必要な素養、学習指導、生徒指導、特別な支援を必要とする子ども
たちへの対応等の資質・能力の向上に向け、教職生涯を通じ学び続ける必要があります。

② 　教職員は、いじめへの対応、不登校児童生徒や特別な支援を必要とする子どもたち、外国人児
童生徒への支援など、子どもたちを取り巻く課題の多様化、社会の変化に対応できる高い専門性と
組織的に対応できる力を身につける必要があります。

⑤ 　コロナ禍において学校のＩＣＴ環境が急速に整ったことにより、研修のオンライン化を進めてきま
した。引き続き、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保しつつ研修に参加できるよう、多様な
形態で実施するなど、研修に参加しやすい環境の整備をさらに進める必要があります。

⑥ 　会議、面談、研修等のあらゆる機会をとおして教職員のコンプライアンス意識の向上に取り組ん
できましたが、依然として不祥事が発生しています。公教育への信頼を確保するため、県教育委員
会と市町等教育委員会が連携し、不祥事の根絶に向け取組を推進する必要があります。

③ 　経験豊かな教職員の退職と若手教職員の増加に伴い、学校における年齢構成が大きく変化してい
ることから、これまでの教育実践の蓄積を引き継ぎつつ、若手教職員を育成する必要があります。

④ 　近年、教員採用選考試験における受験者の減少と教員不足の深刻化が懸念されており、教員採
用選考試験をとおした高い専門性と豊かな人間性を備えた人材の採用に加え、育児休業等の代替職
員の確実な確保が喫緊の課題となっています。質の高い人材確保に向けて、教職を志す人が高い意
欲を持ち続けられるよう、教職の魅力発信や現場を体験できる取組を進める必要があります。

●

●

●

●

●

●

●

　「校長及び教員の資質の向上に関する指標」に基づき、経験や職種に応じた研修を実施すること
により、教職員が、コンプライアンス等の教職に必要な素養、学習指導や生徒指導等のさまざまな
教育課題に対応できる専門的指導力の向上に取り組みます。
　教職員が研修履歴を活用して自らの学びを振り返るとともに、学校管理職等が対話をとおした適
切な指導・助言を行うことができるよう、多様な専門性に対応した研修を実施し、教職員が主体的
に資質・能力の向上を図ることができるよう取り組みます。
　学習指導要領をふまえた学習者中心の授業づくりに向けた専門的な知識・技能の向上を図る研修
を実施し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ります。
　いじめや不登校、特別な支援を必要とする子どもたち等への支援のあり方や組織的な対応、授業
におけるＩＣＴの効果的な利活用等について学ぶ研修を実施し、教職員が時代の変化に応じた高い
資質・能力を身につけられるよう取り組みます。
　経験に応じたマネジメント力の向上を図る研修を実施し、教職員の学校マネジメントについての理
解を深め、対話と気づきによる継続的な改善活動につなげます。
　授業研究や学校におけるＯＪＴ（On-the-Job Training）を推進する研修を実施し、校内研修を
組織的かつ計画的に推進する教職員の育成に取り組みます。
　若手教職員を対象とする研修を実施し、経験の浅い教職員の実践力を磨き、教職に必要な基礎・
基盤を培います。

❷ 研修に参加しやすい環境の整備
●

●

　市町等教育委員会や教育研究所との連携による研修を地域で開催するなど、教職員が参加しや
すい環境を整えます。
　Web会議システムを活用した研修やオンデマンド型研修を効果的に実施し、教職員が自らの課
題に応じて、どこでも研修を受けられる環境の整備を進めます。

❸ 教職の魅力発信と教職員の人材確保に向けた取組
●

●

　教職を志す人材を着実に確保していくため、高校生や大学１・２年生などの早い段階から教職ガイ
ダンスを実施するとともに、オンラインによる説明会も活用しながら、学生だけでなく社会人も含め
たさまざまな立場の人を対象に、子どもたちの人生に影響を与えて成長を実感できる喜びを感じら
れるなど、教職の魅力を発信する取組を実施します。
　教員養成を担う大学と連携し、定期的な意見交換等により教員確保に向けた課題を共有するとと
もに、教員を志す学生が、現職教員と共に研修を受講するなど、教職の魅力ややりがいを感じるこ
とができる機会を確保します。
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姿すざめ

　教職員が、コンプライアンス意識を高く持ち、子どもたちの主体的な学びを支援する力
や多様な教育課題に対応できる専門的指導力を身につけ、学校・家庭・地域が連携・協働
しながら、子どもたちに持続可能で豊かな未来を創っていく力を育む教育を実践していま
す。また、時代の変化に応じた資質・能力を身につけた教職員を安定的に確保しています。

現状と課題
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KPI（重要業績評価指標）

❹ 教職員育成支援のための人事評価制度の適切な実施
● 　教職員の主体的な教育実践や自己啓発を促し、能力・意欲の向上を図るとともに、組織の目標を

共有しつつ教職員の協力・協働が進むよう、人事評価制度の適切な運用をとおして教職員の育成に
つなげます。

❺ 不祥事の根絶とコンプライアンスの推進
●

●

●

●

●

　不祥事の未然防止やコンプライアンスについての年次別研修や校内研修等を実施することにより、
教職員のコンプライアンス意識を高めます。
　県立学校においては、各学校に設置する「学校信頼向上委員会」で検討した取組を、「信頼され
る学校であるための行動計画」に位置づけ、不祥事の根絶に向けて取り組みます。小中学校におい
ても、市町等教育委員会と連携して不祥事根絶に向けた取組を進めます。
　わいせつ行為やセクシュアルハラスメント、体罰に係るアンケート等を定期的に実施し、調査結果
を用いて各学校で子どもたちへの関わり方を見直す機会を設け、わいせつ行為や体罰等の未然防止
に取り組みます。
　教職員一人ひとりが常に自己の使命と職責の重大さを認識し、コンプライアンスを自分事としてと
らえることにより、教育に対する県民の皆さんの信頼の確保に努めるよう、各種会議や管理職によ
る面談など、あらゆる機会を通じて、綱紀粛正と服務規律を徹底します。
　不祥事根絶やコンプライアンス意識の確立に向けた取組については、定期的に実施状況を確認し、
実効性があるものとなるよう検証・見直しを行います。

●

●

●

●

　教育アシスタントなど学校現場における体験を重視した活動を実施し、教員の養成段階における
学びと採用段階で求められる資質・能力をより効果的に結びつける取組を推進します。
　高い専門性と豊かな人間性を備えた人材を確保して複雑化・多様化する教育課題に対応するため、
教員採用選考試験の実施方法や応募要件等の点検・見直しを行い、継続して改善に取り組みます。
また、教員の採用選考時期が民間企業等と比べて遅く、優れた人材を確保する上での課題となって
いるため、教員採用選考試験の早期化に取り組みます。
　教職を志す人の採用の機会を増やすとともに、これまでより早期に任用を確定できるよう、教員
採用選考試験と併せた育児休業等代替任期付講師等の選考を進めます。
　退職教員や教員免許状を有していながら教職に就いていない人に向けた情報発信など、人材の掘
り起こしを進め、教員不足の解消につなげます。

項　目 現状値（令和5年度）

小 学 校　44.6％
中 学 校　47.7％
県立学校　36.3％

小 学 校　50.0％
中 学 校　53.0％
県立学校　42.0％

100％（R4）

（R4）

100％

52.5％ 62.0％

目標値（令和9年度）

※1

※2

※3

「研修とその後の教育実践により自らのライフステージに応じた資質・能力を高めることができましたか」という質問に対して、「できた」
と回答した教職員の割合（三重県教育委員会調べ）

「研修の成果や自身の経験を反映させ、課題の改善に向け組織的に取り組むことができましたか」という質問に対して、最も肯定的な選
択肢である「取り組んでいる」と回答した公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）
組織マネジメントシート（教育委員会事務局）、学校マネジメントシートまたは行動計画（県立学校）、学校経営の改革方針等（小中学校等）
において掲げたコンプライアンスに係る目標について、年度末時点で「達成済み」となった所属・公立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

リーダーシップを発揮して、課題の改善に
向け学校マネジメントの取組をより効果的
に進めている学校の割合※2

研修とその後の教育実践により自らの資
質・能力の向上が図られたとする教職員の
割合※1

コンプライアンスの徹底に取り組んだ所
属・公立学校の割合※3

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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KPI（重要業績評価指標）

❹ 教職員育成支援のための人事評価制度の適切な実施
● 　教職員の主体的な教育実践や自己啓発を促し、能力・意欲の向上を図るとともに、組織の目標を

共有しつつ教職員の協力・協働が進むよう、人事評価制度の適切な運用をとおして教職員の育成に
つなげます。

❺ 不祥事の根絶とコンプライアンスの推進
●

●

●

●

●

　不祥事の未然防止やコンプライアンスについての年次別研修や校内研修等を実施することにより、
教職員のコンプライアンス意識を高めます。
　県立学校においては、各学校に設置する「学校信頼向上委員会」で検討した取組を、「信頼され
る学校であるための行動計画」に位置づけ、不祥事の根絶に向けて取り組みます。小中学校におい
ても、市町等教育委員会と連携して不祥事根絶に向けた取組を進めます。
　わいせつ行為やセクシュアルハラスメント、体罰に係るアンケート等を定期的に実施し、調査結果
を用いて各学校で子どもたちへの関わり方を見直す機会を設け、わいせつ行為や体罰等の未然防止
に取り組みます。
　教職員一人ひとりが常に自己の使命と職責の重大さを認識し、コンプライアンスを自分事としてと
らえることにより、教育に対する県民の皆さんの信頼の確保に努めるよう、各種会議や管理職によ
る面談など、あらゆる機会を通じて、綱紀粛正と服務規律を徹底します。
　不祥事根絶やコンプライアンス意識の確立に向けた取組については、定期的に実施状況を確認し、
実効性があるものとなるよう検証・見直しを行います。

●

●

●

●

　教育アシスタントなど学校現場における体験を重視した活動を実施し、教員の養成段階における
学びと採用段階で求められる資質・能力をより効果的に結びつける取組を推進します。
　高い専門性と豊かな人間性を備えた人材を確保して複雑化・多様化する教育課題に対応するため、
教員採用選考試験の実施方法や応募要件等の点検・見直しを行い、継続して改善に取り組みます。
また、教員の採用選考時期が民間企業等と比べて遅く、優れた人材を確保する上での課題となって
いるため、教員採用選考試験の早期化に取り組みます。
　教職を志す人の採用の機会を増やすとともに、これまでより早期に任用を確定できるよう、教員
採用選考試験と併せた育児休業等代替任期付講師等の選考を進めます。
　退職教員や教員免許状を有していながら教職に就いていない人に向けた情報発信など、人材の掘
り起こしを進め、教員不足の解消につなげます。

項　目 現状値（令和5年度）

小 学 校　44.6％
中 学 校　47.7％
県立学校　36.3％

小 学 校　50.0％
中 学 校　53.0％
県立学校　42.0％

100％（R4）

（R4）

100％

52.5％ 62.0％

目標値（令和9年度）

※1

※2

※3

「研修とその後の教育実践により自らのライフステージに応じた資質・能力を高めることができましたか」という質問に対して、「できた」
と回答した教職員の割合（三重県教育委員会調べ）

「研修の成果や自身の経験を反映させ、課題の改善に向け組織的に取り組むことができましたか」という質問に対して、最も肯定的な選
択肢である「取り組んでいる」と回答した公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ）
組織マネジメントシート（教育委員会事務局）、学校マネジメントシートまたは行動計画（県立学校）、学校経営の改革方針等（小中学校等）
において掲げたコンプライアンスに係る目標について、年度末時点で「達成済み」となった所属・公立学校の割合（三重県教育委員会調べ）

リーダーシップを発揮して、課題の改善に
向け学校マネジメントの取組をより効果的
に進めている学校の割合※2

研修とその後の教育実践により自らの資
質・能力の向上が図られたとする教職員の
割合※1

コンプライアンスの徹底に取り組んだ所
属・公立学校の割合※3

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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主な取組内容

2 学校における働き方改革の推進

❶ 時間外在校等時間削減に向けた取組

① 　子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、特別な支援を必要とする子どもたちや不登校児童生
徒、日本語指導が必要な外国人児童生徒の増加など、学校の抱える課題が複雑化・多様化する中、
教職員の業務が長時間に及ぶ実態は深刻であり、直ちに解消されなければならない喫緊の課題と
なっています。
　令和元（2019）年12月に改正された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特
別措置法」に基づき、教育委員会規則等において、令和２（2020）年４月から、児童生徒等に係る
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い一時的または突発的に所定の勤務時間外
に業務を行わざるを得ない場合を除き、教職員の時間外在校等時間の上限を月 45 時間、年 360 
時間とすることを定めました。
　上限時間の遵守に向け、学校および教職員が担う業務の明確化・適正化を進めるとともに、調査・
会議・研修等の見直し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、部活動指導員等の専
門人材の拡充、全ての学校へのスクール・サポート・スタッフの配置などの環境整備を進めてきました。
　こうした取組により、時間外在校等時間の上限を超える教職員数については減少しているものの、
教職員の長時間労働が解消されるまでには至っていない状況であることから、全ての教職員がやり
がいを持っていきいきと働き続けられるよう、各学校の実情をふまえた時間外在校等時間の削減に
向けた課題を解消するための取組を実施するなど、学校における働き方改革をより一層進める必要
があります。

② 　学校および教職員が担う業務は、学習指導や生徒指導、進路指導、学校運営業務など多岐にわ
たる中、教職員が業務に集中できるよう、教職員が担う業務の明確化・適正化をより一層進める必
要があります。

⑤ 　教職員の多忙化と業務の困難化が進み、心身のストレスの高まりをもたらしています。近年、精
神神経系疾患により休職となった教職員の割合は全国平均を下回っているものの、毎年一定数の教
職員がメンタルヘルスの不調により休職する状態が続いていることから、引き続き、支援体制を充
実させていく必要があります。

③ 　学校の抱える課題が複雑化・多様化する中、教職員だけでは対応が難しい状況となっており、教
職員と各分野に専門性を有する多様な人材がそれぞれの役割を担い、連携して子どもたちを支援す
る「チームとしての学校」の体制整備を進めるとともに、引き続き、専門人材や地域人材の充実を図
る必要があります。部活動については、部活動指導員等の活用や地域スポーツ団体との連携など、
専門的な指導の充実を図り教職員の負担を軽減しながら、子どもたちにとって望ましい活動となる
よう取組を進める必要があります。

④ 　教職員の働き方については、多様な勤務形態を選択できるようになっている一方、男性の育児休
業取得率は低い水準となっています。教職員同士が互いを認め合い、さまざまなハラスメントがなく
協力し合える組織風土を醸成するとともに、育児や介護などライフステージの変化、障がいの有無
などそれぞれの状況に応じ、全ての教職員がいきいきと働き続けられる職場環境づくりを一層進め
る必要があります。

●

●

●

●

●

●

　時間外在校等時間の上限の遵守に向けて、タイムカード等の活用により日々の勤務時間を客観的
に把握するとともに、時間外在校等時間が月45時間を超えた場合には必要な措置を講ずるなど、
安全・健康に配慮した時間外労働を含む教職員の勤務時間管理の徹底を図ります。
　労働基準法第36条に基づく労使協定の対象となる職員の時間外勤務については、労使協定の範
囲内であっても安全・健康に労働できるよう配慮します。
　全ての公立学校が統一して取り組む「定時退校日の設定」、「部活動休養日の設定」、「会議時間の
短縮」に加え、「学校閉校日の設定」については、効率的な業務遂行や労働環境の改善のみならず、
子どもたちや保護者、地域の方々に「学校における働き方改革」の理解・協力を得る機会として進め
ていきます。
　全国の学校における働き方改革の事例を共有するなどして、校務支援システムやデジタル採点シ
ステムの導入、留守番電話の設置などの取組を市町が進められるよう取り組みます。
　調査・会議・研修等の見直しや、オンライン会議や掲示板・メールによる打合せの削減、各種調
査のWebアンケート化など、ICTを活用した業務の効率化の取組を進めます。
　各学校の実情をふまえ時間外在校等時間削減に向けた課題を解消するための取組や目標を定める
とともに、校長がリーダーシップを発揮して学校における働き方改革を推進できるよう取り組みます。
また、取組については、ＰＤＣＡサイクルを活用して、改善を図ります。

姿すざめ

　教職員が子どもたちのための質の高い授業づくりや子どもたちと向き合う時間を確保
し、日々の生活の質や教職員としての人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を
高め、より効果的な教育活動を持続的に行っています。

現状と課題

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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主な取組内容

2 学校における働き方改革の推進

❶ 時間外在校等時間削減に向けた取組

① 　子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、特別な支援を必要とする子どもたちや不登校児童生
徒、日本語指導が必要な外国人児童生徒の増加など、学校の抱える課題が複雑化・多様化する中、
教職員の業務が長時間に及ぶ実態は深刻であり、直ちに解消されなければならない喫緊の課題と
なっています。
　令和元（2019）年12月に改正された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特
別措置法」に基づき、教育委員会規則等において、令和２（2020）年４月から、児童生徒等に係る
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い一時的または突発的に所定の勤務時間外
に業務を行わざるを得ない場合を除き、教職員の時間外在校等時間の上限を月 45 時間、年 360 
時間とすることを定めました。
　上限時間の遵守に向け、学校および教職員が担う業務の明確化・適正化を進めるとともに、調査・
会議・研修等の見直し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、部活動指導員等の専
門人材の拡充、全ての学校へのスクール・サポート・スタッフの配置などの環境整備を進めてきました。
　こうした取組により、時間外在校等時間の上限を超える教職員数については減少しているものの、
教職員の長時間労働が解消されるまでには至っていない状況であることから、全ての教職員がやり
がいを持っていきいきと働き続けられるよう、各学校の実情をふまえた時間外在校等時間の削減に
向けた課題を解消するための取組を実施するなど、学校における働き方改革をより一層進める必要
があります。

② 　学校および教職員が担う業務は、学習指導や生徒指導、進路指導、学校運営業務など多岐にわ
たる中、教職員が業務に集中できるよう、教職員が担う業務の明確化・適正化をより一層進める必
要があります。

⑤ 　教職員の多忙化と業務の困難化が進み、心身のストレスの高まりをもたらしています。近年、精
神神経系疾患により休職となった教職員の割合は全国平均を下回っているものの、毎年一定数の教
職員がメンタルヘルスの不調により休職する状態が続いていることから、引き続き、支援体制を充
実させていく必要があります。

③ 　学校の抱える課題が複雑化・多様化する中、教職員だけでは対応が難しい状況となっており、教
職員と各分野に専門性を有する多様な人材がそれぞれの役割を担い、連携して子どもたちを支援す
る「チームとしての学校」の体制整備を進めるとともに、引き続き、専門人材や地域人材の充実を図
る必要があります。部活動については、部活動指導員等の活用や地域スポーツ団体との連携など、
専門的な指導の充実を図り教職員の負担を軽減しながら、子どもたちにとって望ましい活動となる
よう取組を進める必要があります。

④ 　教職員の働き方については、多様な勤務形態を選択できるようになっている一方、男性の育児休
業取得率は低い水準となっています。教職員同士が互いを認め合い、さまざまなハラスメントがなく
協力し合える組織風土を醸成するとともに、育児や介護などライフステージの変化、障がいの有無
などそれぞれの状況に応じ、全ての教職員がいきいきと働き続けられる職場環境づくりを一層進め
る必要があります。

●

●

●

●

●

●

　時間外在校等時間の上限の遵守に向けて、タイムカード等の活用により日々の勤務時間を客観的
に把握するとともに、時間外在校等時間が月45時間を超えた場合には必要な措置を講ずるなど、
安全・健康に配慮した時間外労働を含む教職員の勤務時間管理の徹底を図ります。
　労働基準法第36条に基づく労使協定の対象となる職員の時間外勤務については、労使協定の範
囲内であっても安全・健康に労働できるよう配慮します。
　全ての公立学校が統一して取り組む「定時退校日の設定」、「部活動休養日の設定」、「会議時間の
短縮」に加え、「学校閉校日の設定」については、効率的な業務遂行や労働環境の改善のみならず、
子どもたちや保護者、地域の方々に「学校における働き方改革」の理解・協力を得る機会として進め
ていきます。
　全国の学校における働き方改革の事例を共有するなどして、校務支援システムやデジタル採点シ
ステムの導入、留守番電話の設置などの取組を市町が進められるよう取り組みます。
　調査・会議・研修等の見直しや、オンライン会議や掲示板・メールによる打合せの削減、各種調
査のWebアンケート化など、ICTを活用した業務の効率化の取組を進めます。
　各学校の実情をふまえ時間外在校等時間削減に向けた課題を解消するための取組や目標を定める
とともに、校長がリーダーシップを発揮して学校における働き方改革を推進できるよう取り組みます。
また、取組については、ＰＤＣＡサイクルを活用して、改善を図ります。

姿すざめ

　教職員が子どもたちのための質の高い授業づくりや子どもたちと向き合う時間を確保
し、日々の生活の質や教職員としての人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を
高め、より効果的な教育活動を持続的に行っています。

現状と課題

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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KPI（重要業績評価指標）

❷ 学校・教職員が担う業務の適正化
●

●

　学校および教職員が担う業務の明確化・適正化を通じて、教職員が本来業務に集中できる勤務
環境を整備し、在校等時間の削減を図ります。
　PTA等と連携し、教職員がその専門性を必要とする業務により注力できるよう、行事等の教育活
動における役割を分担したり、保護者や地域に対し学校における働き方改革への理解・協力を得た
りする取組を進めます。

❻ 教職員のメンタルヘルス対策
●

●

●

　管理職を含む教職員を対象としてメンタルヘルス対策に関する各種研修を行うとともに、全ての
公立学校でストレスチェックを実施し、その結果を活用して教職員自らが積極的に心身の健康づくり
に取り組めるよう支援します。
　心身の不調が認められる教職員への専門医・心理の専門家・保健師等による相談を実施し、早期
発見・早期対応によりメンタルヘルス不調の予防と回復を支援します。
　精神神経系疾患により休暇および休職中の教職員の円滑な職場復帰と再発防止のため、職場復
帰訓練や心理の専門家等による支援を実施します。❸ 専門人材や地域人材の活用

●

●

　学校や子どもたちの実情をふまえ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専
門人材の配置に取り組むとともに、教職員の業務負担軽減のためのスクール・サポート・スタッフ等
の地域人材を配置します。また、保護者や地域人材の知識・技能を活用した学校支援活動などの取
組や、教職員だけでは対応が難しい複雑化・多様化した学校の課題に県や市町と学校が一体となっ
て対応する学校支援体制づくりを進めます。
　部活動については、部活動指導員等の配置や、地域スポーツ団体と連携した中学校における休日
の部活動の地域移行などの取組を通じて、教職員の負担軽減を図り、持続可能な部活動となるよう
取組を進めます。

❺ 教職員の健康管理
● 　教職員の安全と健康の増進に向け、安全衛生委員会等を通じて安全衛生管理体制の充実を図り、
職場巡視、安全衛生研修、定期健康診断、事後指導および感染症対策等による疾病予防対策を進
めます。また、過重労働に該当する教職員の健康状態や疲労度を把握するとともに、校長や産業医
による面接を実施し、教職員の心身の健康障がい防止のための対策を行います。

❹ 職場環境や組織風土づくりの改善を一層推進するための取組
●

●

●

　セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメントのない職場づくりに取り組むとと
もに、「子育て支援アクションプラン76」に基づく次世代育成支援の取組を進めます。特に、子育て
期にある男性職員の育児参画を促進するための休暇制度等の周知徹底、管理職による休暇取得の
働きかけ、休暇を取得する教職員を支援する職場の環境づくり等を進めます。
　障がいのある教職員がやりがいを持っていきいきと働き続けられるよう、管理職をはじめ、教職
員が障がい者に対する理解を深めるとともに、個性と能力を発揮できるよう、障がい者一人ひとり
が置かれている状況をふまえ、働き方や業務内容、サポート体制を工夫し、障がいのある方にとっ
て働きやすい職場環境づくりに取り組みます。
　教職員の満足度を定期的に調査・分析することにより、職場環境や組織風土の状況を把握し、改
善につなげます。

76「次世代育成支援対策推進法」に基づいて策定した第４期三重県教育委員会特定事業主行動計画。

項　目 現状値（令和5年度）

2.39 2.73総勤務時間に関する教職員の満足度※

目標値（令和9年度）

※「教職員満足度調査」（公立小中学校および県立学校対象）における「総勤務時間」の項目の満足度（５点満点）（三重県教育委員会調べ）
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KPI（重要業績評価指標）

❷ 学校・教職員が担う業務の適正化
●

●

　学校および教職員が担う業務の明確化・適正化を通じて、教職員が本来業務に集中できる勤務
環境を整備し、在校等時間の削減を図ります。
　PTA等と連携し、教職員がその専門性を必要とする業務により注力できるよう、行事等の教育活
動における役割を分担したり、保護者や地域に対し学校における働き方改革への理解・協力を得た
りする取組を進めます。

❻ 教職員のメンタルヘルス対策
●

●

●

　管理職を含む教職員を対象としてメンタルヘルス対策に関する各種研修を行うとともに、全ての
公立学校でストレスチェックを実施し、その結果を活用して教職員自らが積極的に心身の健康づくり
に取り組めるよう支援します。
　心身の不調が認められる教職員への専門医・心理の専門家・保健師等による相談を実施し、早期
発見・早期対応によりメンタルヘルス不調の予防と回復を支援します。
　精神神経系疾患により休暇および休職中の教職員の円滑な職場復帰と再発防止のため、職場復
帰訓練や心理の専門家等による支援を実施します。❸ 専門人材や地域人材の活用

●

●

　学校や子どもたちの実情をふまえ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専
門人材の配置に取り組むとともに、教職員の業務負担軽減のためのスクール・サポート・スタッフ等
の地域人材を配置します。また、保護者や地域人材の知識・技能を活用した学校支援活動などの取
組や、教職員だけでは対応が難しい複雑化・多様化した学校の課題に県や市町と学校が一体となっ
て対応する学校支援体制づくりを進めます。
　部活動については、部活動指導員等の配置や、地域スポーツ団体と連携した中学校における休日
の部活動の地域移行などの取組を通じて、教職員の負担軽減を図り、持続可能な部活動となるよう
取組を進めます。

❺ 教職員の健康管理
● 　教職員の安全と健康の増進に向け、安全衛生委員会等を通じて安全衛生管理体制の充実を図り、
職場巡視、安全衛生研修、定期健康診断、事後指導および感染症対策等による疾病予防対策を進
めます。また、過重労働に該当する教職員の健康状態や疲労度を把握するとともに、校長や産業医
による面接を実施し、教職員の心身の健康障がい防止のための対策を行います。

❹ 職場環境や組織風土づくりの改善を一層推進するための取組
●

●

●

　セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメントのない職場づくりに取り組むとと
もに、「子育て支援アクションプラン76」に基づく次世代育成支援の取組を進めます。特に、子育て
期にある男性職員の育児参画を促進するための休暇制度等の周知徹底、管理職による休暇取得の
働きかけ、休暇を取得する教職員を支援する職場の環境づくり等を進めます。
　障がいのある教職員がやりがいを持っていきいきと働き続けられるよう、管理職をはじめ、教職
員が障がい者に対する理解を深めるとともに、個性と能力を発揮できるよう、障がい者一人ひとり
が置かれている状況をふまえ、働き方や業務内容、サポート体制を工夫し、障がいのある方にとっ
て働きやすい職場環境づくりに取り組みます。
　教職員の満足度を定期的に調査・分析することにより、職場環境や組織風土の状況を把握し、改
善につなげます。

76「次世代育成支援対策推進法」に基づいて策定した第４期三重県教育委員会特定事業主行動計画。

項　目 現状値（令和5年度）

2.39 2.73総勤務時間に関する教職員の満足度※

目標値（令和9年度）

※「教職員満足度調査」（公立小中学校および県立学校対象）における「総勤務時間」の項目の満足度（５点満点）（三重県教育委員会調べ）
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主な取組内容

3 ＩＣＴを活用した教育の推進

❶ ICTを活用した教育の推進

① 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、学校におけるＩＣＴ環境が急速に整えられ、１人
１台端末などICTを用いた新たな教育が始まっています。授業での活用に加え、家庭学習や連絡手
段などとしても活用が進むとともに、デジタル教科書の導入・拡大が予定されるなど、教育において
ICTの果たす役割はますます大きくなっていくと考えられます。今後も、社会全体におけるＩＣＴの
高度化の進展と、それに伴うＥｄＴｅｃｈ77の更なる進展が予測されることから、引き続き、これら
の変化に対応しながら、学校におけるＩＣＴの効果的な活用を進めるとともに、個別最適な学びの
実現や、困難を抱える子どもの早期発見等につながるよう、教育データを効果的に利活用すること
が求められます。

② 　変化が激しく、将来の予測が難しい社会において、子どもたちが情報を主体的にとらえながら、
何が重要かを主体的に考えることが求められており、令和７（2025）年度から大学入学共通テスト
の出題教科に「情報Ⅰ」が導入されることが決定されました。ICTを効果的に活用して、問題の発見・
解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用していく必要があります。

⑤ 　学校の業務等において、校務支援システムの導入や、会議のオンライン化・ペーパーレス化、Ｗｅｂ
アンケートの活用、デジタル採点システム等の個別システムの導入など、さまざまな場面でデジタル
化が進みました。引き続き、校務の効率化の取組を進め、教職員の業務の負担軽減や業務の効率
化を図る必要があります。

⑦ 　学校の無線環境や情報機器などのＩＣＴ環境は一定整備されましたが、それらを維持・更新すると
ともに、デジタル技術の進展に応じたものとなるよう、取組を進める必要があります。

⑧ 　近年、対話型生成ＡＩが急速に普及するとともに、画像や映像、音声などの生成 AIも目覚ましい
進歩を遂げています。今後、生成ＡＩの技術はさらに急速に進展し、複数の生成 AIの組合せ、従
来のアプリやＷｅｂサービスへの組込みや、新たなサービスの出現など、さまざまな形で人びとの生
活に浸透していくことが考えられることから、生成 AIの利用がもたらす効果と生じ得るリスクをふま
えて対応していく必要があります。

⑥ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、各学校でオンライン授業等が行われ、 ＩＣＴを活
用した学びが身近なものとなり、日々の授業や家庭学習、さまざまな事情で通学できない子どもた
ちの学習にもＩＣＴが活用されています。一方で、不登校児童生徒や日本語指導が必要な外国人児
童生徒の増加など学校の抱える課題が複雑化・多様化する中、急速に進展するＩＣＴを十分に活用
して、課題の解決を図る必要があります。

③ 　学校における１人１台端末の活用が進むとともに、家庭では子どもたちがインターネットに触れる機
会が増加しています。インターネットには、匿名性、拡散性などの特徴があるため、子どもたちがイ
ンターネットを通じた犯罪やトラブルに巻き込まれたり、有害情報等に触れたりする危険が増していま
す。こうしたことから、子どもたちの発達段階に応じた情報モラル教育を進める必要があります。

④ 　子どもたち一人ひとりに情報活用能力を育むとともに、ICTを活用して学ぶ場面を効果的に授業
に取り入れるため、教職員一人ひとりのＩＣＴ活用指導力の向上を図る必要があります。

●

●

●

　学校におけるICTの活用をさらに進めるため、ＩＣＴを教育活動で用いる意識の一層の浸透を図ると
ともに、ICTの利活用に関する支援体制の充実を図ります。また、学校におけるＩＣＴの基本的な活
用水準を向上し、さらに発展的な方法を工夫改善するという好循環を作り出すことができるよう、活
用されているアプリやサービスの情報・使用例、先進的な取組などの横展開に取り組みます。加えて、
学習履歴など教育データを学校現場で効果的に利活用できるようにするための取組を進めます。
　教育活動や校務において、ＩＣＴの活用の効果を最大限に発揮するため、ＩＣＴの活用を進めること
で生じ得るリスクに配慮しつつ、ICTを活用した試行的な取組を積極的に行い、新たなアイデアの
創出やさまざまな課題の解消を図るとともに、ＩCTの高度化の進展により顕在化する新たな課題へ
の対応を進めます。
　高等学校においては、ＩＣＴを活用し、学校の枠を越えた遠隔合同学習を進めます。また、生徒
の興味・関心が高まるよう、文理横断的・探究的な学習にＩＣＴを活用します。

❷ 情報活用能力の育成
● 　さまざまな学習活動において１人１台端末など情報機器の活用を進めることにより、子どもたちが

情報機器の基本的な操作や活用方法を習得できるよう取り組むとともに、インターネット等から必要
な情報を収集し、その適否を判断し、適切に創造・発信する力の育成を図ります。77 教育におけるＡＩ、ビッグデータ等のさまざまな新しいテクノロジーを活用したあらゆる取組。

姿すざめ

　学校のＩＣＴ環境が十分に整備され、さまざまなデジタルツールの活用をとおして、子
どもたち一人ひとりに最適で効果的な学びが行われることで、子どもたちが急速に進展す
るデジタル社会で活躍するための情報活用能力を身につけています。

現状と課題

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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主な取組内容

3 ＩＣＴを活用した教育の推進

❶ ICTを活用した教育の推進

① 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、学校におけるＩＣＴ環境が急速に整えられ、１人
１台端末などICTを用いた新たな教育が始まっています。授業での活用に加え、家庭学習や連絡手
段などとしても活用が進むとともに、デジタル教科書の導入・拡大が予定されるなど、教育において
ICTの果たす役割はますます大きくなっていくと考えられます。今後も、社会全体におけるＩＣＴの
高度化の進展と、それに伴うＥｄＴｅｃｈ77の更なる進展が予測されることから、引き続き、これら
の変化に対応しながら、学校におけるＩＣＴの効果的な活用を進めるとともに、個別最適な学びの
実現や、困難を抱える子どもの早期発見等につながるよう、教育データを効果的に利活用すること
が求められます。

② 　変化が激しく、将来の予測が難しい社会において、子どもたちが情報を主体的にとらえながら、
何が重要かを主体的に考えることが求められており、令和７（2025）年度から大学入学共通テスト
の出題教科に「情報Ⅰ」が導入されることが決定されました。ICTを効果的に活用して、問題の発見・
解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用していく必要があります。

⑤ 　学校の業務等において、校務支援システムの導入や、会議のオンライン化・ペーパーレス化、Ｗｅｂ
アンケートの活用、デジタル採点システム等の個別システムの導入など、さまざまな場面でデジタル
化が進みました。引き続き、校務の効率化の取組を進め、教職員の業務の負担軽減や業務の効率
化を図る必要があります。

⑦ 　学校の無線環境や情報機器などのＩＣＴ環境は一定整備されましたが、それらを維持・更新すると
ともに、デジタル技術の進展に応じたものとなるよう、取組を進める必要があります。

⑧ 　近年、対話型生成ＡＩが急速に普及するとともに、画像や映像、音声などの生成 AIも目覚ましい
進歩を遂げています。今後、生成ＡＩの技術はさらに急速に進展し、複数の生成 AIの組合せ、従
来のアプリやＷｅｂサービスへの組込みや、新たなサービスの出現など、さまざまな形で人びとの生
活に浸透していくことが考えられることから、生成 AIの利用がもたらす効果と生じ得るリスクをふま
えて対応していく必要があります。

⑥ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、各学校でオンライン授業等が行われ、 ＩＣＴを活
用した学びが身近なものとなり、日々の授業や家庭学習、さまざまな事情で通学できない子どもた
ちの学習にもＩＣＴが活用されています。一方で、不登校児童生徒や日本語指導が必要な外国人児
童生徒の増加など学校の抱える課題が複雑化・多様化する中、急速に進展するＩＣＴを十分に活用
して、課題の解決を図る必要があります。

③ 　学校における１人１台端末の活用が進むとともに、家庭では子どもたちがインターネットに触れる機
会が増加しています。インターネットには、匿名性、拡散性などの特徴があるため、子どもたちがイ
ンターネットを通じた犯罪やトラブルに巻き込まれたり、有害情報等に触れたりする危険が増していま
す。こうしたことから、子どもたちの発達段階に応じた情報モラル教育を進める必要があります。

④ 　子どもたち一人ひとりに情報活用能力を育むとともに、ICTを活用して学ぶ場面を効果的に授業
に取り入れるため、教職員一人ひとりのＩＣＴ活用指導力の向上を図る必要があります。

●

●

●

　学校におけるICTの活用をさらに進めるため、ＩＣＴを教育活動で用いる意識の一層の浸透を図ると
ともに、ICTの利活用に関する支援体制の充実を図ります。また、学校におけるＩＣＴの基本的な活
用水準を向上し、さらに発展的な方法を工夫改善するという好循環を作り出すことができるよう、活
用されているアプリやサービスの情報・使用例、先進的な取組などの横展開に取り組みます。加えて、
学習履歴など教育データを学校現場で効果的に利活用できるようにするための取組を進めます。
　教育活動や校務において、ＩＣＴの活用の効果を最大限に発揮するため、ＩＣＴの活用を進めること
で生じ得るリスクに配慮しつつ、ICTを活用した試行的な取組を積極的に行い、新たなアイデアの
創出やさまざまな課題の解消を図るとともに、ＩCTの高度化の進展により顕在化する新たな課題へ
の対応を進めます。
　高等学校においては、ＩＣＴを活用し、学校の枠を越えた遠隔合同学習を進めます。また、生徒
の興味・関心が高まるよう、文理横断的・探究的な学習にＩＣＴを活用します。

❷ 情報活用能力の育成
● 　さまざまな学習活動において１人１台端末など情報機器の活用を進めることにより、子どもたちが

情報機器の基本的な操作や活用方法を習得できるよう取り組むとともに、インターネット等から必要
な情報を収集し、その適否を判断し、適切に創造・発信する力の育成を図ります。77 教育におけるＡＩ、ビッグデータ等のさまざまな新しいテクノロジーを活用したあらゆる取組。

姿すざめ

　学校のＩＣＴ環境が十分に整備され、さまざまなデジタルツールの活用をとおして、子
どもたち一人ひとりに最適で効果的な学びが行われることで、子どもたちが急速に進展す
るデジタル社会で活躍するための情報活用能力を身につけています。

現状と課題

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

　各教科等におけるさまざまな学習活動をとおして、人びとの生活を便利で豊かなものにしている
プログラミングの働きやよさについて気づきを促すとともに、情報機器等を用いて問題を見いだして
解決策を考える力や情報手段を適切に活用する力を育成します。特に、高等学校の教科「情報」では、
問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用し、情報社会に主体的に参画す
るための力を育成します。
　子どもたちが、ネットいじめなどの人間関係上のトラブルやインターネット上での誹謗中傷・ネット
炎上などの当事者となったり、有害情報に触れたりすることなどがないよう、情報セキュリティを含
む情報モラル教育を一層推進するとともに、ＳＮＳをはじめとしたインターネットの適切な利用および
フィルタリングの普及促進のための広報啓発活動や非行防止教室等の取組を推進します。

❼ 生成 AI の利活用
●

●

　教育活動や校務の改善、教育の諸課題の解決を図るため、生成AIに関する技術の進展やアプリ・
サービスの普及の状況をふまえながら、生成ＡＩの利活用を進めます。
　生成ＡＩが急速に普及する中、そのリスク等に十分な対策を講じた上で、子どもたちの発達の段階
や実態をふまえ、情報活用能力の一部として生成ＡＩの仕組みの理解や生成ＡＩを学びに生かす力を
段階的に高めます。（再掲）

❸ 教職員の指導力向上
●　教職員を対象としたＩＣＴの活用技術・情報リテラシー 78等に関する研修の実施やICT専門人材
の活用、自治体・学校・教職員間におけるＩＣＴ教育手法の蓄積・共有などを通じて、教職員のＩＣ
Ｔ活用指導力の向上を図ります。

❹ ＩＣＴを活用した校務の効率化の推進
●　クラウド環境の活用や、新たなアプリ・Ｗｅｂサービスの導入、システム間の連携強化などを通じて、
校務の効率化を進めます。

❻ ＩＣＴ環境の整備の推進
●　学校のICT環境の維持・更新を行うとともに、IＣＴが絶えず進歩する中、教育におけるＩＣＴの活
用を推進するため、ヘルプデスク等の支援体制も含め、IＣＴ環境の整備・充実を進めます。

❺ ICTを活用した諸課題の解決
●

●

●

●

　感染症の拡大や災害の発生などの緊急事態における学びや、病気療養などさまざまな事情で登
校できない子どもたちの学びの保障のため、ICTの活用を積極的に進めます。
　外国人児童生徒が県内全域で質の高い日本語教育カリキュラムを受けることができるよう、オン
ラインを活用した日本語指導を進めます。（再掲）
　さまざまな事情を抱える不登校児童生徒や高校中退者等を支援するため、オンライン会議サービ
スやメタバースによるICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推進します。
　児童生徒数が少ない学校においては、ＩＣＴを活用して小規模単独ではなし得ない特色・魅力ある
教育の実現に向けた取組を進めます。

78 メディアやインターネットサイト等から得られる大量の情報から自身に必要なものを収集し、それを適切に評価、管理等を行って、活用す
るための能力。

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　68.4％
中学生　61.4％

小学生　72.5％
中学生　65.5％

83.6％ 100％

目標値（令和9年度）

※1

※2

「学習の中でＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を使うのは勉強の役に立つと思うか」という質問に対して、最も肯定的な選択肢である「役
に立つと思う」と回答した公立小中学校の児童生徒の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）
子どもたちがＩＣＴを活用して、互いの考えを交換し共有して話し合いなどができるように指導する能力に関する問いに対して、肯定的に
回答した教職員の割合（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」）

学習の中でICT機器を使うのは勉強の役
に立つと思う子どもたちの割合※1

１人１台端末を効果的に活用して指導でき
る教職員の割合※2

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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KPI（重要業績評価指標）

●

●

　各教科等におけるさまざまな学習活動をとおして、人びとの生活を便利で豊かなものにしている
プログラミングの働きやよさについて気づきを促すとともに、情報機器等を用いて問題を見いだして
解決策を考える力や情報手段を適切に活用する力を育成します。特に、高等学校の教科「情報」では、
問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用し、情報社会に主体的に参画す
るための力を育成します。
　子どもたちが、ネットいじめなどの人間関係上のトラブルやインターネット上での誹謗中傷・ネット
炎上などの当事者となったり、有害情報に触れたりすることなどがないよう、情報セキュリティを含
む情報モラル教育を一層推進するとともに、ＳＮＳをはじめとしたインターネットの適切な利用および
フィルタリングの普及促進のための広報啓発活動や非行防止教室等の取組を推進します。

❼ 生成 AI の利活用
●

●

　教育活動や校務の改善、教育の諸課題の解決を図るため、生成AIに関する技術の進展やアプリ・
サービスの普及の状況をふまえながら、生成ＡＩの利活用を進めます。
　生成ＡＩが急速に普及する中、そのリスク等に十分な対策を講じた上で、子どもたちの発達の段階
や実態をふまえ、情報活用能力の一部として生成ＡＩの仕組みの理解や生成ＡＩを学びに生かす力を
段階的に高めます。（再掲）

❸ 教職員の指導力向上
●　教職員を対象としたＩＣＴの活用技術・情報リテラシー 78等に関する研修の実施やICT専門人材
の活用、自治体・学校・教職員間におけるＩＣＴ教育手法の蓄積・共有などを通じて、教職員のＩＣ
Ｔ活用指導力の向上を図ります。

❹ ＩＣＴを活用した校務の効率化の推進
●　クラウド環境の活用や、新たなアプリ・Ｗｅｂサービスの導入、システム間の連携強化などを通じて、
校務の効率化を進めます。

❻ ＩＣＴ環境の整備の推進
●　学校のICT環境の維持・更新を行うとともに、IＣＴが絶えず進歩する中、教育におけるＩＣＴの活
用を推進するため、ヘルプデスク等の支援体制も含め、IＣＴ環境の整備・充実を進めます。

❺ ICTを活用した諸課題の解決
●

●

●

●

　感染症の拡大や災害の発生などの緊急事態における学びや、病気療養などさまざまな事情で登
校できない子どもたちの学びの保障のため、ICTの活用を積極的に進めます。
　外国人児童生徒が県内全域で質の高い日本語教育カリキュラムを受けることができるよう、オン
ラインを活用した日本語指導を進めます。（再掲）
　さまざまな事情を抱える不登校児童生徒や高校中退者等を支援するため、オンライン会議サービ
スやメタバースによるICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推進します。
　児童生徒数が少ない学校においては、ＩＣＴを活用して小規模単独ではなし得ない特色・魅力ある
教育の実現に向けた取組を進めます。

78 メディアやインターネットサイト等から得られる大量の情報から自身に必要なものを収集し、それを適切に評価、管理等を行って、活用す
るための能力。

項　目 現状値（令和5年度）

小学生　68.4％
中学生　61.4％

小学生　72.5％
中学生　65.5％

83.6％ 100％

目標値（令和9年度）

※1

※2

「学習の中でＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を使うのは勉強の役に立つと思うか」という質問に対して、最も肯定的な選択肢である「役
に立つと思う」と回答した公立小中学校の児童生徒の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）
子どもたちがＩＣＴを活用して、互いの考えを交換し共有して話し合いなどができるように指導する能力に関する問いに対して、肯定的に
回答した教職員の割合（文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」）

学習の中でICT機器を使うのは勉強の役
に立つと思う子どもたちの割合※1

１人１台端末を効果的に活用して指導でき
る教職員の割合※2
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主な取組内容

4 地域とともにある学校づくり

❶ 「地域とともにある学校づくり」の推進

① 　子どもたちが変化の激しい社会を生きるために必要な資質・能力を、学校・家庭・地域が連携・
協働して育んでいくことが求められています。学校運営に保護者や地域の方々が参画することを通
じて、育みたい子ども像・めざすべき教育のビジョンを共有し、地域ならではの特色を生かした「地
域とともにある学校づくり」を支えるコミュニティ・スクールの導入が進みつつある中、今後も、地
域と学校の間を円滑に調整する地域学校協働活動推進員等の配置を進め、コミュニティ・スクール
のさらなる導入と拡大、内容の充実を図る必要があります。

② 　高等学校では、保護者や地域住民等の学校関係者が、学校の運営方針や取組等の状況について
評価を行う学校関係者評価制度を用いて、地域と連携した特色ある学校づくりに取り組んでいます。
学校関係者による学校運営方針や年間計画への意見・提言等を通じて、学校運営の改善や地域と
の連携を進める必要があります。

③ 　学校において、保護者や地域の方 と々連携・協働して教育活動や学校運営の質的向上を図るとともに、
地域全体で子どもたちの豊かな成長を支える活動や、共に地域を創生する活動を進める必要があります。

● 　各市町の担当者を対象とした優良事例等の共有を行う研修会を開催するとともに、地域とともにある
学校づくりサポーターを学校等に講師として派遣したり、期待される効果や先進事例を紹介したりするこ
とにより、小中学校におけるコミュニティ・スクールのさらなる導入と拡大、内容の充実を図ります。

●

●

●

●

　地域の方々の知識や経験、技能を活用した教育活動を行うとともに、効果的な実践事例を普及す
ることにより、地域と学校が連携・協働して行う取組のさらなる推進を図ります。
　コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を図るため、小中学校については、地
域学校協働活動を進める市町等に対して支援を行います。また、地域学校協働活動推進員等の配
置を進め、学校と地域住民等との連携協力体制を整備します。
　県立学校では、保護者や地域住民等の参画による学校運営の改善や地域との連携を進めるとと
もに、地域と協働した学習を推進します。
　高等学校では、小中学生向けの体験講座や、地域の方々を対象とした開放講座など授業での学
びを生かした高校生による講座、地域で活躍する経営者等による出前授業、地元企業での体験的
な学習活動等を推進します。

❷ 地域と学校をつなぐコーディネート機能の強化
●
●
　市町が配置する地域学校協働活動推進員等の資質向上に向け、交流会や研修を実施します。
　地域学校協働活動推進員等にさらなる学びの場を提供し、フォローアップすることで、各地域にお
ける地域学校協働活動をより一層推進します。

姿すざめ

　保護者や地域の方々が学校運営に参画し、学校・家庭・地域が一体となった教育活動
が進むとともに、地域の特色や資源を生かした教育が行われることにより、地域全体で
子どもたちの学びと育ちを支える体制が整っています。

現状と課題

項　目 現状値（令和5年度）

小学校　81.2％
中学校　64.2％

小学校　100％
中学校　100％

目標値（令和9年度）

※ 地域住民等の参画による学習支援に取り組んでいる公立小中学校の割合（三重県教育委員会調べ）

KPI（重要業績評価指標）

地域と連携した教育活動に取り組んでいる
小中学校の割合※
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主な取組内容

4 地域とともにある学校づくり

❶ 「地域とともにある学校づくり」の推進

① 　子どもたちが変化の激しい社会を生きるために必要な資質・能力を、学校・家庭・地域が連携・
協働して育んでいくことが求められています。学校運営に保護者や地域の方々が参画することを通
じて、育みたい子ども像・めざすべき教育のビジョンを共有し、地域ならではの特色を生かした「地
域とともにある学校づくり」を支えるコミュニティ・スクールの導入が進みつつある中、今後も、地
域と学校の間を円滑に調整する地域学校協働活動推進員等の配置を進め、コミュニティ・スクール
のさらなる導入と拡大、内容の充実を図る必要があります。

② 　高等学校では、保護者や地域住民等の学校関係者が、学校の運営方針や取組等の状況について
評価を行う学校関係者評価制度を用いて、地域と連携した特色ある学校づくりに取り組んでいます。
学校関係者による学校運営方針や年間計画への意見・提言等を通じて、学校運営の改善や地域と
の連携を進める必要があります。

③ 　学校において、保護者や地域の方 と々連携・協働して教育活動や学校運営の質的向上を図るとともに、
地域全体で子どもたちの豊かな成長を支える活動や、共に地域を創生する活動を進める必要があります。

● 　各市町の担当者を対象とした優良事例等の共有を行う研修会を開催するとともに、地域とともにある
学校づくりサポーターを学校等に講師として派遣したり、期待される効果や先進事例を紹介したりするこ
とにより、小中学校におけるコミュニティ・スクールのさらなる導入と拡大、内容の充実を図ります。

●

●

●

●

　地域の方々の知識や経験、技能を活用した教育活動を行うとともに、効果的な実践事例を普及す
ることにより、地域と学校が連携・協働して行う取組のさらなる推進を図ります。
　コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を図るため、小中学校については、地
域学校協働活動を進める市町等に対して支援を行います。また、地域学校協働活動推進員等の配
置を進め、学校と地域住民等との連携協力体制を整備します。
　県立学校では、保護者や地域住民等の参画による学校運営の改善や地域との連携を進めるとと
もに、地域と協働した学習を推進します。
　高等学校では、小中学生向けの体験講座や、地域の方々を対象とした開放講座など授業での学
びを生かした高校生による講座、地域で活躍する経営者等による出前授業、地元企業での体験的
な学習活動等を推進します。

❷ 地域と学校をつなぐコーディネート機能の強化
●
●
　市町が配置する地域学校協働活動推進員等の資質向上に向け、交流会や研修を実施します。
　地域学校協働活動推進員等にさらなる学びの場を提供し、フォローアップすることで、各地域にお
ける地域学校協働活動をより一層推進します。

姿すざめ

　保護者や地域の方々が学校運営に参画し、学校・家庭・地域が一体となった教育活動
が進むとともに、地域の特色や資源を生かした教育が行われることにより、地域全体で
子どもたちの学びと育ちを支える体制が整っています。

現状と課題

項　目 現状値（令和5年度）

小学校　81.2％
中学校　64.2％

小学校　100％
中学校　100％

目標値（令和9年度）

※ 地域住民等の参画による学習支援に取り組んでいる公立小中学校の割合（三重県教育委員会調べ）

KPI（重要業績評価指標）

地域と連携した教育活動に取り組んでいる
小中学校の割合※
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主な取組内容5 学校の特色化・魅力化
❶ 学校段階間の円滑な接続の推進

① 　学習指導要領の着実な実施により義務教育の目的・目標の実現をめざす観点から、９年間を見通
した教育課程の編成や指導体制の構築が求められています。また、小学校での教科担任制の導入や、
小学校と中学校や中学校と高等学校など学校段階間の連携の強化を含め、小学校から高等学校ま
で一貫性・連続性のある指導を確立していく必要があります。

② 　高等学校等への進学率が約９９％に達し、入学動機や進路希望、学習経験、言語環境など、さ
まざまな背景を持つ生徒が在籍していることから、生徒の多様な能力・適性、興味・関心等に応じ
た学びを実現することが求められています。生徒の学習意欲を喚起し、可能性や能力を最大限に引
き出すため、高等学校の特色化・魅力化を推進する必要があります。

③ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学習機会と学力の保障だけでなく、他の子どもた
ちとの直接の関わりや体験活動を通じて多様な価値観に触れ、人間性・社会性が育まれるという、
学校の機能の重要性が再認識されました。少子化に伴う人口減少が課題となる中、県内大学や企業、
地域の方々・職業人等との連携を一層推進し、協働的な学びや学習活動の機会を確保していく必要
があります。

④ 　少子化に伴い、小中学校では従来の学校規模の維持が難しくなるなどの状況が生じています。ま
た、今後の中学校卒業者数の減少の状況等をふまえると、これからの時代に求められる学びを実現
していくためには、現行の高等学校の配置を継続していくことは難しい状況です。このため、学校
の枠を越えた交流など、多様な学びの機会を確保するとともに、各地域の学校のあり方について検
討を進める必要があります。

●

●

●

●

●

●

●

　「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」等を活用した実践事例の普及や、幼稚園等と小学校
等とが共同した接続カリキュラムの編成・実施等を推進します。（再掲）
　小中学校教職員の交流推進や小中学校両方の免許を有する教員の適切な配置の推進、教科担任制
を含めた情報提供等を行うことにより、義務教育９年間を見通した教育を推進します。また、校種を
越えた教育方法の研究や各教科の接続等について、市町と連携しながら取り組みます。
　中学校では、高等学校の教育内容や特色を周知するとともに、高等学校では、定期的にガイダン
スや個別面談等を実施するなどして、生徒が自らの興味・関心や適性に基づき、将来に対する目的意
識を持つことができる取組を進めます。（再掲）
　中高一貫教育については、その理念や期待される教育効果、課題を明確にしつつ、県内各地域の
状況やニーズ等をふまえた検討を進めます。
　大学教員等による高等学校での出前授業、高校生の大学での講義受講、大学の施設等を利用した
実験・実習、高校生と大学生・専門学校生が学び合う場の確保など、高等学校と高等教育機関の連
携を進め、円滑な接続につなげます。
　子どもたちが、働くことや将来の自己実現に係る考え方の積み重ねと振り返りをとおして、自己の
キャリア形成に生かしていくことができるよう、小中高等学校の12年間の活動を記録する「キャリア・
パスポート」を活用した学習を進めます。（再掲）
　特別な支援を必要とする子どもたちが、安心して学ぶことができるよう、幼児期から学齢期・社会
参画に至るまで、「パーソナルファイル」を活用するなど、必要な支援情報を円滑かつ確実に引き継ぎ、
きめ細かな指導・支援を進めます。

❷ 高等学校の特色化・魅力化
●

●

　高等学校においては、学校に期待される社会的役割やめざすべき学校像であるスクール・ミッショ
ンをふまえ、育成をめざす生徒の資質・能力、教育課程の編成・実施と入学者受入れに関する方針を
スクール・ポリシーとして策定・公表し、特色・魅力ある教育の実現に取り組みます。また、新しい時
代のニーズに応じた学科・コースの新設・改編や、教育内容・方法の工夫・改善等を推進します。
　生徒の約６割が在籍する普通科・普通科系専門学科79では、探究的な学び・STEAM教育等の教
科横断的な学び・実践的な学びを推進します。また、学際的な学びに重点的に取り組む学科や、地
域社会に関する学びに重点的に取り組む学科等の設置について、学校や地域の実態をふまえながら
検討を進めます。

姿すざめ

　小学校から高等学校まで校種を越えた連携が進み、子どもたちが各学校で目標に向かっ
て意欲的に学んでいます。また、それぞれの地域や学科の特性に応じた高等学校の特色化・
魅力化が進み、子どもたちが自らの興味・関心に応じて主体的に学び、豊かな人間性や社
会性を身につける場となっています。

現状と課題

79 専門学科のうち、職業に関する学科以外の学科（理数科、体育科、英語コミュニケーション科、国際科学科、国際文理科、応用デザイン科）
のこと。

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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主な取組内容5 学校の特色化・魅力化
❶ 学校段階間の円滑な接続の推進

① 　学習指導要領の着実な実施により義務教育の目的・目標の実現をめざす観点から、９年間を見通
した教育課程の編成や指導体制の構築が求められています。また、小学校での教科担任制の導入や、
小学校と中学校や中学校と高等学校など学校段階間の連携の強化を含め、小学校から高等学校ま
で一貫性・連続性のある指導を確立していく必要があります。

② 　高等学校等への進学率が約９９％に達し、入学動機や進路希望、学習経験、言語環境など、さ
まざまな背景を持つ生徒が在籍していることから、生徒の多様な能力・適性、興味・関心等に応じ
た学びを実現することが求められています。生徒の学習意欲を喚起し、可能性や能力を最大限に引
き出すため、高等学校の特色化・魅力化を推進する必要があります。

③ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学習機会と学力の保障だけでなく、他の子どもた
ちとの直接の関わりや体験活動を通じて多様な価値観に触れ、人間性・社会性が育まれるという、
学校の機能の重要性が再認識されました。少子化に伴う人口減少が課題となる中、県内大学や企業、
地域の方々・職業人等との連携を一層推進し、協働的な学びや学習活動の機会を確保していく必要
があります。

④ 　少子化に伴い、小中学校では従来の学校規模の維持が難しくなるなどの状況が生じています。ま
た、今後の中学校卒業者数の減少の状況等をふまえると、これからの時代に求められる学びを実現
していくためには、現行の高等学校の配置を継続していくことは難しい状況です。このため、学校
の枠を越えた交流など、多様な学びの機会を確保するとともに、各地域の学校のあり方について検
討を進める必要があります。

●

●

●

●

●

●

●

　「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」等を活用した実践事例の普及や、幼稚園等と小学校
等とが共同した接続カリキュラムの編成・実施等を推進します。（再掲）
　小中学校教職員の交流推進や小中学校両方の免許を有する教員の適切な配置の推進、教科担任制
を含めた情報提供等を行うことにより、義務教育９年間を見通した教育を推進します。また、校種を
越えた教育方法の研究や各教科の接続等について、市町と連携しながら取り組みます。
　中学校では、高等学校の教育内容や特色を周知するとともに、高等学校では、定期的にガイダン
スや個別面談等を実施するなどして、生徒が自らの興味・関心や適性に基づき、将来に対する目的意
識を持つことができる取組を進めます。（再掲）
　中高一貫教育については、その理念や期待される教育効果、課題を明確にしつつ、県内各地域の
状況やニーズ等をふまえた検討を進めます。
　大学教員等による高等学校での出前授業、高校生の大学での講義受講、大学の施設等を利用した
実験・実習、高校生と大学生・専門学校生が学び合う場の確保など、高等学校と高等教育機関の連
携を進め、円滑な接続につなげます。
　子どもたちが、働くことや将来の自己実現に係る考え方の積み重ねと振り返りをとおして、自己の
キャリア形成に生かしていくことができるよう、小中高等学校の12年間の活動を記録する「キャリア・
パスポート」を活用した学習を進めます。（再掲）
　特別な支援を必要とする子どもたちが、安心して学ぶことができるよう、幼児期から学齢期・社会
参画に至るまで、「パーソナルファイル」を活用するなど、必要な支援情報を円滑かつ確実に引き継ぎ、
きめ細かな指導・支援を進めます。

❷ 高等学校の特色化・魅力化
●

●

　高等学校においては、学校に期待される社会的役割やめざすべき学校像であるスクール・ミッショ
ンをふまえ、育成をめざす生徒の資質・能力、教育課程の編成・実施と入学者受入れに関する方針を
スクール・ポリシーとして策定・公表し、特色・魅力ある教育の実現に取り組みます。また、新しい時
代のニーズに応じた学科・コースの新設・改編や、教育内容・方法の工夫・改善等を推進します。
　生徒の約６割が在籍する普通科・普通科系専門学科79では、探究的な学び・STEAM教育等の教
科横断的な学び・実践的な学びを推進します。また、学際的な学びに重点的に取り組む学科や、地
域社会に関する学びに重点的に取り組む学科等の設置について、学校や地域の実態をふまえながら
検討を進めます。

姿すざめ

　小学校から高等学校まで校種を越えた連携が進み、子どもたちが各学校で目標に向かっ
て意欲的に学んでいます。また、それぞれの地域や学科の特性に応じた高等学校の特色化・
魅力化が進み、子どもたちが自らの興味・関心に応じて主体的に学び、豊かな人間性や社
会性を身につける場となっています。

現状と課題

79 専門学科のうち、職業に関する学科以外の学科（理数科、体育科、英語コミュニケーション科、国際科学科、国際文理科、応用デザイン科）
のこと。
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KPI（重要業績評価指標）●

●

●

●

●

　職業系専門学科80では、専門分野の知識・技術の習得や高度な資格の取得に取り組むとともに、
高等教育機関や産業界等と連携して、企業での実習や専門家による指導、商品開発など、実践的
な職業教育を推進します。
　総合学科では、生徒が主体的に学習に取り組むことができるよう、「産業社会と人間」や多様な
科目を開設するなど、生徒の能力・適性等に対応した柔軟な教育活動を展開します。
　定時制・通信制課程では、さまざまな入学動機や学習経験等の背景を持つ多様な生徒が在籍して
いることをふまえ、ＩＣＴを効果的に活用するなどきめ細かな指導を行います。また、松阪高等学校
通信制課程においてサテライト教室の設置に向けた研究を進めるなど、遠隔地に居住する生徒が面
接指導（スクーリング）を受けやすい環境づくりに向けて取り組みます。
　生徒が興味・関心に応じて幅広く科目選択できるよう、ＩＣＴを活用して他の高等学校で開設して
いる科目を履修する仕組みなど、教育の質の向上につながる取組について検討します。
　「地域課題解決型キャリア教育モデル」81を活用し、地域課題解決型キャリア教育を、地域の産
業界や行政と連携しながら推進します。

❸ 地域の実情に応じた学校規模と配置の推進
●

●

●

　小中学校の適正規模・適正配置をめざし学習環境の改善に取り組む市町等教育委員会に対して、
本県および他県における取組状況等の情報提供を行います。
　少子化が進む中においても、これからの時代に求められる学びを実現していくため、県立高等学
校の学びと配置のあり方について、各地域の活性化協議会において具体的な内容を丁寧に協議しな
がら、地域の実情に応じて検討します。
　木本高等学校と紀南高等学校を統合し、校舎制として設置する紀南地域新高等学校（令和７
（2025）年４月開校予定）においては、それぞれの学校が取り組んできた地域と連携したきめ細か
な学びを継承しつつ、両校舎が連携した多様な教育活動の実現に取り組みます。

80
81
専門学科のうち職業に関する学科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉に関する学科）のこと。
地域の特色や産業を題材として生徒が主体的に取り組んだ学習の成果をふまえ、学習内容やその進め方、学習により培われる生徒の資質・
能力、学校と地域の関わり方等について、他校において推進できるよう、三重県教育委員会が示した地域課題解決型キャリア教育のプ
ログラム。

項　目 現状値（令和5年度）

81.8％ 86.5％

目標値（令和9年度）

※「授業では、話し合う活動などをとおして、自分で考え、自分から取り組んでいると思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をし
た県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

授業で主体的に学習に取り組んでいる高校
生の割合※
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KPI（重要業績評価指標）●

●

●

●

●

　職業系専門学科80では、専門分野の知識・技術の習得や高度な資格の取得に取り組むとともに、
高等教育機関や産業界等と連携して、企業での実習や専門家による指導、商品開発など、実践的
な職業教育を推進します。
　総合学科では、生徒が主体的に学習に取り組むことができるよう、「産業社会と人間」や多様な
科目を開設するなど、生徒の能力・適性等に対応した柔軟な教育活動を展開します。
　定時制・通信制課程では、さまざまな入学動機や学習経験等の背景を持つ多様な生徒が在籍して
いることをふまえ、ＩＣＴを効果的に活用するなどきめ細かな指導を行います。また、松阪高等学校
通信制課程においてサテライト教室の設置に向けた研究を進めるなど、遠隔地に居住する生徒が面
接指導（スクーリング）を受けやすい環境づくりに向けて取り組みます。
　生徒が興味・関心に応じて幅広く科目選択できるよう、ＩＣＴを活用して他の高等学校で開設して
いる科目を履修する仕組みなど、教育の質の向上につながる取組について検討します。
　「地域課題解決型キャリア教育モデル」81を活用し、地域課題解決型キャリア教育を、地域の産
業界や行政と連携しながら推進します。

❸ 地域の実情に応じた学校規模と配置の推進
●

●

●

　小中学校の適正規模・適正配置をめざし学習環境の改善に取り組む市町等教育委員会に対して、
本県および他県における取組状況等の情報提供を行います。
　少子化が進む中においても、これからの時代に求められる学びを実現していくため、県立高等学
校の学びと配置のあり方について、各地域の活性化協議会において具体的な内容を丁寧に協議しな
がら、地域の実情に応じて検討します。
　木本高等学校と紀南高等学校を統合し、校舎制として設置する紀南地域新高等学校（令和７
（2025）年４月開校予定）においては、それぞれの学校が取り組んできた地域と連携したきめ細か
な学びを継承しつつ、両校舎が連携した多様な教育活動の実現に取り組みます。

80
81
専門学科のうち職業に関する学科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉に関する学科）のこと。
地域の特色や産業を題材として生徒が主体的に取り組んだ学習の成果をふまえ、学習内容やその進め方、学習により培われる生徒の資質・
能力、学校と地域の関わり方等について、他校において推進できるよう、三重県教育委員会が示した地域課題解決型キャリア教育のプ
ログラム。

項　目 現状値（令和5年度）

81.8％ 86.5％

目標値（令和9年度）

※「授業では、話し合う活動などをとおして、自分で考え、自分から取り組んでいると思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をし
た県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ）

授業で主体的に学習に取り組んでいる高校
生の割合※
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主な取組内容6 学校施設の整備
❶ 老朽化対策・耐震化対策の推進

① 　学校施設は、子どもたちが学習など学校生活で多くの時間を過ごす施設ですが、県立学校は建
築から長期間経過している校舎が多いことから、安全・安心を確保しつつ、快適で豊かな学びを実
現するため、建物や設備の老朽化対策・耐震対策を計画的に進める必要があるとともに、近年の夏
季の気温上昇による熱中症対策としても対応が必要な空調整備やトイレの洋式化など設備面での機
能強化や、新しい時代の多様な学びにも柔軟に対応できる学校施設づくりを進める必要があります。

② 　バリアフリーやユニバーサルデザインなど、子どもたちや利用する人びとに優しい学校施設づくり
を進めていく必要があります。また、学校施設は、地震や台風などの災害時には地域の避難所とし
ての役割も果たす施設であり、安全・安心や快適性を有し、多様な人びとの利用に配慮した誰もが
利用しやすい施設であることは、地域の防災機能強化にもつながります。

③ 　脱炭素社会の実現をめざした取組が求められる中、学校施設においても、省エネルギー化や再生
可能エネルギーの導入を進めるとともに、温かみの感じられる学習の場づくりにも配慮し、県産材
等を利用した整備を進める必要があります。

●　県立学校において、屋上・外壁など校舎の経年劣化の修復や給排水設備・電気設備の更新を「三
重県立学校施設長寿命化実施計画」に基づき、計画的に進めます。また、校舎の老朽化対策等と
併せて非構造部材の耐震対策を進めるとともに、施設・設備の点検や防犯対策など安全管理に取り
組みます。
　小中学校等においても、老朽化対策や非構造部材の耐震対策が推進されるよう、市町等教育委
員会への情報提供や助言を行います。（一部再掲）

❷ 快適な学習環境づくりの推進
●　県立学校の空調設備について、これまで全ての普通教室に整備しましたが、設置後１５年以上経
過しているものが約４割となっていることから、計画的な更新に取り組みます。また、特別教室に
ついては使用頻度の観点から、体育施設等については熱中症対策等の観点から検討を行い、必要
な取組を進めます。
　さらに、トイレの改修については、生活様式の変化や衛生環境の改善の視点、利用する子どもた
ちの意見などをふまえ、洋式化や乾式清掃の床への転換等の機能面の向上について、「三重県立学
校施設長寿命化実施計画」に基づき、屋外等のトイレも含め、計画的に進めます。

❸ バリアフリー化の推進
●　各学校の状況に応じ、スロープ等の段差解消、多機能トイレ、エレベーター等のバリアフリー改
修を引き続き進めます。
　また、学校施設の整備・改修の際には、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
（バリアフリー法）の趣旨やユニバーサルデザインの考え方もふまえ、子どもたちの多様性に配慮し
た利用しやすい施設となるよう取り組んでいきます。
　小中学校等においても、バリアフリー法令に基づき定められた文部科学省の整備目標をふまえ、
市町等教育委員会への情報提供や助言を行い、バリアフリー化を進めます。

❹ 自然環境を考慮した施設整備・改修の実施
●　温室効果ガスの排出量を削減するため、県立学校の施設設備においては「三重県地球温暖化対
策総合計画」に基づき、ＬＥＤ照明への更新を進め、省エネルギー化を推進するとともに、太陽光発
電設備の設置が可能と考えられる場所の調査を行うなど、太陽光発電の導入に向けて取り組みます。
　また、建築物の木造化・木質化は、脱炭素化に資するとともに、温かみや心地よさが感じられる
空間の創出が期待されることから、「みえ木材利用方針」に基づき学校施設の整備・改修を行います。

姿すざめ

　老朽化や生活様式の変化への対応が進み、安全で快適となった学校施設では、ユニバー
サルデザイン82や自然環境に配慮する考え方も取り入れられ、子どもたち一人ひとりが安
心して学校生活を送っています。

現状と課題

82「全ての人のためのデザイン」を意味し、障がいの有無や年齢、性別等に関わらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるように
施設、製品、制度等をデザインすること。
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主な取組内容6 学校施設の整備
❶ 老朽化対策・耐震化対策の推進

① 　学校施設は、子どもたちが学習など学校生活で多くの時間を過ごす施設ですが、県立学校は建
築から長期間経過している校舎が多いことから、安全・安心を確保しつつ、快適で豊かな学びを実
現するため、建物や設備の老朽化対策・耐震対策を計画的に進める必要があるとともに、近年の夏
季の気温上昇による熱中症対策としても対応が必要な空調整備やトイレの洋式化など設備面での機
能強化や、新しい時代の多様な学びにも柔軟に対応できる学校施設づくりを進める必要があります。

② 　バリアフリーやユニバーサルデザインなど、子どもたちや利用する人びとに優しい学校施設づくり
を進めていく必要があります。また、学校施設は、地震や台風などの災害時には地域の避難所とし
ての役割も果たす施設であり、安全・安心や快適性を有し、多様な人びとの利用に配慮した誰もが
利用しやすい施設であることは、地域の防災機能強化にもつながります。

③ 　脱炭素社会の実現をめざした取組が求められる中、学校施設においても、省エネルギー化や再生
可能エネルギーの導入を進めるとともに、温かみの感じられる学習の場づくりにも配慮し、県産材
等を利用した整備を進める必要があります。

●　県立学校において、屋上・外壁など校舎の経年劣化の修復や給排水設備・電気設備の更新を「三
重県立学校施設長寿命化実施計画」に基づき、計画的に進めます。また、校舎の老朽化対策等と
併せて非構造部材の耐震対策を進めるとともに、施設・設備の点検や防犯対策など安全管理に取り
組みます。
　小中学校等においても、老朽化対策や非構造部材の耐震対策が推進されるよう、市町等教育委
員会への情報提供や助言を行います。（一部再掲）

❷ 快適な学習環境づくりの推進
●　県立学校の空調設備について、これまで全ての普通教室に整備しましたが、設置後１５年以上経
過しているものが約４割となっていることから、計画的な更新に取り組みます。また、特別教室に
ついては使用頻度の観点から、体育施設等については熱中症対策等の観点から検討を行い、必要
な取組を進めます。
　さらに、トイレの改修については、生活様式の変化や衛生環境の改善の視点、利用する子どもた
ちの意見などをふまえ、洋式化や乾式清掃の床への転換等の機能面の向上について、「三重県立学
校施設長寿命化実施計画」に基づき、屋外等のトイレも含め、計画的に進めます。

❸ バリアフリー化の推進
●　各学校の状況に応じ、スロープ等の段差解消、多機能トイレ、エレベーター等のバリアフリー改
修を引き続き進めます。
　また、学校施設の整備・改修の際には、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
（バリアフリー法）の趣旨やユニバーサルデザインの考え方もふまえ、子どもたちの多様性に配慮し
た利用しやすい施設となるよう取り組んでいきます。
　小中学校等においても、バリアフリー法令に基づき定められた文部科学省の整備目標をふまえ、
市町等教育委員会への情報提供や助言を行い、バリアフリー化を進めます。

❹ 自然環境を考慮した施設整備・改修の実施
●　温室効果ガスの排出量を削減するため、県立学校の施設設備においては「三重県地球温暖化対
策総合計画」に基づき、ＬＥＤ照明への更新を進め、省エネルギー化を推進するとともに、太陽光発
電設備の設置が可能と考えられる場所の調査を行うなど、太陽光発電の導入に向けて取り組みます。
　また、建築物の木造化・木質化は、脱炭素化に資するとともに、温かみや心地よさが感じられる
空間の創出が期待されることから、「みえ木材利用方針」に基づき学校施設の整備・改修を行います。

姿すざめ

　老朽化や生活様式の変化への対応が進み、安全で快適となった学校施設では、ユニバー
サルデザイン82や自然環境に配慮する考え方も取り入れられ、子どもたち一人ひとりが安
心して学校生活を送っています。

現状と課題

82「全ての人のためのデザイン」を意味し、障がいの有無や年齢、性別等に関わらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるように
施設、製品、制度等をデザインすること。
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KPI（重要業績評価指標）

❺ 豊かな学びを支える施設整備・改修の実施
●　県立学校の整備・改修の際には、新しい時代の多様な学びの充実に向け、間仕切等の変更が可
能となるよう配慮するなど、学習内容や学習形態の変化に柔軟に対応できるよう取り組みます。

項　目 現状値（令和5年度）

41棟 78棟

目標値（令和9年度）

※「三重県立学校施設長寿命化実施計画」において計画している長寿命化改修に着手した建物の数（累計）（三重県教育委員会調べ）

学校施設の長寿命化計画に係る長寿命化
改修に着手した建物数※
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KPI（重要業績評価指標）
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※「三重県立学校施設長寿命化実施計画」において計画している長寿命化改修に着手した建物の数（累計）（三重県教育委員会調べ）
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7 家庭での学びの応援

① 　家庭教育は全ての教育の原点であり、基本的な生活習慣・生活能力、人に対する信頼感、豊かな
情操、思いやり、規範意識、自立心や自制心、社会的なマナー等を身につけるとともに、自己肯定
感を高める上で重要な役割を担っています。

④ 　男性の育児休業等に関する制度の整備が進み、全国での取得率も上昇傾向にあるものの、依然
として女性と比べ家事・育児に関わる時間や育児休業の取得率は低い状況であることから、男性の
育児参画の大切さや、内容の充実について、社会全体で意識を高めていく必要があります。

② 　地域のつながりの希薄化や少子化の進行など子育て家庭をめぐる環境が変化するとともに、家族
の多様化や共働き家庭の増加等により、保護者が身近な人から子育てを学ぶ機会や子育て中の保
護者同士がつながる機会が減少しています。このため、子育てや家庭での教育に不安や悩みを持つ
保護者の増加と保護者の孤立化が懸念されます。

③ 　子どもの健やかな成長のために必要となる「早寝・早起き・朝ごはん」などの家庭での基本的生
活習慣に乱れがみられる子どもがいます。

●

●

●

　幼稚園等が、保護者同士の交流の機会を提供したり、子育てに関する相談対応・情報提供を行っ
たりするなど、地域における幼児期の子育ての支援拠点としての役割を担えるよう、地域子育て支
援センター等の関係機関との連携を推進します。（再掲）
　小中学生の学習習慣・読書習慣等の確立に向け、「全国学力・学習状況調査」における児童生徒
質問紙調査や、「みえスタディ・チェック」の学習や生活等に関する質問から、学習習慣・読書習慣
等の状況を継続的に把握するとともに、課題の改善に向け、子どもたちの１人１台端末からダウンロー
ドできるチェックシート等の活用を促進するなど、引き続き、学校・家庭・地域が一体となった「み
えの学力向上県民運動」の取組を進めます。（再掲）
　保護者や子育て支援関係者が集う講座やホームページにおいて、幼児期からの読書の重要性や、
子どもたちの発達段階に応じた効果的な読書活動の取組である「家庭読書（家読（うちどく））」につ
いての普及啓発等を通じ、家庭における読書活動を促進します。（再掲）

主な取組内容

❶ 保護者と子どもの学びの応援
●　家庭教育に関心を持つきっかけや、子育てや家庭での教育のヒント・気づきにつながるよう、リー
フレット等を作成したり、県ホームページ「みっぷる広場」に本県で家庭教育に関わる方々のコラム
を掲載したりするなど、保護者の不安の解消や学びにつなげます。

❷ さまざまな主体で子どもの豊かな育ちを支える取組の充実
●

●

●

　「こども基本法」および「三重県子ども条例」の趣旨をふまえ、企業や子育て支援団体と連携して、
子どもの権利が守られ、豊かに育つことができる地域社会づくりを進めます。
　子育てに優しい地域社会づくりに向け、趣旨に賛同する企業や団体で構成される「みえ次世代育
成応援ネットワーク」等と連携して、さまざまな体験機会を提供するなど、子どもの育ち、子育て
家庭を支援します。
　子育てには男性の育児参画が大切という考え方が職場や地域の中で広まるよう、普及・啓発や情
報発信、ネットワークづくりといった取組を進めるほか、イクボスの推進など、仕事と育児を両立で
きる職場環境づくり等について、企業等に働きかけます。

❸ 家庭教育を応援する体制づくり
●

●

●

●

　家庭・学校・地域の連携を推進することにより、地域全体で子どもを育てる社会づくりにつなげ
るため、地域の実情に応じて家庭を支える人材の養成のための講座を開催するなど、家庭のニーズ
をふまえながら人材の養成を進めます。
　妊娠期から学齢期の子を持つ親同士が、子育てに関するさまざまなテーマについて話し合い、悩
みや思いを語り合う中で気づきを得たり、学んだりできる「みえの親スマイルワーク」等の参加型プ
ログラムが市町の子育て支援センター等で広く展開されるよう、ワークショップの進行役（ファシリ
テーター）の養成を三重県ＰＴＡ連合会・ＰＴＡ安全互助会や市町と連携し進めます。
　市町の子育て支援センターの職員や幼稚園教諭、保育士等に求められる保護者対応や家庭の支
援に関する専門性を高めるため、子育て支援員研修（地域子育て支援コース）を実施し、教職員等
の資質向上を図ります。
　放課後児童支援員認定資格研修や子育て支援員研修（放課後児童コース）を実施し、学校や地
域のさまざまな社会資源等と連携して、子どもの育成支援や家庭の子育て支援に取り組む人材の養
成や資質向上を図ります。

姿すざめ

　家庭の自主性や家族の多様性が尊重されており、社会全体で家庭を応援する気運醸成
が進んでいます。また、子どもたちが豊かな情操や人を思いやる心を持つとともに、基本
的な生活習慣、学習習慣等を身につけています。

現状と課題

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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7 家庭での学びの応援

① 　家庭教育は全ての教育の原点であり、基本的な生活習慣・生活能力、人に対する信頼感、豊かな
情操、思いやり、規範意識、自立心や自制心、社会的なマナー等を身につけるとともに、自己肯定
感を高める上で重要な役割を担っています。

④ 　男性の育児休業等に関する制度の整備が進み、全国での取得率も上昇傾向にあるものの、依然
として女性と比べ家事・育児に関わる時間や育児休業の取得率は低い状況であることから、男性の
育児参画の大切さや、内容の充実について、社会全体で意識を高めていく必要があります。

② 　地域のつながりの希薄化や少子化の進行など子育て家庭をめぐる環境が変化するとともに、家族
の多様化や共働き家庭の増加等により、保護者が身近な人から子育てを学ぶ機会や子育て中の保
護者同士がつながる機会が減少しています。このため、子育てや家庭での教育に不安や悩みを持つ
保護者の増加と保護者の孤立化が懸念されます。

③ 　子どもの健やかな成長のために必要となる「早寝・早起き・朝ごはん」などの家庭での基本的生
活習慣に乱れがみられる子どもがいます。

●

●

●

　幼稚園等が、保護者同士の交流の機会を提供したり、子育てに関する相談対応・情報提供を行っ
たりするなど、地域における幼児期の子育ての支援拠点としての役割を担えるよう、地域子育て支
援センター等の関係機関との連携を推進します。（再掲）
　小中学生の学習習慣・読書習慣等の確立に向け、「全国学力・学習状況調査」における児童生徒
質問紙調査や、「みえスタディ・チェック」の学習や生活等に関する質問から、学習習慣・読書習慣
等の状況を継続的に把握するとともに、課題の改善に向け、子どもたちの１人１台端末からダウンロー
ドできるチェックシート等の活用を促進するなど、引き続き、学校・家庭・地域が一体となった「み
えの学力向上県民運動」の取組を進めます。（再掲）
　保護者や子育て支援関係者が集う講座やホームページにおいて、幼児期からの読書の重要性や、
子どもたちの発達段階に応じた効果的な読書活動の取組である「家庭読書（家読（うちどく））」につ
いての普及啓発等を通じ、家庭における読書活動を促進します。（再掲）

主な取組内容

❶ 保護者と子どもの学びの応援
●　家庭教育に関心を持つきっかけや、子育てや家庭での教育のヒント・気づきにつながるよう、リー
フレット等を作成したり、県ホームページ「みっぷる広場」に本県で家庭教育に関わる方々のコラム
を掲載したりするなど、保護者の不安の解消や学びにつなげます。

❷ さまざまな主体で子どもの豊かな育ちを支える取組の充実
●

●

●

　「こども基本法」および「三重県子ども条例」の趣旨をふまえ、企業や子育て支援団体と連携して、
子どもの権利が守られ、豊かに育つことができる地域社会づくりを進めます。
　子育てに優しい地域社会づくりに向け、趣旨に賛同する企業や団体で構成される「みえ次世代育
成応援ネットワーク」等と連携して、さまざまな体験機会を提供するなど、子どもの育ち、子育て
家庭を支援します。
　子育てには男性の育児参画が大切という考え方が職場や地域の中で広まるよう、普及・啓発や情
報発信、ネットワークづくりといった取組を進めるほか、イクボスの推進など、仕事と育児を両立で
きる職場環境づくり等について、企業等に働きかけます。

❸ 家庭教育を応援する体制づくり
●

●

●

●

　家庭・学校・地域の連携を推進することにより、地域全体で子どもを育てる社会づくりにつなげ
るため、地域の実情に応じて家庭を支える人材の養成のための講座を開催するなど、家庭のニーズ
をふまえながら人材の養成を進めます。
　妊娠期から学齢期の子を持つ親同士が、子育てに関するさまざまなテーマについて話し合い、悩
みや思いを語り合う中で気づきを得たり、学んだりできる「みえの親スマイルワーク」等の参加型プ
ログラムが市町の子育て支援センター等で広く展開されるよう、ワークショップの進行役（ファシリ
テーター）の養成を三重県ＰＴＡ連合会・ＰＴＡ安全互助会や市町と連携し進めます。
　市町の子育て支援センターの職員や幼稚園教諭、保育士等に求められる保護者対応や家庭の支
援に関する専門性を高めるため、子育て支援員研修（地域子育て支援コース）を実施し、教職員等
の資質向上を図ります。
　放課後児童支援員認定資格研修や子育て支援員研修（放課後児童コース）を実施し、学校や地
域のさまざまな社会資源等と連携して、子どもの育成支援や家庭の子育て支援に取り組む人材の養
成や資質向上を図ります。

姿すざめ

　家庭の自主性や家族の多様性が尊重されており、社会全体で家庭を応援する気運醸成
が進んでいます。また、子どもたちが豊かな情操や人を思いやる心を持つとともに、基本
的な生活習慣、学習習慣等を身につけています。

現状と課題
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

21人（R4） 145人

76（R4） 210

目標値（令和9年度）

※1
※2

家庭での学びを提供するホームページ「みっぷる広場」に掲載した、子育ての参考となるコラム数（累計）（三重県子ども・福祉部調べ）
みえの親スマイルワーク養成講座に参加した市町の子育て支援センター職員やPTA会員等の数（累計）（三重県子ども・福祉部調べ）

家庭での学びを提供するホームページ
「みっぷる広場」に掲載したコラム数※1

家庭教育を応援する人材の養成数
（「みえの親スマイルワーク」の進行役）※2

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）
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76（R4） 210

目標値（令和9年度）

※1
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家庭での学びを提供するホームページ「みっぷる広場」に掲載した、子育ての参考となるコラム数（累計）（三重県子ども・福祉部調べ）
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「みっぷる広場」に掲載したコラム数※1

家庭教育を応援する人材の養成数
（「みえの親スマイルワーク」の進行役）※2
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主な取組内容

8 社会教育の推進と地域の教育力の向上

❶ さまざまな主体との連携・協働

① 　地域社会では、子どもたちの健やかな成長に向けて、体験活動や学習活動の機会が提供されて
います。地域の教育力を子どもたちの成長により一層生かしていくためには、 ＰＴＡやＮＰＯ、高等
教育機関、放課後子ども教室の関係者など、さまざまな主体との連携を進め、地域社会における
教育の充実、拡大を図ることが求められています。

② 　新たな社会の到来による地域社会の変化に伴って、今後の公民館や公立図書館といった社会教育
施設では、地域学習や多世代交流、学校と地域の連携、防災教育などに関して地域づくりの拠点と
しての役割を担うとともに、全ての人びとが生涯を通じて、それぞれのニーズに応じて学習すること
ができる環境の実現に向けて、ＩＣＴを効果的に活用しながら地域の課題や多様な学習ニーズに対応
していく必要があります。

③ 　多様な地域課題や学習ニーズに対応するため、地域の社会教育の企画・立案や運営、専門的・技
術的な助言と指導を行い、地域住民の自発的な学習活動を支援することができるリーダー的な人材
を育成していく必要があります。

● 　地域社会における教育の充実を図るため、ＰＴＡやＮＰＯ、高等教育機関、放課後子ども教室の関
係者など、さまざまな主体との情報交換・情報共有をとおして、相互のつながりを形成するネットワー
クを構築します。

❷ 地域の課題や多様な学習ニーズへの対応
●

●

●

●

　公民館等の社会教育施設が、多様な学習ニーズに応じた学習機会を提供できるよう、さまざまな
主体と連携して、市町の公民館等関係者を対象とする講習を実施し、地域課題の解決やＩＣＴを活
用した取組事例の紹介をとおして、地域における取組の活性化を図ります。
　鈴鹿青少年センターにおいて、青少年をはじめとした、幼児から高齢者までの幅広い世代が、集い、
にぎわい、つながるような空間を創出し、自然に親しみ、学び、楽しみながら心身の健康維持や学
習活動等を行うことができるプログラムを提供することで、青少年の健全育成の取組を推進します。
　熊野少年自然の家において、学校、スポーツ少年団等の社会教育関係団体、地域の自治会等住
民団体など、さまざまな主体と連携し、優れた自然環境の中で集団生活指導を行うことにより、心
身ともに健全な青少年の育成を図ります。
　三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）や三重県立美術館、斎宮歴史博物館、三重県総合文化センター
等において、子どもたちを対象とした参加体験型の学習プログラムや出前授業等を実施します。

❸ 社会教育関係者の資質の向上
●

●

　社会教育主事、社会教育委員、社会教育施設の関係者の研修・交流の場を設けるとともに、社
会教育士制度や市町における先進的な社会教育活動の事例を紹介し、地域の枠を越えた学習と相
互の連携を進めます。
　地域学校協働活動を推進する役割を担うコーディネーターの養成講座を実施するとともに、養成
されたコーディネーターの資質向上に向けた交流会やフォローアップ研修を実施することで、各地域
における地域学校協働活動をより一層推進します。

●

●

　地域において、「放課後子ども教室」等の設置・運営について支援するとともに、従事する職員に
対する研修の機会を確保することなどをとおして、子どもたちが安全・安心に放課後を過ごせる居
場所を確保し、地域の方々の参画を得て、学ぶ機会や多様な体験・活動が充実するよう、ネットワー
クの構築を図ります。また、地域と学校の協働を進め、より一層学校施設の活用が行われるよう取
り組みます。
　公民館やコミュニティセンター等に対し、大学等の高等教育機関が持つ専門的知識や技能、リス
キリング83に資するプログラムを活用した出前講座を紹介するなど、リカレント教育84の拡充に向
けた取組を進めます。

姿すざめ

　県民の皆さんが生涯にわたって生きがいを感じることができるよう、社会教育関係団体
やNPO、地域の方々といったさまざまな主体のネットワークの強化などを通じて、地域
の中で子どもたちを健やかに育む環境が整備されるとともに、地域社会の変化や技術の
進歩に対応した多様な学習機会が提供されています。

現状と課題

83
84

新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること。
学校教育からいったん離れた後も、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくこと。
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主な取組内容

8 社会教育の推進と地域の教育力の向上

❶ さまざまな主体との連携・協働

① 　地域社会では、子どもたちの健やかな成長に向けて、体験活動や学習活動の機会が提供されて
います。地域の教育力を子どもたちの成長により一層生かしていくためには、 ＰＴＡやＮＰＯ、高等
教育機関、放課後子ども教室の関係者など、さまざまな主体との連携を進め、地域社会における
教育の充実、拡大を図ることが求められています。

② 　新たな社会の到来による地域社会の変化に伴って、今後の公民館や公立図書館といった社会教育
施設では、地域学習や多世代交流、学校と地域の連携、防災教育などに関して地域づくりの拠点と
しての役割を担うとともに、全ての人びとが生涯を通じて、それぞれのニーズに応じて学習すること
ができる環境の実現に向けて、ＩＣＴを効果的に活用しながら地域の課題や多様な学習ニーズに対応
していく必要があります。

③ 　多様な地域課題や学習ニーズに対応するため、地域の社会教育の企画・立案や運営、専門的・技
術的な助言と指導を行い、地域住民の自発的な学習活動を支援することができるリーダー的な人材
を育成していく必要があります。

● 　地域社会における教育の充実を図るため、ＰＴＡやＮＰＯ、高等教育機関、放課後子ども教室の関
係者など、さまざまな主体との情報交換・情報共有をとおして、相互のつながりを形成するネットワー
クを構築します。

❷ 地域の課題や多様な学習ニーズへの対応
●

●

●

●

　公民館等の社会教育施設が、多様な学習ニーズに応じた学習機会を提供できるよう、さまざまな
主体と連携して、市町の公民館等関係者を対象とする講習を実施し、地域課題の解決やＩＣＴを活
用した取組事例の紹介をとおして、地域における取組の活性化を図ります。
　鈴鹿青少年センターにおいて、青少年をはじめとした、幼児から高齢者までの幅広い世代が、集い、
にぎわい、つながるような空間を創出し、自然に親しみ、学び、楽しみながら心身の健康維持や学
習活動等を行うことができるプログラムを提供することで、青少年の健全育成の取組を推進します。
　熊野少年自然の家において、学校、スポーツ少年団等の社会教育関係団体、地域の自治会等住
民団体など、さまざまな主体と連携し、優れた自然環境の中で集団生活指導を行うことにより、心
身ともに健全な青少年の育成を図ります。
　三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）や三重県立美術館、斎宮歴史博物館、三重県総合文化センター
等において、子どもたちを対象とした参加体験型の学習プログラムや出前授業等を実施します。

❸ 社会教育関係者の資質の向上
●

●

　社会教育主事、社会教育委員、社会教育施設の関係者の研修・交流の場を設けるとともに、社
会教育士制度や市町における先進的な社会教育活動の事例を紹介し、地域の枠を越えた学習と相
互の連携を進めます。
　地域学校協働活動を推進する役割を担うコーディネーターの養成講座を実施するとともに、養成
されたコーディネーターの資質向上に向けた交流会やフォローアップ研修を実施することで、各地域
における地域学校協働活動をより一層推進します。

●

●

　地域において、「放課後子ども教室」等の設置・運営について支援するとともに、従事する職員に
対する研修の機会を確保することなどをとおして、子どもたちが安全・安心に放課後を過ごせる居
場所を確保し、地域の方々の参画を得て、学ぶ機会や多様な体験・活動が充実するよう、ネットワー
クの構築を図ります。また、地域と学校の協働を進め、より一層学校施設の活用が行われるよう取
り組みます。
　公民館やコミュニティセンター等に対し、大学等の高等教育機関が持つ専門的知識や技能、リス
キリング83に資するプログラムを活用した出前講座を紹介するなど、リカレント教育84の拡充に向
けた取組を進めます。

姿すざめ

　県民の皆さんが生涯にわたって生きがいを感じることができるよう、社会教育関係団体
やNPO、地域の方々といったさまざまな主体のネットワークの強化などを通じて、地域
の中で子どもたちを健やかに育む環境が整備されるとともに、地域社会の変化や技術の
進歩に対応した多様な学習機会が提供されています。

現状と課題

83
84

新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること。
学校教育からいったん離れた後も、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくこと。
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

10市町（R4） 29市町

目標値（令和9年度）

※ 公民館等での社会教育活動において、オンラインを活用した取組・講座等を行っている市町の数（三重県教育委員会調べ）

公民館等の社会教育活動として、ＩＣＴを
活用した取組を行っている市町の数※
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KPI（重要業績評価指標）

項　目 現状値（令和5年度）

10市町（R4） 29市町

目標値（令和9年度）

※ 公民館等での社会教育活動において、オンラインを活用した取組・講座等を行っている市町の数（三重県教育委員会調べ）

公民館等の社会教育活動として、ＩＣＴを
活用した取組を行っている市町の数※
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主な取組内容

9 文化財の保存・活用・継承

❶ 文化財の調査と指定

① 　本県には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」や国指定無形民俗文化財「鳥羽・志摩の海女漁の
技術」など、特色ある歴史や風土に育まれた多くの有形・無形の文化財が残されています。今後、新
たに価値が認められた文化財は、指定等の手続きを的確に進め、保護を図っていく必要があります。

② 　文化財を適切に保存し、次世代へ引き継いでいくことが必要ですが、少子高齢化、過疎化の進行
等により、文化財の維持管理や伝統的な民俗行事の継承が困難になっています。また、自然環境
の変化による貴重な動植物の絶滅等が危惧されており、保存に向けた対応が求められています。

③ 　文化財を保存し継承していくためには、広く文化財への理解を深めるとともに、地域社会総がかりで文
化財を保存・活用する環境を整え、魅力ある地域づくりに向けた取組を進めることが求められています。

● 　文化財を将来にわたって保存・継承するため、本県にとって特に重要な文化財については、三重県文化
財保護審議会への諮問・答申を経て、指定を行います。また、全国的にみて貴重な文化財については、
国指定等となるよう、所有者の意向を確認しながら国への働きかけを積極的に行います。

❷ 文化財の修理・整備と継承
● 　国・県指定等文化財で、修復や再生、継承のための取組が必要なものについては、所有者や市町と調
整の上、保存のための支援を行うとともに、その活用のための情報発信を積極的に実施します。

●

●

　民俗文化財の継承については、市町や保持団体と密に情報共有を行い、それぞれの実情に応じた
対応を行います。
　貴重な動植物等を保護するため、関係機関と連携して現状把握調査を実施し、保護のための方針
を定めます。

❸ 文化財の保存・活用の推進
●

●

●

●

●

　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」については、世界遺産の追加登録の実現に向けて、関連す
る文化財に新たな価値づけを行い、複数市町にまたがる構成文化財を一体として保護するとともに、
末永く守り伝えられるよう関係する地元の気運を高める取組を進めていきます。
　子どもたちが郷土を愛し、文化財を受け継ぐ人へと育つよう、市町と連携し、文化財体験イベントや、
県内で催される祭りを体感するプログラムなど、子どもたちが文化財の価値を理解したり、魅力に
触れたりする機会を創出します。
　国指定無形民俗文化財「鳥羽・志摩の海女漁の技術」をはじめとする県内の魅力ある文化財につ
いて、パネル展やSNS等による啓発・情報発信に取り組むとともに、三重県埋蔵文化財センターに
おいて、公開講座や展示会開催等の取組を進め、県民の皆さんが文化財への理解を深められる機
会を提供します。
　県内の文化財について、「三重県文化財保存活用大綱」に基づき、地域社会総がかりでの文化財
保護への取組方針を示し、市町に対する支援を行うとともに、防災および災害発生時には、「三重
県文化資産防災ネットワーク要綱」に基づき、県内の文化財を災害から守るための取組を行います。
　国・県指定等文化財をはじめとした文化財の保存・活用が地域社会総がかりで計画的に進められ
るよう、市町による文化財保存活用地域計画85の作成を積極的に支援します。

姿すざめ

　子どもたちをはじめとする多くの方々が文化財について学び、親しみ、その価値につい
ての理解を深めることで、地域の宝である文化財が保存・活用・継承されています。

現状と課題

項　目 現状値（令和5年度）

1,223件（R4） 1,287件三重県内の国・県指定等文化財数※

目標値（令和9年度）

※ 国の指定・選定・選択・登録文化財、県の指定・選択文化財の数（累計）（三重県教育委員会調べ）

85 市町が策定する文化財の保存・活用に関する目標や具体的な取組内容を定めた計画。

KPI（重要業績評価指標）
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主な取組内容

9 文化財の保存・活用・継承

❶ 文化財の調査と指定

① 　本県には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」や国指定無形民俗文化財「鳥羽・志摩の海女漁の
技術」など、特色ある歴史や風土に育まれた多くの有形・無形の文化財が残されています。今後、新
たに価値が認められた文化財は、指定等の手続きを的確に進め、保護を図っていく必要があります。

② 　文化財を適切に保存し、次世代へ引き継いでいくことが必要ですが、少子高齢化、過疎化の進行
等により、文化財の維持管理や伝統的な民俗行事の継承が困難になっています。また、自然環境
の変化による貴重な動植物の絶滅等が危惧されており、保存に向けた対応が求められています。

③ 　文化財を保存し継承していくためには、広く文化財への理解を深めるとともに、地域社会総がかりで文
化財を保存・活用する環境を整え、魅力ある地域づくりに向けた取組を進めることが求められています。

● 　文化財を将来にわたって保存・継承するため、本県にとって特に重要な文化財については、三重県文化
財保護審議会への諮問・答申を経て、指定を行います。また、全国的にみて貴重な文化財については、
国指定等となるよう、所有者の意向を確認しながら国への働きかけを積極的に行います。

❷ 文化財の修理・整備と継承
● 　国・県指定等文化財で、修復や再生、継承のための取組が必要なものについては、所有者や市町と調
整の上、保存のための支援を行うとともに、その活用のための情報発信を積極的に実施します。

●

●

　民俗文化財の継承については、市町や保持団体と密に情報共有を行い、それぞれの実情に応じた
対応を行います。
　貴重な動植物等を保護するため、関係機関と連携して現状把握調査を実施し、保護のための方針
を定めます。

❸ 文化財の保存・活用の推進
●

●

●

●

●

　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」については、世界遺産の追加登録の実現に向けて、関連す
る文化財に新たな価値づけを行い、複数市町にまたがる構成文化財を一体として保護するとともに、
末永く守り伝えられるよう関係する地元の気運を高める取組を進めていきます。
　子どもたちが郷土を愛し、文化財を受け継ぐ人へと育つよう、市町と連携し、文化財体験イベントや、
県内で催される祭りを体感するプログラムなど、子どもたちが文化財の価値を理解したり、魅力に
触れたりする機会を創出します。
　国指定無形民俗文化財「鳥羽・志摩の海女漁の技術」をはじめとする県内の魅力ある文化財につ
いて、パネル展やSNS等による啓発・情報発信に取り組むとともに、三重県埋蔵文化財センターに
おいて、公開講座や展示会開催等の取組を進め、県民の皆さんが文化財への理解を深められる機
会を提供します。
　県内の文化財について、「三重県文化財保存活用大綱」に基づき、地域社会総がかりでの文化財
保護への取組方針を示し、市町に対する支援を行うとともに、防災および災害発生時には、「三重
県文化資産防災ネットワーク要綱」に基づき、県内の文化財を災害から守るための取組を行います。
　国・県指定等文化財をはじめとした文化財の保存・活用が地域社会総がかりで計画的に進められ
るよう、市町による文化財保存活用地域計画85の作成を積極的に支援します。

姿すざめ

　子どもたちをはじめとする多くの方々が文化財について学び、親しみ、その価値につい
ての理解を深めることで、地域の宝である文化財が保存・活用・継承されています。

現状と課題

項　目 現状値（令和5年度）

1,223件（R4） 1,287件三重県内の国・県指定等文化財数※

目標値（令和9年度）

※ 国の指定・選定・選択・登録文化財、県の指定・選択文化財の数（累計）（三重県教育委員会調べ）

85 市町が策定する文化財の保存・活用に関する目標や具体的な取組内容を定めた計画。

KPI（重要業績評価指標）

基本施策6 学びを支える教育環境の整備
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第3章 教育ビジョンの実現に向けて

教育ビジョンの進行管理

「学校」の役割

1

○ 　本ビジョンの進行管理にあたっては、毎年度、KPI（重要業績評価指標）の達成状況と評価を、
県議会をはじめ三重県教育改革推進会議等の関係会議に報告するとともに、県のＷｅｂサイトで公
表します。また、会議等での意見をふまえて取組の改善を行い、次年度以降の施策展開に生かすなど、
ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルに基づく進行管理を行います。

多様な担い手との連携・協働2

○ 　子どもたちにこれからの時代に求められる力を育んでいくとともに、ますます複雑化・多様化する
教育を取り巻く課題を乗り越えていくためには、学校や行政のみならず、全ての県民が教育の当事
者としての自覚を持ち、社会総がかりで本県の教育の推進に取り組んでいくことが大切です。

　学校は、教職員が高い志と使命感を持って子どもたちと向き合うことや家庭・地域と連携する
ことを通じ、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、「自立する力」、「共生する力」、「創造する力」
を育みます。また、学校は、学習機会と学力の保障や全人的な発達・成長の保障、身体的・精
神的な健康を保障する役割を担っていくとともに、教育活動に関する情報を積極的に公開したり、
教職員の資質向上を図ったりすることで、地域に開かれ、信頼される学校づくりを進めます。

「地域・企業」の役割
　地域・企業は、インターンシップや職場体験活動、社会貢献活動、文化芸術・スポーツ活動
などのリアルな体験・交流活動や、子どもたち一人ひとりのさまざまな教育的ニーズをふまえ
た取組等を通じて、多様な学びの機会の提供や支援を行います。また、地域の学校運営への
参画や、企業の障がい者雇用による能力発揮の場の提供、地域・企業による子育てや家庭教
育への応援・支援など、さまざまな視点から教育施策に協力・貢献します。

「行政」の役割
　県教育委員会および県は、時代の変化等に伴い新たに生じる課題や状況に的確に対応する
とともに、よりよい教育施策の実施に向けて取り組みます。また、子どもたち一人ひとりの状
況に応じたよりよい教育環境を整備・実現するとともに、ニーズや課題を把握・分析した上で、
計画やシステムを整備し、必要な助言等を行います。あわせて、社会総がかりで教育を進め
るために必要な働きかけや支援等を行います。

県と市町の役割分担
　市町等教育委員会および市町は、義務教育、幼児教育を担う自治体として、自らの判断にお
いて教育行政を展開するとともに、その成果について住民への説明責任を確実に果たします。
　県教育委員会および県は、全県的な教育水準の維持向上に主体的役割を果たします。また、
教育施策を進めるにあたり、市町等教育委員会、市町との意見や情報の交換を密にし、その
主体性を尊重しながら一層の支援を図ります。

「家庭」の役割
　家庭は、子どもの健やかな育ちの基盤として、安心して生活できる環境を整え、深い愛情
を持って子どもを温かく育みます。また、家庭は、教育の第一義的責任者として、生活のため
に必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図り
ます。あわせて、学校との連携を深め、家庭での教育を通じて、学力・体力の向上、道徳教
育等の教育効果を相乗的に高め合います。

○ 　保護者、地域の方々、市町等に対しては、「三重県教育ビジョン」の共有と教育活動への積極的
な参画・連携を期待しています。学校や行政の役割、家庭や地域・企業等に期待される役割は次の
とおりです。
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第3章 教育ビジョンの実現に向けて

教育ビジョンの進行管理

「学校」の役割

1

○ 　本ビジョンの進行管理にあたっては、毎年度、KPI（重要業績評価指標）の達成状況と評価を、
県議会をはじめ三重県教育改革推進会議等の関係会議に報告するとともに、県のＷｅｂサイトで公
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育への応援・支援など、さまざまな視点から教育施策に協力・貢献します。

「行政」の役割
　県教育委員会および県は、時代の変化等に伴い新たに生じる課題や状況に的確に対応する
とともに、よりよい教育施策の実施に向けて取り組みます。また、子どもたち一人ひとりの状
況に応じたよりよい教育環境を整備・実現するとともに、ニーズや課題を把握・分析した上で、
計画やシステムを整備し、必要な助言等を行います。あわせて、社会総がかりで教育を進め
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に必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図り
ます。あわせて、学校との連携を深め、家庭での教育を通じて、学力・体力の向上、道徳教
育等の教育効果を相乗的に高め合います。

○ 　保護者、地域の方々、市町等に対しては、「三重県教育ビジョン」の共有と教育活動への積極的
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三重の教育宣言

巻末資料

子どもたちは、一人ひとりがかけがえのない大切な存在であり、

誰もが無限の可能性を持っています。

将来、地域で輝き、世界で活躍する子どもたちの姿は、私たちの

「希望」であり「未来」です。

教育には、子どもたちの可能性が芽吹く土壌をつくり、開花させ、

実りある豊かな「未来」を創るという崇高な使命があります。

私たちは子どもたちに、「生きる喜びを感じながら、志を持って夢を

実現させていく力」、「他者と支え合いながら、社会を創っていく力」

を身につけて欲しいと願っています。

私たちは、子どもたちを信じ、「毎日が未来への分岐点」という思

いのもと、県民力を結集し、全力で三重の教育に取り組むことを、

ここに宣言します。

●

●

●

●

●

（平成28年3月）
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【施策の目標達成状況】

A

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

B C D
進んだ

6

2

4

2

7

ある程度
進んだ

あまり
進まなかった

目標達成状況

施策

合　計

進まなかった

子どもの未来の礎となる「確かな学力・
豊かな心・健やかな身体」の育成

個性を生かし他者と協働して未来を創
造する力の育成

特別支援教育の推進

安全で安心な学びの場づくり

地域との協働と信頼される学校づくり

21
（41.2％）

7

6

1

6

4

24
（47.1％）

0

1

0

2

1

4
（7.8％）

1

0

0

0

1

2
（3.9％）

目標達成状況

【基本施策の目標達成状況】

令和５年度目標に対する
実績値の割合

A

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

B C D
進んだ

2

0

1

0

1

ある程度
進んだ

あまり
進まなかった

目標達成状況

基本施策

合　計

進まなかった

Ａ（進んだ）：100％
Ｂ（ある程度進んだ）：85％以上100％未満
Ｃ（あまり進まなかった）：70％以上85％未満
Ｄ（進まなかった）：70％未満

「三重県教育ビジョン」〈令和２（2020）～令和５（2023）年度〉の
目標達成状況

　令和２（2020）～令和５（2023）年度を計画期間とした「三重県教育ビジョン」では、５つの基本
施策と27の施策にそれぞれ数値目標を設定し、取組を進めました。

子どもの未来の礎となる「確かな学力・
豊かな心・健やかな身体」の育成

個性を生かし他者と協働して未来を創
造する力の育成

特別支援教育の推進

安全で安心な学びの場づくり

地域との協働と信頼される学校づくり

4
（50.0％）

0

1

0

3

0

4
（50.0％）

0

0

0

0

0

0
（0.0％）

0

0

0

0

0

0
（0.0％）

全体の目標達成状況1
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授業時間以外に読書を
する子どもたちの割合

体力テストの総合評価
が「A」・「B」・「C」の子
どもたちの割合

授業以外でも運動やス
ポーツをしたいと思う
子どもたちの割合

道徳科の授業で家庭
や地域と連携した取組
を行っている小中学校
の割合

むし歯予防に取り組ん
でいる小学校・特別支
援学校（小学部）の割合

指標 令和元年度
現状値

小学生
63.9％
中学生
45.5％

小学生
65.7％
中学生
50.4％

小学生
57.2％
中学生
44.7％

小学生
0.87（B）
中学生
0.89（B）

小学生
96.6％
中学生
94.0％

小学生
100％
中学生
100％

小学生
100％
中学生
100％

小学生
1.00（A）
中学生
1.00（A）

74.5％ 100％ 60.4％ 0.60（D）

69.8％ 71.5％ 84.5％ 1.00（A）

75.1％ 80.0％ 70.3％ 0.88（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

道徳教育の
推進

健康教育・
食育の推進

読書活動・
文化芸術活動
の推進

体力の向上と
学校スポーツ
の推進

自分には、よいところ
があると思う子どもた
ちの割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

小学生
80.1％
中学生
74.9％

小学生
77.6％
中学生
78.5％

小学生
81.9％
中学生
80.9％

小学生
1.00（A）
中学生
1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

「全国学力・学習状況
調査」における本県の
子どもたちの学力の
伸び

日本語指導が必要な外
国人児童生徒に対し
て、日本語指導が行わ
れている学校の割合

就学前教育に独自の計
画・方針を策定して取
り組む市町の数

勉強をすることが好き
な子どもたちの割合

○施策

指標 令和元年度
現状値

小学生
100.2
中学生
98.3

小学生
104
中学生
102

小学生
97.1
中学生
98.4

小学生
0.93（B）
中学生
0.96（B）

小学生
65.9％
中学生
60.5％

小学生
70.0％
中学生
65.0％

小学生
59.6％
中学生
59.9％

小学生
0.85（B）
中学生
0.92（B）

86.8% 100％ 100％ 1.00（A）

15市町 29市町 29市町 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

学力の育成

外国人児童生
徒教育の推進

幼児教育の推進

人権教育の推進

【基本施策１　子どもの未来の礎となる「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」の育成】

基本施策・施策の総括2

人権学習によって人権を
守るための行動をしたい
と感じるようになった子
どもたちの割合

88.5％ 92.1％ 94.1％ 1.00（A）
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授業時間以外に読書を
する子どもたちの割合

体力テストの総合評価
が「A」・「B」・「C」の子
どもたちの割合

授業以外でも運動やス
ポーツをしたいと思う
子どもたちの割合
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や地域と連携した取組
を行っている小中学校
の割合

むし歯予防に取り組ん
でいる小学校・特別支
援学校（小学部）の割合

指標 令和元年度
現状値

小学生
63.9％
中学生
45.5％

小学生
65.7％
中学生
50.4％

小学生
57.2％
中学生
44.7％

小学生
0.87（B）
中学生
0.89（B）

小学生
96.6％
中学生
94.0％

小学生
100％
中学生
100％

小学生
100％
中学生
100％

小学生
1.00（A）
中学生
1.00（A）

74.5％ 100％ 60.4％ 0.60（D）

69.8％ 71.5％ 84.5％ 1.00（A）

75.1％ 80.0％ 70.3％ 0.88（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

道徳教育の
推進

健康教育・
食育の推進

読書活動・
文化芸術活動
の推進

体力の向上と
学校スポーツ
の推進

自分には、よいところ
があると思う子どもた
ちの割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

小学生
80.1％
中学生
74.9％

小学生
77.6％
中学生
78.5％

小学生
81.9％
中学生
80.9％

小学生
1.00（A）
中学生
1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

「全国学力・学習状況
調査」における本県の
子どもたちの学力の
伸び

日本語指導が必要な外
国人児童生徒に対し
て、日本語指導が行わ
れている学校の割合

就学前教育に独自の計
画・方針を策定して取
り組む市町の数

勉強をすることが好き
な子どもたちの割合

○施策

指標 令和元年度
現状値

小学生
100.2
中学生
98.3

小学生
104
中学生
102

小学生
97.1
中学生
98.4

小学生
0.93（B）
中学生
0.96（B）

小学生
65.9％
中学生
60.5％

小学生
70.0％
中学生
65.0％

小学生
59.6％
中学生
59.9％

小学生
0.85（B）
中学生
0.92（B）

86.8% 100％ 100％ 1.00（A）

15市町 29市町 29市町 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

学力の育成

外国人児童生
徒教育の推進

幼児教育の推進

人権教育の推進

【基本施策１　子どもの未来の礎となる「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」の育成】

基本施策・施策の総括2

人権学習によって人権を
守るための行動をしたい
と感じるようになった子
どもたちの割合

88.5％ 92.1％ 94.1％ 1.00（A）
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小中学校の通常の学級
において個別の教育支
援計画および個別の指
導計画を作成した学校
の割合

特別支援学校における
交流及び共同学習の
実施件数

指標 令和元年度
現状値

支援計画
小学校
95.1％
中学校
94.8％

指導計画
小学校
95.7％
中学校
96.7％

支援計画
小学校
100％
中学校
100％

指導計画
小学校
100％
中学校
100％

支援計画
小学校
98.0%
中学校
100%

指導計画
小学校
100%
中学校
100%

支援計画
小学校
0.98（B）
中学校
1.00（A）

指導計画
小学校
1.00（A）
中学校
1.00（A）

851回 700回 846回 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

一人ひとりの
学びを支える
教育の推進

特別支援学校
における自立
と社会参画に
向けた教育の
推進

特別支援学校高等部の
一般企業就職希望者の
就職率

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

100% 100% 100% 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策３　特別支援教育の推進】

○施策

社会的な課題について
話し合う活動を行って
いる高等学校の数

日常的な話題や社会的
な話題について、英語
でやりとりすることが
できる高校生の割合

地域の行事に参加して
いる子どもたちの割合

目標を持って学習や活
動に取り組んでいる子
どもたちの割合

指標 令和元年度
現状値

41.7% 50.0% 46.4% 0.93（B）

小学生
88.2%
中学生
86.6%
高校生
65.9%

小学生
95.5%
中学生
96.1%
高校生
77.1%

小学生
90.2%
中学生
92.0%
高校生
71.0%

小学生
0.94（B）
中学生
0.96（B）
高校生
0.92（B）

小学生
74.1%
中学生
56.8%

小学生
76.1%
中学生
62.8%

小学生
64.4%
中学生
47.0%

小学生
0.85（B）
中学生
0.75（C）

23校 56校 56校 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

主体的に社会
を形成する力
の育成

キャリア教育
の充実

グローカル教
育の推進

自立した主体として、
社会において権利を行
使し責任を果たそうと
考える高校生の割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

62.3% 72.5% 63.9% 0.88（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策２　個性を生かし他者と協働して未来を創造する力の育成】

○施策

実社会での問題発見・解
決に生かしていくための
教科横断的な学習活動
を行った高等学校の数

「困難だと思うことで
も、前向きに考えて挑
戦している」と答えた
高校生の割合

15校 36校 38校 1.00（A）

71.8% 80.8% 76.0% 0.94（B）

知識を活用し
て新たな価値
を創り出す力
の育成
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小中学校の通常の学級
において個別の教育支
援計画および個別の指
導計画を作成した学校
の割合

特別支援学校における
交流及び共同学習の
実施件数

指標 令和元年度
現状値

支援計画
小学校
95.1％
中学校
94.8％

指導計画
小学校
95.7％
中学校
96.7％

支援計画
小学校
100％
中学校
100％

指導計画
小学校
100％
中学校
100％

支援計画
小学校
98.0%
中学校
100%

指導計画
小学校
100%
中学校
100%

支援計画
小学校
0.98（B）
中学校
1.00（A）

指導計画
小学校
1.00（A）
中学校
1.00（A）

851回 700回 846回 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

一人ひとりの
学びを支える
教育の推進

特別支援学校
における自立
と社会参画に
向けた教育の
推進

特別支援学校高等部の
一般企業就職希望者の
就職率

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

100% 100% 100% 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策３　特別支援教育の推進】

○施策

社会的な課題について
話し合う活動を行って
いる高等学校の数

日常的な話題や社会的
な話題について、英語
でやりとりすることが
できる高校生の割合

地域の行事に参加して
いる子どもたちの割合

目標を持って学習や活
動に取り組んでいる子
どもたちの割合

指標 令和元年度
現状値

41.7% 50.0% 46.4% 0.93（B）

小学生
88.2%
中学生
86.6%
高校生
65.9%

小学生
95.5%
中学生
96.1%
高校生
77.1%

小学生
90.2%
中学生
92.0%
高校生
71.0%

小学生
0.94（B）
中学生
0.96（B）
高校生
0.92（B）

小学生
74.1%
中学生
56.8%

小学生
76.1%
中学生
62.8%

小学生
64.4%
中学生
47.0%

小学生
0.85（B）
中学生
0.75（C）

23校 56校 56校 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

主体的に社会
を形成する力
の育成

キャリア教育
の充実

グローカル教
育の推進

自立した主体として、
社会において権利を行
使し責任を果たそうと
考える高校生の割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

62.3% 72.5% 63.9% 0.88（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策２　個性を生かし他者と協働して未来を創造する力の育成】

○施策

実社会での問題発見・解
決に生かしていくための
教科横断的な学習活動
を行った高等学校の数

「困難だと思うことで
も、前向きに考えて挑
戦している」と答えた
高校生の割合

15校 36校 38校 1.00（A）

71.8% 80.8% 76.0% 0.94（B）

知識を活用し
て新たな価値
を創り出す力
の育成
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生活困窮家庭またはひ
とり親家庭の高校生世
代が利用できる学習支
援を実施する市町数

学校施設の長寿命化
計画に係る長寿命化改
修に着手した建物数

高等学校（全日制）に
おける中途退学率

指標 令和元年度
現状値

― 41棟 41棟 1.00（A）

0.63% 0.48% 0.56% ※ 0.95（B） ※

18市町 26市町 20市町 0.77（C）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

学びのセーフ
ティネットの
構築・学びの
継続

学校施設の
充実

※ 令和５（2023）年度実績値が未確定のため、令和４（2022）年度の実績値および目標達成状況を掲載しています。

いじめ防止応援サポー
ターとしていじめの防
止に取り組む団体数

家庭や地域と連携した
防災の取組を実施して
いる学校の割合

学校安全ボランティア
の中心となるスクール
ガード・リーダーの登
録者数

不 登 校 児 童 生 徒 が、
学校内外の機関等で
の相談・指導等を受け
た割合

いじめの認知件 数に
対して解消したものの
割合

指標 令和元年度
現状値

5人 29人 66人 1.00（A）

91.7% 100% 88.9% 0.89（B）

95.3% 100% 92.1% ※ 0.92（B） ※

小学生
72.9%
中学生
65.9%
高校生
48.5%

小学生
81.0%
中学生
75.8%
高校生
64.2%

小学生
70.9%
中学生
61.5%
高校生
49.9%

※

小学生
0.91（B）
中学生

0.86（B）
高校生

0.80（C）
※

450団体 650団体 632団体 0.97（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

いじめや暴力
のない学校づ
くり

防災教育・防
災対策の推進

子どもたちの
安全・安心の
確保

不登校児童生
徒への支援

学 校 生 活に安心を感
じている子どもたちの
割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

小学生
92.0%
中学生
96.5%
高校生
88.9%

小学生
97.6%
中学生
98.5%
高校生
95.5%

小学生
95.9％
中学生
97.7％
高校生
92.3％

小学生
0.98（B）
中学生

0.99（B）
高校生

0.97（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策４　安全で安心な学びの場づくり】

○施策

※ 令和５（2023）年度実績値が未確定のため、令和４（2022）年度の実績値および目標達成状況を掲載しています。
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生活困窮家庭またはひ
とり親家庭の高校生世
代が利用できる学習支
援を実施する市町数

学校施設の長寿命化
計画に係る長寿命化改
修に着手した建物数

高等学校（全日制）に
おける中途退学率

指標 令和元年度
現状値

― 41棟 41棟 1.00（A）

0.63% 0.48% 0.56% ※ 0.95（B） ※

18市町 26市町 20市町 0.77（C）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

学びのセーフ
ティネットの
構築・学びの
継続

学校施設の
充実

※ 令和５（2023）年度実績値が未確定のため、令和４（2022）年度の実績値および目標達成状況を掲載しています。

いじめ防止応援サポー
ターとしていじめの防
止に取り組む団体数

家庭や地域と連携した
防災の取組を実施して
いる学校の割合

学校安全ボランティア
の中心となるスクール
ガード・リーダーの登
録者数

不 登 校 児 童 生 徒 が、
学校内外の機関等で
の相談・指導等を受け
た割合

いじめの認知件 数に
対して解消したものの
割合

指標 令和元年度
現状値

5人 29人 66人 1.00（A）

91.7% 100% 88.9% 0.89（B）

95.3% 100% 92.1% ※ 0.92（B） ※

小学生
72.9%
中学生
65.9%
高校生
48.5%

小学生
81.0%
中学生
75.8%
高校生
64.2%

小学生
70.9%
中学生
61.5%
高校生
49.9%

※

小学生
0.91（B）
中学生

0.86（B）
高校生

0.80（C）
※

450団体 650団体 632団体 0.97（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

いじめや暴力
のない学校づ
くり

防災教育・防
災対策の推進

子どもたちの
安全・安心の
確保

不登校児童生
徒への支援

学 校 生 活に安心を感
じている子どもたちの
割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

小学生
92.0%
中学生
96.5%
高校生
88.9%

小学生
97.6%
中学生
98.5%
高校生
95.5%

小学生
95.9％
中学生
97.7％
高校生
92.3％

小学生
0.98（B）
中学生

0.99（B）
高校生

0.97（B）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策４　安全で安心な学びの場づくり】

○施策

※ 令和５（2023）年度実績値が未確定のため、令和４（2022）年度の実績値および目標達成状況を掲載しています。

178



県が関わって実施した
「みえの親スマイルワー
ク」の実施市町数

公民館等の社会教育
活動として、地域課題
の解決に向けた取組を
行っている市町数

新たな文化財保存活用
地域計画のもと、地域
社会が一体となって保
存・活用・継承に取り
組む国・県指定等文化
財数

教職員の満足度 62.0点 64.0点 63.0点 0.98（B）

4市町 29市町 16市町 0.55（D）

13市町 29市町 29市町 1.00（A）

0件 160件 186件 1.00（A）

学校における
働き方改革の
推進

家庭の教育力
の向上

社会教育の推
進と地域の教
育力の向上

文化財の保存
・活用・継承

授業で主体的・対話的
に学習に取り組んでい
ると感じる子どもたち
の割合

小学生
主体的
77.5%
対話的
73.4%

中学生
主体的
77.6%
対話的
74.2%

高校生
主体的・対話的
73.5%

小学生
主体的
82.5%
対話的
78.4%

中学生
主体的
82.6%
対話的
79.2%

高校生
主体的・対話的
78.5%

小学生
主体的
79.1%
対話的
81.4%

中学生
主体的
81.6%
対話的
79.9%

高校生
主体的・対話的
81.8%

小学生
主体的
0.96（Ｂ）
対話的
1.00（Ａ）

中学生
主体的
0.99（Ｂ）
対話的
1.00（Ａ）

高校生
主体的・対話的
1.00（Ａ）

教職員の資質
向上とコンプ
ライアンスの
推進

コンプライアンスの徹
底に取り組んだ所属・
公立学校の割合

― 100% 100% 1.00（A）

指標 令和元年度
現状値

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

コミュニティ・スクール
に取り組んでいる小中
学校の割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

36.3% 50.0% 83.3% 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策5　地域との協働と信頼される学校づくり】

家庭や地域と一体と
なった教育活動が行
われている小中学校
の割合

地域や産業界等と連携
し、学校の特色化・魅
力化に取り組んでいる
県立高等学校の数

指標 令和元年度
現状値

35校 56校 56校 1.00（A）

66.7%

小学校
85.0%
中学校
77.5%

小学校
81.2%
中学校
64.2%

小学校
0.96（B）
中学校
0.83（C）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

地域とともに
ある学校づくり

学校の特色化
・魅力化

○施策
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県が関わって実施した
「みえの親スマイルワー
ク」の実施市町数

公民館等の社会教育
活動として、地域課題
の解決に向けた取組を
行っている市町数

新たな文化財保存活用
地域計画のもと、地域
社会が一体となって保
存・活用・継承に取り
組む国・県指定等文化
財数

教職員の満足度 62.0点 64.0点 63.0点 0.98（B）

4市町 29市町 16市町 0.55（D）

13市町 29市町 29市町 1.00（A）

0件 160件 186件 1.00（A）

学校における
働き方改革の
推進

家庭の教育力
の向上

社会教育の推
進と地域の教
育力の向上

文化財の保存
・活用・継承

授業で主体的・対話的
に学習に取り組んでい
ると感じる子どもたち
の割合

小学生
主体的
77.5%
対話的
73.4%

中学生
主体的
77.6%
対話的
74.2%

高校生
主体的・対話的
73.5%

小学生
主体的
82.5%
対話的
78.4%

中学生
主体的
82.6%
対話的
79.2%

高校生
主体的・対話的
78.5%

小学生
主体的
79.1%
対話的
81.4%

中学生
主体的
81.6%
対話的
79.9%

高校生
主体的・対話的
81.8%

小学生
主体的
0.96（Ｂ）
対話的
1.00（Ａ）

中学生
主体的
0.99（Ｂ）
対話的
1.00（Ａ）

高校生
主体的・対話的
1.00（Ａ）

教職員の資質
向上とコンプ
ライアンスの
推進

コンプライアンスの徹
底に取り組んだ所属・
公立学校の割合

― 100% 100% 1.00（A）

指標 令和元年度
現状値

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

コミュニティ・スクール
に取り組んでいる小中
学校の割合

○基本施策

指標 令和元年度
現状値

36.3% 50.0% 83.3% 1.00（A）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

̶

【基本施策5　地域との協働と信頼される学校づくり】

家庭や地域と一体と
なった教育活動が行
われている小中学校
の割合

地域や産業界等と連携
し、学校の特色化・魅
力化に取り組んでいる
県立高等学校の数

指標 令和元年度
現状値

35校 56校 56校 1.00（A）

66.7%

小学校
85.0%
中学校
77.5%

小学校
81.2%
中学校
64.2%

小学校
0.96（B）
中学校
0.83（C）

令和５年度
目標値

令和５年度
実績値 目標達成状況施策名

地域とともに
ある学校づくり

学校の特色化
・魅力化

○施策
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小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

大学

桑名市立長島中部小学校

津市立南が丘小学校

名張市立名張小学校

四日市市立南中学校

松阪市立嬉野中学校

伊勢市立倉田山中学校

三重県立四日市工業高等学校

三重県立津高等学校

三重県立津商業高等学校

三重県立宇治山田高等学校

三重県立伊賀白鳳高等学校

三重県立盲学校

三重大学

皇學館大学

４名（５年生２名、６年生２名）

８名（６年生８名）

72名（６年生72名）

６名（２年生３名、３年生３名）

７名（３年生７名）

６名（３年生６名）

４名（３年生４名）

８名（１年生３名、２年生４名、３年生１名）

６名（３年生６名）

７名（２年生２名、３年生５名）

８名（１年生３名、２年生３名、３年生２名）

13名（小学部１名、中学部５名、高等部６名、専攻科１名）

18名（３年生12名、４年生６名）

９名（３年生５名、４年生４名）

参加者数開催校校種

三重県教育ビジョンの策定経過

　三重県教育改革推進会議（三重の教育の改革に関する重要な事項を調査審議するために、条例によ
り設置された有識者会議（委員名簿185ページ））に審議を依頼し、令和４（2022）年８月３日から令
和６（2024）年２月６日まで計５回審議いただきました。

　学校生活、いじめ等について、児童生徒の皆さんに対しアンケートを実施しました。

　令和５（2023）年10月10日（火）～令和５（2023）年11月９日（木）

（１）実施期間

　17,004件（1人1台端末等を活用し、インターネット経由で回答）

（３）回答件数

　公立小中学校、公立義務教育学校、県立高等学校および県立特別支援学校に在籍する小学校（小
学部）４年生から高校生（高等部）までの児童生徒（専攻科を含む）

（２）対象者

　令和５（2023）年10月10日（火）～令和５（2023）年11月９日（木）

（１）実施期間

　63人（団体）の方々から、187件の意見をいただきました。
　（同じ内容の意見を１件と数えると、129件に整理されます。）

（２）意見数

　三重県教育ビジョンの中間案に対して、県民の皆さんから意見を募集しました。

　学校や教育に対して望むこと等について、小学生、中学生、高校生、特別支援学校の児童生徒、教
職を志して県内の大学で学んでいる大学生と意見交換を行いました。

三重県教育改革推進会議における審議1

児童生徒へのアンケートの実施3

パブリックコメントの実施4

児童生徒・大学生との意見交換会2
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小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

大学

桑名市立長島中部小学校

津市立南が丘小学校

名張市立名張小学校

四日市市立南中学校

松阪市立嬉野中学校

伊勢市立倉田山中学校

三重県立四日市工業高等学校

三重県立津高等学校

三重県立津商業高等学校

三重県立宇治山田高等学校

三重県立伊賀白鳳高等学校

三重県立盲学校

三重大学

皇學館大学

４名（５年生２名、６年生２名）

８名（６年生８名）

72名（６年生72名）

６名（２年生３名、３年生３名）

７名（３年生７名）

６名（３年生６名）

４名（３年生４名）

８名（１年生３名、２年生４名、３年生１名）

６名（３年生６名）

７名（２年生２名、３年生５名）

８名（１年生３名、２年生３名、３年生２名）

13名（小学部１名、中学部５名、高等部６名、専攻科１名）

18名（３年生12名、４年生６名）

９名（３年生５名、４年生４名）

参加者数開催校校種

三重県教育ビジョンの策定経過

　三重県教育改革推進会議（三重の教育の改革に関する重要な事項を調査審議するために、条例によ
り設置された有識者会議（委員名簿185ページ））に審議を依頼し、令和４（2022）年８月３日から令
和６（2024）年２月６日まで計５回審議いただきました。

　学校生活、いじめ等について、児童生徒の皆さんに対しアンケートを実施しました。

　令和５（2023）年10月10日（火）～令和５（2023）年11月９日（木）

（１）実施期間

　17,004件（1人1台端末等を活用し、インターネット経由で回答）

（３）回答件数

　公立小中学校、公立義務教育学校、県立高等学校および県立特別支援学校に在籍する小学校（小
学部）４年生から高校生（高等部）までの児童生徒（専攻科を含む）

（２）対象者

　令和５（2023）年10月10日（火）～令和５（2023）年11月９日（木）

（１）実施期間

　63人（団体）の方々から、187件の意見をいただきました。
　（同じ内容の意見を１件と数えると、129件に整理されます。）

（２）意見数

　三重県教育ビジョンの中間案に対して、県民の皆さんから意見を募集しました。

　学校や教育に対して望むこと等について、小学生、中学生、高校生、特別支援学校の児童生徒、教
職を志して県内の大学で学んでいる大学生と意見交換を行いました。

三重県教育改革推進会議における審議1

児童生徒へのアンケートの実施3

パブリックコメントの実施4

児童生徒・大学生との意見交換会2
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はじめに

第1章　総論　

１　教育を取り巻く現状

２　子どもたちに育みたい力

３　教育施策の基本的な考え方

４　教育ビジョンを貫く視点

第2章　基本施策・施策

基本施策１　未来の礎となる力の育成

基本施策２　未来を創造し社会の担い手となる力の育成

基本施策３　特別支援教育の推進

基本施策４　いじめや暴力のない学びの場づくり

基本施策５　誰もが安心して学べる教育の推進

基本施策６　学びを支える教育環境の整備

第3章　教育ビジョンの実現に向けて

全般

2

23

8

9

―

5

87

36

7

10

7

11

16

―

17

129

意見数項　　目

合　計

９月～ 12月

９月15日

９月21日

10月５日

10月

12月13日

12月14日

２月21日

３月８日

３月22日

児童生徒・大学生との意見交換会

教育委員会定例会

県議会教育警察常任委員会

児童生徒へのアンケートの実施

パブリックコメントの実施

児童生徒・大学生との意見交換会

県議会教育警察常任委員会

教育委員会定例会

県議会教育警察常任委員会

教育委員会定例会

・ビジョンの策定について

・ビジョンの策定について

・中間案の審議

・中間案の報告

・中間案の説明

・中間案について県民の意見を募集

・最終案の審議

・最終案の報告

・最終案の説明

・三重県教育ビジョンを決定

内　容年月日 会議等

項目別意見件数

①意見や提案内容を反映させていただくもの

②意見や提案内容が既に反映されているもの

③今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくもの

④反映または参考にさせていただくことが難しいもの

⑤その他（①～④に該当しないもの）

39

34

56

―

―

129

件　数対応区分

合　計

対応状況

・学校や教育に対して望むこと等について
  意見交換

・パブリックコメントへの対応の審議
・中間案（修正版）の審議

・学校や教育に対して望むこと等について
  意見交換

・パブリックコメントの結果の説明
・中間案（修正版）の説明

・学校生活、いじめ等についてアンケート
  を実施

令和４年度
第１回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第１回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第２回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第３回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第４回三重県教育改革推進会議

令和４（2022）年
８月３日

※

※ 「第1章　総論」全般に関する意見（1件）を含む。

令和５（2023）年
５月29日

10月10日～
11月９日

10月10日～
11月９日

令和６（2024）年
２月６日

策定までの流れ5
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はじめに

第1章　総論　

１　教育を取り巻く現状

２　子どもたちに育みたい力

３　教育施策の基本的な考え方

４　教育ビジョンを貫く視点

第2章　基本施策・施策

基本施策１　未来の礎となる力の育成

基本施策２　未来を創造し社会の担い手となる力の育成

基本施策３　特別支援教育の推進

基本施策４　いじめや暴力のない学びの場づくり

基本施策５　誰もが安心して学べる教育の推進

基本施策６　学びを支える教育環境の整備

第3章　教育ビジョンの実現に向けて

全般

2

23

8

9

―

5

87

36

7

10

7

11

16

―

17

129

意見数項　　目

合　計

９月～ 12月

９月15日

９月21日

10月５日

10月

12月13日

12月14日

２月21日

３月８日

３月22日

児童生徒・大学生との意見交換会

教育委員会定例会

県議会教育警察常任委員会

児童生徒へのアンケートの実施

パブリックコメントの実施

児童生徒・大学生との意見交換会

県議会教育警察常任委員会

教育委員会定例会

県議会教育警察常任委員会

教育委員会定例会

・ビジョンの策定について

・ビジョンの策定について

・中間案の審議

・中間案の報告

・中間案の説明

・中間案について県民の意見を募集

・最終案の審議

・最終案の報告

・最終案の説明

・三重県教育ビジョンを決定

内　容年月日 会議等

項目別意見件数

①意見や提案内容を反映させていただくもの

②意見や提案内容が既に反映されているもの

③今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくもの

④反映または参考にさせていただくことが難しいもの

⑤その他（①～④に該当しないもの）

39

34

56

―

―

129

件　数対応区分

合　計

対応状況

・学校や教育に対して望むこと等について
  意見交換

・パブリックコメントへの対応の審議
・中間案（修正版）の審議

・学校や教育に対して望むこと等について
  意見交換

・パブリックコメントの結果の説明
・中間案（修正版）の説明

・学校生活、いじめ等についてアンケート
  を実施

令和４年度
第１回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第１回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第２回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第３回三重県教育改革推進会議

令和５年度
第４回三重県教育改革推進会議

令和４（2022）年
８月３日

※

※ 「第1章　総論」全般に関する意見（1件）を含む。

令和５（2023）年
５月29日

10月10日～
11月９日

10月10日～
11月９日

令和６（2024）年
２月６日

策定までの流れ5
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石川　正浩

江森　真矢子

大藤　明美

川北　睦子

黒田　喜昭

小林　慶太郎

辻　成尚

中田　雅喜

眞部　貴子

耳塚　寛明

山田　忍

松浦　直己

◎

○

一般社団法人まなびと　代表理事

尾鷲市立宮之上小学校長

株式会社Ｅプレゼンス　代表取締役社長

津市立西橋内中学校教諭

三重県立津高等学校長

松阪市教育委員会教育長

所属・職名氏　名

（令和４（2022）年４月～令和６（2024）年３月）

◎印は会長、○印は副会長、敬称略、五十音順、所属・職名は令和6（2024）年2月6日（令和5年度第4回三重県教育改革推進会議開催日）時点のもの

三重大学教育学部企画経営室室長
副学部長（附属学校園担当）
三重大学・津市子ども教育センター　センター長
国立大学法人三重大学教育学部教授

津市立一身田中学校学校支援地域本部
サポーターいっちゅう事務局次長兼広報部長

学校法人暁学園四日市大学副学長
（総合政策学部教授）

お茶の水女子大学名誉教授
青山学院大学客員教授

三重県ＰＴＡ連合会　副会長

三重県教育委員会スクールカウンセラー

～子どもたちが個性を輝かせ、望む未来を実現していくために～

令和6（2024）年3月

三重県教育改革推進会議委員名簿6

三重県教育委員会事務局
教育政策課
〒514-8570　津市広明町13番地

059-224-2951　　　　　  059-224-2319

kyosei@pref.mie.lg.jp

https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/

TEL FAX

E-mail

URL
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石川　正浩

江森　真矢子

大藤　明美

川北　睦子

黒田　喜昭

小林　慶太郎

辻　成尚

中田　雅喜

眞部　貴子

耳塚　寛明

山田　忍

松浦　直己

◎

○

一般社団法人まなびと　代表理事

尾鷲市立宮之上小学校長

株式会社Ｅプレゼンス　代表取締役社長

津市立西橋内中学校教諭

三重県立津高等学校長

松阪市教育委員会教育長

所属・職名氏　名

（令和４（2022）年４月～令和６（2024）年３月）

◎印は会長、○印は副会長、敬称略、五十音順、所属・職名は令和6（2024）年2月6日（令和5年度第4回三重県教育改革推進会議開催日）時点のもの

三重大学教育学部企画経営室室長
副学部長（附属学校園担当）
三重大学・津市子ども教育センター　センター長
国立大学法人三重大学教育学部教授

津市立一身田中学校学校支援地域本部
サポーターいっちゅう事務局次長兼広報部長

学校法人暁学園四日市大学副学長
（総合政策学部教授）

お茶の水女子大学名誉教授
青山学院大学客員教授

三重県ＰＴＡ連合会　副会長

三重県教育委員会スクールカウンセラー

～子どもたちが個性を輝かせ、望む未来を実現していくために～
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三重県教育委員会事務局
教育政策課
〒514-8570　津市広明町13番地

059-224-2951　　　　　  059-224-2319

kyosei@pref.mie.lg.jp

https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/

TEL FAX

E-mail

URL




